
平成１３年１２月５日広陵町議会

第４回定例会会議録（１日目）

平成１３年１２月５日広陵町議会第４回定例会（第１日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１５名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 小 原 昇

３番 片 岡 福 美 ４番 寺 前 憲 一

５番 松 野 悦 子 ６番 角 谷 靜 作

７番 吉 田 信 弘 ８番 中 山 正

９番 山 本 登 １０番 青 木 義 勝

１１番 笹 井 正 隆 １２番 坂 口 友 良

１３番 山 本 悦 雄 １５番 吉 岡 章 男

１６番 出 張 光 男

２ 欠席議員は、１名で次のとおりである。

１４番 松 本 政 治

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 吉 村 崇

総 務 部 長 土 佐 敏 行 健康福祉部長 大 西 利 実

住民生活部長 野 村 完 治 環 境 部 長 山 村 吉 由

環 境 部 参 与 中 尾 寛 都市整備部長 吉 村 正 勝

水 道 局 長 中 尾 勝 教育委員会事務局長 竹 田 健 次

施設管理サービス公社常務理事 竹 嶋 昇



４ 本会議の書記は、次のとおりである。

局 長 西 辻 眞 治

書 記 乾 善 雄 野 村 克 也

議 長 ただいまの出席議員は１５名で定足数に達しております。

これより平成１３年広陵町議会第４回定例会を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０６開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 会期の決定について

２ 会議録署名議員の指名

３ 諸報告

４ 平成１３年度定期監査報告

５ 報告第１５号 平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の報告につ

いて

６ 議案第７０号 広陵町税条例の一部を改正することについて

７ 議案第７１号 広陵町立学校設置条例の一部を改正することについて

８ 議案第７２号 ゲートボール場上屋等建築に伴う工事請負契約の締結について

９ 議案第７３号 広陵町リフト付きバス購入に伴う物品売買契約について

１０ 議案第７４号 町道の路線認定について

１１ 議案第７５号 平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第５号）

１２ 議案第７６号 平成１３年度広陵町墓地事業特別会計補正予算（第１号）

１３ 議案第７７号 平成１３年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第１号）

１４ 議案第７８号 平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計補正予算

（第１号）

議 長 まず日程１番、会期の決定についてを議題とします。

本定例会の会期は過日の議会運営委員会で本日から２１日までの１７日間とすることにあ

らかじめ決定されております。会期をさよう決定することに異議ありませんか。



（異議なしの声あり）

議 長 ご異議なしと認めます。よって会期は本日から２１日までの１７日間と決定しまし

た。

なお、報告第１５号につきましては、委員会の審査を省略して、本日議決願いたいと存じ

ますので、よろしくお願いいたします。

議 長 次に日程２番、会議録署名議員の指名でございますが、会議規則第１１０条の規定

により

５番 松 野 君

６番 角 谷 君

に指名いたします。

議 長 次に日程３番、総務文教委員会と産業建設委員会が合同で視察研修されましたので

、代表で総務文教委員長、笹井君に委員長報告をお願いいたします。

総務文教委員長 総務文教、産業建設委員会の視察研修報告を行います。総務文教、産業建設

委員会を代表いたしまして視察研修報告をいたします。

総務文教、産業建設委員会は、去る１１月６日、静岡県大須賀町、翌７日に静岡県大井川

町を訪れ視察研修を行いましたので、その概要を報告します。

まず大須賀町は東京と大阪の中間で、ほぼ日本の中央に位置し、南には雄大な遠州灘が広

がり、年間の平均気温が１６度前後で日照時間が長く温暖な気候で、施設園芸など品質の高

い農産品で知られ、マスクメロン、大粒イチゴ、そしてお茶など全国に誇る特産品のある町

であります。大須賀町は男女共同参画事業について静岡県下で一番の取り組みをされている

町であります。平成８年に現町長が就任され、町民が安心して暮らせる豊かな町を建設する

ために町民総参加のまちづくりが不可欠であることから、男女共同参画社会の形成に向けて

取り組まれたことを伺いました。９年に婦人会の発展的解散と同時に自治会活動の中に女性

部を設け、地域社会に積極的に参画できる環境整備づくりに３年かかったことの説明をいた

だきました。町民総参加での地域づくりを進めるための体制づくりとして、市長部局に女性

の声を反映するため女性施策係を設置され、施策として町民に男女共同参画に関する意識調

査を１，２００人を対象に実施され、その結果をもとに１０年に男女共同参画社会づくり推

進委員会を設置、１１年に男女共同参画社会づくり行動計画策定委員会を発足され、同時に

男女共同参画都市を宣言されました。計画策定委員１１名のうち７名が女性で、町民が主体

的に計画策定にかかわられたことが大きな特徴と伺いました。



また地域住民の取り組み状況として１２年度から各種事業を実施され、１３年度は地域の

男女が主体となって各種の地域活動を行うサークルに男女が共に創る地域活動支援事業とし

て町が上限５万円を助成され、３６サークルの申請があり、予算額１００万円を上回る状況

であると伺いました。教育分野では、学校の教育として副読本の取り組みを進めていること、

また今後の取り組みについての現状と実践について説明をいただきました。

次に大井川町では住民参加のまちづくりについて研修をいたしました。大井川町は人口２

万３，０００人、面積２４．５４平方キロメートル、日本のほぼ中央に位置する静岡県の中

部地域に属し、町全体が大井川扇状地からなる平たん地の町であります。大井川町では住民

本位のまちづくりをつくるために平成４年以来、合意形成、職員と住民の意識改革、民主主

義の以上三つをねらい、まちづくりの仕組みや制度を確立するための各種の取り組みを進め

られ、平成１１年４月、地域参加のまちづくり条例を施行されたことを伺い、規約について

はまちづくり委員会で作成し、運営をされております。支援制度には財政的支援と人的支援

があるとの説明をいただきました。財政的支援は、町内会単位で組織されている４８のまち

づくり委員会に、平成１３年度は１委員会当たり５万円の運営資金、また事業資金は限度額

１委員会１００万円を地域のまちづくりの取り組みに対し交付されており、ハード事業は単

年度で支援されていることを伺いました。

道路等の公共的な事業については、自治会から申請があれば行政が行うことを伺いました。

またともに考える発想からまちづくり支援チームとして、すべての行政職を公務として委員

会の主体的な取り組みをサポートするため、４８のまちづくり委員会に地域と行政のパイプ

役、まちづくりのパートナーとして平均３名程度の職員を人的支援として派遣していること

を伺いました。そのほか職員の研修として地域で開催する住民の学習会などに職員が講師と

して出向くことにより、地域住民との信頼関係を培うことになるため、平成８年から積極的

にまちづくり出前セミナーを実施されているとの説明をいただきました。

終わりに今回の研修の成果につきましては、町政に十分反映できるよう取り組んでいきた

いと考えております。

議 長 ありがとうございました。

次に厚生委員会の視察研修報告をお願いいたします。 厚生委員長、山本登君！

厚生委員長 それでは厚生委員会視察研修報告。厚生委員会は去る１１月５日に広島県御調町

で視察研修を行いましたので御報告させていただきます。

御調町は広島県の東南部に位置し、町の北と南に低い山が連なり、東西に御調川が流れる



面積８２．９８平方キロメートル、人口８，１００人の農業と交通の要所として栄えた町で

あります。高度経済成長の過程の中で人口は減少し高齢化も進み過疎化減少を来し、こうし

た中で公立みつぎ総合病院や保健福祉総合施設の計画的な整備を行い、この結果、現在、保

健、医療、福祉の整った福祉のまちとして全国に脚光を浴び、安心して住める町として発展

されております。

保健福祉センターは、当初健康管理センターとして病院内に併設されましたが、手狭にな

ったこと、また保健福祉サービスのより充実を図るため病院に隣接して建設し、従来の健康

管理センター、訪問看護ステーション、社会福祉協議会を置き、所長以下３５人のスタッフ

で保健から福祉まで幅広い活動を行って住民ニーズにこたえておられます。

公立みつぎ総合病院は、昭和３１年に病床数２２床、３診療科で御調国保病院として開設

されました。以来数次にわたる増改築工事を重ね、現在２４０床、１６診療科を有する総合

病院となり、緊急医療はもちろん訪問看護の実施、リハビリの充実した地域の中核病院とし

ての役割を果たしておられるとのことです。保健福祉総合施設には県から移管された特別養

護老人ホーム、老人リハビリステーションをはじめ介護老人保健施設、ケアハウス、デイサ

ービスセンター、在宅介護支援センターなどが整備されております。

御調町ではこうした施設の整備に加えて病院と行政が一体となり、それに老健施設、在宅

介護支援センター、訪問看護ステーション、ケアハウスなどの諸施設、さらに住民が加わっ

て保健、医療、福祉の連携システムづくりを行い、その成果として寝たきり老人の減少、長

期入院や重傷者が減少したとのことでした。これからもグループホームなどの施設整備を行

いながら保健、医療、福祉がさらに連携を密にしながら住民が老後を安心して過ごせるまち

づくりをされていかれるとのことでした。御調町は比較的小さな町でしたが、施設整備の進

んだすばらしい町であったように思いました。

研修の成果を今後の議会活動に生かしてまいりたいと考えております。以上簡単ではござ

いますが、厚生委員会の研修報告とさせていただきます。ありがとうございました。

議 長 ありがとうございました。

次に議会運営委員会の研修報告をお願いいたします。 議会運営委員長、青木君！

議会運営委員長 おはようございます。皆様もご承知のとおり議運の研修は他の委員会と異な

り、執行機関とはあまり関係はございません。そのゆえ成果がストレートに反映でき得る、

また過去いろんな実績も上がっております。その意味では議会運営委員会の研修は意義ある

ものだと、こう解釈をして、そのつもりでお聞きしていただきたいなと、こう思います。



それでは議会運営委員会は、去る１０月１７日に全員で滋賀県中主町、１８日には松野議

員が欠席されましたが浅井町で議会運営について研修を行いましたのでご報告をさせていた

だきます。

中主町は滋賀県の中央部、琵琶湖の南岸で湖南地方に位置し、面積２０．９４平方キロメ

ートルで全域が平たん地で湖岸三角州を形成しております。また滋賀県有数の穀倉地帯とし

て発展してきたところであります。中主町の議会は３会派１４名の議員で構成されておりま

す。常任委員会は総務文教厚生と産業土木の２委員会で、予算、決算については議員全員で

特別委員会を設置され、審議、審査されているとのことでございました。

議会運営についてでありますが、委員数は４名で任期は申し合わせにより２年で、招集日

の３日以上前に開催されております。また一般質問については招集日の正午までに通告をし、

提出順に従い１人９０分、質問は３回までで、ただし関連質問は認めていないとのことでご

ざいました。

そして政務調査費についてでありますが、中主町では以前から要綱があり、それに基づき

ことし４月に政務調査費の交付に関する条例及び規則を制定されました。政務調査費は会派

の責任者が申請を行い、これをもとに議員１人当たり月額６，０００円を年２回に分けて各

会派に交付されているとのことでございました。会派の代表者は毎年度収支報告書を提出さ

れますが、その際には必要経費の領収書の添付は義務づけてなく、会派で保管するとのこと

でございます。なお残余額があるときは返還することとされております。

次に浅井町は滋賀県東北部に位置し、中心部は草野川が流れ、これに沿って穏やかな平た

ん地が開け、人口は１万３，２００人、面積は８７．０９平方キロメートルと広大で、その

７０％は山地、丘陵地帯で占められております。浅井町の議会は１期の議員が１０人、２期

５人、７期１人の１６人の議員で構成されております。

議会運営についてでありますが、委員数は６名、任期は２年であり、議会運営委員会は招

集日の１週間前に開催されております。正副議長の任期も含め役員の任期は申し合わせで２

年とされておりました。なお一般質問は招集日の翌日の午後５時までに通告書を提出し、１

人４０分で最終日に行われております。今期から対面方式をされております。これは一般質

問のときにちょうど真ん中の席が空いてたということで、真ん中の席で一般質問者が立って

理事者に対して対面で質問をして２回、３回もその席でやるという、その対面方式というの

をとっておられました。そういうことでございます。

そしてまたオフトーク通信、こう言うとややこしいですねんけど、電話回線を使いまして



一般質問を夜の９時からかな、８時か９時から１時間か何ぼ切って流して一般家庭に聞いて、

聞きたい人が聞けるというシステムで、電話回線を使いまして、これは町の広報のお知らせ

なり、また各区単位ででも使えるという、何かチャンネルの多く使えるシステムであり、Ｎ

ＴＴの回線でやっておるということでございまして、大変住民の皆さんにも好評であって一

般質問も傍聴に来なくても聞けるということで、非常に、そのかわり議員もかなり勉強して

いかなきゃいかんということもお伺いしていました。そういうことでございます。広報紙に

も議員１人に１ページの大きさで掲載されております。

市町村合併については、ことしの６月から町村合併問題特別委員会を設置され、取り組ん

でおられるところでございます。

今回の研修を終えて議会運営の方法は、それぞれ前例や申し合わせにより異なりますが、

議会運営委員会の役割は大変重要であると感じました。研修の成果を今後の議会運営に反映

できるように取り組んでまいりたいと考えております。以上簡単でございますが、議会運営

委員会の研修報告とさせていただきます。ありがとうございました。

議 長 ありがとうございました。

議 長 次に日程４番、平成１３年度定期監査の結果について報告願うことにいたします。

山本悦雄監査委員、お願いします。

監査委員 平成１３年度定期監査の結果をご報告申し上げます。

平成１３年度定期監査は、平成１３年１０月２日から１０月２６日までの間において慎重

に実施いたしました。各課を対象に事務事業の執行状況及び関係書類並びに会計経理の状況、

帳票の処理方法等について監査いたしました。

監査結果でございますが、各事務事業の執行についてはおおむね所期の成果を上げており、

また関係帳票の処理方法についても良好であることを確認いたしました。その内容につきま

しては、お手元に配付しております報告書のとおりでございますのでよろしくご一読願いま

して監査結果の報告といたします。以上です。

議 長 ありがとうございました。

議 長 次に日程５番、報告第１５号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第４号）の

専決処分の報告についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本件について説明願います。 総務部長！



総務部長 それでは報告第１５号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第４号）の専決処

分についてご説明を申し上げます。

今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１，７３９万４，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１３億２６２万５，０００円とするものでございます。

最初に歳出からご説明申し上げますので７ページをご覧いただきたいと存じます。

まず最初にマイクロバスの運行管理業務委託料でございますが、これにつきましては職員

の異動並びにマイクロバスの使用等の増加に伴いまして、緊急地域雇用特別交付金事業補助

金を活用して１月から３月までの運行に係る委託料を計上させていただいております。費用

の明細につきましては、１日１万５，４００円で１５日の運行を基本として３カ月分の費用

として７２万８，０００円を計上しております。

次にリフトつきバス及び車いす同乗福祉自動車の購入につきましては、かねてより購入の

ため補助申請をしてまいりましたが、このたび自治総合センター共生のまちづくり助成金が

交付決定になったことに伴いまして車両等の改造に時間が必要となりますので専決処分をさ

せていただいた状況でございます。

最後に予防接種法の改正に伴いますインフルエンザに係ります接種委託料を計上いたして

おります。６５歳以上の該当者４，５１６人に対しまして約３０％、１，３５０人を対象と

して見込んでおります。費用につきましては医療機関との契約に基づきまして４，０２０円

を支払い、個人負担として１，０００円を支払っていただくこととなっております。なお生

活保護及び住民税非課税の方につきましては、個人負担分１，０００円を後日返却すること

にしております。

続いて歳入についてご説明申し上げますので６ページにお戻りいただきたいと存じます。

先ほど説明いたしましたマイクロバスの管理業務委託料の財源として県補助金の７２万７，

０００円、次に雑入としてまちづくり助成金１，０００万円を充当しまして、なお不足いた

します６６６万７，０００円については平成１２年度の繰越金を充当いたしております。以

上簡単でございますが説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。

議 長 これより本件について質疑に入ります。 はい、１２番！

１２番議員 この中で一番大きな、ちょっと重要な点の助成金についてお伺いしたいと思いま

す。

いわゆる６ページ、緊急地域雇用創出に対する補助金でございます。これはいわゆるリス

トラ対策費用、今日新聞にも多く出ております４０代、５０代、いわゆる生活、一家を抱え



てる人がですね、大量にリストラされてると。それに対してですね、緊急に対策をとらんな

いかんと、こういうことでですね、いま国も挙げ、県からもいろいろたくさん助成金、今回

少額ですがこれからもこういう緊急対策用、いわゆるリストラ対策用の助成金がこれからつ

くというふうなことが新聞などで報道されております。一番大事なのはこの補助金、この補

助金、これはですね、一番リストラの打撃を受けてるのが４０代、５０代の生活世帯主、い

わゆる一家の主、私も５０を超えましてリストラの直撃をですね、私はサラリーマンの代表

ですのでここでちょっと一言申し上げたい。

いわゆるこのリストラの直撃というのは、一番困るのは若い人じゃなくてですね、４０代、

５０代、しかもそれが一家を構えている、子供が学校行く、あるいはローンが残ってる、こ

この年齢層がですね、一番打撃を受けてると、こういうことなんですね。それに対して政府

はですね、緊急の雇用を図る、それに対しても助成金をいっぱいすると、こういうようなこ

とでいま小泉内閣もいろいろ考えております。その中にはたとえば山林の仕事やったらどう

かとかね、いろいろ出てくるんですよ。そんなもん果たして広陵町で山林の仕事なんかある

んかということも考えられます。

そこでですね、本町はこういう助成金これからも来ます。一番大事なのはですね、その年

齢層、いわゆる４０代、５０代がですね、この補助金の恩典を受けるようなことのですね、

支出の執行をお願いしたい、こういう考えなんですよ。たとえばこれ、今回これもらってで

すね、マイクロバスの業務委託料をばっとこういうふうにしたいと。そこでですね、若いた

とえば２０代ぐらいの人が来てもですね、これはなかなかこの年齢層としてはですね、いま

一番困っている年齢層に対してこれを緊急にしたいと、こういうことですのでね、この辺ち

ょっと行政の考え方ですね、大体どの層をですね、その辺もある程度考えながらね、我々や

っぱりこういう助成金のその内容の重みはですね、いま非常にリストラに遭った人たち、会

社に勤めながらもう最後ちょっとどうしても万やむを得ずやめていただく、そういうような

方に対してですね、手厚い保護をしやんないかんということでこういうなん今回生まれてる

んですのでね、あとはこの各地方自治体がどのようにして執行していくか、この予算執行し

て年齢層を取り上げていくか、その対象年齢を救っていくかということに非常に大きな地方

自治の意義が出ております。

今回マイクロバス委託にしたいということなんですが、今後もこういうこといろいろ事業

出てきます。本町のですね、そういうふうな特に中高年層に手厚い雇用対策いうのを考えて

いただきたいということで、今回もそうですがこれからも続きます。どの辺に厚みを持って



ですね、この補助金の対策を使っていきたいのか、あるいはそういうように考えあるのか、

少々お聞かせ願いたい。

私も自分の身がですね、やはりそう迫ってくるとこんなん人ごとではないんですね。やっ

ぱりぐっと迫ってきますからね、その辺についても私も自分自身でも非常に感じているとこ

ろでございます。その辺についても各地方自治体の力強い中高年に対する支援策というのを

今回お聞かせ願いたい、そのような考えでございます。よろしくお願いします。

議 長 総務部長！

総務部長 おっしゃることはよくわかります。この事業としては一応自治体が直接携わる事業

じゃなく、民間の雇用を促進するということでございますので、今回マイクロバスの運転員

の運行を管理業務委託料を計上させていただいて、この補助金を活用しようということによ

って民間で１人新しく雇っていただきたいと、こういう内容の事業でございます。

今後考えております事業につきましては、防犯灯の管理システムの購入、あるいは下水道

の施設管理システムの整備事業、あるいはいま申し上げておりますマイクロバスの管理の業

務、それからＩＴの講習会等のことによって何人か、年齢層の指定というのはできませんの

で、それぞれの事業によって精通されておられる年代層ということの雇用になると思います

ので、その辺で何歳の方を雇用してくださいという指定までは恐らくできないという状況に

なると思います。

たとえば来年度の計画でございますが、防犯灯の管理システムを導入しようということを

考えております中では、一応この事業を委託した場合に新しく４人の方が雇用できると。そ

して雇用日数としては２０日間という短期間の状況になるわけです。下水道の施設管理シス

テムの整備事業におきましては、５人の方を２２０日という期間雇用できるということで、

できるだけこういう事業を多く取り入れていただきまして、そして民間雇用に貢献していき

たいというふうに考えております。以上です。

議 長 はい、１２番議員！

１２番議員 いまこれからのちょっとですね、こういうことについて雇用も考えていきたいと

いうことをお聞きしました。非常に結構なことだと思います。あとちょっと町長にお願いし

たいのはですね、町職員のパートとかですね、そういうのも実際、たとえば幼稚園のパート

とか実際ありますわ。だけどね、別に４０でも５０でもあんまり年齢制限、たとえばですな、

若い人とかいうと非常にミスマッチというんですかな、働かなくてはいけない年齢層がです

ね、一たん会社をリストラされちゃうとね、もう働く場所がないというのが現実の一つの問



題。もう一つは働きたいてハローワークに求人出しても、いまパソコン見たらわかりますわ、

みんな３５まで、４０とか、私もちょっと梅田のハローワークでちょっとこの間見たんです

けどね、私５２歳とか当てはめるんですよね。希望年収とかあるんですよ、希望年収何百万

とかですね。ほんならこれが該当するところはございませんと、こういうことでしてね、希

望年収を半分ぐらいに下げるんですね、それでもちょっと該当するところはございませんて、

月給１５万円とかこう入れるんですよね、パソコン入れるんですよ。そんなら検索するんで

すね。１５万円ぐらいだったらやっと出てくるかなと、こういうふうな現状はそういう時代

になってるんですわ。これどうしても真美ヶ丘、現実サラリーマン世帯層が、ご存じのよう

に税金の８割以上がサラリーマン層が負担してると、こういう産業構造、いわゆる広陵町が

持ってる、広陵町の財政を抱えてるのがサラリーマン層という現状なって８５％から９０％

ぐらいがサラリーマンが抱えてるという、これ商業都市でも工業都市でも何でもないんです

ね、広陵町というのは。ですからそういうような年代、我々要するに４０代、５０代一番多

くの税金を抱えてる、一番多くの負担をしているサラリーマン層というのが大半を占めてる

というのが広陵町の今日の現状なんですわ。どうかその辺のですね、これからもますます進

むと思います、リストラが。その第一線の防波堤となってですね、地方自治体が守っていた

だきたい。私も頑張るんですけどなかなかこれは大変な時代になってきております。という

ふうな私サラリーマンしてますから、直接やはり皆様方、役所の方々にですね、いまの現状

の世の中という動きを知っていただいてですね、どうか中高年の男性ですな、中高年の男性

にもパートの口、あるいは役所で、せいぜい仕事出すならその辺のですね、男性パートとい

うのもこれは別に悪くはないんですからね、ヘルパー募集でも男性ヘルパー募集とかですね、

この辺のちょっと思い切った考えをしていただいてですね、その辺の対策もとっていただき

たい、これは要望でございます。町長についてこれからの策ということで、それをひとつ盛

り込んでいただいてですね、この緊急雇用対策というのをひとつ考えていただきたいという

ことでちょっと要望でおいときます。頼みます。

議 長 はい、５番議員！

５番議員 いま緊急雇用についての坂口議員からの質問があったわけなんですけれども、この

緊急雇用の一番の期待されるところがやっぱり地域の方々に雇用が少しでも回ってくるとい

うことなんですね。そういう部分で広陵町議会でも、何月議会でしたか、意見書を可決をし

ている、そういう状況がございます。先ほどいろいろこういう形で使えるということで総務

部長の方から報告ありましたけれども、たとえばＩＴの場合も町民の方も少しですね、大部



分は民間の企業へ委託という形だったんですが、入られた方もいますし友愛フレンドリー制

度ですか、教育委員会の。これも緊急雇用の補助金を活用した雇用だったと思うんですが、

これは町民の皆さんを雇用されたと思うんですね。ですから民間のといいましても、企業に

委託をしてますと企業の中でそれによって雇用が増えるという事態にはならないので、なる

べくですね、事前に公募をしていただいてですね、それで町内の失業されている方等と救済

するということを基本的に念頭に入れて今後対応していただきたいし、できる限りですね、

いろいろ知恵を絞っていただいて雇用創出していただきたいと思うんですが、この点につい

てどのようにしていっていただけるのか再度お願いしたいと思います。

それからですね、予防接種の助成金なんですけれども、これは緊急にですね、１１月７日

ですか、可決しまして即施行するということで役場の職員さんも対応に大変だっただろうな

というふうに思います。そういう中で６５歳以上の方が１，０００円で予防接種受けれると

いうことで広陵町でももう１，０００人に近い方が予防接種希望されてるということもお聞

きしました。大変いいことだと思うんですが、その一方でですね、無料でしているところも

資料でいただきましたが、とりわけですね、近隣の河合、上牧、王寺等のですね、７町にお

きましては無料で実施されているわけなんですね。とりわけ近隣でもありますし、どうして

広陵町はという声も直接私の方の耳に既に届いている状況なんですね。今回の法改正の中で

インフルエンザの予防接種を自治体に義務づけるというのが法改正の趣旨でありますから、

この趣旨を全うするためにはやはり特に高齢者、最近医療費とか介護保険の問題で費用負担

が膨らんでいる中でこの１，０００円についてもですね、費用負担のないようにしていただ

きたいというふうに思うんですが、なぜ１，０００円ということに設定されたのかですね、

その経緯についてお聞きしたいと思います。

議 長 総務部長！

総務部長 ただいま松野議員から地域の方々をいわゆる雇用できる方法を考えていただきたい

ということでおっしゃっていただいたわけですが、まず事業採択の中で事業に対する技術的

な問題、あるいは組織的な問題等もありますので、おっしゃってる趣旨を踏まえて十分研究

していきたいと思います。以上です。

議 長 健康福祉部長！

健康福祉部長 ただいまのご質問の中でなぜ１，０００円にしたかという根拠をお尋ねいただ

いているわけでございますが、これに関しましては国会の予防接種法が改正されました時点

で近隣の担当者、あるいは葛城保健所を中心とします葛城地区の医師会とも協議をさせてい



ただきまして、予防接種の全体額、まずそれをつかみ、そして少なからずとも負担をお願い

することになるという前提で１，０００円という内容で歩調を合わせたというのが現実でご

ざいます。

なお、高齢者等の生活の関係とかいうふうな質問もございましたけれども、先ほど総務部

長の方からもご説明を申し上げましたとおり生活保護世帯なり、あるいは住民税の所得割の

非課税世帯の方に対しましては後日負担金をお返しするという制度もとっておりますのでご

了解いただきたいと存じます。終わります。

議 長 ５番議員！

５番議員 予防接種の助成金なんですけれども、近隣の方と歩調を合わせたということなんで

すけれども、こういう施策についてね、奈良県の中で県民性なのかなとこの前静岡県の方に

視察に行ったときに思ったんですけれども、静岡県の方ではそれぞれ独自の施策かなり実施

されておりまして、近隣の市町村のことについて気にならないというふうにどちらの自治体

もおっしゃっていたんですが、県民性もあるのかなというふうには思いますが、やはり広陵

町として高齢者の皆さんにどういう形をとるのが一番好ましいのか、またどこまでだったら

できるのかということを基本に審議していただくのが自治体としての独自性であり、今後地

方分権の中で求められる姿勢ではないかと思うんですけれども、そういう観点が見当たらな

いことが大変残念なんですが、この点についてことしスタートしたばかりですから、今後も

ですね、大いに改善をしていただけるということを期待しております。この点についてどの

ようにお考えなのか再度お聞かせいただきたいと思います。

それからですね、先ほどの住民税非課税の方等についての還付なんですけれども、これに

ついてはどのような方法で還付されるのかですね、役場の方に手続をして取りに来なければ

いけないのであればですね、当初の中で無料に当初からしていただくように改善できないも

のかどうかですね、この点についてもお聞かせいただきたいと思います。

それからですね、大変緊急に実施されたということもありまして周知徹底がなかなかでき

ていない、されてはいるんですけれども、努力もかなりしていただいてるんですけれども、

結局私の方のところには広陵町は役場行かなきゃいけないのでタクシーで往復したらその分

予防接種の自己負担したって一緒になってしまうからいうことで自己負担でなされたという

方も聞いているんですね、せっかく制度あることを知りながら。そういう点も含めまして一

層ですね、周知徹底をしていただく必要があろうかと思いますが、この点についてどのよう

に対応していただけるのかお聞きしたいと思います。以上です。



議 長 健康福祉部長。

健康福祉部長 まず１，０００円の負担金を改善するかどうかということについてお答えを申

し上げます。

これに関しましては、接種を委託いたします医師会の関係もございまして、広陵町だけが

突出するということにつきましては慎重に事を運びたいと考えております。

次に１，０００円の負担金を返還する場合の方法でございますけれども、予防接種の申し

込みをされました時点におきまして、その方が対象かどうかということにつきましての調査

をさせていただいております。まずその人が対象者であれば医療機関で払わなくてもいいや

ないかということのご発言でございますけれども、医療機関との間の契約そのものは５，０

２０円という接種料金で契約をしております関係でこの人だけ１，０００円取らずに結構で

すということは混乱を招くことになりますので、一たん払っていただいて速やかにお返しを

させていただくという方法を選択させていただいております。

それからもう一つの質問でございますが、償還の方法はご本人の口座の方に振替をさせて

いただきます。できるだけ住民の方々が直接足を運ばなくてもそういうふうな内容で対応で

きるようにという配慮はさせていただいたつもりでおりますので、よろしくご理解をくださ

い。

それと周知の件で知らなかった人がたくさんおるというふうなご指摘をいただきました。

しかしこの件につきましては、先日松野議員に保健センターの所長の方も詳しく説明申し上

げましたとおりお知らせ号にまず載せて、そして広報を使い、もう一つ１０月５日から福祉

会館の記念事業としてたくさんのお年寄りの方々が敬寿会にお越しをいただきました。この

ときに毎日時間を割きまして保健センターの保健婦がインフルエンザについてということで

の健康指導をさせていただいております。この中でも説明をさせていただいておりますので、

十二分な対応ではなかったかもわかりませんが、町といたしましては周知に精いっぱい努め

たというふうに考えております。終わります。

議 長 ４番議員！

４番議員 順番にですね、歳入のところのこの自治総合センター共生のまちづくり助成金とい

うのはですね、どういうような制度でもらえているのかですね、こういうような活用という

のは過去にも同種のことがたびたびありますけれども、どういう経緯でこのことを行政が知

るのか、それらについてですね、手続とあるいは中身について教えておいていただきたいと

いうように思います。



それと雇用創出の件ですけれども、やはり全国で５．４％という過去に例のない失業率に

なっていると。そしてまた近畿は一層それよりも高い率になっている。それらがさらに政府

の構造改革、あるいは銀行等のですね、締めつけによって倒産が増えていく、あるいはリス

トラが一層増えると、こういうことが具体的に示されているわけですね。そういうときに、

いま政府がこの雇用創出の予算を出しているということですけれども、これに見合った部分、

広陵町でどのような形で活用するのかというのはやはり理念があってしかるべきだというよ

うに思うんです。

そのためには、まず第一に広陵町の失業、あるいはリストラに遭われている方々の実態を

少なくとも把握できる方法を示さなきゃならないというように思うんですけれども、そうい

うような形で作業をするということは不可能ではないと思うんです。一つはやはり窓口で社

会保険から国保に切り替えられる方々の中にはこのような方がおられる。あるいは任意給付

という方策で１年間続けられる方もおられますけれどもある。あるいはまたその他現時点に

おける抽出したアンケート等を緊急にとってですね、より広陵町の実態、町内及び町外に勤

めておられる方々の実態をですね、把握する作業というのは私は必要だと思うんです。そう

いう流れの中で広陵町に合った対策がとられるわけで、国の援助を含めて広陵町独自でもそ

の場合に対応するものが必要だというように思うわけですが、こういうところの考え方をも

ってですね、いま取り組んでおられる、町民の暮らしを守っていく一つの大きな施策として

も考えるべきだと思いますけれども、そういう広陵町の失業、リストラに遭われてる方々の

実態、あるいは町内の業種ごとの事態についてですね、把握することを進んでやる気がある

のかどうか、その点をまず一つ聞いておきたいと思います。

それからリフトつきバスですけれども、これについてですね、いわゆる利用の促進、ある

いは利用がどういう形で進められるのかという点について、当然買うに当たっては考えを持

っておられると思いますけれども、この点についてはどのような考えに基づいて、あるいは

実態、どういう形で把握してこの自動車を買おうと、あるいはまた進めていこうというよう

にされているのか聞いておきたいと思います。全協で買い換えというように聞いてましたん

でね。

議 長 総務部長！

総務部長 自治総合センター共生のまちづくり助成金ですが、これは宝くじ関係の助成金でご

ざいます。各市町村ともこれはよく知ってると思います。申請でなかなかこの配当と申しま

すか、なかなか採択されないのが現状でございまして、今回やっとついたという状況でござ



います。

それから雇用の創出ということで広陵町のサラリーマンの実態というものの把握とかいう

問題、あるいは先ほど坂口議員がおっしゃってました４０代、５０代の働き盛りの雇用とい

うような問題については、やはり町としても一応考えてはいきたいと思いますが、失業者の

実態を把握するというのはなかなか困難なことだと思います。失業されておって調査した時

点では失業やけども、今度調べたらもう就職されてたとかいうような日々刻々と変わる状況

がございますので、その実態把握まではなかなかいかないというふうに考えております。以

上です。

議 長 健康福祉部長！

健康福祉部長 バスの件でお答えを申し上げます。

全員協議会でもご説明を申し上げたとおりでございまして、現在町に保有いたしておりま

すバスの中で初回の登録から１４年を経過するバスがございます。このバスの買い換えにつ

きまして当初から計画を持っておったわけでございますが、ただいま総務部長も答弁申し上

げておりますように助成金の財源の確保ができたと、これに伴ってバスを買い換えるという

ものでございます。終わります。

議 長 ４番議員！

４番議員 雇用の実態、全体を正確につかむというのは非常に難しいと思うんです。しかし、

いま雇用創出のいわゆるお金をですね、使うというところについては結局何に使うのかとい

うことに対してですね、逆に言えば場当たり的な方法、方策にならざるを得ないというよう

に思うんですね。先ほど言ったように社会保険から国保に切り替える、あるいはその他窓口

での把握というのは一つは可能なわけです。これは正確な把握はできないでしょうけれども、

後にですね、窓口でそういうことを聞くというのも何でしょうから直ちにアンケートをとっ

てですね、その実態把握というのは、これはできるわけなんですね。これは日々すぐに手の

打てる方法です。２週間以内にこういう手続が出されるわけですから、いわゆる失業の方で

したら手続をとる期間というのに該当するわけなんですね。

それから現実問題としては、やはり失業保険がですね、解雇の場合３００日、任意で１８

０日というように非常に改悪された状態の中でですね、仕事がないというのも私たちの身の

回りでも起こっています。こういうようなところを実態をつかまえてですね、このことだけ

に、国からのお金だけに頼って雇用創出をやるというのではですね、あまりにも能がないの

ではないかと。やはり広陵町の実態を把握した中で、いま身近なところでですね、打ち出せ



るものがあろうというように思うんです。これは自治体でも進んだところではですね、自治

体自体が雇用を創出するためのですね、施策を実態に合わせてとっているところもあるんで

すからですね、そういうところについて真剣に研究する、努力する、できることについては

すぐ手を打つ、こういう中で大まかな広陵町の失業の実態というのはできるわけです。

また、いわゆる職員がですね、絶えず高田の職安に行ってその実態について聞くこともで

きますしですね、これはいま一番これからの深刻な状態を抱える問題ですからですね、町の

仕事として取り組むという熱意、方策を念頭に持つことができるのかどうかということが問

われてると思うんですが、その点についてどのようにお考えなのか再度聞いておきたいと思

います。

議 長 総務部長！

総務部長 寺前議員がただいまおっしゃったように国の助成金だけに頼るというのではなく、

やはり自治体独自の方法として、施策としてやっていくべきだとおっしゃることはよくわか

ります。ただいま町の方ではサンワークの方で、一応ハローワークの関係で受付を行い、い

ろいろな実態を把握している状況でございます。今後またそれぞれ実態把握の中で町がいわ

ゆる直接雇用できるような事業があればどんどん進めていきたいと、かように考えておりま

す。よろしくお願いします。（４番議員「住民票の切り替えのとき、保険の切り替えのときに

だってかなりわかるでしょう。唯一それがわかる方法やから、町でいえば。直接的に。これ

が唯一すぐに調べる方法でしょう。」）そこまで聞くのかどうか。（４番議員「だからアンケー

トで後からするとか言うてるでしょう。」）実態把握ということでこちらから尋ねるというの

は個人情報の保護という意味もありますし、その辺でやはり難しい問題もクリアし

なくちゃならんということもありますんで、いろいろと研究はしてまいりたいと思います。

議 長 はい、ほかにありませんか。 ３番議員！

３番議員 いま、先ほど言われていた予防接種のことなんですけれども、今後とも医師会の方

と相談してということなんですけども、やはりきちんとこちらの方からやっぱり河合の方の

診療所に行かれる方もありますし、そちらの方で地元の方は無料で接種されてるのに広陵町

の人が同じ医療の窓口で１，０００円払わなきゃならないというふうな格差というのがやは

り住民の方に対しましては何でやねんということになってきますので、それにつきましては

きちんともう少し医師会の方とも相談して、また町の方でもきちんと今後の改善をしていた

だきたいというふうに思います。

それとマイクロバスが今回の事業で職員の異動というのか、１日当たりということで３カ



月分の賃金だという形で先ほど言われてたわけですけど、これは３カ月分、３カ月分という

形でいままで更新をされてきたわけですか。

それとこのマイクロバスの運行のいまの利用状況ですね、どういうふうな利用になってい

て今後の見通しということもお聞かせ願いたいと思います。

議 長 総務部長！

総務部長 今回出させていただいてるのは１３年度分の専決処分ということで、来年度以降も

引き続き契約をしていきたいというふうに思っております。職員さんが、学歴のある職員さ

んが運転をしておられたというような、秘書課の職員でございますが、そういう状態をやは

り事務に回っていただいて仕事を十分していただきたいという考えもありまして一応職員の

異動をさせていただいた。そのかわりに業務委託をするというような状況でございます。

マイクロバスの運行の状況でございますが、実績といたしまして平成１２年の４月から平

成１３年の３月まで、これで回数にいたしまして１３３回、運びました人数でございますが

３，０８６人でございます。それから平成１３年の４月から平成１３年の９月までの統計で

ございますが、回数といたしましては９６回、人数といたしまして１，３８９人と、こうい

う実績の中で約１カ月に１５日から１６日は必要であろうということで今回の委託料の積算

をさせていただいたと、こういう状況でございます。

議 長 ３番議員！

３番議員 いまの人数と回数は伺ったわけですけども、ちょっと利用の内容ですね、どういう

、たとえば老人クラブでどっかへ行かれるときの使用とか子供会の使用とか、そういうふう

な内容がわかりましたら教えていただきたいと思います。

議 長 総務部長！

総務部長 ただいまの質問ですが、毎日の運行を全部記録しておりますので、資料的にはかな

り多数になりますけど、出させていただけるんでしたら出しますけど。（３番議員「お願いし

ます。」）

議 長 ほかにありませんか。

（なしの声あり）

議 長 質疑をこれにて打ち切ります。討論に入ります。討論ありませんか。 ５番議員！

５番議員 意見をつけて賛成とさせていただきたいと思います。

１点は緊急雇用につきまして地元のそういう大変失業者などの雇用創出について今後もっ

と鋭意研究して努力していただきたいという点と、もうあと１点はですね、予防接種の負担



金の１，０００円なんですけれども、この１，０００円の負担についてですね、やはり検討

していただいて近隣、広陵町の近隣といいますと河合、上牧、大いに近隣でありますので自

己負担なくすようにしていただきたい、この点を加えまして賛成といたします。

議 長 ほかにありませんか。

（なしの声あり）

議 長 ほかにないようでございますので、討論を打ち切り採決します。

報告第１５号を承認することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議 長 ご異議なしと認めます。よって報告第１５号は承認されました。

議 長 次に日程６番、議案第７０号、広陵町税条例の一部を改正することについてを議題

とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 総務部長！

総務部長 それでは議案第７０号、広陵町税条例の一部を改正することについてご説明申し上

げます。議案書の１０ページでございます。

今回の改正につきましては、個人の住民税及び固定資産税に係ります納期前納付額に対す

る報奨金の率を１００分の０．８から１００分の０．５に改正するものでございます。納期

前納付に対する報奨金の交付制度につきましては、納税者の納付意欲の高揚を図るとともに

納税協力に対する給付的意味合いから当時の金利状況や近隣市町村の動向を考慮して設けら

れたものでありますが、近年市場金利は低金利が続いており、現在では近隣市町においては、

王寺町においては平成８年度から、當麻町においては平成１０年度から、河合町及び田原本

町では平成１２年度から、新庄町においては平成１３年度から０．５に引き下げられている

状況であります。引き下げを実施された後の税金の納付に対する影響等の調査につきまして

は、影響なしという状況が報告されております。

県下市町村の前納報奨金交付状況調査によりますと、引き下げを実施された市町村におい

てはほとんどの市町村が影響なしと報告されております。一方、影響ありと報告されている

一部の市町村においては、徴収率で０．０６％の低下、納期前納付者が減少、固定資産税に

おいて大口納税者が分納という状況が２市１町から報告されております。

今後の見通しにつきましては、交付率の改正や廃止の方向で検討しているという市町村が



大半を占めております。以上県下市町村の動向や現在の金利水準を考慮した中で今回改正を

お願いするものでございます。よろしく審議のほどお願い申し上げまして議案説明とさせて

いただきます。

議 長 次に日程７番、議案第７１号、広陵町立学校設置条例の一部を改正することについ

てを議題とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 教育委員会事務局長！

教育委員会事務局長 ご説明申し上げます。議案第７１号、広陵町立学校設置条例の一部改正

をすることについてご説明申し上げます。議案書の１２ページをご覧いただきたいと思いま

す。

第２条中の表中の「百済１６２５番地の１」を「百済１６２５番地１」に改めるにつきま

しては、広陵町の広陵東小学校の所在地、住所地番でございますが、これは奈良県戸籍住民

事務協議会からの通知によりまして土地登記簿に統一し、奈良県下の市町村において本籍、

住所地番の「の」の記載を省略する指示によるものでございます。

第４条の表中の「広陵東幼稚園」を「広陵東小学校附属幼稚園」に、「百済２２５９番地」

を「百済１８３１番地」に改めるにつきましては、広陵東幼稚園を広陵東小学校に隣接し、

移転改築に伴い名称及び位置の変更をするものでございます。

「南７番地の１」を「南７番地１」に改めるにつきましては、広陵北幼稚園でございます

が、東小学校同様の「の」の記載を省略するものでございます。

この条例は平成１４年４月１日から施行する。以上で条例の一部改正についてのご説明を

終わります。

議 長 次に日程８番、議案第７２号、ゲートボール場上屋等建築に伴う工事請負契約の締

結についてを議題といたします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 総務部長！

総務部長 議案第７２号、ゲートボール場上屋等建築工事に伴う工事請負契約についてご説明

申し上げます。議案書の１３ページでございます。

今回の工事につきましては、広陵町笠１４７番地に昨年整備いたしましたゲートボール場



に屋根及び便所等々を設置し、お年寄りが雨天でもゲートボールを楽しむことができるよう、

関係者等の意見を聞き建築するものであります。敷地面積１，４４５平方メートルに鉄骨づ

くり平家建て、延べ床面積５４２．８０平方メートルの建築をするものでございます。内訳

につきましては、屋根は耐候性アルミメッキ鋼板ぶき４４４平方メートルと休憩室、機具倉

庫、便所等を備えた９８．８０平方メートルの建物を併設するものでございます。

今回の業者選定につきましては、１０月２６日指名選定審査会を開催し、広陵町建設工事

請負業者選定要領に基づき特定建設業の許可を有するもので、町内業者においてはＡまたは

Ｂランクにあるもの及び県内業者にあっては経審点数９５０点以上で特定建設業の許可を有

するものの中から広陵町契約または指名の実績を有する業者１２社を指名し、１１月５日現

場説明会及び１９日に入札を実施いたしました。入札結果につきましては、株式会社中川工

務店が６，０９０万円で落札いたしております。

それぞれの入札結果につきましては、お手元の資料にもございますが、一応読み上げてい

きたいと思います。株式会社川西建工社５，８６０万円、株式会社中川工務店５，８００万

円、村本建設株式会社５，８６０万円、株式会社鍛冶田工務店５，９４０万円、株式会社中

尾組６，０８０万円、松塚建設株式会社５，９５０万円、株式会社山上組５，９８０万円、

三和建設株式会社６，０００万円、株式会社浅川組５，９５０万円、中和開発株式会社６，

０５０万円、株式会社仲川組５，９７０万円、株式会社崎山組５，９５０万円となっており

ます。以上の結果、最低入札価格で株式会社中川工務店が落札いたしております。

設計金額及び入札予定価格については次のとおりでございます。設計価格が税抜きで６，

５０１万円でございます。入札予定価格については税込みで６，４１５万５，０００円です。

請負率につきましては設計価格に対しまして８９．２２％、入札予定価格に対しましては９

４．９２％となっております。なおこの工事の完成期限につきましては、平成１４年３月２

９日となっております。以上簡単でございますが説明を終わります。

議 長 次に日程９番、議案第７３号、リフト付きバス購入に伴う物品売買契約についてを

議題とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 総務部長！

総務部長 それでは議案第７３号、広陵町リフト付きバス購入に伴う物品売買契約についてご

説明申し上げます。議案書の１４ページでございます。



今回のリフト付きバスの購入につきましては、現在使用しておりますマイクロバス２台の

うち購入後１４年を経過したバスを廃車し、車いす２台と２４人が乗車できるバスに改造し、

送迎等の利便性を図るものでございます。車両の仕様につきましては、ディーゼルエンジン

１６０馬力以上、マニュアルミッション、エアサスペンション、オートエアコンつき仕様と

なっております。特別仕様として車いす２台収納、後部観音扉、後部全自動落下防止つきリ

フト取り付け、乗降口折戸式自動扉、低ステップに変更、バックアイカメラ取り付け等安全

の確保とお年寄りや体の不自由な乗降者に配慮した仕様となっております。

業者選定につきましては、１０月３０日指名選定審査会を開催し、物品購入等に係る業者

選定要領に基づき大型バス取り扱いディーラー５社を選定いたしました。平成１３年１０月

から物品の購入についても入札に付すべき案件については審査会を開催し、業者選定をする

こととしております。平成１４年３月までの間において問題点を検討した中で改善を加え、

平成１４年度から本格実施をする予定で進んでおります。１１月５日、現場説明会を開催し、

１９日に入札を実施いたしました。入札結果につきましては、奈良近畿日産自動車株式会社

が５８２万６，６８０円で落札いたしております。

それぞれの入札結果を申し上げます。なお奈良日野自動車株式会社及び奈良トヨタ自動車

株式会社の入札については入札辞退をされております。それでは各社の入札価格を申し上げ

ます。大阪三菱ふそう自動車販売株式会社６４７万５，７５０円、近畿日産ディーゼル株式

会社６０５万円、奈良近畿日産自動車株式会社５８２万６，６８０円となっております。以

上の結果、最低入札価格５８２万６，６８０円で奈良近畿日産自動車株式会社が落札いたし

ております。

設計価格につきましては、税抜きで８１９万円でございます。なお今回購入いたしますバ

スについては消費税免除となっております。納入期限につきましては平成１４年３月２９日

となっております。なお財源につきましては共生のまちづくり助成事業補助金を全額充当い

たします。以上簡単でございますが説明を終わります。

議 長 次に日程１０番、議案第７４号、町道の路線認定についてを議題とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 都市整備部長！

都市整備部長 それでは議案第７４号、町道の路線認定についてご説明申し上げます。１６ペ

ージをお願いいたします。



今回路線認定をお願いする路線数でございますが、１９路線ございます。１６ページ、１

７ページにわたりまして、その中で特に幅員でございますが、全部４メーター以上を確保し

ております。そこで１７ページの路線番号の８０７４、８０７５号につきましては、最大幅

員が２．５メーター、同じく７５につきましても２．５メーター、この内容につきましては

緑道、いわゆるグリーンベルトでございますので、その他全部４メーターから６メーターの

幅員を有しておりますのでよろしくお願いいたします。内容につきましては後のページに位

置図等を示しておりますので、よろしくご参照願えれば結構かと思います。説明終わります。

議 長 次に日程１１番、議案第７５号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第５号）

を議題とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 総務部長！

総務部長 議案第７５号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第５号）についてご説明申

し上げます。

今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１億５，６５０万４，０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１４億５，９１２万９，０００円とするものでご

ざいます。

最初に歳出の方からご説明申し上げますので、議案書の２９ページをご覧いただきたいと

存じます。まず一般管理費の退職手当組合特別負担金につきましては、職員の早期退職に係

ります普通退職と勧奨退職との差額分を計上いたしております。次に公平委員会費について

は、公平委員会事務局が町長の退職に伴い河合町にかわりましたので所要の減額をいたして

おります。次に国民年金費の増額については、平成１４年度から収納事務が国に移管される

ことになり、窓口に来庁されます年金相談等に対応するため、収納状況等の把握が必要とな

りますので、社会保険事務所とインターネットを接続し、事務の円滑化を進めるための費用

を計上いたしております。財源については委託金を充当いたしております。

次に３０ページの児童福祉総務費の増額につきましては、児童手当関係事務についての電

算化に伴います費用で、これに要します全額が国の補助となっております。次に墓地事業特

別会計繰出金の減額につきましては、墓地１９区画の売却等によります歳入増により一般会

計の繰入額を減額するものでございます。

次に３１ページの道路橋梁新設改良費の減額につきましては、当初予定しておりました事



業に対します補助要望が次年度送りとなったため事業費を減額するものでございます。次に

公園新設費の増額につきましては、竹取公園内におきまして相続等の関係で未買収となって

おりました土地１７５平方メートルの購入費を計上いたしております。

次に学校建設費の増額でございますが、都市整備公団の開発によります入居者の増加に伴

い、真美ヶ丘第２小学校区において発生いたします児童数を予測し、平成１５年４月には教

室が不足することとなりますので北側校舎の西側に普通教室４室と特別教室１室を増築する

ものでございます。今回補正予算をお願いいたしますのは、平成１４年度文部科学省の予算

枠が厳しい状況と見込まれる中で、本年度国の補正予算措置に伴います事業の実施が適切と

判断し所要の経費を計上いたしております。

最後に３２ページの学校管理費の増額につきましては、講師賃金について当初見込みの時

間数を上回る結果となりましたので、不足する賃金について補正をお願いするものでござい

ます。補助金につきましてはクラブ活動において野球部、サッカー部、陸上等の活躍により

郡及び県大会参加のバス借り上げの費用が不足することとなり、今回補正をお願いするもの

です。以上で歳出総額１億５，６５０万４，０００円となっております。

続いて歳入予算についてご説明申し上げますので、議案書の２７ページへお戻りいただき

たいと存じます。公平委員会負担金につきましては、北葛城郡公平委員会事務局が河合町に

かわりましたので各町負担金を減額いたしております。

次に義務教育費負担金につきましては、真美ヶ丘第２小学校増築工事に伴います所定の補

助金４，２８０万４，０００円を計上いたしております。社会福祉費委託金及び児童福祉費

委託金については、事務移管等に伴います電算化関係事業の補助金でございます。道路橋梁

費、寄附金につきましては笠・ハリサキ線整備事業に係ります事業費に伴う公団負担分とし

て見込んでおりましたが、事業費の縮小により４００万円を減額いたしております。

次に２８ページの減税補填債につきましては、恒久減税に伴います確定額により２８０万

円の増額をしております。次に臨時財政対策債につきましては、起債額の確定によります減

額をいたしております。道路橋梁債につきましては、笠・ハリサキ線整備事業費の縮小に伴

います減額をしております。公園債につきましては、歳出予算でご説明申し上げました土地

購入費に係ります起債充当分を計上いたしております。

最後に小学校債につきましては真美ヶ丘第２小学校増築工事に伴います所要の起債額１億

１，８１０万円を計上いたしております。なお不足いたします財源につきましては平成１２

年度歳計剰余金１，０４２万８，０００円を充当いたしております。以上簡単でございます



が説明を終わります。

議 長 次に日程１２番、議案第７６号、平成１３年度広陵町墓地事業特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 住民生活部長！

住民生活部長 それでは３６ページをお願いいたします。３６ページ、歳入でございます。今

回補正をお願いいたしますのは墓地使用料で、当初予算９７９万円のうち永代使用料で９７

万円の５区画４８５万円を見込んでおりましたけれども、補正をお願いする前で２４区画２，

３２８万円の収入でございます。それで１，８４３万円の増となったものでございます。次

の一般会計の繰入金では、それに伴いまして歳出の残額１，１８９万３，０００円を一般会

計へ返還すると、こういう歳出の予算でございます。

それでは次ページをお願い申し上げたいと思います。歳出の方でございます。上の墓地管

理費でございますが、当初の１，２７５万３，０００円のうちで墓地永代使用料の返還金と

いたしまして９７万円の６割ですね、５８万２，０００円の４基分、２３２万８，０００円

を計上しておりましたが、今後の返還金が不足いたしますので２基分としまして１１６万４，

０００円をお願いしております。次の公債費でございます。最終償還分といたしまして平成

１４年５月末で元金が５２７万円と利息ですね、１０万２，４０２円を繰り上げいたしま

して、今年度末で償還をするというもので上げさせていただいております。以上で終わります。

議 長 次に日程１３番、議案第７７号、平成１３年度広陵町学校給食特別会計補正予算

（第１号）を議題とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 教育委員会事務局長！

教育委員会事務局長 議案第７７号、平成１３年度広陵町学校給食特別会計補正予算につきま

してご説明申し上げます。議案書の４１ページをお開き願います。

歳入でございます。平成１２年度の決算におきまして生じました剰余金を平成１３年度に

繰り越すべく補正をお願いするものであります。

４２ページの歳出につきましては、２４１万５，０００円につきましては給食材料費に充

当するための補正でございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４１万５，



０００円を追加し 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，９７７万９，０００円

とするものでございます。以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

議 長 次に日程１４番、議案第７８号、平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審

査会特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

朗読させます。 局長！

局 長 朗読。

議 長 本案について説明願います。 健康福祉部長！

健康福祉部長 それでは議案第７８号、平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会

特別会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。恐れ入りますが４４ページを

ご覧いただきたいと存じます。

今回お願いいたします補正予算は、歳出予算の組み替えをお願いするものでございます。

申しわけございませんが４６ページに移っていただきたいと存じます。歳出の第１款総務費、

第１項総務管理費の一般管理費でございますが、７節の賃金におきまして４４万１，０００

円の増額補正をお願いするものでございます。これは３町の認定審査会事務局で雇用いたし

ております日々雇用職員の賃金改正につきまして、平成１３年４月に３町の決裁を終えてお

ります。それに基づきまして今回予算補正をお願いするものでございます。１１節の需用費

につきましては、１回の審査会で審査をお願いします件数が当初見込んでおりました件数よ

りも増加し、これに伴う資料の作成に使いますコピーなど事務消耗品の増加によるもので、

消耗品費といたしまして４５万９，０００円の増額補正をお願いするものでございます。次

の第２項介護認定審査会費でございますが、介護保険制度の実施から今日までにおいて認定

審査会の審査事務が軌道に乗ってまいりましたことから、審査会の開催回数が若干減ってま

いりました。このため審査会の委員報酬を減額するものでございます。よろしくお願い申し

上げます。説明終わります。

議 長 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。

お諮りいたします。議案熟読のため１２月６日から１０日までの５日間を休会といたした

いと思います。これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議 長 ご異議なしと認めます。よって１２月６日から１０日までの５日間は休会といたし

ます。

１２月１１日は本日議決されなかった議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議と



いたします。

本日はこれにて散会いたします。

（Ａ. Ｍ. １１：４５散会）





平成１３年１２月１１日広陵町議会

第４回定例会会議録（２日目）

平成１３年１２月１１日広陵町議会第４回定例会（第２日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 小 原 昇

３番 片 岡 福 美 ４番 寺 前 憲 一

５番 松 野 悦 子 ６番 ・ 谷 ・ 作

７番 吉 田 信 弘 ８番 中 山 正

９番 山 本 登 １０番 青 木 義 勝

１１番 笹 井 正 隆 １２番 坂 口 友 良

１３番 山 本 悦 雄 １４番 松 本 政 治

１５番 吉 岡 章 男 １６番 出 張 光 男

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 吉 村 崇

総 務 部 長 土 佐 敏 行 健康福祉部長 大 西 利 実

住民生活部長 野 村 完 治 環 境 部 長 山 村 吉 由

環 境 部 参 与 中 尾 寛 都市整備部長 吉 村 正 勝

水 道 局 長 中 尾 勝 教育委員会事務局長 竹 田 健 次

施設管理サービス公社常務理事 竹 嶋 昇

４ 本会議の書記は、次のとおりである。

局 長 西 辻 眞 治



書 記 乾 善 雄 野 村 克 也

ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０３開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 議案第７０号 広陵町税条例の一部を改正することについて

２ 議案第７１号 広陵町立学校設置条例の一部を改正することについて

３ 議案第７２号 ゲートボール場上屋等建築に伴う工事請負契約の締結について

４ 議案第７３号 広陵町リフト付きバス購入に伴う物品売買契約について

５ 議案第７４号 町道の路線認定について

６ 議案第７５号 平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第５号）

７ 議案第７６号 平成１３年度広陵町墓地事業特別会計補正予算（第１号）

８ 議案第７７号 平成１３年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第１号）

９ 議案第７８号 平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計補正予算

（第１号）

１０ 議案第７９号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて

議案第８０号 技能労務職員の給与に関する条例の一部を改正することについて

議案第８１号 広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正することについて

１１ 議案第８２号 平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第６号）

１２ 一 般 質 問

まず日程１番、議案第７０号、広陵町税条例の一部を改正することについてを議題議 長

とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託したいと思いますが、これに異議ありません



か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程２番、議案第７１号、広陵町立学校設置条例の一部を改正することについ議 長

てを議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程３番、議案第７２号、ゲートボール場上屋等建築に伴う工事請負契約の締議 長

結についてを議題とします。

本案について質疑に入ります。 ５番議員！

このゲートボール場につきましては、指名業者について特定建築業でＡまたはＢ、５番議員

９５０点以上の経審の点数ということで１２社を指名されたわけなんですけれども、この指

名業者のランクですね、今回ですね、資料の方で９月から１１月分の工事請負契約報告書を

出していただいてるわけなんですが、この中でですね、見ていきますと、町内業者のＡラン

ク、町内業者のＢランク、そしてＣランクあるいはですね、町内業者の北地区のＡ、Ｂ、Ｃ

ランク等、そういう分け方をされているんですけれども、この指名に当たってですね、そう

いう選定の基準ですね、その点についてお聞きをしておきたいと思います。

それからもう一つなんですけど、この同じく資料なんですが、ちょっと間違いじゃないか

なというふうには思うんですけれども、 後のページのですね、上から２段目の真美ヶ丘１

－８９街区の配水管の布設工事なんですが、予定価格が契約金額より安いんですけどどうな

っているのかお聞きしておきたいと思います。

それからですね、この資料の中でも村本道路が３件、合計四千何百万かの工事請負してる

わけなんですけれども、村本道路につきましては新聞紙上でも報道されていますように営業

停止ということも記事で見ているんですけれども、その内容と、営業停止になった内容と、

それから広陵町の対応についてお聞きしたいと思います。



それからですね、この中で竹取公園の公園休養施設等の新築工事がですね、予定価格４，

８９６万１，５００円、それから契約が４，６７２万５，０００円ということで、これは議

会で審議対象から外れるわけなんですけれども、かなり高額でもありますし、施設について

ですね、後からですね、いろいろな問題というか、こうした方がよかったとかいろいろな問

題点が指摘されるケースもありますので、この工事についてのですね、基本的な設計を資料

として提出していただきたいと思います。

それからですね、この中で二つ、２件についてですね、非常に落札率が低いのがあります。

一つは笠・ハリサキ改良工事Ｂ３工区の工事が６０．７％で落札をして、それからまた公共

下水道の方で、これも５０％ぐらいで落札してるんですけれども、この今回の議案に出てい

ます分につきましてもですね、これは設計価格でいえば９４．９％で落札してるんですね。

かなり高い部分で落札しているのがこのゲートボール場と同じように９５％以上で落札して

るのが大部分なんですね。そういう中でこの６０％、５０％という落札率のが突出してある

わけですが、これについてどのような状況でこうなったと考えておられるのかですね、お聞

きしたいと思います。以上お願いします。

総務部長！議 長

ただいまたくさん質問されたんですが、議案と特に関係ないように私思いますので総務部長

、ランクについて、１番目の質問の今回のゲートボール場の工事請負の中のランク別の町内

の業者を申し上げます。

川西建工社がＡ （５番議員「そのことを質問してるんじゃなくて、工事によってＡだとか。

Ｂだとか決められるから、その基準がどうなっているかということをお聞きしたい ）契約。」

の予定額によってＡあるいはＢあるいはＣというふうに決めさせていただいております （５。

番議員「だからその金額を言うてください ）工事の契約予定額の５，０００万以上であれ。」

ばＡ、Ｂランクに該当する業者、これで指名業者数としては７社以上と、それから２５０万

から一応５，０００万までですね、これは全部Ａ、Ｂ、Ｃ、すべてのランクの業者と、それ

から２５０万未満につきましてもＤというランクの業者がありますので、これも含めまして

全部ということになります。

それから指名数の業者数ですが、２５０万以上につきましては５社以上、それから２５０

万未満については３社以上と、こういう基準で一応選定をさせていただいております。

それからいまおっしゃっていただいた資料は、こちらの方はないんですけども、いま言っ

ていただいた分については、特に議案と関係ないご質問をいただいたように私感じておりま



すのでよろしくお願いします。

はい、５番議員！議 長

直接関係ないからということでご答弁なかったんですけれども、この入札の状況を５番議員

判断していくにしましても、こういう資料、今回出していただいていましてですね、全体の

中でどのような状況かということも、入札全体も含めてですね、見ていくのが本来の見方だ

と思いますし、当然ですね、資料でも出していただいてるんですから、この資料についてで

すね、やはり質問させていただくのは当然ですので、お答えしていただける範囲内でですね、

ぜひしてもらうのが当たり前だと思います。

特にですね、村本道路につきましては重大な問題です。ですからこの点について広陵町が

どういう対応をとられるのかは議員の皆さん、町民の皆さんも大きな関心ありますので明確

にご答弁をお願いをしたいと思います。

それから私の方はこのゲートボール場の問題もそうなんですけれども、たとえばこのゲー

トボール場なんですが、かなりの部分で入札については改善をしていただいてるんですけれ

ども、なおかつ先ほど言いましたように大変落札率が高い、９９．何％というのが大変目に

つくような、こんな落札の実態なんです。このゲートボール場はですね、もし一般的な、５

０、６０といいますと一般的とは言われないような競争ではないかなと思いますけれども、

一般的に七、八十で正当な競争が働いたと言われているところですが、このゲートボール場

につきましても、もしそのような競争が行われていたとすればですね、このゲートボール場

８割で落札されたとすれば、これだけで９５７万６，０００円財源が浮くわけなんです。そ

ういう今回のこの資料の中だけで８割で落札されたとすれば、全部でですね、９，１００万

円もの大変たくさんの税金が節税できるわけなんですね。ですから正当に競争入札されると

いうことは財源を確保する意味でも大変重要なんです。こういう中で６０、５０というね、

落札があるわけですから、それがどのような状況でこうなったんだというふうに認識してお

られるのかですね、そして５０ともなりますとかなりの予定価格との開きがあるわけですか

ら、そうしますと工事の内容がきちっとやられるのかどうか、もしきちっとやられるという

ところで確信があるのであればですね、同等の工事がですね、９９％、９８％で非常に高く

落札されてるんですから、もっと競争を促すような努力をしていただくのは当然ですので、

それで全体含めて質問しておりますので、その点については再度ご答弁いただきますように

お願いをしたいと思います。

それから先ほど言いました数字間違いかどうか、この点についてですね、いまわからなけ



れば委員会の方で結構ですので、やはり訂正すべきだったら訂正するということをきっちり

と明確にしていただかないと、こんな落札あっていいはずがありませんのでお願いしたいと

思います。以上再質問です。

総務部長！議 長

まず水道工事の分ですね、おっしゃっていただいてるのは、松野議員、水道工事の総務部長

分ですね （５番議員「はい、そうです ）３工区ですか、真美ヶ丘１の８９、高倉設備工業。 。」

所、これが取った分ですね。これの先に出させてもうた資料の数字が間違いということで、

きょう何か新しい資料をお渡し……。

差し替えてます。議 長

差し替えということでお渡しいたしてるという状況なんでよろしくお願いします。総務部長

それから村本道路の事件発覚についての契約ですが、これにつきましては今後町の方も処

分が決定すれば指名停止基準がありますので、それにのっとって処分をしたいというふうに

考えてます。

それから大体９４、９５％の落札率の中で、特に５０％割ってるというような状況の落札

があったということは、これについて我々もこれでできるんかということは、まずおっしゃ

ってるように工事の状況、状況と申しますか、工事施工が可能なんかどうかというのが一番

心配になるわけです。この中でもう一度、民間と比べるのはおかしいかもわかりませんが、

民間の請負の中でそういう額が出てるというのは実態としてはあるわけですね。その中でこ

れが競争原理が働いてるんだという、ただ単純にそれだけで解釈できるんかどうかというこ

ともいろいろ疑問は持つわけですが、端的に言いまして競争していただいたというふうな取

り方しかできないというふうな事務者としての状況なんです。９４、９５％の落札率になる

ということは、いわゆる入札予定価格を公表してるということで、必ず請負率というのは下

がってるわけですが、以前に比べて下がってるわけですが、実際やりたいと、今後やりたい

と思っておりますのは設計価格を公表した中で、いわゆる競争原理を働かすためには公募型

の入札ですか、公募型の入札も今後取り入れていきたいなというふうに考えてます。町内業

者の数が限られてるという状況の中で、いかんともしがたい状況が生まれてきますので、こ

れを競争率を高くしようと思えば多数の業者を参加してもらうことがなおベターであるのと

違うのかということで、それはどんな方法あるんかということになりますと公募型の競争入

札と、手を挙げていただければ、たとえば近隣の市町村とも提携をして近隣の市町村の業者

も参加できるような状態をつくれば、なお競争率が働くんじゃないかと、逆に広陵町の業者



がたとえば近隣の市町村にも参加できるというような状況をつくることは理想としての考え

なんですが、いわゆる地元の業者を育成という意味からすれば、またこれに相反する結果が

出るんではないかということで苦慮してる状況は現在も続いておるわけです。しかしなおか

つ競争率を高めようということに対しては、今後とも研究を進めていきたいと、１４年度か

ら新しい入札制度も取り入れていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いし

ます。

ほかにありませんか。 ４番議員！議 長

１点だけ聞いておきたいと思うんです。９月議会でも指摘したように、やはり指名４番議員

、いわゆる入札の改善については非常に進んだという点については評価してきたところであ

ります。そして現実に予定価格の公表によってですね、職員と業者の癒着の部分を断ち切る

ことができている、こういう点も大きな前進だというふうに思います。しかしこの間の決算

の中で議論をしたように、町内業者間の適切な競争が働いているように思えない、いま総務

部長が苦慮している点についてのところだと思います。私はそういう点でですね、談合疑惑

が消えない状況の中ではですね、町内業者の育成という点については私たちも非常に大事な

問題だということで再三述べているわけですけれども、こういう状況が続くようであればで

すね、業者に対して行政がですね、やはりショック療法を与えなきゃならないときもあるか

もわからないという点については明確にする必要があろうと思うんです。そういう前提に立

ってですね、今回の入札の問題でやはり地元業者についての配慮がどういう形でなされたの

かという点を質問したいと思うんです。

まずいわゆる建築業での入札基準について５，０００万以上についてはＡ、Ｂ業者から入

札すると、今回そこに特定がついたわけなんですけれども、特定をつける必要のある工事な

のかどうか、この点お聞きしたいと思うんです。というのも特定がつかなければですね、町

内業者、建築業に限っていえばＡ、Ｂ業者が４社ですか、あるわけですから、そういうとこ

ろで入札対象、いわゆる指名対象に入るわけなんですけれども、特定がついたために町内業

者は２社というようになったんだと思うんです。こういう状況でこの工事の性格から言って

も特定というものをつけないと行政としては安心したものにならないのかどうか、これは選

定基準の公表の部分の中でですね、どういうような議論をされたのかというのを聞いておき

たいと思います。こういうような状況の中で町内業者が落札しているわけですけれども、そ

ういう点とあとこの結果の状況についてはまた委員会で質問したいと思いますのでよろしく

お願いいたします。



はい、総務部長！議 長

おっしゃっておられるとおり特定の資格のある業者ということで、まずそれは条件総務部長

として設定しております。その中でＡ、Ｂで４社あるとおっしゃっていただいたわけですが、

この中で山中建設も特定を持っておるわけです。あとエス・アイ建設さんは特定を持ってお

らないという業者で、まず３社というものが出てきます、町内では。この中で山中建設につ

いての議論を審査会ではさせていただきました。前の事件等もございますし、その事件に対

しての後の、後の措置がどうなってるんかと、山中建設の姿勢がどうであるんかといういろ

んな意見の中で、前回の場合は入れさせてもらったわけです、竹取公園の施設ですか、その

ときは山中建設さん５，０００万以下の金額ですが、そのときは山中建設さんも一応みそぎ

といいますか、その期間を過ぎてまじめな姿勢で仕事に取り組んでおられるという状況も調

査の中で結果出ました。その中で入れさせてもらったということですが、今回議会に出るよ

うなこのような大きな議案については一応指名回避という結論を出した中で２社ということ

で町内を選ばせてもらったと、そういう状況でございます。

４番議員！議 長

いわゆる山中建設の状況というのは私たち自身には把握できない部分ですけれども４番議員

、そういう点含めて議論をしていただいてるという点は結構だというふうに思うんです。し

かしですね、今の話でしたら前回は指名をして、今回指名しないという、金額が大きいから

ということですけれども、ここにはですね、私はいわゆる私情を挟むというか、そういうも

のがあってはならないと思うんですね。重要なことは、前回というのはいつの時期かわから

ないですけども入れて今回入れなかったという点ですけれども、こういう形で、契約の問題

として、私は先ほどから行政が積極的に介入するというのは一般的、客観的な問題を言って

いるわけでですね、談合疑惑があるという全体的な風潮からいえば、極端に予定価格を下げ

るとか、あるいは指名を大量にして抽せんをするとかいろいろな措置はあると思うんですけ

れども、いまの話を聞いていますと地元業者の育成の部分についてですね、１名をそういう

恣意的に排除してるという点についての客観的なものが理解できないんですね。だから要は

いまなおそういう点で町が山中建設に対して同様の姿勢をとっているということであれば、

私はそれで大きく評価できるわけなんですけれども、前回というのはいつかわかりませんけ

ども、事件後１回指名をして、今回指名しなかったという点の客観的な基準というのが明確

でないという点ではですね、私はそれは疑問の問題が生じてくるというふうに思いますので、

そういう点について再度指名委員会でどういう形での結論が出たのかですね、言っていただ



きたいというように思います。

総務部長！議 長

いわゆる恣意的な考慮とかそういう意見の中ではございません。いわゆる山中建設総務部長

の状況の中で、現在の個々の業績と申しますか、事業の内容等もいろいろ客観的に調べた中

で、審査委員会の中ではいろんな意見が出ております。この中でも同様に入れてもいいんじ

ゃないかという意見もあるし、あくまでもこれはずっと入れやんといたらいいの違うかと、

これも何も根拠ないわけですね。だから審査委員会という中で意見の交換をして、いわゆる

その判断を下させていただいたということで、金額的には５，０００万を超える金額の契約

という形の割れ方はなりましたけども、これについてはその都度委員会においての意見交換

をしてるという状況でございますので、決して恣意的にどうこうという判断はしておりませ

ん。

はい、１番議員！議 長

ちょっと３点だけお聞きしておきます。１番議員

いまゲートボールについてですね、やはりゲートボールをする人口が大変少なくなってい

ると思います。そうした中で、いまこのゲートボール場の上屋等の建設について本当に必要

があるのかどうかという原点に返って考えるときが来ているのではないかなと思っています。

数年前はゲートボール、ゲートボールってあちらこちらの広場で貸し公園等で広陵町もや

りましたけども、現状を踏まえてそういう議論はなかったのかどうかという１点であります。

それから老人クラブ等の方々に相談はされたと思いますけれども、本当に必要があるとい

う声があったのかどうかというのも含めてお願いしたいなと思います。

それから先日、このゲートボール場の上屋等の建設については上牧町とか近隣の田原本と

かいろんな形ででき上がってるわけですが、何がやっぱり困るんですかと、この間上牧町の

人に聞いたらですね、やはりハトのですね、ふん害、ハトが非常に飛んできて大変困ってる

んですというのが、あの場所は地形的にああいう場所かなとは思うんですが、ここらにおい

ても百済の三重の塔についてのハトのふん害、公害というものを大変苦慮していろんな形で

ハトを追い出すような形でいろんなことをしていただいたんですが、そういうことが懸念さ

れるかなというように上牧町の職員の方がおっしゃっておりましたので、そういう点につい

てのハトの被害について、こうした設計上でとられているのかどうかという点。

それからもう一つ、このゲートボール場というのはやはりゲートボールをする人しか使え

ないと思うんですね。たとえばテニスと一緒なんです。ほかのスポーツは使えないのではな



いかと思うならば、この使用料について何か検討されたことがあるのかどうかお願いしたい

と思います。

はい、健康福祉部長！議 長

まず順番を追ってお答えをさせていただきます。健康福祉部長

人口が確かに少なくなっております。以前は町内のゲートボールチームが２０チームござ

いました。現在のところは１５チームの登録でゲートボールの活動をされておりますけれど

も、まずこのゲートボールの上屋につきましては総合保健福祉会館を建設するときに、まず

前の福祉センターを撤去いたしました。その福祉センターの附属施設としてゲートボール場

があったわけでございますので、その撤去する時点の計画におきましてゲートボール場の移

転、そして移転に伴って上屋をつけるという方針が既に定まっておりましたので、その方針

のとおりに今回、昨年度に整備できましたゲートボール場の上屋をつけるというものでござ

います。

次に老人クラブとの調整はというふうな内容のご質問いただいております。これにつきま

しては設計が遅くなった理由の一つでもございますが、老人クラブの利用しておられる方々

の意見を十二分に設計の中に反映しておりますので設計完成の時期が少し遅れたわけでござ

いますが、利用されている方々のご意見を十分に承った上でのものということでスタートさ

せていただいております。

それからハトのふんに対する対応といたしましては、設計の段階におきまして防球ネット

を設置するようには含めております。

それとゲートボール場以外には使えないのではないかということでございますが、ゲート

ボール以外に身障交友会の方でペタンクという協議がございます。このペタンクの方にも使

えるような対応ということで考えては来ております。また使用料の点につきましては、現在

のところまで検討いたした経過はございません。以上でございます。

はい、１番議員！議 長

いま２０チームから１５チームに減ってると、減ったのは確かですが、やはりこの１番議員

チームの中にもですね、チームの名前はあるんですが、なかなか可動してないのが現状では

ないかな。そうして見るとこうして上屋だけでも６，０００万、そして整備するのにもいろ

いろかかって１億以上の金がかかってるのではないかと。やはり宝の持ちぐされにならない

ようにですね、大いに、せっかくつくるんですからもう少し使える方法も考えてもらえたら

なと思ってるんです。



それから方針が決まってきたからというよりもですね、やはり現状を見るとやはり方針は

決まってきたけれども、だからしたというんじゃなくして、やはり現状に合うたような改革

もですね、必要ではないのかなと思っています。

使用料については、いまのところ考えておらないというのでありますけれども、多分老人

に対して使用料取るのはどうかなという発想が出てそういうような形になって答えになって

るのかなと思うんですけれども、やはりこういう時代ですから少しでも使用料いただいて、

そしてその施設を大切に使っていただくという気持ちがわくのではないかなと思いますので

ですね、ぜひとも使用料についても検討していただければなと思っております。

以上で質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は産業建設委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程４番、議案第７３号、広陵町リフト付きバス購入に伴う物品売買契約につ議 長

いてを議題とします。

本案について質疑に入ります。 ４番議員！

これ５社を指名してですね、２社が辞退しているということなわけですが、この辞４番議員

退はいつわかったのかですね、指名をしてですね、辞退されるような状況というのは本来入

札を遂行する上でですね、望ましくないのは当然のことなわけですけれども、こういう事態

になった経過とですね、その対応について聞いておきたいというように思うんです。

総務部長！議 長

１１月５日に現場説明を行いました。この後、質疑ということで業者の方から質疑総務部長

を全部受けることになってます。その質疑の中でこちらの方の対応にこたえられない状況が

出てきたということで入札を辞退されたということでございます。

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑がほかにないようですので、これにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）



ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程５番、議案第７４号、町道の路線認定についてを議題とします。議 長

本案について質疑に入ります。 ５番議員！

議運の中でも指摘をし議論をさせていただいたところですけれども、今回の町道認５番議員

定の中でですね、真美ヶ丘の路線認定がかなり大部分を占めているわけですけれども、この

真美ヶ丘の路線認定についてですね、基準が明確にわからないというのがいまの状況ではな

いかというふうに思います。といいますのはですね、北５丁目、それからこの６１２７と６

１２８ですかね、それから南２丁目なんですけれども、これはもうごく 近、特に南２丁目

目はまだ１軒も家建っていない、販売されたか、まだされてないかなというふうに思うんで

すけれども、そういう状況で即座に路線認定をここに提案されているわけですね。その一方

でですね、南４丁目などはもう１０何年か前に家が建ち並んだ、そういう状況でいまようや

く路線認定ということなんですね。ですからその路線認定の基準がわからない、この点につ

いてお聞きしたいと思います。

それからもう一つですね、路線認定をあまり急いでされるのはいかがなものかなというふ

うに思います。というのは去年でしたか、北６丁目の道路なんですけれども、新しくできま

して入居されて半年か１年程度だったと思うんですけれども、道路の縁石が大変に欠けまし

て、それで住民の方が業者の方に道路を直してほしいと言ってもなかなか返事がないという

ことで、町の方に相談しましたら町の方は町の道路でないのでということで、これも対応が

なかったということをお聞きしたんですね。結局ですね、私の方もいろいろ見せてもらった

り話をさせていただいて、役場の町の方から業者の方に、まだ町道認定されていないので業

者の責任で直すようにということを指導して直されたわけなんですね。ですからそういう欠

陥が生じるおそれがあります。特にまた北３丁目なんですけれども、池を埋め立ててですね、

いま大体形ができてきているところです。近々道路も整備されて販売に至るのではなかろう

かと思います。計画でいうと平成１３年度に販売だったのかなというふうに思うんですけれ

ども、あそこは埋め立ててまだ一、二年ぐらいだと思います。そうしますと１０メートル以

上も埋め立てたところがありますし、それから下の方は湧き水が出ていた状態で栗石入れて、

それであの埋め立てをしている状態ですので地盤沈下の懸念は非常に強くされます。そうい

う中で急いでですね、町道を認定していきますと水道管とか下水道管も埋められることでし

ょうし、そういうひずみの中で欠陥が生じるのではないかというふうな懸念は強く持たれま

す。ですからそういう新設された町道認定についてですね、一定期間を置いた上で認定する



のが妥当ではないかと思いますが、この点についてどのようにお考えなのかお聞きしたいと

思います。

都市整備部長！議 長

まず 後のご質問で池の埋め立て地、３丁目の件で、それから申し上げますと都市整備部長

、議員がおっしゃるとおりでございます。しかしながら都市計画法ではですね、事業が完了

すれば速やかに帰属しなければならないという条文もございます。しかしそういう内容では

埋設管等、あるいは沈没等の危険性も伴いますので、それは施工業者とも協議の中で、十分

協議した中でですね、道路の構造物や施設を検査し移管を受けるというのが大前提の町道認

定の基本的な基準でございます。そういうことで施工する業者とは事前に開発協議の段階で

ですね、十分協議した結果速やかにという条件はございますが、確約もとりですね、進めて

いかなければならないと、このような考えでございます。

それと南４丁目のことでご質問でございますが、これにつきましては公団からの移転の手

続がなされずに来ておったということで今回決定をお願いするものであります。真美ヶ丘の

地区内におきましても、このような状態で移管の手続がなされてない場所も多々あるように

私伺っておりますので、既に町並みがそろっておってもこういう手続が公団の方でなされて

なかった場合はこういう認定につながってこないというのが現状でございます。

それと早く町道認定をすることによって、もろもろの損傷等が生じたときには町で一般会

計で補修をしていかなければならないと、このようなご心配をいただいております。そのと

おりでございます。しかしながら、移管の前にはですね、開発の事前協議をいただきました

内容等は十分に完了届が出てまいりまして、現地へ行ってそれとの検査もやっております。

そういうことである面では業者との信頼関係というんですか、そういう構造物などの損傷す

るときは原因者負担で復旧するというような確約もとっておりますので、まずはそのような

ことはないと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

５番議員！議 長

いま都計法の中で速やかに帰属しなければならないということなんですけれども、５番議員

いまご答弁いただいたように、まだまだ認定されていないところもありますし、その時期が

ですね、あまりにもアンバランスなんですね。だからそういう意味でですね、どういう基準

があってどういう手続を踏まえて町道認定がなされるのかですね、一向にわからないです、

いまの説明お聞きしましても。今回、中２丁目も、これ四、五年前でしたかね、開発された

のが。そういう形でですね、全くばらばらです。そして同じ民間業者が開発したところでも、



先ほど指摘しました、あの問題の発生しました北６丁目についてはまだ移管をされていない

わけですね。ですから法的に速やかに帰属しなければならないという部分について全くいま

まで従来ですね、守られてこなかった中で突然こういう法令出されてきますと、私も大変戸

惑うわけなんですけれども、このような今後の対応も含めてですね、この点速やかにという

のをどのような期間と想定しておられるのかですね、お聞きしたいと思います。そしてその

ほかに先ほど答弁されました、まだ多々ある町道認定できていないところについての対応も

あわせてお聞きをしたいと思います。

それからですね、それをしなければ法的に云々ということはないと思うんですけれども、

遅くなったらどうなるとか、そういうこと、罰則規定ないはずなんですが、確認だけしてお

きたいと思います。

十分に検査もしているということで信頼関係で協議をし、確約をしてるということなんで

すけれども、もう一つはっきり理解できないんですね。信頼関係で確約というのはどういう

ことなのか、ちょっと理解しにくいです。もう少し具体的にですね、お聞きしたいと思うん

ですね。

検査のときに見えない部分がやっぱりあるわけですね。先ほど指摘しましたのは、やっぱ

り不良品のブロックですね、粗悪品といいますか、粗悪品のブロックを使っていた部分がか

なりあったんだろうということが推定されるわけなんです。それは直ちに今回みたいな北５

丁目、それと南２丁目みたいな形でされますとね、これは発見することは難しいです。そう

いう意味でですね、明確にした形で業者の方と協議の中ででもですね、文書にしてですね、

明確にした形にしていただかないと、たとえば二、三年とか、この部分についてこういう問

題が出た場合はとか、特に先ほど言いましたように北３丁目は大きな懸念あるわけですから、

具体的にこういう問題が発生した場合とか、そういう具体的な契約がないと大変不安ではな

いかなと思うんですね。そういう点について再度お聞きをしたいと思います。もう少し具体

的にわかりやすくお願いしたい。

都市整備部長！議 長

都計法で速やかにということでおっしゃっておりますが、これについてはもち都市整備部長

ろん条文の速やかにという表現ではございます。この私どもの町道認定ということに関しま

しては、基準はそのような速やかにとなっております。先ほどから申し上げておりますよう

に、移管を受ける前にはやはり先ほど申しておりますように道路の構造物等をですね、十分

に検査した上、また開発指導協議の中で出ておりますそういう道路の舗装の圧とかですね、



そういうものを十分検査の上で確認した上で認定に出すというような内容でございます。速

やかにと私、法的にはこうあるという一つの例として申し上げてるわけでございまして、そ

ういうことでご理解していただけたらと思います。

それと信頼関係という表現をさせていただいておりますが、ご承知のように真美ヶ丘の団

地内では民間の開発業者も多くそういう内容で分譲をやっております。その中にも業者にい

ろいろと問題を抱える業者もあるようには伺っておりますが、 近のこの真美ヶ丘の地区内

での開発につきましては、町との事前協議どおりに検査をすればそのとおりに施工されてる

のが大部分でございます。質がようなったというような表現でいたしますが、粗悪な工事は

過去になかったということでございます。

おっしゃっておりますもう１点の６丁目の縁石のブロックが粗悪である、がたがたである

というご指摘でございますが、この地区についてはいまだまだ認定には上げておりません。

そういう内容で修繕しないから、簡単に言えばはっきりと指摘したとおりの修繕をしなさい

と、修復をしなさいという、それが完了しなければ町道認定には付しませんという内容でご

ざいます （５番議員「それから今後の対応についても聞きたい ）。 。」

それとまだ地区内にはいまだ移転の箇所については未移転の届けがない箇所もございます。

こういうとこにつきましては、移転前には工事の修繕があるので町の意向を受け取って速や

かに修繕箇所を修繕するものは必ずこのとおりにしてくださいというような協議もやってお

りますので、十分それに従っていただければ業者にはそのような内容で通知もしております

ので、速やかにそういう指摘事項を修繕しなさいという内容で業者との確約をとってるとい

うようなわけでございます。

それと今後はその公団の地区内におきましても、まだいまだに公団の所有地でありながら

その移管を受けていない道路もあるということでございますので、 終的にはこういう内容

の箇所をチェックいたしまして、どのような理由で移管をしていないかということも調査し

たいと、このように思っております。

はい、１０番議員！議 長

ちょっとすいませんねけどね、この町道認定にかかわってちょっと議題からちょ１０番議員

っと外れることちょっとお許し願いたいと思います。

これはいま出ておる議案は大体公団絡みのあれですねけど、我々の在来地においても民間

業者のミニ開発等で 後に残るのはこの町道認定、以前の問題も含めての住民からのいろん

な町道、道の管理、修理、そのことで町道にまだ移管されてないということとかで、そうい



ういろんなケースが多々あるわけでございますので、民間のミニ開発、在来地においてのミ

ニ開発においても、当然納税者が購入されて町民となられ、１０何年か住まれる、それで当

然納税者でございますし、町民としての一つの権利があるわけですから、その中で前の道が

傷んできたときに問題が出てくる、それが果たして業者が立派な、またまじめな人であれば

大いに結構ですねけど、またこの昨今の現状では倒産もされてるとこもあるわけでございま

すので、そうなってきたら町に対していろんなことが重なってくるわけです。そういう意味

で、それをむげに断ることもできませんわね、そういう意味で開発のときの十二分なるその

業者との、当然道路は 終的には町に移管されるのが一つの筋だと思いますので、その辺を

これからどんどんそういう意味では大いにきちっとした協議はされておると思いますが、特

に今後そういう問題が起こる可能性もありますし、また現に起こってますので、その辺のこ

とをちょっと、これからの対処も含めてお聞きしたいと思います。

都市整備部長！議 長

いまのご質問でございますが、開発業者からの用地の移管の申し出がないもの都市整備部長

については、業者所有の一応公衆用道路という内容でなっておるわけでございます。議員の

ご心配していただいておりますように、仮に事前協議等を行いましても業者がたとえばこの

ような不況の時代でございますので倒産等をすれば、その公衆用道路自体が道路敷というこ

とでありながらもですね、全体が抵当物件に入ってるという内容でにっちもさっちもいかな

いと、どうにもならないと、それは業者としても早く分筆をして町道に移管したいという気

持ちはあるんですけども、そこでいろんな条件がありまして、全部完売してから移管する、

あるいは途中で移管したい、それは担当課でも十分調査いたしまして、これなら完璧に道路

として認められると、道路条件が基準に沿ってるという内容で議案に上げてくる内容もあり

ますし、また先ほどからも出ておりますように修繕箇所が幾つかありまして、これを完璧に

修復してくれれば認定に付すというようなことでございますので、こういう面につきまして

も、やはり定期的にその出ております、申請が出ております地区については何回か出向いて、

急ぐ業者につきましては早く修繕をやって早く検査を受けたいという業者もあるわけですが、

なかなか業者が身元がわからないような場所もいまおっしゃってるようにあるわけです。そ

ういうことにつきましては、そこに住んでおられる住民の方ももともとの業者がどこ行った

かわからんということで非常に苦慮されてるようなことも聞いております。こういう内容に

つきましても、それは十分な善処をしていかなければならないんですけども、いかんせんそ

の道路自体が他人さんの名義でございますので、どうしてもそれを広陵町に寄附するという



名義に換えていただかなければ認定に付せないということでございますので、そのこともそ

の方にも十分説明しております。以上でございます。

１０番議員！議 長

そういうね、過程なりプロセス、それはよくわかっております。しかしね、善良１０番議員

な業者というのか、まともな業者で購入されたらそれはいいわけでございますけど、昨今の

経済事情でどういう、初めからそんなに悪意があることはないと思いますねけど、結果被害

者になられるのは住民であることには間違いないわけでございますので、移管のことはいろ

んな手続上のこととか法律的なことがあると思いますが、住民のサイドから見てできるだけ

早い解決をもってかかわっていくと、知りませんとかいう意味は全くとっておられないと思

いますが、その意味でまたさかのぼってのいわゆる原点からの出発のときに開発業者に対し

てもそのような形で、 終的に購入者である、また 後に住民となられるお方にマイナスに

なるようなことがあってはならんことでございますので、トラブルを引っ張ることが多くな

ってくれば何もなりませんので、事前の都市計画課においてもそうと思いますが、その辺特

別注意を持って、いま現在の経済情勢から見て大変難しいけど、そのようなことで十二分な

る監督なり指導を特別お願いしたいと、こういうことでございますのでよろしくお願いしま

す。

ほかにありませんか。 ３番議員！議 長

先ほどちょっと松野議員の方からも町道認定の基準についてお聞きしたわけですけ３番議員

ども、そのときのちょっとお答えがはっきりちょっと理解できる形でもらっていなかったと

思いますのでもう一度お聞かせ願いたいと思います。

いま先ほど道路圧などの検査が完了して、町の方がきちんとそれが道路として機能すると

いうことであればというふうな言い方をされてた部分もあったかと思うんですけれども、ま

だ使用もされていない、まだ現在工事中の南２丁目ですね、それをどういうふうな形で今後

の見通しが可否があるというふうな事柄というのが全然いまのところでは道路という形だけ

ができていて、まだまだ全然車が通ったりとか人が通ったりとかいうこともされていないよ

うな状況の中で、あとどのような問題があるかということが出ていないようないまの状態の

中で道路認定をされるということの合理性というんですか、それがちょっとどうしても理解

できませんのでもう一度お聞かせ願いたいと思います。

都市整備部長！議 長

ただいまご質問いただいております２丁目の件でございますが、これにつきま都市整備部長



してはいま現在家が建っていないのに認定という内容でございますが、これにつきましては

やはり先ほどから申し上げておりますように、一応開発協議の道路圧あるいは水路等の全部

が一応完了し竣工検査も終わってるということで、ただしこの場合は協議の中でも構造物に

対する損傷は原因者負担において復旧してくださいと、することというような確約をいただ

いております。そういうことで認定に付してるということでございます。

３番議員！議 長

先ほどの基準というのが。３番議員

都市整備部長！議 長

一応この町道につきましての議会での議決をいただくための道路については、都市整備部長

認定する際の基準を一応担当課で定めております。一応文章が長くございますので、たとえ

ば１号道路に認定する町道、次に１号道路と認定する町道については道路の性格が他府県あ

るいは他の市町村と連絡する広域的な幹線道路であること、次に道路の性格が町内各校区ま

た各大字間を連絡する地域的幹線道路であるということ （３番議員「長くなるようでしたら。

資料でちょっと出していただけますか ）そういうことでまたコピーでもさせていただきま。」

す。

３番議員！議 長

先ほどいま現在も南２丁目のようなまだ途中の分については業者の方にいろんな事３番議員

柄があった場合には修復の義務を負わせているという、そういう協議をしているというふう

にお話を伺ったわけですけども、それの責任期間というのですか、何年ぐらいとかいうふう

な形で決められておられるわけですか。それとも一定の、そのときはもう一度協議して決め

るという形になってるわけですか。

都市整備部長！議 長

期間等は定めておりませんが、逆にいいますと業者は早く町道に認定してもら都市整備部長

いたいんです。ですから業者は早く修繕しなさいよと、修復しなければ認定はしませんよと

いう、おっしゃってるのちょっと逆にですね、業者としては一日も早く手を離したいです。

ですからそういうことでこちらから早くこういう場所が欠陥ですので早く修繕しなさいとい

うようには指導しております。

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を産業建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。



（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は産業建設委員会に付託することに決しました。議 長

しばらく休憩します。

（Ａ.Ｍ.１０：５９休憩）

（Ａ.Ｍ.１１：１５再開）

休憩を解き再開します。議 長

次に日程６番、議案第７５号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第５号）を議題と

します。

本案について質疑に入ります。 ４番議員！

まず平成１３年度の財政見通しについてですね、この補正予算組まれたときの状況４番議員

を報告願いたいというように思います。

それから昨今の小泉内閣の地方自治体を非常に苦しめる発言が出ているわけですけれども、

２８ページの起債の部分ですね、町債の部分ですけれども、理事者過去において地方交付税

の有利な、有利なということを再三重ねてきたわけですけれども、現在広陵町でですね、い

わゆる起債の部分で利子の交付税算入及び返還部分の交付税算入としてですね、有利な起債

だからこれを活用するということを言ってこられた起債はどれだけあるのか、種類別にわ

かれば種類別にですね、その実態を明らかにしておいていただきたいというように思います。

それから第二小学校の増築工事を計画されているわけですけれども、その内容に予算枠が

厳しい状況のもとでですね、急いだ方がいいという認識を持たれているわけなんですが、こ

ういう認識というのはどこから来ているのかですね、その点についてもお聞きしたいと思い

ます。

それから 後にですね、この補正予算と今年度の見通しを含めてですね、いま広陵町の予

算編成の中で各課に一律１割の削減のもとでの予算編成を言われているわけですけれども、

その状況はですね、どういうような状況になっているのか、あるいはまたこの１割削減とい

うのは各課によっては非常に厳しい内容を伴っているわけですけれども、そういう実態とい

うのは既に把握されているのか、来年度予算の見通しの中で出てきたこの各課１割一律削減

の状況についても聞いておきたいというように思います。

総務部長！議 長

平成１３年度の財政見通しの中で今回の補正という考えと、それから２８ページの総務部長

町債についてのいわゆる有利な起債ということで、そのうちの起債充当率が９０％で、それ



であと交付税算入が５０％あるというのは有利な起債ということでいままで活用させていた

だいたと。これについて第二小学校の増築工事もそのような状況の中にあるわけです。来年

度以降はその有利なと言うております、表現しております起債の対応ができないであろうと

いうような状況の中で、今年度が 終という判断をさせていただいてその起債を活用すると

いうことで小学校の増築工事についても補正予算措置をさせていただいたということでござ

います。その有利な起債を活用してのどのような種類あるいはどのような金額的にあるんか

ということについては資料で提出させていただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上

げます。

それから来年度の予算編成の中での１０％シーリングということで、各担当部単位にお願

いしているわけです。部の中で、部長の中で担当していただいてる各課がございますので、

その課の中で調整をしていただいて、全体として経常経費については１０％シーリングを目

標に予算要求をしていただきたいということで各部長の方で大変苦慮願ってるわけですが、

現在のところもう査定は大体終わってるという状況で２５日から財政の担当者が各課の予算

編成の査定をさせていただくと、こういう状況でございます。

はい、４番議員！議 長

全般的な問題になるんですけれども、いま一つは各部各課調整で１割カットと、経４番議員

常経費の１割カットというのはですね、これはどういう目的でそういうようにされているの

か、もちろん財政難だということがあるでしょうけれども、中央との関係で言えばどういう

認識を持ってこれを実行してるのかですね、こういう点が一つあろうというように思うんで

す。

それと広陵町の財源見通しとの関係がですね、今後にかかわってくると思いますので、そ

ういうような見通しについての考え方というのは当然あって出てきたものだというように思

いますので、広陵町の財政見通しとも含めた形で説明していただかないと、この１０％カッ

トという実態に迫ることできないというように思いますので、その点はお願いをしたいと思

います。

それから先ほどの来年度以降有利な起債がないということで小学校の建築を急いだという

ことですけれども、もう一歩踏み込んでこの有利な起債が交付税算入にされているというこ

とですが、来年度１兆円枠の削減の中でですね、いま消去法で進められている数字からいう

と、地方交付税の部分に集中して削減される可能性が多いという見通しを持たざるを得ない

わけですけれども、その点についての県や国との関係でどのような状況が生まれているのか



ですね、その点もお答え願いたいというように思います。

総務部長！議 長

まず１０％シーリングの実態でございますが、これにつきましてはまず広陵町とし総務部長

ての自主財源の確保ということで、やはり税収の落ち込みがあるであろうということもござ

います。それから一番懸案となっております古寺地区への投資の事業費を捻出するというの

が大前提の中でやっておるわけでございます。

それから中央との関係とおっしゃっておるわけですが、実際に現在まで通達等はまだ参っ

ておりませんので、どのような状況になるかということは予測という形で現在担当としては

やっておるわけでございます。

それから交付税が減額されるであろうということはおっしゃる懸念、一番懸念されること

でございます。これについては町村長の大会等におきましても絶対に確保ということで強く

要望をしていただいているという状況でございます （４番議員「来年度見通し、財政見通し。

についてどう思ってんのかというのはまだ ）これが確定せんとね。。」

はい、１３番議員！議 長

これ学校の増築の件で補正予算ということでございます。ご承知のとおり広陵町１３番議員

にも非常に起債が増えてきておると、国においても国債の発行が非常に膨らんで、国債のこ

の前からね、出ておりましたように信用度をはかるものにつきましても、もう先進国の中で

一番 低のランクに入ってきたと、これ以上落ちますと市場から圧力を受けて非常に国債の

金利が急騰するようなおそれのあるような状況になっているのが現状でございます。その中

で学校の建築といえども、やはり何ぼでもしていいんだという状況にはないんじゃないかと

思う。といいますのは、真美ヶ丘全体で見ましてね、生徒が増えていってるのかどうか、真

美ヶ丘の方で、北の方ではいま開発が盛んに行われておりますので、北の方では小学校の生

徒がどんどん増えておりますけれども、南の方でありましたら、たとえたら南３丁目なんか

でありますと非常に小学生は減っておりますし、あるいは５丁目についても同じようなこと

が言えると思うんです。ですから第一の方は生徒数が減ってきておると、第二の方で増えて

きておると、そういう場合にやはり学校、ちょっと変更してですね、そういう対応をすると

いうようなこと、いろいろ問題はあるかもわかりませんけれども、やはりこういうときこそ

住民の皆さんといろいろお話して、やはりむだなことじゃなしにやっていくということをこ

れひとつ考えていっておられたかどうか、その辺教育委員会の方でありましたらひとつお願

いいたしたいと思います。



はい、教育長！議 長

真美二小の件はまた後で部長の方から答えるといたしまして、校区変更的なお話を教 育 長

いただいたと思うんですけども、私たちもこれについて昨年でしたか、この春でしたか、検

討いたしました。ところがいま開発されております中２丁目等が子供の増加率を考えて一へ

もし行ったとした場合に、いま二で、第二小学校で増築をお願いしている分の校舎が増築が

必要になってくるという結果が出たわけでございます。そうしますとご承知のように一の方

は非常に細長い校舎でございます。１棟でずっと西から東まで大分長い校舎になっているわ

けで、そして増築をしようと思えば今度運動場に持っていかなければならない、ところが真

美二小の場合はお願いしております教室を増築する場合には従来からその場所に建てるとい

うことで用地が校舎の延長上に確保されていたというようなことから二の方で増築をお願い

して校区変更云々ということについては考えないで二の方の増築で補っていきたいと、こう

いうことで二の方でお願いしているところでございます。以上です。

それからすいません、二の方の一番ピークになりますのが１８年度ぐらいにピークになっ

てくるわけでございます。

それからいま少人数学級云々ということを言われてるわけで、真美二小におきましてもい

まのところ来年は少人数学級用の教室は一つぐらいは余裕あるかもわからないですけど、次

の年になりますと余裕教室といいますか、そういうことがなくなってしまう。一の方につき

ましても、現在のところ少人数学級をしようと思えば十分な教室がまだ余るというところま

ではいっていないというようなこともございますので、こういうことでお願いしているわけ

でございます。以上です。

総務部長！議 長

ただいまの質問に関連しまして、特に住宅公団との中で開発のテンポといいますか総務部長

、住宅公団としてはもう即座に住宅地に住居を建てて完売したいというのが住宅公団の考え

るところでございますが、その考えの中に町はとても投資的についていけませんので、これ

を特に抑制してるという状況で、ただいま教育長が抑制した中で１８年度ぐらいが 高のピ

ークだという結果になっておるわけですが、再三言われます第三小学校用地、これも公団に

ついては残された 大の空き地でございますので、これを住宅地にしたいというのは公団の

意向でございます。これに対して町の方は現在のところ反対をしておりますので、こういう

抑制の中で計画的に学校等の増築も今回お願いしてるという状況でございます。以上です。

１２番議員！議 長



詳細はちょっと委員会にしまして、ちょっと思想をお聞きしたい。２９ページ、１２番議員

退職手当組合特別負担金、今回２，３６０万計上されております。この傾向はどうですか、

増加していく予定かどうなのか、それが一つ。もう一つ、これすべて１００％一般財源、こ

のようなことで見ていくものですけど、これ将来大変な負担増と、丸々町から出ていく金に

なってくるんですけどね、その辺どうか。具体的にね、これ要するに特別分ということと思

うんですが、具体的に言うとこれどのぐらいになってんかというのがわかったらちょっとま

た、細かいことはまた後で委員会で聞きますけど、方向性としてはですね、これが大変食い

込んでくるんですよ、食い込んできます、一般財源で見ていくということなんですが、ちょ

っとその辺どういうふうに考えてるかお聞きしたい。あと具体的な数字何か１人頭こんなん

でんねとわかればちょっと教えてほしいんですね。それ十分ご理解できてですね、ご理解で

きて、なおかつそういうふうなことで払われて納税者の方もなるほどと、こういうふうなこ

とになったらそれが非常に幸いなことと思いますので、ちょっと気になってますのでお教え

願いたいということです。

総務部長！議 長

この部分につきましては、いわゆる広陵町の高齢職員の退職要綱、これに基づきま総務部長

すいわゆる勧奨退職の職員のいわゆる勧奨部分の負担金ということで補正をさせていただい

てるわけです。個人的な名前は差し控えさせていただきますけども、これについて人身を一

新すると、活性化を図るということを目的にこういう要綱はつくられておるわけです。これ

に将来的に該当する方が出てくるのかどうかというのは、ちょっと見通しはわかりませんが、

現在３名の分としての負担金を計上させていただいたという状況で、この内容につきまして

は満年齢５０歳以上の職員で勤続年数が２５年以上の者、この者を対象として勧奨扱いをし

ますよというこの要綱で現在進んでおるわけでございます。将来的には見通しというのはな

かなか立ちにくいわけですが、いわゆる人身を刷新するために高齢者の職員の早期退職を促

してるというような要綱でございます。以上でございます。

１番議員！議 長

３２ページのですね、教育費、中学校費、このいわゆる賃金５０万４，０００円、１番議員

これについてですけれども、いまたとえばこの間も新聞載っておりましたけれども、この県

の教育委員会がこの社会人活用のために補正予算を持っている、いま県下やってるんですが、

５０人を雇用してる。これはどういうことをやってるかというたら、いま国の方で創設され

る、この県で創設される５０億円の県の緊急地域雇用創出特別基金を活用して、来年１月か



ら３月までのうち８週間程度をめどに県立高校と市町村の小中学校で計５０人の社会人を雇

用すると、こういうような形で補正予算組んでおるわけですが、このいま補正予算が出てる

この中学校の講師、賃金５０万４，０００円、このようないま緊急地域雇用創出特別基金を

活用するようにはできなかったのかどうか、ちょっとお答えしてほしいと思います。

教育長！議 長

これはちょっと話が全然実は違うわけでございまして、このいま補正をお願いして教 育 長

おりますものは、議員ご承知のようにこの予算は３月議会でお願いするものでございますが、

教員の人事異動を決定いたしますのは大体３月２６、２７日ぐらいが内示の日になってくる

わけです。その後、校内人事が行われます。そして校務分掌が決定されて、そこで校務分掌

の都合により、内容により持ち時間の軽減を考えなければならない校務もございます。たと

えば学年主任あるいは生徒指導主任とか教務主任とかというようなものにつきましては、平

均的な授業時間数よりもやや軽減しなければならないというような場合も出てきております。

そしてさらに定数法上過員が生じた場合には、教員の人事の場合、一般企業等の人事異動と

多少異なり難しい面もございます。したがいまして、たとえば１人の中学校で過員が出た場

合には、１学級減になった場合には大体２人の先生が減になるわけです、定数法上。そうい

うようなこともあります。たとえば国語も数学も過員傾向であると、たとえば、そして１人

の先生を減しなければならないという場合、特に国語も数学も過員傾向であるが、中でも国

語がより過員傾向が強いといたしましても、転出させようとしても受け手の問題もあります。

そういうようなことで受け手側が受けてくれなかったら、数学で欲しいと言われた場合には、

これはもう過員解消は絶対しなければなりませんので数学を出さなければならないと、そう

した場合にやはり国語は持ち時間数ちょっと余りぎみやけれども、数学が何時間か不足ぎみ

になると、その分をこの町費でお願いしているものでございます。

ところが今回５０万幾らお願いしたわけですけれども、そういうようないろいろな条件に

よりまして持ち時間数を多少町費で持っていかなければならない部分もありましたし、また

１１月からお願いしていた講師の先生が町内の方が２人とも奈良の方へ転出されて、奈良か

ら通勤していただいてるというような場面で通勤のそういうときの補助といいますか、そう

いうようなところで補正をお願いしているものもございます。もっといろいろ申し上げなけ

ればならない部分もあるわけですけれども、一応そういうような事柄で５０万４，０００円

を今回お願いしているものでございます。

いま議員がおっしゃっておりますように緊急雇用特別交付金の云々ということでございま



すが、これはいま出てきたもので、これはあくまでも失業されている方、失業の証明書のあ

る方を採用しなさいということでございまして、これは１日６時間で週５時間、そして３５

週ということで、大体１日務めていただいて６，５００円ぐらいになろうかなと思っており

ますが、これも過日、３日、４日前に事務担当者会議が県で持たれまして、そこで初めて説

明のあったものでございます。これは教員の免許状を持っている云々ということは関係ない

わけでございまして、たまたま採用した人が教員の免許状を持っていたという場合はあるか

もわからないですけれども、これは主婦であったり学生であったら困るわけでございまして、

あくまでも失業をされているという人が条件になっておりますので、おのずからいま補正で

お願いしている内容と、それからいま議員がおっしゃっている緊急地域雇用特別交付金の問

題とちょっと違うというようにご理解いただきたいと思います。以上でございます。

ほかにありませんか。 ３番議員！議 長

２９ページの国民年金費なんですけれども、この国民年金の徴収が国の方に移管さ３番議員

れるということで事務的な事柄というのが変わってきたという形でここで出されてきた中で

の補正だというふうに思うわけですけれども、これが町に対する影響ですね、どのような影

響があるというふうに考えられるのか、また事務的には少し減少するのかなと思ってたわけ

ですけれども、実際には減少ではなくていろいろ実情をつかむための、また徴収するための

努力というのが町に課されるという部分もあるのかなというふうに思うわけですけども、そ

こでの影響というのはどういうふうに考えておられるのかお聞きしたいと思います。

はい、住民生活部長！議 長

おっしゃっていただいておりますように、国民年金事務の一部改正ということ住民生活部長

で、国の方で来年４月からですね、徴収事務に、主なものですよ、徴収事務についてはいま

までの市町村から国の方で集めると、こういうことですね。それにつきましては住民の方は

いろいろＰＲをこれからは国の方、また市町村でもやっていきますけれども、一気にね、そ

したら市町村の方はそういう徴収はお預かりはいたしませんよということにはなかなかなら

ないと思いますね。やはりその制度が浸透いたしますまでの間は市町村でも保険料について

は従前どおりある程度ですね、お預かりをするなりはしなければならないかなというところ

で思っております。しかし預かるというのはなかなかこれは国の法律でできませんのでね、

たとえば収税課の職員が家庭へ訪問いたしまして、そこで、いままでは国民年金ですね、保

険料をもらっておりましたけれども、今度は住民の方が直接金融機関でもう納めていただく

と、こういうことになるわけですね。だから納めていただく用紙は社会保険事務所から当然



各家庭へ送られますけれども、やはり予備といいますかね、そういう納める用紙を職員が持

ちまして、それによって納めていただくようにお願いをしなければならない、また役場へい

ろんな税の納付、その他ご相談等来られたときに納めていただいてる方もございますので、

来ていただきましたら納付書を持っておらないときは担当課の方でその納付書を書きまして

庁舎内にございます南都銀行ですね、ございますが、そこで納めていただくと、こういうよ

うな方法になってまいると、かように思っております。ただ収税課、また私の方の国民年金

課の方の事務につきましては、その収納の方は大分負担が軽くなってまいると、かように思

っております。それ以外に特に第３号被保険者といいまして、ご承知いただいておりますよ

うに国民年金以外の厚生年金等に加入されておられる配偶者の届出については、いままでは、

いままでといいますか、いま現在もですが、市町村役場を経由して社会保険事務所へ送って

おりましたけれども、それについてもその届出事務等は社会保険事務所、国の方が管轄いた

しますので、その辺も負担がある程度軽くはなってまいると思います。ただもう一つはそう

いうふうにいままでは市町村で収納のデータはすべて持っておりましたので、受給者の相談

とか、また年金の期間の相談とか来られたときはすぐ対応ができますけれども、収納事務が

社会保険事務所へ移りますと、きょう納付をいただいた分は即刻ですね、そのご相談見えら

れたそれには反映しないだろうと、しかし二、三日もすればその納付状況はね、当然社会保

険事務所の機械処理に打ち込まれますので、うちの方はもうすぐそれを見て住民の方の相談

には対応できると、かようにいまのところは思っておる次第でございます。以上です。

ほかにありませんか。 ５番議員！議 長

総務委員会でまた質疑させていただきますが、国民年金のですね、広陵町で現在の５番議員

実態ですね、払っておられる人、加入しておられる人というんですか、加入者、対象者の中

でですけども、加入者、未加入者、それから滞納なってる方、それと免除されている方等の

そういう実態をお聞きしたいんですけれども、もし数字お手元にお持ちでなければ総務委員

会の方に資料として出していただきたいと思いますのでお願いしたいと思います。

それから大変懸念されるのは、これによりましてやはり身近な広陵町が徴収をしないとい

うような方向になりますので、ちょっと遠い窓口になっていくというような中でですね、一

層無年金者が増えるのではないかということが非常に懸念をされているわけですけれども、

この点については、払わない方ですね、直接役場からの徴収催促行かなかったり働きかけが

なくなっていくわけですから、この点についての懸念どのようにお考えいただいているかだ

けお聞きしておきたいと思います。



住民生活部長！議 長

実態の方は１号被保険者なり第３号被保険者の方の人数は１３年度当初わかっ住民生活部長

ておりますけれども、おっしゃっていただいた、まだ未納の方ですね、その他につきまして

は総務委員会ででもご報告はさせていただきたいと思います。きょう時間がありましたら、

早速後ほどでもご答弁は差し上げますけれども。

それと無年金者の件でございます。これにつきましては、現在も社会保険事務所、また町

ともお互いに連携をとりまして無年金者のないように何回も督促もしておりますし、各地域

へ出向きましていろいろと年金相談もいままでには年６回ぐらいですかね、やっております。

その辺については従前どおり町の方もタッチいたしますので、その辺のご心配はないという

ことでご理解をいただけたらと思います。以上です。

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程７番、議案第７６号、平成１３年度広陵町墓地事業特別会計補正予算（第議 長

１号）を議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ５番議員！

１点お聞きしたいんですけれども、この補正の中にも返還金の上乗せがされている５番議員

わけですが、２区画分のね、なぜ返還されるのか、その返還の理由ですね、転居なのかどう

なのかという部分でお聞きしたいと思います。

はい、住民生活部長！議 長

墓地を当初購入されまして返還される方も平成２年からですか、売り出しをし住民生活部長

ておりますので今日までございます。その方の理由といたしましては、当初はこちらで墓地

の方購入ということでされましてんけれども、いやいやもう転出をする、また息子さんの地

元の方へね、帰るから申しわけないけれども墓地を返還したいと、これがほとんどの理由で

すね。以上です。

５番議員！議 長

いま理由は転出、いろんな家庭状況の中での転出がほとんどの理由だということを５番議員

お聞きしたわけですけれども、それは本当にいろんな生活の環境の中でですね、出てくる、



避けられない個人的な状況だと思うんですね。そういう場合でもですね、やはりいま返還し

ますと４割負担しなきゃいけない、４割でしたね、自己負担が発生する、そうすると４０数

万も当初払ったお金より引かれた形でしか返ってこないということで、大変やむを得ない状

況であるにもかかわらずですね、大きな返還するときの負担が生じることについてやはり配

慮が必要ではないかと思うわけですが、この点についてどのようにお考えなのかお聞きした

いと思います。

住民生活部長！議 長

返還金の問題でございますけれども、この墓地、当初つくられたときのいきさ住民生活部長

つといいますか、当然その墓地をつくるについては土地代とか工事費とか、またいろんな事

務費とかね、借金もしておりますので元利金とか、いろんなそういうものももろもろに入っ

てある程度の値段を設定されておられます。その中でもやはり近隣市町村の動向を見てです

ね、値段の方も抑えられたようにも私の方聞いてもおるところでございます。そういうよう

ないろんな設備投資もしておりますので、そういう事情の方であろうとも、やはり一定の部

分については町の方としてもやはりいただくというのは一つの筋ではなかろうかと、それと

あとお返しをいただいた分について、さらに次の方募集しまして買っていただくについては、

当然整備をしなければなりませんね。その費用等も見ておりましてそれだけの割合というこ

とで当初からさせていただいてると、こういうことでご理解をいただけたらと思います。以

上です。

はい、１番議員！議 長

この広陵町のこの墓地公園というのができまして約１０年ぐらいなるかなと思いま１番議員

す。現在はこうした懸念はないと思います。というのはですね、これはある新聞である自治

体のこうした町営墓地についてこのような懸念があるから条例を出しておられるわけです。

それは何かといいますとですね、墓地に使用期限を設ける、一つですね、それはその先祖の

墓を守るという意識が薄れて、この少子化の影響で供養する人がいないために無縁墓の増加

が予想されるためにですね、使用期限を設けた墓地を購入することができる条例案を出して、

これが可決されてるわけです。現状においては、広陵町においてはいまの現状、こういう方

はいらっしゃらないと思いますけれども、これから将来にわたってこれが２０年、３０年と

永遠に続くわけですが、こうした時代環境の変化により、いま申しましたように少子化、そ

してこういう形が増えるのでですね、こうした条例が先駆を切ってやられているわけですが、

私も今後のことの課題として、こういう使用期限を設ける必要もあるのではないか、そうし



ないと草ぼうぼう、いろいろ墓参りもして来られる人が少なくてですね、環境上、管理上、

注意はしてても近辺におらない、遠いとこ行ったというような形ができる可能性もあるので

はないかという懸念がありますので、ひとつ将来のことでありましょうけれども、こういう

ことも考えていただくことも必要ではないかなと思って、いま発言させていただいておりま

す。答えがあれば、何か感想でもあれば言うていただいたら。

住民生活部長！議 長

いまおっしゃっていただいてることも私の方も考えておるところでございます住民生活部長

。と申し上げますのは、いま現在１，０００基を購入していただいておりますけれども、そ

の中のお墓を建てておられる方は約３割ですね。後については７割はおっしゃったように、

失礼ですが草が生えっ放しというところで、隣の方のお墓参り等に苦情を役場の方へかかっ

てきてるわけですね。だから私の方もことしも１１月ごろですかね、再度墓地の現状を見に

行きまして、そういう草ぼうぼうの方につきましてははがきでこういうふうにやはり墓地を

買われたら管理は当初お話申し上げておるように個人さんの管理ですよと、はたにも迷惑か

かりますのでひとつやはり草の駆除等についてはやっていただきたいと、もしできない場合

につきましては、遠方等もございますので、私の方のシルバー人材センターの方でこういう

費用でさせていただきますので、どうぞご返事等ありましたら私の方へ遠慮なくおっしゃっ

ていただきたいということではがきも出させてもらいました。その中で、そうですね、それ

でも約２割程度の方ですかね、その方は電話もいただきまして、そしたら自分の方ですると

かいうことでね、していただいた方もございます。しかし先ほどおっしゃっていただいたよ

うに、当初のその許可証も持っておられない、なくした、私の墓どこ買うたんかわからへん

ということでね、何人かの方電話なり来庁なりされますし、私はその都度やはりそういうこ

とでね、自分の祖先の墓を買われたんだから、やはり年に１回ぐらいはせめてね、やはり管

理をしていただくようにということでね、お話は申し上げておりますねけれども、なかなか

大枚を出されても現実ね、管理をされておられないのが現状かと思います。また来年につき

ましては、当初の管理料をお支払いをお願いするとき、それからまた盆前、また９月、１０

月の適当なときにね、また再度その空き地のまだお墓の建ってない所有者の方にはがき等、

また電話連絡等申し上げまして、墓の建っておるご近所のね、迷惑のならないよう、また当

然買われたときの気持ちを持っていただくようにお願いを申し上げてまいりたいと、かよう

に思っておるところでございます。

ほかにありませんか。 ４番議員！議 長



返還金のところの部分ですけれども、いわゆる公共団体が賃貸契約、いわゆる永代４番議員

使用料、賃貸契約ということになるわけですけれども、結ぶ場合にですね、民間と違うとこ

ろは不当利得があってはならないということだと思うんですね。いわゆるこの返還金につい

ては違法な部分ではないわけですけれども、不当利得というのは違法に物を取ったという意

味じゃないんですよ。いわゆる賃貸契約をした場合、家賃の場合にですね、増額部分であれ

ば買取請求権があるとかね、そういう意味でこの場合は逆になるわけなんですが、いわゆる

９７万円で買ったと、それを返還する場合ですね、私はいろんな形態があると思うんですね。

一度も使わずに返還をするという場合、使って返還をするという場合、あるいはまたその他

いろんなケースがあるだろうと思うんですけれども、要は町が今度その墓地を他人に売却す

る場合にかかる費用についての計算がまず第一だと思うんですね。それからもちろん当初造

成した部分の中から、いわゆる年数が経って管理してきた部分等、いろいろな計算はあると

思うんですけれども、この６割というのはそういうような計算を無視した形でですね、一律

にやっていると、いわゆる４割を町が取るということはね。こういうところをですね、具体

的にいわゆる返還をし、次に売却する場合の負担がどれだけかかるかというのは当然計算が

できるわけですから、１個１個についてのそういう積算に基づいてですね、返還をしていく

という点の具体的なところまでいかないと、買ったはすぐに家庭の事情で子供のとこへ帰ら

なきゃならないという事態になった場合というのは大変な負担になるわけですね。そういう

ふうなところからいっても、具体的な例で次に売却するまでのいわゆる間の町が持たなきゃ

ならない部分についての積算をまず第一に考えながらですね、新しい人を売却先を決めてき

た場合についての計算方法もあるでしょうし、そういうような場合での具体的な例をつくっ

ていくということをこれからにとっては特に必要ではないかと思うんですけれども、そうい

うような形で現在どれぐらい、６割を取って４割を返還した場合にですね、町はどれほどの

計算でいえば、机上の計算でいえば得をしているのか、そういうような例というのをですね、

具体例を挙げていただきたいというように思うんです。たとえばまき石だけを返還した場合

についてはそれだけの分というのは当然もらうということになるでしょうけども、期限が経

った場合、利息計算とかいうこともあるでしょうけども、そういうふうな場合についてどう

いうふうな形で考えられるのかですね、ご答弁お願いしたい。いわゆる法律用語上、町が不

当利得となるようなものについては排除することが必要だという点から質問していますので

よろしくお願いします。

住民生活部長！議 長



議員さんは平成これ元年ですかね、初めの建設ですか、されてますので、その住民生活部長

当初は当然おられたと思います。そのときにこの単価とかね、また返還の割合ですね、それ

はお聞き及びだとは思いますけれども、それで議会でね、いろいろとご審議をいただいてそ

ういうふうな割合でもって返還をしようじゃないか、また管理料はこれだけ定めようじゃな

いか、また墓地の永代使用料はこうしようやないかということでなったように思います。ま

だいまおっしゃっていただいた件については、私の方も担当はいまご承知のように変わって

なったところですので、その辺の積算の方まではまだ現在やっておりません。おっしゃるよ

うにその辺につきましても一度積算をやってみたいなと （４番議員「そんなん短期間の人に。

ついては苦情がやっぱり来ていますんでね。短期間の人についてはね、苦情来てますんで

ね ）そうですか。いや私の方はそれはね、お聞きはしておりませんねけどね （４番議員。」 。

「そんなん何回か、もう何回も何回も質問してるでしょう ）はい。当初もね、それはもし。」

返還される場合は買われた金額の価格の、この場合は１０分の６ですよと、はお返しさせて

いただきますよということでね、本人さんにも当然そのときにお話も申し上げ、また書類も

お渡しさせていただいておりますので、それをもって了解のもとにご購入をいただいておる

と、こういうところで理解はしておりますけれども。以上です。

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に日程８番、議案第７７号、平成１３年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第議 長

１号）を議題とします。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 ４番議員！

２４１万５，０００円の余剰金を使って今年度に計上しているということは、これ４番議員

使うということを前提に計上されているのかですね、使うということであればどういう形で

使うというようにされるのか、給食の特別会計の余剰金というのが余るということ自体はそ

の年度あるいは回数あるいは突発的な給食中止等において生じることはあり得るでしょうけ

れども、その場合の給食の質を上げるとかそういういろんな使い道というのはあると思いま

すので、今回はこの計上、余剰金をこの時期に計上するというのはどういう意味なのか聞い

ときたいと思います。



教育委員会事務局長！議 長

９月議会の決算で１２年度の剰余金につきまして確定し承認いただきま教育委員会事務局長

したんで （４番議員「確定みたいなん、５月に確定したるやん ）９月議会の決算報告に伴。 。」

って１２月でいま計上させていただいたわけでございます。

それと繰越金につきましては、やはり一般の給食の賄い費に今度充てておるわけでござい

ますが、やはり給食費につきまして素材の購入等価格の変動もいろいろ伴いますし、今後も

また物価の変動に伴うわけでございますので、そういう方向に、また給食費の中身につきま

してもやはりなお一層充実した形で考えていきたいと、かように思っております。

４番議員！議 長

要は１２年度にこれだけ残ったというのは初めてあったわけですから、それは給食４番議員

回数が云々、いろいろ出てくるでしょうけれども、現実問題としては物価が下落している傾

向がずっと続いてきてると、これは給食の中でもどういうようにあらわれてるのかというの

はわかってないわけですけれども、そういうようなことも含めてですね、今回このところで

繰入金、剰余金を入れるというのは質を、これから先の１３年度の残りの部分について給食

の質を高めるのに使うのか、それとも技術的だけにこのような形で処理するのか。確定は５

月の末にこの分は確定されているわけですからね、事務的に言えば。その後の使い方につい

てどうするのかということが中心にならざるを得ないわけですから、それをどうするのかっ

て聞いてるんですね。もし毎年傾向として物価が下がっている状況の中であるのであれば給

食費の引き下げということも検討課題にあるでしょうし、あるいは給食委員会等の中で議論

をしてですね、具体的な問題というのは決めていただく必要があろうと思うんですが、そう

いうような使い道の方向、これをどう処理するのかということを教えておいていただきたい

んです。

教育委員会事務局長！議 長

いまも申しましたとおり、やはり今後ひな祭りとか、また何か記念する教育委員会事務局長

日に対しましては給食に対して何かプリン等とかつけ足したり、また中身について充実させ

ていきたいと思っております。

それと今後パンが、米食が週３回、パンが２回というような形で利用しておる中で、小麦

粉に対しての補助制度につきましても１４年度から打ち切りの傾向で見直していきたいとい

う、県の方もそういうニュースが入っておる関係もございまして、給食費につきましては維

持をした中で今後のやりくりの中で消化してまいりたいと、かように思っております。



ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

しばらく休憩いたします。

（Ｐ.Ｍ.０：１０休憩）

（Ｐ.Ｍ.２：０２再開）

休憩を解き再開します。議 長

まず先ほどの松野議員の質問に対し住民福祉部長より報告させます。 住民福祉部長！

先ほどの一般会計の補正予算の中で年金の受給者ですね、その他の件でお尋ね住民福祉部長

のことにつきましてご報告を申し上げたいと、かように思います。

まず１３年の１０月末現在でございます。被保険者数は９，４３０人、そのうち第１号被

保険者、強制加入の方ですね、５，４９８人、それから任意加入といいまして、ご承知のよ

うに受給期間が６０歳で受給がいまできますけれども、その期間の不足する方、６０歳から

７０歳未満までは掛けることができますので、その方が４１名、それから第３号被保険者数

が３，８９１人でございます。それで未納者なんですけれども、４月から１０月までで１カ

月以上ですね、未納されておられる人数につきましては１，７５６人ということでございま

す。ちなみに検認率でございますけれども７０．２％と、平成１２年度の検認率は７０．２

％と、こういう状況になってございます。以上でございます。

次に日程９番、議案第７８号、平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査議 長

会特別会計補正予算（第１号）を議題とします。

本案について質疑に入ります。 １２番議員！

私委員会ちょっと総務ですので、厚生関係ちょっとお聞きしたいと思います。１２番議員

今回この補正予算ということで日々の雇用、これは増加されておりますが、認定審査会の

委員会報酬、委員さんの報酬減額と、これは回数少なくて済むということで予算が出されて

おります。いま私広陵町の現状、介護保険の現状いろいろ資料もらってるんですが、ちょっ

と古いんですが、４月時点で既に認定終わった方４４３人、そのうち実際利用されてる方が



３３４人、受給率が７５．４％ですよと、今議会にですね、これはことしの４月の分ですが、

今回でですね、新しいもの、これがどのようになったかというような資料もちょっと用意し

といてくれと担当部さんに言うといたんですが、用意されているとは思います。私ちょっと

お聞きしたいのは、こういうふうに約４分の１の方がですね、認定される、４分の１認定さ

れても４分の１の方が使ってないという、こういうふうな町の現状の分析結果ということで

ですね、出ております。今回この予算でですね、職員の要するに日々の雇用の人がちょっと

手が要るということで増加はいいんですが、私ちょっと心配してるのはこの認定審査会、こ

の減額、回数少なくて済んだというのが一つということもありますが、このままでですね、

回数減らしていってもいいんかなというのが一つ。というのはですね、これはどんどんどん

どん切り替え期間必ず半年あるいは３カ月ほどで来ます。あるいはいまこのように言うてで

すね、４月時点では認定受けた人がたった４４３人、保険証自体もらってるのどっさりいて

るんですよ、広陵町で、ご存じのように。私も申請持ってくるんですが、これがですね、ど

んどん保険証を持ってですね、認定の審査が当然これだんだんだんだん実績出てきてますの

で利用者あるいは利用の希望の方が増えてくると思います。そのとき一番困るのが認定結構

これ時間かかる、あるいは認定のですね、タイムアップというんですか、その辺のですね、

報酬が今回は下げられてるんですが、その辺も効率よくですね、回数このままで減っていい

もんかどうかな、必ずこれは増えてくるという予想をしてるんですが、この辺の考えいかが

でございますか、あるいは１４年経ったらこれまた増加ということで立てられてるんかどう

かということでございます。今回もこういうふうに減額ということなんですけど、これを見

てですね、次の１４年度はどのように考えられてるか、この辺についてちょっとお聞かせ願

いたい。あるいは認定の委員さんをもっと増やすこと、その辺についてもメンバー的なもの

ではどうでしょうかということでございます。これを生かしてですね、次の１４年度はど

のように見ていると、このようなことについても結構ですので答弁お願いします。

健康福祉部長！議 長

ご質問いただきました内容のお答えが順番どおりにならないかと思いますがご健康福祉部長

了承いただきたいと思います。

まず認定の内容でございまして、被保険者は現時点で４，３７８名の方がおられます。こ

のうちで認定を受けておられるお方が５０８名、この５０８名の中で入院されているとか、

あるいはショートステイとかの理由によりまして認定は受けたけれども当面サービスを受け

ていない人、この人たちが１２６名という数字に上っております。



あと認定に要する時間等に関してでございますが、現在の審査会におきます状況といたし

ましては、事前に審査資料を各委員にお届けをさせていただきまして事前に検討をお願いし

ていることもあり、新規の審査に要します時間におきましては１件で５分ないし６分を要し

ております。しかしいま議員さんのご質問にもありましたように１３年４月以降における審

査に関しましては、更新の審査件数が非常に多くなっております。この関係で更新審査１件

に要します審査時間がある程度短縮されてくるということから、当初におきましては１回の

審査会で月平均２７人程度の審査が必要であろうということでスタートされておりますけれ

ども、現時点におきましては１回の審査会におきましては４４人の審査が現実可能になって

るということから、当初の予算の中で積算をいたしております審査会の開催回数というもの

を決算ベースで見ましたときに、これは余るということになるわけでございます。あと効率

的なものに関しましては、ただいま申し上げました内容の中に重複するかと思いますが、一

から委員さんにその日に資料をお渡ししたということではなしに、事前に、お忙しい時間を

いただいておりますのでお届けをさせていただいて事前審査をしていただいてると。委員会

のメンバーに関しましては１２、１３、１４年をワンスパンとしておりますので、１４年度

におきましても同一の委員メンバーで構成をさせていただき、いままでどおりに続けてまい

りたいと、それと１４年度におきましての審査会の件数等につきましては、いま現在、きょ

うも実は審査会をやっておりますけれども、本日までの内容の件数あるいは直前の、予算を

要求いたします直前の件数を踏まえまして、それといままでに認定を受けて６カ月の更新期

間をどれだけの方が迎えられるか等々の数字をはじき出しまして委員会の開催回数あるいは

それに基づきます１日当たりでどれぐらいの処理ができるかということから開催回数等を決

めてまいりたいというふうには考えております。終わります。

５番議員！議 長

まず一つですけれども、いまご説明いただきました１２６人のサービスを受けてい５番議員

ない方の状況、実態ですけれども、なぜ受けておられないのか、一定の説明していただいた

んですけれども、きっちりと把握する必要があるのかなと思いますので、その辺の調査はど

のようにされるのかお聞きしたいと思います。

それから認定申請を本人が出されてから平均何日で認定が下りるのかですね、その点と、

それから賃金の方で４４万１，０００円上乗せなんですけども、１時間当たり１，０００円

ということで増額したという説明をお聞きしてるわけですけれども、これは広陵町の同じパ

ートさんの場合と比較してどのような水準にあるのかお聞きしたいと思います。



それからですね、ちょっとずれるかもしれませんが、全協のときにいろいろ保健福祉事業

についてご説明いただいたわけですけれども、この点について本会議の中でも確認をしてお

きたいので平岡町長の方からご説明いただくようにお願いしたいと思います。

この保健福祉事業につきましては、去年の３月議会の予算の中で十分な説明がなされなか

ったり、また３月の予算書の内訳が間違っていたりということで議会の方、議員として問題

点を指摘することが残念ながらできなかったわけですが、共産党といたしましては、その後

毎議会取り上げてですね、改善に向けて全力を挙げてきたところでございます。一歩前進か

なというふうに喜んでいるわけですが、政策的な問題でもありますので町長の方からご答弁

お願いをいたします。

健康福祉部長！議 長

ただいまご質問いただきました内容で順を追ってご説明申し上げます。健康福祉部長

まず認定を受けておられて１２６名の方の未利用があると、これはどのようにして把握し

ているのかというふうなご質問をいただいております。まず先ほど申し上げましたように入

院されている方々とか、現在ショートステイをお受けになっておられる方、これは給付の実

績がすべてコンピューター処理しておりますので認定をした方々の給付記録を見れば現在ど

のような状況にあるかということがわかってまいりますので、そこから引っ張ってくること

ができます。単に空の数字ではないということでございます。

それと申請から何日ぐらいかかるんかというご質問をいただいておりますが、審査のシス

テムは通常どおり動いておりますので約３０日を要することになります。しかし１回の審査

会で見ていただける時間を短縮するために事前に資料をお届けさせていただいてると、それ

によって日にちが短縮できるのかということではございません。現在６班の、六つの班に分

けて審査会が毎週動いておりますので、できるだけ早く認定を得ていただけるように 善の

努力は現在しているところでございます。

あと日々雇用の職員に関しましては３町で合同で採用しておる職員でございます。広陵町

単独でパート職員として採用しているものではございません。なお１，０００円に時給を引

き上げたというのは、１３年の４月２日に３町それぞれ決裁が終わっておりまして、現在ま

で予算的な補正をかけていなかった、それをいま審査会の内容等を見ましたときに財源を新

たに求めることなしに同じ歳入歳出の中で歳出予算の組み替えでその財源も確保することが

できるという見通しが立ちましたので補正をお願い申し上げたという内容でございます。な

お広陵町のパート職員、いろいろ職種がございます。しかし非常勤であって、非常勤のパー



トさんでたくさんおられるわけなんですけれども、まず基本になりますのが大体８００円ぐ

らいじゃないかなと、あと専門職、自分の技術なりあるいは資格なりでその職についていた

だく職種につきましては１，０００円、１，１００円、１，２００円という高額になるもの

もございますけれども、通常のところに考えましては８００円が基本じゃないかというふう

な内容で調べております。

それともう一つ、いまこの町内のパートさんの例をいまご説明申し上げましたけれども、

常勤と非常勤ということを考えましたときに、このいま引き上げをしております職員も当初

８００円で採用されております。それが介護保険の事務を、３町の事務を全部引き受けてや

っておりますので、広陵町単独でこうしようかということもできず、一応３町合意の上でと

いうことでご理解をいただきたいと思います。終わります。

町長！議 長

いま保健福祉事業についての考え方について本会議で明確化してくれというお話で町 長

ございますので、いわゆる介護保険料の見直しということでございます。過日の全員協議会

で見直しの概要をご説明を申し上げました。改めて考え方の骨子についてご説明を申し上げ

たいと思います。

介護保険料の算定の基礎となる保健福祉事業のうち料理教室につきましては、介護保険会

計では執行しないこととして、また福祉事業のうち必要性あるものは別とし、できるだけ支

出を抑える努力をする、そしてまた人件費については一般会計からの支出を考える、これが

基本でございます。また基本的には一般会計からこの介護保険会計に財源補填することはで

きない仕組みになっておるということをよく理解をいたしております。

以上の事業見直しをすることによって保険料は一体どうなるかということでございます。

実施時期は３年を一つのスパンに考えられており、事業会計でございますので、１事業期間

が現在その中間の年度でもございます。改定は１４年度に行いまして、１５年から１７年の

次のスパンで料金の見直しをさせていただく、こういう考えでございます。さらにつけ加え

ますと保険料は減額することになりますが、その方法いわゆる納付とか還付とか生じるわけ

でございますが、こうしたことにつきましては関係機関と協議をして検討を重ねているとこ

ろでございます。これにより第２スパンの開始する平成１５年度の事業方針でございますが、

保健福祉事業のよい部分は継続をする、また介護保険会計の保険料算定の基礎となる支出に

つきましては極力避ける方向で考えております。以上が見直しの方針でございます。介護保

険制度を育てるためにも、さらに良案があれば加えてまいりたい考えでありますことを申し



添えお答えといたします。

５番議員！議 長

保健福祉制度につきましては、いまご答弁いただきました説明の中身でございます５番議員

が、一般会計からの繰り入れも、これは可能でございますし、また料理教室等は一般会計で

十分できますので、サービスのレベルを落とさないような形で、いままで払い過ぎた分の明

確な還付の手続をとっていただきますよう、さらにお願いをしておきたいと思います。この

点についてはもうご答弁は結構でございます。

それと認定１２６人はもうコンピューターでわかっているということなんですけれども、

入院以外の部分について認定を受けながらサービス受けておられないという方もおられるだ

ろうと思いますが、そのあたりの実態はどうでしょうか。再度ご説明をお願いいたします。

健康福祉部長！議 長

まず認定を受けておられる方々の中で保険の保険といいますか、まず認定だけ健康福祉部長

を受けとくと、そやけど私はまだ介護は要らんねやという方も確かにおられます。その方々

の人数はというと、実際に実数をつかむことは非常に難しいことでございます。なお両面を

持っておりまして、認定を受けられて、それの上限額まで給付サービスを受けていただくの

がこれが本来なんですけれども、自分で自活して私はまだ介護は要らんのやとおっしゃって

いただく方が給付が少なくて済むと、これはもう相反することを私いま同じ口から申し上げ

ておりますけれども、現実がそのようものではなかろうかというふうに考えております。ま

た申請をされる段階におきまして、ケアマネジャーさんと一応のご相談をされた上で申請が

出てくるのが常でございますので、認定があれば要介護１から順番に必要であれば必要な内

容の給付サービスを受けていただく、あるいは受けていただいているのがほとんどでござい

ます。なお、たまには私の知り得てる内容の中では介護認定２の認定を受けておるけれども

家族の介護でよって、あるいは家族と生活をする中でちょっとした介助することでそのお年

寄り、お年寄りって申し上げたら失礼ですけれども、方が健全に現在毎日をお暮らしをいた

だいてるという実例もございます。一応これで終わらせていただきます。

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありません

か。



（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は厚生委員会に付託することに決しました。議 長

次に議案第７９号から議案第８２号までは、本日追加議案として提出されたもので議 長

、この際よろしくご審議願います。なお議案の朗読を省略します。

それでは日程１０番、議案第７９号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改議 長

正することについて、議案第８０号、技能労務職員の給与に関する条例の一部を改正するこ

とについて、議案第８１号、広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正することについてを一括して議題とします。

本案について説明願います。 総務部長！

それでは本日追加議案として上程させていただきました３議案の７９号、８０号、総務部長

８１号についてご説明を申し上げたいと存じます。なお改正の内容等については７９号と同

様の８０号、８１号の改正をしておりますので一括説明とさせていただきます。

公務員の給与改定につきましては、引き続き厳しい諸情勢のもとにある民間企業の給与抑

制措置及び雇用調整等の実施状況について幅広く調査、把握するとともに、有識者、企業経

営者等の意見を広く聴取し改定について検討され、本年度におきましては期末勤勉手当の０．

０５カ月分の引き下げ並びに来年度以降生じる官民給与格差と合わせて俸給表や手当の改定

等の措置をとることを前提に、その年額相当額を暫定的な一時金として３，７５６円を支給

することと勧告されました。

改定の詳細につきましては、期末勤勉手当については年間支給月数を４．７５カ月分から

４．７カ月分に引き下げられ１２月支給分で実施することとされました。議案書２ページの

第１５条第２項中「１００分の１６０」を「１００分の１５５」に改めるものでございます。

本町におきましては、支給日の関係でもう既に支給日が来ておりますので、３月の支給分に

おいて減額することとしております。

附則につきましては、第１３項から１６項までを削り、第１７項を１３項とし、１４項か

ら１８項の５項をつけ加え、特例一時金について規定いたしております。

暫定的な一時金の支給については、平成１４年３月１日現在で給与法に基づく俸給表の適

用を受ける職員に対して年額相当額３，７５６円を支給することになっております。

なお３月１日現在において育児休業中の者に対しましても、勤務実績に応じて支給するこ

ととなっております。

その他の改正等につきましては、平成１４年４月１日から育児休業等対象となる子供の年



齢が現行の１歳未満から３歳未満に引き上げられております。介護休暇につきましては、休

暇の期間を現行の連続する３カ月から６カ月に延長されることになりました。

なお本町の職員の影響額については、お手元に配付させていただいております給与勧告の

骨子の２ページ目にモデル例を挙げさせていただいておりますのでご覧いただきたいと思い

ます。まず５歳刻みの年齢で想定させていただいております。それから勧告後の給与の月額、

年間の給与を想定いたしまして、減額分がどれだけあるかということで右端に表示させてい

ただいておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。以上で一括説明とさせていた

だきますのでよろしくお願い申し上げます。

本案について質疑に入ります。質疑ありませんか。 １２番議員！議 長

細かいことは総務委員会で聞きますが、この勧告、勧告応じて今回このようにし１２番議員

たいと、こういうことでございます。簡単にいうとボーナスを引き下げる、０．０５カ月分、

それ自体引き下げるというのと、暫定的な一時金ということで３，７５６円として支給され

ますと、こういうことの勧告の骨子でございます。

私は町民の方からご意見いっぱいというほど聞くんですが、一つ、町内で非常にね、町内

産業が不振である、調子が悪いということが一つございます。役場の職員の給料は一体どの

ぐらいもうてんだ、あるいはそれに応じてちゃんと働きは十分しているのかということが常

に問われている今日の状態であります。今回初めてですね、モデル給与例というのを出して

いただきました。これが私いままででもいつでも言うてて、いままでは月何ぼやろうと、こ

ういうだけの計算やったんですね。今回初めてモデル給与例というのが出されました。４５

歳の係長さん、年間給与７１９万７５０円、７１１万９，７４５円、５７歳の部長さん、年

間給与９７５万２，２５９円というふうなですね、年間給与を払い、今回勧告を払うことに

なりますよということで、年間給与は下がりますよ、ボーナス下がったから下がりますよと、

こういうことでございます。係長さんで年間１万８，３７１円下がる、部長さんで年間２万

５，２５２円下がると、こういうふうな状態がモデル給与例で示されました。これはね、私

たち議員にね、これ示してもらうだけじゃね、私の考えはですね、こういうふうな、我々議

員当然知らないけない、今回初めてこういうこと知ったんだけどね、年間こんなふうにもら

ってるということなんですね。それに対してね、町内のいまいる多くの会社務めてる方、そ

れら比べてからこれ果たして高いんか安いんかと、その辺のことは町民の皆さん方が判断さ

れると、私そう思ってます。今回このように出ましたので、今後ですね、常に私年１回ね、

町職員の給与どんなぐらいもうてんや、公開せい、広報に書きなさいと言っているところで



ございます。時たま、年２回か書かれてるときもあるんですが、あまりちょっと記憶に残ら

ないです。こういうふうに年間のですね、年間給与ということで示されるとね、ああ役場の

職員の人としては大変頑張ってるなと、安い給与にもかかわらずですね、大変頑張ってると、

こういうふうな評価も出てくるし、また正当な評価も出てくると思います。この辺でですね、

このお給料に関する項目についても、ちょっとその辺の広報体制ということについてですね、

今後こういうこともどんどん、当然議員もですね、議員もらってる給料何ぼですよと、いま

言うてる年間給与何ぼですよと、こういうことも当然お知らせせないけないだろうなと、こ

ういうことを考えております。この辺で資料出ましたのでですね、今度広報でもこういうこ

とを周知されるというお考えあるのかないのかということをですね、というのは非常にご存

じのように公務員に対する風当たりものすごいきついとこがございます。それに対して我々

公務員、我々も特別公務員ですが、負けずにですね、一生懸命仕事してるということもだん

だん必要になっているのではないかと。これ大阪市の場合はちゃんと公開してるんですわ、

月給、月手当、幾ら何ぼってね、ほんで年間このぐらいですよと、大阪市の広報にはちゃん

と出ております。私も見ております。こういうふうなことでもですね、やはりこういう地方

自治体においても今後住民から見た職員の勤務体系はどうあるべきか、職員の給与、年間給

与体系はどうあるべきかということがどんどんと問われてくる今日であります。その辺の考

えちょっとおありかどうかということでお聞きしたいと思います。

総務部長！議 長

給与の公表でございますが、これについて４月の広報で一応議員さんも含めて特別総務部長

職の給与体系等も公表させていただいておりますので、今後とも公表していきたいと。ただ

公表したと、これだけすべて手取り額という誤解をされる場合がございます。これから、こ

れは支給額でございますので、その辺の理解も我々は求めたいというふうには考えておりま

す。以上です （１２番議員「その年間給与は出すの、出さないのということ、年間給与、ど。

うやということ ）年間給与額については、ただいまのところは公表しておりません。月額。」

の給与体系のみということでご勘弁いただきたいと思います。

ほかにありませんか。 はい、１番議員！議 長

ちょっと１点だけ、先ほどもちょっと説明を求めたところですが、２８ページのや１番議員

はりこの通勤手当について。やはり人勧によってこうした諸手当が低くなるわけですが、こ

の通勤手当だけは補正前は９１３万３，０００円、そして補正後は９２５万８，０００円、

その差１２万５，０００円、これがですね、ただ職員が異動しただけでこの通勤手当が伸び



ると、これもいかがなものかなと。素人、何かこの辺にからくりがあるのか、それをですね

、説明していただきたいのと通勤手当のあり方、それを説明していただきたいと思います。

ちょっと違うこと違う。次の議案……。議 長

あっ次の議案か。次でもいいですよ。すいません。１番議員

答えてもらいます。議 長

いやどっちでもいいです。いまで答えても一緒やと思うから。１番議員

ほんなら次のとき。ほかにありませんか。 ４番議員！議 長

まず広陵町のこの給与の提案についてですね、一つは広陵町の職員の実態をどのよ４番議員

うに把握されているのかということが重要だというように思うんです。いま人事院勧告に見

習ってこのような方策で話が出されていますけれども、残念ながら広陵町には労働組合があ

りません。そういう中にあって、本来公務員の給与といえども働く職員の実態に合わせて給

与を考えていく、これが基本だというように思うわけです。そういう点ではどのように考え

ておられるのかということをお聞きしたいというように思うんです。

そしてここにですね、日本自治体労働組合総連合、いわゆる自治労連がですね、今度の政

府の人勧に対する考え方を述べているわけであります。それについて実際にいま広陵町にお

いてもですね、広陵町の公務員の対象に提案をしているわけですけれども、実態は人事院勧

告、そしてそれに従った県の勧告が土台になり一体化されているものであるわけですからで

すね、そういう点で先ほどの当初の広陵町の職員の実態をどう把握した上でこの提案を認識

されているのかということを質問したわけなんであります。この中ではですね、特に重要な

問題が指摘されているわけですね。一時金においてはですね、この３年間で０．５５カ月分

の削減が行われてるんです。これは３０年前の水準に逆戻りしているというのが今日の公務

員の給与水準であります。そしてまた公務員のこの給与を決めていくに当たってもですね、

いわゆる悪循環を繰り返す中身になっていく、消費不況を解決していくという点においても

ですね、いまリストラあるいはまた労働者の給与が削減されていってるわけですけれども、

現実に政府自体が景気の回復の もかなめであるという消費をどうするのかというところの

考え方がないまま推し進めているのが実態であります。こういう点からいっても消費を後退

させない、いま日本の不況、長引く不況を解決していく一つの大きな目玉にする必要があろ

うというように考えるべきであるにかかわらず働く者の給与を削減する、そして大企業でい

えばですね、いわゆる内部留保金はこの間増えていってるというのが実態であります。こう

いうようなところの認識を持たれて提案していただいているのかということもあわせてお伺



いをしたいと思うわけです。

また今度の人事院勧告の問題はですね、人事院勧告の中立性、またいわゆる労働基本権を

拘束してですね、剥奪した上に立った人事院勧告の性格をゆがめるところまで勧告が出され

ています。そういう点で言えば、今回民間給与の実態把握及び公務部内の給与配分のあり方

を検討するとしていて、ここにですね、民間賃金という勧告のところですけれども、地場賃

金という形になってきています。これは、この見直しはですね、各地域ごとに公務員賃金を

引き下げていくということを宣言したということにならざるを得ないという問題であってで

すね、この地域間格差導入に向けた検討への減給はですね、都道府県や政令市の人事委員会

の勧告に重大な影響を与えています。現実に去年は鳥取県などでは独自のマイナス勧告が出

されたということがありました。こういう地方公務員にとって引き下げを正当化する根拠と

され、攻撃に一層拍車がかかる危険があると言わざるを得ません。さらにこのことは地方交

付税引き下げにも連動し、地域経済や地方財政危機を一層深刻な事態に陥れることにつなが

っています。人事院がですね、公務員の賃金の果たしている社会的役割を否定する、こうい

う問題につながっていくということだと思うわけであります。こういうような背景にあるも

のを広陵町の中でどこまでこのことを考えて提案されていただいてるのか。これはですね、

行政改革推進事務局が６月２９日に出した基本方針の中でですね、公務員制度改革という名

のもとに全体の奉仕者という部分をですね、真っ向から否定する内容が出されていってるわ

けなんですね。こういうこととあわせて、やはりいま行われようとしている人事院勧告がで

すね、公務員の制度全般を破壊させていく、憲法に保障された全体の奉仕者という理念すら

投げ捨てようという方向を打ち出してることに対してですね、本当に公務員の誇りを持った

仕事ができるというような方向があるのかどうか、こういうところについてもですね、考え

てこの提案を出されたのかということを重ねて聞いておきたいというように思うんです。こ

ういうようなところの問題であります。

またもちろん３年連続下げられているということは、広陵町の職員にとってですね、生活

の実態からすると非常に困難を強いてるものだということであります。そういうような内容

についての前提ですから、安いと言えと言ってるのかどうかというのは当然のことでありま

す。こういうような実態の中でですね、これに対応して町民のために役立つ公務員という像

をつくっていくためには、何といっても全体の奉仕者として公務労働の役割を職員が認識し

ていくということが欠かせない重大課題であります。６月議会や、また９月議会でもこの問

題については公務員の研修等についてですね、質問してきたところですけれども、こういう



ようなところで現実の庶民の方々が公務労働に対する不信感が高まっている部分に対して、

その改善をみずから改善していく、住民の要望にこたえるということが基本だというように

思うわけであります。そういう点でも財源不足の理由や財源のその問題点を政府、県言いな

りになったままでですね、町民の暮らしを犠牲にするやり方というのは、当然広陵町の公務

員に対しても批判が向かざるを得ない、このように思うわけであります。そういう点を解消

するためには、やっぱり先ほど言った公務労働の意義、誇りを持ってですね、国や県が町民

をいじめようとしている問題に対しては盾となって県、国に文句を言う、こういうことが必

要だというように思うんです。こういうことがなければですね、結局は町民から公務員の役

割についてですね、疑問を指摘されてもやむを得ない部分も出てくるわけですから、そうい

う点について人事院勧告及び公務員の役割として広陵町の町民の命、暮らし守る、そういう

施策を打ち出すということもあわせた形で提案していただいているのかどうかお聞きしとき

たいと思います。

総務部長！議 長

ただいまご質問いただきましたけども、この議案に対して反対という意見のとらえ総務部長

方をさせていただいたらいいのか、私ちょっと理解に困ってるわけですが、現在の人事院勧

告の制度というものにのっとりましての趣旨を尊重するということで （４番「いやだから人。

事院勧告の趣旨のいま言った答申をきちんと受け止めて広陵町の職員に提案してんのかとい

うことや ）全部それ認識した上で職員にも示してるということでございます。。」

なお公の立場の公務員としての仕事に対する熱意は意識改革も含め、これからも頑張って

いきたいと、かように考えております。どうぞよろしく。

４番議員！議 長

そういう提案があるとすればですよ、人事院勧告がいま現実にこういう公務労働に４番議員

対する否定的な見解を述べていること、そしてまたいわゆる人事院勧告が中立性を保ってで

すね、いわゆる労働基本権を制約しながらやられてることに対してですね、それを投げ売っ

ている状態があります。そういう問題に対してどのようにお考えになってるのかというのが

突き詰めた話であります。そういう点についてお伺いしておきたいというように思うんです。

総務部長！議 長

今回の人事院勧告の趣旨というものは、やはり民間との格差というものの是正とい総務部長

うことが大前提でございますので、そのことからいいますと、やはり公務員といえども一般

的に俗に言うもらい過ぎてんの違うかとか高いの違うかというような判断の中でこの引き下



げが妥当だというふうに私は解釈しておりますので提案させていただいたということでござ

います （４番議員「いや公務員制度改革の中のな、一つそこにうたわれているから言ってる。

んやで ）。」

はい、１３番議員！議 長

人事院の勧告も上がったんか下がったんかわからんような勧告でございます。た１３番議員

だね、町長にこの際ちょっとお聞きしておきたいと申しますのは、この人事院勧告の問題で

はなしにね、広陵町の人事制度そのものについて、たとえば言いましたら広陵町の人事院制

度一たん上へ上がったら下がることないと、悪いことせん限り。だから上へ上がったら降格

人事というのがないのがこの公務員の人事の問題でございます。民間企業ではその実績を上

げなかったら降格されるというのは、一たんは上げるけども、その実績を伴わなかったら下

げるということも承知の上での人事というのは多々あるわけでございます。これから、いま

まで役場の人事というのは年功序列による人事が大半を占めてたんじゃないかと、こう思う

わけでございます。今後やはりこれからの多様なこの時代にですね、やはりその職責を全う

していただこうとすれば、やはり実力主義の、降格人事も含めた実力主義のですね、人事を

やっていこうというようなご意思はあるのかないのか、その辺についてひとつ基本的な考え

で、できるかできないかは別として、基本的な考えとしてね、ひとつお聞きしておきたいと

思います。

町長！議 長

いまおっしゃった降格人事あり得るのかというようなことでございます。役所とい町 長

っても民間企業と同じでございまして、皆さんから貴重な税金をいただいているわけでござ

いますので、 小経費で 大の効果を得ていただく、また豊富な経験や知識を発揮をして住

民の幸せのために頑張っていただくということが大前提でございます。これにやっぱり失敗

ばっかり繰り返しておるということは、これはもう降格の対象になるわけでございますので、

私どもは意欲を持って仕事をしていただくためには、どうしてもいま議員おっしゃるように

降格のすべき人は当然降格をしなければいかん、そういう思いでいま頑張っているところで

ございます。

３番議員！議 長

先ほどこの今回の考え方の基本的な民間の企業との格差ということでの是正という３番議員

ことでお話をいただいたわけですけども、ここの民間の給与の調べ方ですね、どういうふう

な基準で民間のどこら辺の、７，５００民間事業所のというふうにされてるわけですけれど



も、これはどこら辺を基準にこういう７，５００というふうな数ですか、これ商工会議所と

かそういった大きな企業とか、そういったふうなことになってるのか、それともこちらの方

の中小企業の方々の実態という形を反映されているのかですね、どこら辺を基準にこの７，

５００件の事業所を選定されたのかということをお聞かせ願いたいと思います。

それともう一つですね、そういうところでいま公務員の皆さんの給料が人勧で非常に引き

下げられてきてると、それに対してその基準でいくとボーナスが民間との差額では大分下が

ってしまうと、そういうことで今度ボーナスの分だけ引き上げてるという意味なわけですか、

理解がちょっとわかりにくいんで、ちょっともう一度ご説明いただけたらなというふうに思

うんですけども。

総務部長！議 長

７，５００の民間事業所の中にはいろんな事業所、事業規模がございますので、そ総務部長

の詳細についてはちょっと把握しにくいわけです。

それから一時金というのは給与の格差が月額に直して３１３円あるということで、これを

一時金として３月に支給する３，７５６円という形になってます。以上です。

５番議員！議 長

総務委員ですので総務委員会の方でまた詳細議論させていただきますが、基本的に５番議員

ですね、今回はボーナスの方引き下げて給与の方を定額で上乗せをするという大変異例なや

り方でなかなか理解しがたいやり方であります。だからどうしてこういうことになるのかと

いう部分がなかなか理解しにくいわけなんですが、先ほど片岡議員も質問いたしましたが、

この出し方については単純な平均値ではなく、職種、役職段階、年齢など給与決定要素の同

じもの同士を比較ということで定額３１３円、１カ月ですね、出してきたわけですね。この

ような詳細なね、調査をしながらですね、上乗せは何で定額一律になるのかですね、この考

え方の根本がわからないので教えていただきたいと思います。

それとですね、ラスパイレス指数なんですけれども、このような考え方を踏まえるとすれ

ばですね、ラスパイレス指数、広陵町幾らか教えていただいた上でですね、その差ですね、

広陵町との差の部分についても定額で穴埋めしなきゃいけない発想になるのではなかろうか

と思います。それを一律にこういう形で言われたとおりに出してくるということは、広陵町

の実態を見ないで言いなりになってると言わざるを得ない、この点についてもお聞きしたい

と思います。

総務部長！議 長



格差の上での金額出すというて、これは至難のわざでございます。それぞれの金額総務部長

に応じた相手を探してきて、それが何ぼであるのかということになりますので、これはなか

なかそこまでの数字を把握するというのはなかなかできないということで、全体での給与の

考え方というのがございますので、その中での平均をとったときに３１３円という額が格差

あるという結論でございます。

それからラスパイレス指数につきましては９４．９で前年度と変わりございません。以上

です。

５番議員！議 長

ラスパイレス指数が９４．９でなかなかこの数字を出すのも複雑な計算式なわけな５番議員

んですけれども、年々ですね、この格差が広がっている。だんだん落ち込んできているのが

広陵町の実態ではないでしょうか。そういう格差もあわせてですね、是正するのが当然では

ないんでしょうか。そういう点について広陵町の中で、この広陵町の職員さんの給与実態を

踏まえて議論していただいたのかどうかですね、お聞きしたいと思います。

総務部長！議 長

ラスパイレス指数につきましては、国と町村の職員数が大幅に違うということはま総務部長

ずあります。それと大学卒の経験年数等踏まえた中で、開きのあるところとかなり接近して

る年代と、それから逆に部長クラスであれば１００％に近いラスパイレス指数としては出て

おるわけです。これをすべて網羅するための是正というのは、なかなか職員その部分だけを

昇給するというのは全体のバランスがありますのでなかなかそれはできないということです。

ただ勤務評定等、いろいろな方法とか、それから定昇についての考え方というのは担当の方

ではいろいろ考えさせていただいてますけども、依然としてこの部分を是正するという措置

はなかなかしにくいというのが実態でございます。

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。議案第７９号、議案第８０号を総務文教委員会に、議案第８１号は産業建

設委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって３案はそれぞれの所管の委員会に付託することに決議 長

しました。

次に日程１１番、議案第８２号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第６号）議 長

を議題とします。



本案について説明願います。 総務部長！

それでは議案第８２号、平成１３年度広陵町一般会計の補正予算（第６号）につい総務部長

てご説明を申し上げます。

今回の補正につきましては歳入歳出それぞれ１６２万４，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１４億６，０３７万５，０００円とするものでございます。

議案書の１４ページ以降につきまして、各予算項目ごとに今回の人事院勧告実施に伴いま

す期末勤勉手当の減額、それから特例一時金の支給、職員異動に伴います給料、諸手当の増

減、それから災害及び選挙等に支給する管理職特別手当の減額並びに時間外勤務手当の増額

等所要の措置を講じさせていただいておりますのでよろしくお願い申し上げます。

なお１５ページの庁舎整備工事設計委託料につきましては、平成１４年度におきましてエ

レベーターの設置及び玄関スロープの改修、福祉便所の整備、窓口のローカウンター化等の

福祉に優しい配慮した必要 小限の整備を計画いたしておりますので、今回設計料だけを補

正させていただきました。なお財源等の有利な起債をするということで、今回１３年度事業

として採択をお願いしているものでございます。

それから２８ページの方で給与の明細書は添付しております。その２８ページの給料と職

員手当で増減分を明記しておりますので、期末手当の支給による減額、一時金の減額等、そ

れから職員手当の分で増額なっております分につきましてはいろいろ要因が、ただいま説明

申し上げました要因が絡んでの数字的に９５５万２，０００円の増額になっておるというこ

とでございますのでよろしくお願い申し上げます。以上で簡単ですが議案説明とさせていた

だきます。

本案について質疑に入ります。 総務部長！議 長

先ほど山田議員さんから通勤手当の件につきまして一応ご質問がございました。通総務部長

勤手当で現在電車、バスの利用者という職員はごく少数でございます。ただ異動等で支給し

ている職員が変わったと、場所が変わったという異動の要因もございます。それから定期等

の購入の通勤手当でございますが、これは１カ月を基準として支給するということで１カ月

分ずつ支給をさせていただいてるというのが実態でございます。以上です。

１番議員！議 長

いま総務部長の答弁ですね、異動があったから通勤手当が増減なったと、そういう１番議員

ことがなかなか理解できないわけです。遠いとこへ行ったと （総務部長「住居地が変わった。

と ）住居地が変わったというんであればわかるんです。ああそういう意味ですか。それで。」



１２万５，０００円変わるわけですか。それはそれとしておきますけれども、いま問題にな

っているのはですね、この通勤手当がいろんな自治体でこの問題になってるわけです。いま

総務部長が言われまして、１カ月ごとにこの定期券を買うて渡して通勤手当を渡していると、

それがいま大きな問題。いまは定期大体６カ月ぐらいで通勤手当というのは買われるわけで

す。１カ月ごとにすればですね、その割引分も少ないわけで、６カ月すれば割引が高くてで

すね、この財政の分がですね、支出する分が大分安くつく、それでいろんな自治体で１億で

あるとか何千万というのがこうした通勤手当の改善によって支出を止めることかできたとい

うことにもなってるわけです。ですからこれを１２万５，０００円ですね、増えるというこ

とはそんなに通勤の人がですよ、家が変わったことというのは私はあまり深くは追求しませ

んけれどね、これは本当にもう少し定期券のことも含め、そして一度考えていただいて少し

でも安くできるように考えていただければなと思っておりますのでよろしくお願いしたいと

思います。

総務部長！議 長

購入方法等につきましてはご意見を尊重いたしまして検討いたしたいと思います。総務部長

なお実態としては新しい採用された職員等は初めは電車、バス利用してて、それから車を

買われて車で通勤されるという実態もございますので、その点での減額等、増額等もござい

ますのでよろしくお願いします。

１３番議員！議 長

ちょっとこの補正予算の出し方がわかりにくいんでね、教えていただきたいんで１３番議員

すけどね、たとえて言いましたら先ほど５号の補正を審議したわけですねけど、いまこれ６

号で出てきていると。中身を見ますとエレベーターの設計費用が出てきてると。給与関係で

見ましても、これ別に人事院勧告に伴うこれ補正じゃなしに、多分人事異動に伴う補正が大

半を占めてるんじゃないかというようなものだと思うんです。別にいまほどの人事院勧告に

基づく形ではさほど補正も必要ないんじゃないかと、そう感じるわけなんです。その場合に

なぜこういう二つに分けて補正予算を出してこんなんいかんのか、なぜエレベーターのやつ

を前の補正予算のとこに入れることはできなかったのか、そういう点についてですね、と申

しますのはね、こういうふうなんはきょう突然出てくるわけなんですね、我々から見ました

らね、この追加議案というのはね。これはこの前初日に出てきたもので、我々は熟読する、

あるいは勉強する期間のある議案なんです。その辺のとこら辺がね、ちょっと私にしたら非

常にわかりにくい。だからこの辺についてなぜこういう形で出てくるのか。これなら私なら



５号議案のとこで全部入るんじゃないかと、こう感じるわけなんです。それは一つの形式に

ついての質問でございます。

それと中身を見ましたらね、非常に時間外手当、たとえて言いましたら社会福祉費ですか、

１７ページの民生費の社会福祉費のとこなんかで見ますとね、これ給与の方で、給料の方で

３００万余り、時間外手当で５００万余りこれ追加になっておるというような非常に大きな

時間外手当を追加されてるように思うんです。こういうとこら辺がどういう、ほかの方も見

ましてもね、ほか減額なってんのに時間外手当が増加になってるというようなとこが多々ご

ざいます。これどういう関係でこういう具合になんのか、ちょっとその辺について説明をお

願いしたいと思います。

総務部長！議 長

補正予算につきましては、ご指摘ございますように、たとえばこの人事案件に絡む総務部長

分だけの補正というのは当然だと思います。ただエレベーターのこの部分を出したというの

は１４年度の事業として一応やろうということで考えておったわけですが、交付税算入の起

債等が１３年度で打ち切るというような状況のニュースがございまして、その後慌てて県と

交渉したという状況で、今年度に設計料を上げておいたら執行したら来年度以降になっても

それは認めますというような条件がございましたので、その分を上げさせてもらったという

のが実情でございます。おっしゃるように前議案のところにこれが当然入ればすっきりした

補正予算という形になることは私も十分認識しておりますので、今後そういう方針でいきた

いと思っております。

それから時間外手当については、町長就任されてから一応実態等もいろいろとご報告申し

上げております。それについての解消策というのも講じていくということで人事異動にも多

少は反映させていただきました。各部長あるいは課長を通じてその実態を把握していただき、

時間外の勤務を少なくしようというふうには努力しております。なお異動に伴いまして、い

わゆる係長クラスが高い、一番時間当たりの支給額が高いということで、各項目ごとに増え

ているところは多少ございます。そういうものを全部調整させていただきました。今回人事

院勧告の給与の減額等も含めて諸手当についても調整をさせていただいたというのが実態で

ございます。よろしくお願いします。

１３番議員！議 長

これね、たとえて言いましたらこれ５００万も追加でなってたらね、これ係長、１３番議員

年代がわかりませんよ、年代がわからないと何とも言えないけど、係長と課長、課長は残業



手当つかないですよね、同じように、そやけど係長が残業しとったら課長おれもう帰るわて

先帰るわけにもいかへんやろうし、一緒になって残って仕事をしてると。そしたらこれ給料

としたらね、全体給料としたらひょっとしたらこれ逆転する、私も農協にいとってね、そう

いうこと経験あるんですけどね、下の者が、年間給与額にしたらね、上になってしまうとい

うような場合もこれ、このぐらいの大きな補正を組まんなんということになりましたら、こ

れ何人係長おられるのか僕はちょっとわかりませんねん、あの表を持ってませんのでね、わ

からないんで何ですねけどね、そういう心配も出てくると。それと残業について残業減らそ

うということ、これは当然労働のね、時間が長いというのはそれは衛生上もよくない、なる

べく時間内に仕事を済ますというのがこれは本来の仕事のあれなんですけれども、そしたら

そういう目標設定をどういう具合にしてやっていかれてるのか、きょうはもう残業しない、

これだけの仕事をしてもう残業しないんだというようなね、目標設定をしてやらないと、た

だ残業は減らそうと言ったって集中力を出して仕事をしないと、とてもそんな目標設定して

集中力を出して仕事しないとね、とてもやないけどそんな口だけで言って残業が減るわけで

もないと。あるいは悪く言えば残業手当稼ぎになるおそれも出るということはこれは多々あ

るわけなんです。それをあえて十分増やしておられるというとこにね、その残業を減らそう

という意思と相反する予算編成に僕はなってるんじゃないかと、こういう感じをいたします

のでね、ひとつその点について十分やっぱり労務管理、これはもう含めてやってもらいたい、

そのように思います。

総務部長！議 長

この予算書の中で５００何万というのは増えておるわけですが、当初の見込んでお総務部長

りましたこの金額はここに表示しておりませんので、その差額というのはちょっとつかみづ

らいという点がございます。その点で幾ら増やしたんやというのは、その５００何万で増え

たわけですが、当初どれぐらい見てたんかという内容まではちょっとわかりにくいと思いま

すので、その点はご了解いただきたいと。なおおっしゃっていただくように課長の月給より

多いと、手取りも多いというのは実態としてございます。これは庁議等にも報告させていた

だいて部長みんなが寄ってやはり時間外の要旨ある目標設定の提案もさせていただいてます。

これについて詳細にやはり検討をお願いするということで現在も研究を進めてるわけでござ

いますのでよろしくお願い申し上げます。

４番議員！議 長

当初との予算の関係でよくわからない部分があるわけなんですけども、時間外勤務４番議員



手当についてはですね、１，１７１万２，０００円の補正になってるわけですね。結局当初

どういう認識でですね、時間外手当を予算に計上していたのかという問題が一番大きな問題

になろうと思うんですが、実際に過去において結局はサービス残業というのがあったという

ことの実態を見直したということなんでしょうか、それともこの１３年度の１１月末でです

ね、残業が非常に増えたということで１，１７１万２，０００円のいわゆる時間外手当が生

じたのかというのかですね、この点についてはもう少し明確にしていただきたいというよう

に思うんです。その上でですね、実際にこれだけの時間外手当、時間外が出るということは

職員の絶対量が少ないということなのか、それとも職員の労働、いわゆる公務の実態がです

ね、不十分なのか、どういう形で見ておられるのかですね、その分析されている内容を教え

ていただきたい。

また業種にもよるでしょうけれども、現実問題として教師の分野でもですね、賃金として

雇用を促進されておられると。要は時間外よりもですね、雇用を促進する方向というのはい

ま全国でも、このよしあしについては中身の問題がありますので言及できないわけですけれ

ども、実際に雇用を増やすための施策としてとられてる地域があるわけなんですが、そのよ

うな問題として見るような職種あるいは仕事がこの中にあるのかどうかという点もあわせて

認識どれだけされているのかというのを聞いておきたいと思うんです。

それと私はこのいわゆる特殊勤務手当とその他の手当がですね、減額されているわけです

ね。その他の手当としては３２７万６，０００円減額されているわけなんですが、これは条

例改正してですね、いわゆるいままでの手当の見直しをし、そして現状に合わなかった分に

ついてはですね、改善されたという点があったわけなんですけれども、そういう内容の反映

なのか、それともその他に原因があるのかですね、この手当の中身についてもですね、説明

をしていただきたいと思うんです。詳細にわたる場合については委員会で結構ですけれども

、基本的なところの部分については答弁をしておいていただきたいというように思います。

総務部長！議 長

サービス残業につきましては強要したことはございません。これは職員の自主的な総務部長

職意欲と申しますか、仕事に対して残業してくれてる職員もございます。なおそういう実態

を、おっしゃる人員として適正な配置をしてるんかどうかということもまず問題です。それ

から仕事の内容についての把握等も踏まえた中で適正な人員配置を考えていきたいと、人事

異動も含めてでございますが、それとパート職員等の採用も考えていこうというふうには思

っております。



それから職員は一生懸命みんな仕事をやってくれてますんで、特に残業をしようとか、特

にその分で稼ごうとか、そういう意識は持っておらないと私は認識しております。以上です。

（４番議員「手当の問題。手当の実態、諸手当 ）。」

その他の手当と申しますのは、いわゆる扶養手当、調整手当、管理職手当、住居手当、個

々のこの手当 （４番議員「いえいえ、それ以外のここでその他の手当として３２７万６，０。

００円が上がってる分の手当。特殊勤務手当は６万円減額なってるんです ）何ページ （４。」 。

番議員「２８ページ ）この職員手当の、これにつきましては管理職のいわゆる災害等のと。」

きに特別に支給する手当がございます、待機等に対して、それの減額も含んでおります。

４番議員！議 長

いま時間外手当の１，１７１万２，０００円のですね、増額の部分というのはちょ４番議員

っと明確にならないんですね。というのは一つは当初予算のときにどのような形で見積もら

れたのかという問題がありますのでですね、その点がちょっと明確にならないと本当は前進

まないんですけどね、ただサービス残業がないと、あるいはまたこの手当が１，１７１万２，

０００円も今年度、１１月末で増額してるという点についてのですね、実態と、それに対す

る個々の考え方等についてはですね、ぜひ総務委員会で議論していただけるように資料を出

していただいてですね、その実態をあわせて把握していただきたいと思うんです。

それとこの中身で正味残業が非常に中身の問題としていろいろあると思うんですけれども、

先ほど言っておられたいわゆる臨時職員やその他の問題ですけれども、いわゆる明確に雇用

を増やすという点で、公務労働の場合についてはですね、できない部分がたくさんあるわけ

ですね。ただできる部分やというのはどういう分野でどういう形での部分が可能なのかどう

か含めてですね、広陵町内に住まわれている方々が、これは初日にもこの点はお願いし議論

したわけなんですけれども、いわゆるリストラに遭われた方あるいは現在失業されて仕事の

ない方々の実態をですね、やっぱり把握した上でこの内容、広陵町に住まわれる方々の生活

を安定させるためにですね、半年や１年とか２年とかいう短期間の問題になるわけですけれ

ども、手を打つ手だてが必要だと、こういうところにもそういう材料があるというように

思うわけなんで、そういう点についての考え方については聞いておきたいと思うんです。

総務部長！議 長

臨時の方を採用するということは、職員の残業が即減ってそちらの方に回るという総務部長

ことであれば、これはプラスマイナスゼロという考え方になりますので、そうではなしにや

はりおっしゃるように必要な部分、ぜひ必要な部分についての雇用の機会を与えるというこ



とについては十分考えておりますので、今後も必要な部署であればそういう臨時の職員を採

用していきたいと考えております。

質疑はこれにて打ち切ります。議 長

お諮りします。本案を総務文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに異議ありま

せんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本案は総務文教委員会に付託することに決しました。議 長

しばらく休憩します。

（Ｐ.Ｍ.３：１５休憩）

（Ｐ.Ｍ.３：２６再開）

休憩を解き再開します。議 長

日程１２番、一般質問を行います。

発言の通告書がございますので、これにより発言していただきます。なお議事進行の都合

上、質問の要旨は簡単に、また答弁は的確にお願いいたします。質問の回数は会議規則によ

り３回以内とさせていただきます。また先の申し合わせにありましたように、１回目の質問

はいままでと同様ですが、２回目以降複数の質問事項があるときは質問通告書の順序により

議席で一問一答方式によることにします。なお次の質問事項に移った場合は前の事項に戻る

ことができないのでよろしくお願いいたします。

まず片岡君の発言を許します。 片岡君！

それでは第１回目質問させていただきます。私ごとでちょっとあすの時間が休ませ３番議員

ていただきますものですから無理を申しまして、ちょっと１番にさせていただきました。よ

ろしくお願いいたします。

まず質問１、ごみの新処理施設の建設には誠実な対応をということでずっといままでから

もお願いをしているわけですけども、以前から議会に対しましてはＲＤＦをやっていくのだ

ということで町の方も言われてましたし、また先の特別委員会ないし全員協議会の中で日本

下水道公団の方には受け入れ先として十分な手ごたえと、実際に１日に何トンぐらい出るの

かというふうな具体的なことまでを話し合って一定の了解をもうていると、そういうふうな

説明がされてきたわけです。ところが今回私たちが日本下水道公団に行った中では随分と説

明の内容が違う、これはどういうところから出てくるのかということをまずお聞かせ願いた

いと思います。それと先日、また古寺地区の方と話し合いをされているというふうに伺って



おりますので、その内容もご説明いただきたいなというふうに思います。それが第１点目で

す。

第２点目ではごみの減量化の道筋なんですけれども、ごみ減量等推進審議会さんの答申が

出てきたわけです。その中ではやはりごみの減量化というのは住民の方々の非常にご協力が

必要だということで言われてるわけですけども、町としてはこの減量化に対しましての具体

的なタイムスケジュールなど、そういったものを考えられてると思うわけですけども、審議

会の答申を踏まえた減量化計画をお願いしたいと思います。

またごみの有料化ということもこの中では審議が一定されてたわけですけれども、ただご

みの有料化につきましても住民の皆さんに対する本当に理解と町の方の非常な努力が必要だ

ということでは言われていたわけです。またいろいろと有料化を実施されてきたところでも、

ごみの減量には本当につながっていくというところばかりではないわけですね。いろいろな

問題がありますので、これは後でまた資料として出させていただきますけども、どういうふ

うな、もっと有料ということじゃなくて減量に対するもっと有効な方法を考えていただきた

いということです。

ごみの不法投棄のいまの町内の実情と今後の対策、不法投棄ではたくさん出ていたものに

つきましては、また家電リサイクル法が施行されまして一段とそれが増えてきてると、それ

に対しましていろいろまた住民の皆さんも努力していただいてるわけですけれども、住民の

皆さんの努力に頼るだけではなくて、町の方としてどういうふうに施策をしていくのか、実

情とともに対策をお願いしたいと思います。

そして第３番目なんですけども、現在高田川とか尾張川の改修工事が進んでいるわけです。

この工事でいま安部の方からの水つき、またこれの馬見川の水を高田川に流すことによりま

して、その下流の方の治水というんですか、水害に対しても非常に有効であるということで

共産党も提案をさせていただいてるわけですけれども、いまそこの現在の高田川、また尾張

川の改修でそれがどこまでできるのか、また安部新田の方の水つきにつきましては尾張川の

改修が先になるまでは無理だというふうに言われてるわけですけれども、そこの方法という

のをもう少し早くできる具体的な方法を教えていただきたいというふうに思います。

介護保険の制度をサービスメニューの充実をということで、広陵町でもサービスメニュー

の中に載っていることで、まだ取り組めていない事柄が二、三ございます。これに対しまし

ての取り組みの状況というのを教えていただきたいと思います。

ホームヘルパーの制度を受けやすくするために保健婦さんとの連携はどのように図られて



いくのか。これからやはりホームヘルパーさんを、人を、他人を家の中に入れるということ

については非常に抵抗というのがやはりございます。この中ではやはり保健婦さんの役割と

いうのが非常に重要であるというふうにこの間厚生委員会で御調町の方にも研修に行かせて

いただきましたときに言われていたことなんですけれども、そこのところは広陵町ではどう

いうふうな形でもう少し利用率を上げていくための努力をされるのかですね。それからケア

マネジャーさん同士の町内の研修会はやられていると思うわけですけども、利用者に対する

相談とか連絡など事業者の枠にとらわれない交流をやはりしていく必要がある、こういうふ

うに思うわけですが、このことにつきまして町の対策はどのようになっているのか。以上第

１回目の質問を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいま片岡議員さんからご質問がございました事項についてお答えを申し上げた町 長

いと思います。

まず初めのごみ等の新処理施設の建設には誠実な対応をせよということでございます。下

水道事業団のご視察をしていただいて、町からの説明とは随分違うようだと、このような対

応は一層住民の不信を招く、誠実な対応をせよ、古寺区の対応はどうだったのかというお尋

ねでございます。

答弁といたしましては、姫路市にある下水道汚泥処理場を、先日、議員の皆さんに視察研

修をしていただきましたところですが、ＲＤＦの利用については、いまお願いしている古寺

区にも十分説明をさせていただいているところでございます。ＲＤＦの利用先についてはご

心配をいただいていますが、どうぞ町当局にお任せをいただきたいと存じます。

次に今後のごみ減量化の道筋を問うということでございますが、ごみ減量等推進審議会の

答申を踏まえた減量化計画のご質問でございます。議員がご承知のように、平成２２年度を

を目標としてごみの将来予測値に対し２０％の減量を、平成１７年度には中間目標として１

１％の減量を進めるべきであるとの審議会答申がありました。この目標値を達成するために

とるべき措置は、指定袋の導入により、より一層の分別を徹底するとともに、有料化により

各家庭では特にごみ減量化を意識することや、その持続性が期待できると述べています。

次にごみの有料化では、必ずしも減量につながらないとご質問でございますが、答申には

４割の自治体では大きな効果があったと環境庁の報告がされているとされています。有料化

による減量効果は当然あるものとの結論となっているところでございます。

減量にもっと有効な方法とのご質問でございますが、答申にごみ減量化に向けた行動計画



が細かく示され、また住民、事業者、行政の役割も具体的に詳しく示されていますので、近

い将来答申を尊重して有料化に向けて住民の皆さんに十分ご理解いただくよう努めなければ

ならないと考えております。

次に今後のごみ減量化の道筋を問う、その中の３番目でございますが、ごみの不法投棄の

町内の実情と今後の対策でございます。現在町内における一般ごみ等や家電の不法投棄は河

川の堤防等で約２０カ所に放置されており、家電リサイクル法が施行されて以降、特にテレ

ビの不法投棄が多発しております。現在までにテレビ１１台、洗濯機３台、冷蔵庫３台、エ

アコン１台を回収いたしております。対応としまして、現在職員にて週２回パトロールの実

施、また各地域の環境保全指導員や区長、自治会長さんの情報提供により対処しているとこ

ろであります。今後も町内の不法投棄の実情についてより一層の認識を深めていただくため

に広報等で周知徹底を図るとともに、住民一人一人の協力のもと環境保全に努めてまいりた

いと考えております。

安部地域の水害対策でございます。ご質問は現在高田川、尾張川の改修工事が進んでいる

と、この工事で安部新田の水害対策はできるのか、またその方法を問われているものでござ

います。高田川、尾張川の改修工事は県により進められていますが、高田川につきましては

現在大塚地区まで工事が進捗しており、約３．５メーターの河床の切り下げを行うことによ

り水害は大きく解消されるものと考えております。

尾張川につきましては、現在安部地区まで工事が進捗しています。今年度は古寺池東側の

未整備区間、平成１４年度は現河川と新河川との合流点の整備が行われ、その後安部新田集

落まで河川改修が進められる計画であります。安部新田集落まで河川改修が進めば多大な効

果が期待できます。町といたしましても、事業の早期完成のため強く県に働きかけていきた

いと考えております。

次に介護保険をより使いやすいものにするため三つご質問をいただきました。サービスメ

ニューの充実、ホームヘルパー制度を受けやすくするため保健婦との連携はどのように図ら

れているか、またケアマネジャーさん同士の町内の研修会、利用者に対する相談、連携など

の事業者の枠にとらわれない交流は十分かというご質問でございます。

介護保険制度におけるサービスメニューにつきましては、現在法定分として在宅サービス

１２メニューと施設サービス３メニューがあり、本町の実態といたしまして、利用者のニー

ズに対しては十分に充足しているものと考えております。

保健婦と広陵町社会福祉協議会のホームヘルパーの連携につきましては、現在既に毎週木



曜日に定期的に連絡会を実施しております。他の事業所につきましては、適宜ケースごとに

必要の都度連絡を取り合っております。

ケアマネジャーさんの研修や他の民間事業所のケアマネジャーとの交流につきましては、

町の居宅介護支援事業所ひまわりのケアマネジャーが核となり、情報交換や均衡あるサービ

スが利用できるよう指導、助言を行っており、この活動そのものが介護保険制度による保健

福祉事業の代表的な事業であります。以上でございます。

はい、片岡議員！議 長

まず第１問目の質問の２回目に入ります。先ほどＲＤＦの利用については町に任せ３番議員

てほしいというふうに答弁をされたわけですけれども、どのように信頼していいのかという

のが全然わからないわけですね。いままでは日本下水道事業団さんの方に汚泥処理としてや

っていただくんだと、そういうことでずっと説明がされてきたわけです。ところが日本下水

道公団さんの方で出てきたＲＤＦを使用することでの問題点というのはＲＤＦは下水の汚泥

よりも塩素が多いので機器の傷みが早くなる、また排ガス中の粉じんの量が非常に多いので

汚泥の量が多くなるとＲＤＦの使用料が少なくなって、ことしの夏からはいままで静岡県の

御殿場市や山梨県の甲南組合ですか、それからＪＲ西日本の中で、山梨県の甲南組合だけか

ら購入しているのが実情であると、また今後のこととしましても兵庫県の県内でＲＤＦの処

理施設の計画もあるので、それも今後は考慮に入れなければならないというふうなことで説

明がされてきたわけです。このような中で本当に広陵町のＲＤＦというのが引き取ってもら

えるというふうな私たちは印象を持ちませんでしたし、またあちらの方も広陵町の方と別に

そういう約束とか契約、契約にはならないのは当然の話ですけれども、約束とかそういうこ

とは一切してませんということで言われてたわけですね。このような、いま私たちが行った

ときといままで町が話をされた中で、このような話を町の方は聞かれていて、なおかつ下水

道公団さんの方に引き取っていただけるんだというふうな考え方お持ちだったのかどうか、

それとも私たちが行ったときと話が違ったのかどうか、そこのところをまず伺いたいと思い

ます。

それから日曜日ですか、古寺地区の方の皆さん方と話し合いをされた、またいろいろ古寺

のね、住民の皆さんの方には非常にご協力いただいて話し合いの場が持てたということはや

はり一歩前進だったのかなというふうには思うわけですけども、これから再三再四そういう

ふうな話し合いの場を持っていかれるということは当然なわけですけど、第１回目として感

触として町の方としてはどうだったのか、そこのところをお聞かせ願いたいと思います。



また日本下水道公団の話がこのようないまの私たちの受け取りました感触では、ＲＤＦと

いうのは処理方法というのは根本から考え直す必要があるのではないか。産業廃棄物の銀座

として有名でありました埼玉県の所沢市でもＲＤＦの施設を稼働してたわけですけども、や

はり引き取り手の問題で現在も１万トンが積まれていて１６年には生産を中止し、施設を廃

止する予定ということが産業廃棄物の１２月号の中でも出ておりましたけれども、ＲＤＦの

用途をもっとしっかり確認すればこのような事態にはならなかったというふうに市長さんは

言っておられます。貴重な、また高い教訓を得られたなというふうに私は思っております。

処理方法について再考される意思があるのかどうかをお答えください。

そしたらまた町の方から出ているワンダーランド計画の中で出されている予算の金額なわ

けですけども、前の特別委員会のときに、全員協議会のときの方にもお話しましたように、

いまお手元の方にちょっと資料として配らせていただいておりますが、そこの中で私が申し

上げました金額というのが特別に安いところというふうな形ではなく、いまそれは１１年度

の業者さんが上位１３ランクに上程されている業者さんです。そこのところが建設されたと

この年間のトン当たりの金額を一覧表にさせていただいております。それは業界紙で広く発

表されている金額ですので、当然町の方もご存じだというふうに思います。ここの方で出さ

れているそういう資料がありながら、この間のワンダーランド計画の中で出されてきている

積算の金額につきましての、やはり誠実な態度というふうに私は感じられなかった、そうい

うこともあるわけですけれども、町の方の積算の、いままでの根拠として、いままでの事業

をやられてきた工事を水準にして考えた金額ですというふうにこの間のときには返答された

わけですが、そしたらそれの資料も出していただきたいなというふうに思いますが、以上よ

ろしくお願いします。

町長！議 長

お答えを申し上げます。町 長

ＲＤＦについていろいろご心配をいただいてるようでございますが、日本下水道事業団、

また町と信頼関係がございます。どうぞ信じていただきたいと思います。古寺区に対しても、

このことも十分説明をして協議を重ねているところでございます。

またＲＤＦについてはもっと違う方法で処理施設を考えてはどうかということでございま

すが、現在この方式が もいい、いま広陵町には適した施設であるということで地元にも説

明を加えているところでございます。

またワンダーランド計画について多大の費用がかかってあるというふうなことでございま



すが、これはあくまでも標準的な試算をお示しをしたものでございまして、用地が決まれば

またご相談を申し上げてご審議をいただきたいと思います。以上でございます （３番議員。

「この間の９日の話し合いの中身の ）話の中身は、現在協議を進めているところでござい。」

ます。

片岡議員！議 長

いまの話の中でですね、ちょっと先ほど質問した答えが返ってきてなかったという３番議員

ふうに思うんですけれども、いままで私たちが日本下水道事業団に行って受けてきた説明と

広陵町がいままで対応してこられて話し合ってこられた内容とは違うわけですか、違わなか

ったわけですか。そこをまず教えていただく、ちょっと質問が、これだけで１回になってし

まうと困りますのでお願いします。

それとですね、町との信頼関係があるというふうに言われてたわけですけども、日本下水

道公団さんの方で話をしたときには広陵町のＲＤＦは引き取れるというふうな状態ではない

と、私たちはこのＲＤＦを今後使えるか使えないかということを根本的に考えていく、検討

していく段階だというふうに言われてたというふうに思います。そしてやはりもともとがご

みですから塩分が多くなるというのは当然の話で、それに際して炉の傷み具合が激しくなる

ということでしたら、そしたら炉の改修費用とか、そういったことも今後頼んでいく場合に

は出てくるのではないか、そういうふうにも懸念するわけですけども、そういうふうな話も

されているのかどうかですね。

それからＲＤＦの施設、ＲＤＦの処理につきましては、いま先ほども申し上げましたよう

に、またほかのところでもＲＤＦの処理を断念されてやめられたところもたくさん、この先

ほどの月刊廃棄物ですか、そちらの方にもニュースとして何回か出てきておりますし、また

そのほかにも今後の計画としてＲＤＦの施設そのものをやめていくんだというふうな情報を

聞いてるところもあります。この中ではやはり一番 終的な処理の場所が一番の問題だとい

うふうに認識をしてるわけですけども、ただこの日本下水道事業団だけをターゲットにとい

うことで信頼関係があるので町の方の信頼してくれというふうなことでしかいま町長のご答

弁の中で私は受け取れなかったわけですけれども、そしたらそのＲＤＦを進めていかれると

いうことでしたら、その日本下水道事業団以外にまだこういうところもある、こういうとこ

ろもあるというふうな事柄があるというふうに具体的につかんでおられるのかどうかですね、

そこら辺も教えていただきたいと思います。

それと先ほど標準的な金額だというふうに言われてたわけですけども、いまの資料をご覧



になってどのようにお考えになりましたか。これは確かにＲＤＦの処理施設の金額ではあり

ません。一般的な焼却とか溶融炉関係の施設の金額になっております。ＲＤＦというのはそ

れよりもまだ安いのではないかというぐらいに言われているところなわけですけれども、た

だランニングコスト的には電気代が高くつくとか、いろんな問題は出てきておりますけれど

も、いまその資料をご覧になった中で、いまワンダーランド計画の中で出されてきている予

算につきましてどのようにお考えになったのか、まずお聞かせ願いたいと思います。

はい、環境部参与！議 長

それではお答えいたしたいと思います。環境部参与

先の日本下水道事業団での視察といいますか、研修の話が出ておりますが、私どもは以前

から説明させていただいていますように、引き続き下水道事業団の方で引き取りをしていた

だけるというふうに確信しております。先日の話で冒頭にですね、下水道事業団の部長さん

の方からあいさつの中で話がありましたが、いま日本の構造改革の中で特殊法人の行方とい

うものが行き先がはっきりしないという部分があるので明確な返事ができないということを

まずあいさつの中でお断りしておられました。私の方もその辺のいきさつといいますか、現

在の状況を十分に理解させてもらってお聞きしておった次第でございます。何年先に民間に

委託とか、または兵庫県に委託なるかという先が見えない時点での約束はできないと。ただ

あのように現在使っておられる実態も見、溶融のプラントも見学させてもうた中でああいう

親切な対応をしていただいたということもご理解いただければなというふうに思います。

それと炉の運転の都合で、いわゆる汚泥の量によっていまは抑えられているという話でし

たが、まずパンフレットの全体を見ていただければわかると思いますが、いま現在５基予定

してる中での３基が設置されておって、それも事業団の計画のうちの一部が入ってきている

という状況の中であります。これからも汚泥の量が増えますと溶融炉の運転そのものも増え

るわけでございます。そうすれば全体の計画から見ますとまだまだ溶融炉の中でＲＤＦが使

われるという可能性がこれからもずっと増えてくるというふうに思っております。

それとこの表を見られてどういう判断をされるかということでありますが、まずこの表を

見させていただいて率直に感想を述べさせてもらいますと、なるほど議員のおっしゃるよう

に単価そのものが高い部分と割と高くついてるなという部分があります。この表全体から判

断するに大きな、たとえば２００トン、４００トン、６００トンとかありますけども、大き

な何百億、２４０億とか２００億とかいう部分ではかなりコストが下げられているなと、こ

れは当然のことだと思うんですけども、それと４０億とかいう部分で広陵町と比較的近寄っ



た部分で単価が安い箇所も見受けられますが、その分についてはこの備考の中ではやはりそ

の３炉のうち１炉だけ更新だとか、更新したからとかいう部分もありますので、それぞれ施

設によって内容が異なる上の事情があるんではないかなというふうに判断されます。ですの

で一概にこの表だけで安い、高いという判断はしては早計なんじゃないかなというふうに思

います。以上でございます。

はい、片岡議員！質問事項２に移ってください。議 長

そしたら質問事項２の方に移らせていただきます。ごみ減量等推進審議会さんのい３番議員

ろいろずっとご努力いただきまして答申がこのたび出されたわけです。実施計画も出されて

実施するに当たって、また行政とか事業者、また住民の皆さんの役割というのが述べられて

いるわけですけれども、町として減量目標に対する取り組みというのはどのように考えてお

られるのかですね、事業者の責任にむだな包装を減らすこととかいうことを上げておられる

わけですけれども、その効果として２．５％というふうな数字が出ているわけですけれども、

実際に私たち分別をしておりましてトレイとか透明容器の占める割合というのはもっと大き

いということではないかというふうに思っているわけですけれども、これはそういうものも

含んでの２．５％ということなのか、ただ単にこん包というか、表の包装紙とかそういう形

で考えられた数字なのかですね、また店頭の回収を一定の規模以上の店で実施した場合とい

うのもこの中に含まれていたのかどうかですね、そこのところもお聞かせ願いたいと思いま

す。

それからごみの有料を実施している多くの自治体は一時的には減少するが、徐々に上がっ

ているということはこの中でも言われているわけです。また明らかに効果のない自治体が３

割あるということも明記をされております。資料についているアンケートの中にも明確に反

対しておられる方が７割近くおられるにもかかわらず、これらを正当化するようなごとく裁

判結果と、また新処理施設の建設が上げられているということは、町の本来の責任というこ

とから考えましてどのようなものかなというふうに思います。

アンケートを無視し有料化することで安易に減量が進むというものではありません。減量

については十分な住民の皆さんの理解が不可欠ですから、それとともに消費者にだけツケを

回されるというふうな不公平感が否めないということであります。排出者責任にも答申の中

で記されておりますけども、具体的にいつまでというふうなスケジュールを考えておられる

のかもお知らせ願いたいと思います。以上お願いします。

はい、環境部長！議 長



２番目のご質問にお答えいたします。環境部長

ごみ減量等推進審議会の答申で事業者、町としての減量目標達成どう取り組んでいくのか

というところでございますが、１０月１７日に答申をいただいたばかりでございまして、今

後新ごみ処理施設のいわゆる能力の算定にも影響してまいりますので、具体的な行動目標を

実施計画をはっきり定めまして、住民の皆さんにご協力をお願いしていかなければならない

というふうに考えております。

事業者への簡易包装の普及によって２．５％の削減、これについてはもっとあるのではな

いかというご指摘なんですが、もう既に店頭回収等も行われているという部分もございます

ので、すべてここで簡易包装の普及によって、もう既に努力されている部分もあるというこ

とから、この率に、具体的に数量を示してこの２．５％が出てきたものではございませんが、

ごみの分析調査等の数字から推測してこのぐらいの目標は達成できるのではないかというこ

とで考えられたものと思います。

それから有料化によって明らかに効果のない自治体もあるということは、確かに答申の中

にも３割ほどあるということも明確に表現をされております。実際効果がなかったという内

容についてまでは分析ができておりませんので、これは行政が有料化を導入したときの努力、

経過、住民の皆さんへの周知徹底といいますのか、理解を求めていくいき方にもかかってい

るのではないかと思います。

それから消費者にだけツケを回す、７割の人がアンケートで反対をしているのに有料化を

無理に推し進めるのはどうかというご意見でございますが、十分時間をかけて有料化が必要

だということをご理解をいただいた上で実施しなければならないというふうに考えておりま

すので、そのあたりは今後の手順として、いきなりあすから有料化にしますというようなこ

とはできませんので、行政として住民の皆さんに細かく説明会をやる等計画していきたいと

いうふうに思っております。以上でございます。

片岡議員！議 長

いままだ実施の具体的な計画というのがまだ出てないということで言われてるわけ３番議員

ですけども、その中に特に業者さんに対しましての指導というんですか、お願いというんで

すか、それがやはりこの審議会の中にも商工会議所の代表の方が参加されておりまして、そ

の方の方にその場ではお願いをしてるというふうには聞いてるわけですけれども、具体的に

何をどうしてくださいというふうな形でのお願い、いつまでにということも含めてですね、

やはり内容的にも具体的なことが必要だろうというふうに思いますので、もうされてなけれ



ば町の方の今後のスケジュールと合わせて業者さんの方にもこれからどうしてくださいとい

うことで具体的にスケジュールを出していただくというふうな用意があるのかどうかですね、

どこまで考えておられるのかということをお聞かせ願いたいと思います。

それから不法投棄、先ほど数字を挙げていただいたわけですけれども、今後、いまは町の

方で回収をした分がこれだけ数を言っていただいたわけですけども、今後の見通しとして不

法投棄はどういうふうな推移をしていく、また前の、ちょっと私前のときの、すいません、

資料がなかったものですから、前回と比べて家電リサイクル法が実施されてからどのぐらい

上がってきてるのかと、増えてきてるのかということも、そしてそれに対する対策も教えて

いただきたいと思います。お願いします。

環境部長！議 長

業者へのごみ減量の取り組みの指導という点につきましては、確かに審議会の中で環境部長

商工会長もお入りいただいておりましたし、近商ストアの代表の方、それからベターライフ

の代表の方もお入りをいただいております。具体的にはまだどのようなことをお願いするか

ということにつきましては、この審議会の答申の中で出てまいります買物袋を利用するなり、

簡易包装を徹底するなりといったところをどう具体化していくか、これは消費者の皆さんの

いわゆる買物行動にも影響してまいりますので、買物袋を持参した場合に、いわゆるいまご

みとなっております買物袋を店頭では渡さないというような取り組み、それから余分な包装

はしない、それについても消費者の皆さんが理解できる方法というのをお互いに検討しなが

ら業者の方にもお願いをしていかなければならないと思いますので、これも実施計画の中で

具体的に定め、それを行政として行動に移していきたいと思います。具体的なお答えになら

ない、申しわけないんですけど以上のとおりでございます （３番議員「ごみの ）。 。」

はい、住民生活部長！議 長

質問２の３番目の不法投棄の件でございます。住民生活部長

まず１点目は１２年度以前の状況はどうであったかと、こういうことかと思います。１２

年度以前、各年度別にいままで資料の方で可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみ、有害、

それからプラスチック容器ごみということでいろいろと資料はお渡しはさせていただいてる

と思います。その中でいまリサイクルに係る分につきましては、申し上げましたようにその

分だけを取りましての統計といいますか、その分は出てございません。

それからもう１点ご質問いただいております、そういうごみの不法投棄、またリサイクル

の分について今後の推移といいますか、量が増えてくるのかどういうふうになってくるのか



ということでございますけれども、これにつきましてはことしから、４月から、昨年の６月

ですね、そういう法律がなりまして、この４月から実際施行されましたので、いままだこの

１１月までの状況を先ほど町長がご報告申し上げたと思います。それ以降につきましては、

だんだんこのリサイクル法も住民の方に浸透してまいって住民の方のご理解もいただけるん

ではないかなと、だからその辺の推移につきましては状況を見守り、なおかつご答弁申し上

げましたように住民の皆さんへ不法投棄、またそのリサイクルの実際の現場の写真等ですね、

また文書等で広報等でもまた周知を図りたいし、また区長さん、また環境保全の委員さん２

５名おられますけれども、その方等にもさらなる周知を図ってそういうリサイクルのできる

ものについては当然それぞれ使っていただいてる方の責任にもなってまいりますので、その

辺のＰＲをしてまいりたいと、かように思っておるところでございます。以上です （３番議。

員「ちょっといま理解があれだったと思うんですけども、不法投棄の件なんですけどね、１

２年度までの不法投棄の数をということでお聞きしてるので、それと比較してどうですかと

いうことでお聞きしたんですけど ）現在もそうですけれども、清掃センターでやっていた。」

だいておりまして、先ほど申し上げましたような各年度別の分別のといいますか、持ち込み

なりされたキロ数ですね、それはわかっておりますけれども、おっしゃってるその分につき

ましての分はちょっと私の方はね、わかりかねます。ただことしの４月から１１月までの一

般廃棄物はいまのところ約２トンほどございまして、清掃センターへも持ち込んでおります。

（３番議員「わかりました ）それからなお１２年度で産業廃棄物の方では８０立米ほどあ。」

ったと、こういうことでご理解をいただいたらと思います。

はい、片岡議員！議 長

やってないということで理解をさせていただきました。３番議員

第３番目の質問に移りたいと思います。現在、高田川で改修工事が進んでまして、また高

田川の、先ほどお答えいただきましたように川底を掘り下げて馬見川の水を高田川の方に流

すことによって、また安部だけではなくて下流の斉音寺とか疋相などにも水害対策として非

常に有効であるということでかねてより住民の皆さんは要望されておりましたし、共産党も

水害対策ということでは提案させてきていただいたところなんですけれども、馬見川から高

田川への管が、いま何本か水を通すための管というのを予定をされているわけですけれども、

そこのところを１本ではなくて、また大塚の方にも管が必要だということで言われてると思

うんですけども、実際にはどういうふうな形になっているのかですね。

それと県道の河合大和高田線の農協の東側、東南側の方の道というのが非常に交通量が多



いんですけども歩道がないということで非常に危ない道路だというふうにいろいろと住民の

皆さんからもお声が寄せられているわけですけども、先日も高田土木の方から現場を見に来

てもらって対策を相談させていただいてきたところなんですが、馬見川の洪水の危険がなく

なるわけですから、馬見川にふたをして歩道として活用できるように県にも申し入れをして

いただくなど必要な手続を講じていただけたらなというふうに思いますが、これに対しては

どうでしょうか。

また安部新田の水害対策なんですけども、いま尾張川の改修工事もあわせて進んでおりま

す。前まで土地の買収の問題で一時工事が止まっていた場所もあるわけですけども、今度工

法を変えるということでその工事が進むというふうに聞いております。そこの工事が済んだ

としましても、安部新田の水害にはあまり有効ではなく、また中和幹線まで実際にはつけて

しまわなければ安部新田の方の水害に対する有効なことにはならないんだろうというふうに

思うんですけれども、ただ中和幹線の方まで行くにはまだ大分時間的にかかるんだというふ

うに高田土木の方でも言われていたわけです。途中まではある程度進んできて青写真もきち

っとできてたわけですけれども、 後のところの方がまだできてないというふうに言われて

ます。そこのところでですね、水害対策のために先に安部新田の方から何とか馬見川の方に

管を引くとか何とかということで水抜きというふうな形というのをとれないのだろうかとい

うふうに思うわけですけども、そこのところもあわせて検討していただきますようにお願い

をしたいと思うんですがいかがでしょうか。

はい、都市整備部長！議 長

お答えいたします。都市整備部長

まず馬見川が高田川に合流する間に大垣内、赤部、疋相、大塚等で管を高田川に直結して

排水というようなご質問でございます。確かに馬見川も下流につきましては全部改良を行っ

ていただいたところでございますが、これから高田川につきましての改修につきましては、

いまおっしゃっておりましたように大塚でも大塚地内からの大字の排水につきましては古来

の水路と申しましょうか、なかなかいろいろ変形もしておりまして非常に直接高田川へ放流

すれば解消するだろうということで大字等の説明も土木で行ってもらいました。そこで結論

的には大字の、特に大塚大字の排水につきましては県道を横断いたしまして高田川へ放流す

るという結論に達しております。

それと馬見川につきましての川の上に歩道をつくっていただければという要望でございま

す。この点につきましては高田土木の方へ要望いたしたいと、かように思います。



また尾張川の改修工事で、議員がおっしゃっておりますように中和幹線まではなかなかい

かないと、事実そうであろうと思います。いま、先ほど町長が答弁いたしましたように１３

年度では古寺池の東側の未整備区間、いわゆる尾張川の高田川に合流する下流部分の整備と

いうことで、これは大変に効果があると、このように私は思っております。それとあわせま

して１４年度になりますと現河川と新河川の合流点の整備を行うという計画でございますの

で、こういう計画どおりに進んでいただければかなり安部新田の水没とか水害等は解消でき

ると、このように確信いたしているところでございます。さらにこういう問題を抱えており

ます地区の水没対策につきましても強く県に働きかけていきたいと、かように思っておりま

す。以上でございます。

はい、片岡議員！議 長

いろいろ努力していただいてるというふうに思うわけですけれども、特に農協の横３番議員

の歩道、ふたをして暗渠にしてもらって歩道ということのお話なんですけれども、前に高田

土木の方から来ていただいたときには、ここは１級河川なんでふたをすることはまず無理だ

ろうというふうに言われていたわけですけども、そこのところをですね、何とか町の方と相

談をしていただいてできるような方法をですね、考えていただきたいなというふうに思うん

ですけれども、ということでそれは何とかいままでみたいにね、そこが水であふれ返るとか

いうふうな事態が解消されるという見通しができてきてるわけですから、何とか可能なんじ

ゃないかなというふうに思いますので、そこのところをもう一度検討していただくのと県の

方にも強力に要望していただきたいなというふうに思います。住民の安全のためによろしく

お願いをします。もう一回ご答弁お願いします。

はい、総務部長！議 長

片岡議員に申しわけないんですが、いまの質問の中で交通安全の面からというご質総務部長

問のように先ほど聞きましたので、通告書の中で交通安全に対しての考えというのは書いて

なかったんでそういう回答の準備はしておりませんのでご了解をいただきたいと思います。

はい、都市整備部長！議 長

馬見川の農協の東側の１級河川、交通安全対策上とおっしゃった、いま総務部都市整備部長

長が内容的にちょっと話しました。そのようなことでございますので。

片岡議員！議 長

わかりました。また次の機会に取り上げさせていただきますので、それまでにご検３番議員

討よろしくお願いいたします。



そしたら介護保険をより使いやすいものにということで、もう時間もなくなってきました

ので短くさせていただきたいんですけども、介護保険制度をより使いやすくするためにはま

だまだ改善とか互いに努力が必要だというふうに思うわけです。広陵町でも２割５分の方、

また全国的には２割の方が認定を受けられても実際には必要でありながら利用されていない

と。またなぜ利用していないのかというのを実態をつかんでいただきたいということで、ち

ょっと資料請求もさせていただいたんですけども、現在のところはそういうことではやって

いないということが資料の方では出ておりました。この９月８日、９日の両日に老人福祉問

題全国研修集会というのが開かれました。その中でなぜサービスに結びつかないのかを解明

していく必要があると、そのためにはケアマネジャークラスが個別調査をしていくべきだと

いうことで言われているわけです。隣の河合町ではすべてのケアプランを事業者から出して

もらって、一人一人を町がつかめるようにというふうに努力をされています。この中で介護

保険の利用率は非常に高いというふうに聞いております。また先ほども申し上げましたよう

に知らない人が家の方に入ってくるということにつきましては、非常にお年寄りの方々は、

また家を管理しておられるお嫁さんとかそこら辺の方々もやはり他人が家の中に入っていろ

いろお年寄りのお世話をするということに対しての抵抗というのが確かにあるだろうという

ふうに思うわけです。この中でやっぱり顔見知りである保健婦さんとか、そういう方々がや

はり一緒に同行していって一定慣れていただくまではやっていくというふうな形を御調町の

方ではとっておられたわけです。その中でいろいろ在宅のお年寄りの方々への制度の充実で

すか、看護婦さんの派遣とか看護士さんの派遣、これはまた御調町の場合は病院と一体化し

ておりますので、そこのところは全然事情的には違ってくるわけですけれども、やはりいろ

いろなあらゆる方策で介護保険制度を本当に必要な人に対しては十分に受けてもらえるよう

な方策というのを考えていかなければならないんじゃないかというふうに思うわけですけど

も、この河合町の方ですべてのケアプランを事業者から出してもらってるということについ

てはつかんでおられるでしょうか。また広陵町ではこのような実態のつかみ方については検

討されているでしょうか、お願いします。

健康福祉部長！議 長

ただいまのご質問の中で、まず認定を受けたけども使っていない方がおられる健康福祉部長

ということについて、その理由等についてのご質問がございましたが、これにつきましては

３町特別会計のときに一応ご説明を申し上げましたものでもってかえさせていただきたいと

存じます。



それとケアプランの問題でございます。本町の場合におきましては、まず調査に参ります

ときに町のケアマネジャーあるいは事業所のケアマネジャーがお宅へ訪問いたしまして、ご

本人、介護を希望されるご本人とも面談をし、そして聞き取りの中でケアプランを作成する

というような内容をとっております。慎重過ぎるようなところもございますけれども、なる

べく使っていただけるご本人の要望、ご本人の状況、それを把握しないと、ただ事業所だけ

がケアプランを単独につくったんでは、果たしてそれが希望される、介護を希望されるある

いはサービス希望されるニーズに合ったものかどうかというものに問題が残るというふうに

考えております。町の場合におきましては、幸いにしてひまわりという在宅介護支援センタ

ーがございますので、そのケアマネジャーが核となりまして保健婦でもある資格を持ってお

ります。その資格をフルに使いまして、いろいろな均等なサービスが受けていただけるよう

なケアプランの作成にという努力をしておりますので、その点につきましてはご理解をいた

だきたいと存じます （３番議員「実態の調査の方法というんですか、先ほどの河合町のよう。

なケアプランを町の方でまとめて持つというふうな予定が ）いまのところそこまで突き進。」

んだ内容は、私はいまちょっと把握しておりませんので、申しわけございませんが、いま私

が頭の中に整理しております段階では、そこまでの状態ではいま、まだ始まって６カ月余り

の、介護保険が始まって１年半経ちますけども、実際に運用を初めまして実績が浅いもので

ございますので、これから積み重ねてまいりたいと思います。

片岡議員！議 長

もう時間がありませんので 後にお願いをしたいわけですけれども、やはり一人一３番議員

人のね、実情がなかなかつかめなく、いまの介護保険制度がですね、どうしても事業所さん

の方にいまひまわりさんと一緒に行かれてるという、そしたらケアプランを立てる場合です

ね、とそれからケアプランを立てておられて実際に利用がどこまでがされているのか、ケア

プランを立てた中の内容でですね、ケアプランじゃない、介護度を認定された中で実際に使

っておられるとこまでというのがなかなかつかめないんですよね。必要な介護というのがど

こまで受けておられるかということの実情というのがなかなかつかめないような状況がある

わけです。私たちもいろいろお聞きした中では、外出支援のこととか、それからやっぱりホ

ームヘルパーさんの質といいますとあれですけれども、いろんな相性というのか、そういう

こともあるんかもしれませんけども、事業所のところとひまわりさんの、青い鳥さんの方で

は全然違うとかいうふうな形でも聞くとこもたくさんあるわけですね。そこら辺でやはり質

的な向上ということも考えていただかなければならないんではないかなと思います。町の方



の対策としての質の向上と、それから事業所さんの方での派遣していただく方の質の向上と

両方を考えていただかなければならないんじゃないかなというふうに思うわけですけども、

今後はどういうふうな取り組みを考えておられるのか 後にお聞きして終わらせていただき

ます。

健康福祉部長！議 長

確かに介護を受けておられる方々の実態というものは定かにするには非常に細健康福祉部長

かい作業、難しい面がございます。ただ訪問介護の点をとりますと、ヘルパーさんがそれぞ

れ要請されてサービスに行っていただくわけでございますけれども、まず事業をしている事

業の従業員であるというような企業的な感覚をまず持っていただいて、そして十分なサービ

スを提供させていただいて喜んでいただけるようなということで基本的な研修、それはケア

マネジャーの研修として現在も取り入れております。それはこれからも続けてまいらなけれ

ばならない、事業を展開する中において必要な事柄ではなかろうかというふうに認識をして

おります。これからも続けてまいります。

それと先ほど私のご説明申し上げました中で、ひまわりのケアマネがすべて同行するとい

うふうな内容でお聞きいただいたようなことかと存じますが、ケースの場合によってはひま

わりのケアマネジャーが直接参る場合もございます。そして事業所のケアマネジャーと同行

する場合もございます。あるいは上がってきたケアプランの内容について再度その事業所の

ケアマネジャーの方に再度指導をし直す場合とか、あるいは聞き取り調査を行う場合とか、

いろんなケースの場合がございますので、簡単にこれはこうですという答弁にはちょっと結

びつかない内容があるというふうにご理解をいただきたいと思います。

以上で片岡君の一般質問は終了いたしました。議 長

お諮りします。本日の会議時間は議事の都合により５時３０分まで延長いたします。ご異

議ございませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本日の会議時間は午後５時３０分まで延長すること議 長

に決定しました。

次に山本登君の発言を許します。 山本登君！

それでは議長のお許しを得ましたので町行政の一端である観光整備の町の方針施策９番議員

についてご質問させていただきたいと思います。

この１年を振り返ってみても日本経済も海外からの輸入により地場産業である靴下業界、



また各業界もあらゆる面での不況のある中、アフガニスタン問題、テロ事件、狂牛病と暗い

ニュースでこの１年が終えようとしましたが、先日、皇太子妃が敬宮愛子様ご誕生され、世

界各国並びに日本国民に笑顔を取り戻した明るい話題を与えられ、景気回復を願うものであ

ります。

それでは本来の質問であります。奈良広陵は日本のまほろばとして古代より発展してきた

地域であり、また歴史文化財、古墳の町としても有名であります。この広陵町へ他府県から

多くの観光客が年々増加の傾向にあります。このような中、竹取公園また讃岐神社周辺整備

についてお聞きしたいと思います。

１点目、讃岐神社の観光用駐車場の拡張整備について、讃岐神社周辺整備事業として９１

７平米の駐車場の拡張整備が予定されているが、現在１０台程度の駐車場も観光客以外の常

駐車として利用されている。近年、観光客の増加に伴い地域住民にとって迷惑駐車が発生し

ている。今後の管理体制は、町長に伺います。

２点目、竹取公園から讃岐神社間の整備について、竹取公園から讃岐神社間の里道、観光

ルートの通行が現状では草などで利用されていないので遊歩道的な整備の要望も出ていたと

思われるが、どのように考えておられるのか町長にお聞きしたいと思います。

３点目ですが、讃岐神社境内の参道について、讃岐神社境内の参道が生活道路として利用

されているが、参拝者の交通安全の面から参道、歩道と生活道路との分離整備は考えておら

れるのか。また今後における讃岐神社周辺の総合整備も計画されていたが、将来計画につい

て町長に伺います。

４点目、竹取公園の駐車場の有料について、近年土曜、日曜、祝日には県外からの来客も

含め竹取公園駐車場が満車の状況で周辺道路まで駐車している観光バスも何十台と駐車して

いることもあります。ファミリー客から歴史文化志向の観光客も増加している中、少しでも

利益を得られ、雇用問題に役に立てればと考え、駐車場の料金徴収を考えられてはどうかと

思います。

五点目、讃岐神社の東側の県道の拡張について、県では巣山古墳の整備されるようですの

で、讃岐神社の横の県道の一部が狭くなっているので交通安全の意味で巣山古墳の整備のと

きにあわせて県道の一部拡張を県に要望をお願いいたします。以上簡単ですけど質問終わり

ます。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいま山本議員から古文化財の保全、また訪れる人たちの対策などについてお聞町 長



きをいただいたわけでございます。

讃岐神社観光用駐車場の拡張整備についてでございますが、これは現在見直し作業を進め

ております。先日も讃岐神社７カ大字の区長さんがこの件について要望に来られました。協

議をさせていただいたところでございます。迷惑駐車につきましてもご指摘をいただきその

方策を話し合いました。町としては、さらに詳細について実態を調査をし指導してまいりた

いと思っているところでございます。

次に竹取公園から讃岐神社間の整備でございますが、ここは竹取公園から讃岐神社までの

里道、いわゆる観光ルートでございまして、この整備については自然を生かした整備を考え

てまいりたいと思っております。

次、３番目でございますが、讃岐神社境内の参道でございます。この参道につきましては、

神社庁の管轄地でもありますが、近隣住民の生活道路でもあることから、地元の強い要望も

あり舗装整備をしております。ご質問の整備につきましては、関係７カ大字とも調整をしな

がら進めてまいりたいと思います。

次に４番目の竹取公園の駐車場有料化でございます。竹取公園駐車場の有料化につきまし

ては、早期から検討を加えられていました。奈良県公園緑地室で調査をしたところ、県及び

市町村の都市公園での有料駐車場は県の登大路駐車場以外はすべて無料でございます。ご指

摘の土曜、日曜日、祝祭日、かぐや姫まつり及び靴下市には県外来客者も含めかなりの来園

者がお見えになっておられます。そこでそれらを利用して広陵町をＰＲする絶好の機会とと

らえ、現在建設中の休養施設の中に商工会等の利用可能な店舗を開設し、靴下などの地場産

品を中心に町民に利益が生じるような物品販売の場所展開していきたいと考えております。

駐車場の有料化につきましては、当面実施する考えはありません。

次、讃岐神社の東側の県道の拡張でございます。県道河合大和高田線につきましては、か

ねてより県の道路拡幅事業として進められてきましたが、讃岐神社東側の土地につきまして

は道路予定地の筆界が未確定のため、これらの立会等確定作業に時間を要していると伺って

いますが、今後は町も用地交渉に参加し、早期実現を目指したいと考えております。以上で

ございます。

山本登君、２回目以降の質問お願いします。 山本君！議 長

讃岐神社の駐車場拡張整備についてですけれども、これは予算が一応２，０００万９番議員

ぐらい組んでたように記憶しておりますけれども、これを使って整備、７カ大字の区長さん

方と協議の上整備していただきたいと、このように思いますのでよろしくお願いします。



町長！議 長

９１７平米について早期に買って駐車場にせよというご意見だと思います。また区町 長

長さんもそのようにおっしゃっておられました。しかし現在の有料の、有料といいますか、

駐車場を買わせていただいた百済の三重の塔のとこも駐車場がありますが、こうした駐車場

が果たして来訪者のための駐車場になってるかどうかということをいま確認作業をしている

ところでございまして、不届き者の駐車場をつくってんのではないかと、来訪者は非常にこ

の車を止めるところのスペースがないということにもなっておるわけでございます。この場

所もこういうように予算計上はしてありますが、果たしてそのとおりになるかどうかは非常

に疑問を持つ箇所でございますので、いまこれを早期に買うかどうか、これらを含めて考え

ているところでございます。いずれ買わなければいかんと思いますが、いまこの時期につい

てはどうかと、この作業をいま進めておりまして、近々結論を出したいと、このように思っ

ております。

山本登議員！議 長

それでよろしくお願いします。９番議員

２点目ですけれども、竹取公園から讃岐神社までの整備について、この間、この里道は非

常に現在は通行できないほど草や竹やぶが茂っておって非常に観光ルートとしては困難なと

ころでございます。そして不法投棄とかいろいろあって里道のところに竹で柵をしていると、

入れないように、それを撤去をしていただいて観光ルートの一部としていただいたら結構か

と思いますので、その点検討をよろしくお願いします。

都市整備部長！議 長

２番目のご質問でございますが、讃岐神社、いわゆる里道の整備につきまして都市整備部長

は、町長が申し上げましたように自然を生かした整備を考えておると、こういう内容でござ

いますが、特に春から夏にかけましてかなりの草が茂るということでこの前の７カ大字の区

長からもお聞きしております。時期を見まして、今後は草刈り等の整備もやっていきたいと、

このように考えております。このルートにつきましては竹取公園、讃岐神社の 重要ルート

と認識しておりますので、自然を生かした整備も今後考えていきたいと、このように思いま

す。

山本登議員！議 長

よろしく頼んどきます。９番議員

讃岐神社境内の参道についてですけれども、これも７カ大字、神社庁の管理されてる７カ



大字の区長さんが町長さんにお会いに行ったということで、この点も区長さんの意見を尊重

して、できるだけよくなるよう町長さんよろしく頼んどきます。もう答弁結構です。

竹取公園の有料化については考えておらないということでございましたけれども、非常に

先ほど言いましたように失業者が多い、高齢化が進んで高齢者が多い、その中であのままの

状態でそういう観光客の多いときだけでも料金を徴収できたら、そういう雇用につながるん

ではないかな、少しでも助かるんではないかなと、そういう観点から申しましたので、そこ

ら辺、もう答弁は結構ですから考えていただくようお願いします。

５番目ですけれども、５番目はこれは県の問題ですので一応巣山古墳の整備の都合上言い

ましたけれども、これは重ねて県の方に要望をお願いしたいと思いますので頼んどきます。

以上です。

以上で山本登君の一般質問は終了いたしました。議 長

お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。異議ありません

か。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決しました。議 長

なお本日行われなかった一般質問につきましては明日１２日午前１０時から引き続き行う

ことといたします。

本日はこれにて延会いたします。

（Ｐ.Ｍ.４：４６延会）





平成１３年１２月１２日広陵町議会

第４回定例会会議録（３日目）

平成１３年１２月１２日広陵町議会第４回定例会（第３日目）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１５名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 小 原 昇

４番 寺 前 憲 一 ５番 松 野 悦 子

６番 ・ 谷 ・ 作 ７番 吉 田 信 弘

８番 中 山 正 ９番 山 本 登

１０番 青 木 義 勝 １１番 笹 井 正 隆

１２番 坂 口 友 良 １３番 山 本 悦 雄

１４番 松 本 政 治 １５番 吉 岡 章 男

１６番 出 張 光 男

２ 欠席議員は、１名で次のとおりである。

３番 片 岡 福 美

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 吉 村 崇

総 務 部 長 土 佐 敏 行 健康福祉部長 大 西 利 実

住民生活部長 野 村 完 治 環 境 部 長 山 村 吉 由

環 境 部 参 与 中 尾 寛 都市整備部長 吉 村 正 勝

水 道 局 長 中 尾 勝 教育委員会事務局長 竹 田 健 次

施設管理サービス公社常務理事 竹 嶋 昇



４ 本会議の書記は、次のとおりである。

局 長 西 辻 眞 治

書 記 乾 善 雄 野 村 克 也

ただいまの出席議員は１４名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０２開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 一 般 質 問

１１日の一般質問に続きまして、これより山田君の発言を許します。 山田君！議 長

おはようございます。では１２月度の一般質問をさせていただきます。１番議員

１４年度予算編成の基本方針についてお伺いいたします。新しい町長になって初めての予

算編成をされるわけであります。９月度の定例会で基本姿勢を示されました。１２年度決算

においても地方財政は厳しい状況であり、多額の借入金残高を抱え、これらの償還が大きな

負担となり、財源においても不況下にあっては税収はもちろん、既に地方交付税が減額され、

今後も も頼みとなる収入が不安定となる。住民のための行政需要も強く、合併問題も控え

ての行政運営は極めて慎重に状況を見極めて行政運営をしたい。むしろ行政経営と認識して

いると平岡町長は述べたのであります。そこで８項目にまとめて、我々町民の前に公約をさ

れたわけであります。一つはごみ処理施設の建設であります。二つは元気で優しいまちづく

り、三つ目、生活基盤の整備、四つ、文化財の整備、五つ、市町村合併、六つ、ＩＴ基盤整

備、そして七つ、町おこしに係るかぐや姫事業について、八つ、知恵を出し、汗を流す行財

政について、この８項目について我々の前に述べたのであります。１４年度予算でこの８項

目が述べられたことが具体的に予算をつけ、前進すると思うのでありますが、その基本方針

について問うのであります。

次に地方財源の充実のために。地方財政は税収がかつての平成３年、４年ごろに比べて見

ますと激減している、財政が非常に厳しい環境にあります。小泉内閣ができ、構造改革なく

して景気回復はないということで所信表明演説で平成１４年度予算では国債の発行は３０兆

円を上回らないこととする方針を示しましたが、財政の中期展望を見ますと、自然体で今後



の税収見積もりとか社会保障関係の当然増える経費とかを見ますと、国債は３３兆円発行し

なくてはいけないという計算になる。これを３０兆円に抑えないといけないということです

から、じゃどうするかと言えば国の一般歳出で２兆円、あと１兆円は地方交付税で減らした

いと塩川大臣が言われました。一般歳出を減らすということは、公共事業を含めていろいろ

な補助金に影響することになり、また地方交付税についてもいまでも地方財政は厳しく、大

変だというのに１兆円減らされると広陵町も小さい町ではありますが影響があります。そう

思うとき、県や町の自主財源である地方税等を何とか充実強化しなくてはいけないと思って

いるのであります。地方分権を名実ともに進めるためには、地方財源を充実させることが不

可欠である。中でも決め手として多くの自治体から早期導入を求める声が上がっている法人

事業税、外形標準課税、また一方自治体が独自に税目を設ける法定外税の導入が進んでいる

のであります。税収の使い道を特定しない法定外普通税と使い道を定めた法定外目的税があ

ります。昨年４月の地方分権一括法により、従来は許可制だった法定外普通税が事前協議制

になり、新たに法定外目的税が創設されたことに思い、広陵町においてもこうした自治体が

独自に導入可能な法定外税について検討する時期が来たのではないかと思いますが、その考

えを問うのであります。

次にハについてであります。緊急地域雇用創出特別交付金の活用についてであります。完

全失業率が近畿ブロック６．６％というかつてない厳しい経済環境の中で、国民生活を守る

ための緊急避難的な施策をまとめたのが今回の雇用対策の特徴であります。とりわけ地場産

業が不振に陥り地域経済を支えてきた中心的な企業が不況にあえいでいるようなところは地

域全体が沈み込んで打開が困難であります。この緊急地域雇用創出特別交付金は広陵町のよ

うな靴下産業を抱える地域にとっては公的雇用を生み出す新たな取り組みであり、特別な技

能も必要としない職場の開発という点でも緊急対策として有意義であります。一つ、職業紹

介の強化、二つ、職業訓練の応援、三つ、働く場をつくる、四つ、失業者の生活応援、こう

した雇用のセーフティネット、安全網の整備が前進するのであります。広陵町はこうした緊

急地域雇用創出特別交付金の活用について具体的にどう活用するのか考えを問うのでありま

す。

次に大きな二つ目であります。行政における 大のテーマは清掃センター建設であります。

予算編成上においても、古寺地区に同意をもらうためにもどのように解決に向けて一歩一歩

前進しようとされるのかを問うのであります。新しい町長が誕生して２回目の定例会を迎え、

前回の９月度の定例会においてもごみ処理施設、清掃センター建設に向けて質問をいたしま



した。なぜ古寺地区にお願いするのかとの問いに、私どもは古寺地区を適地と判断したもの

ですと言われました。適地と判断した理由は何か、古寺地区と初協議のときに説明されたと

思うが理解が得られたのかどうか、それから古寺地区の方々に話を聞いても、 後は住民投

票で声を集約したいとの声が多いのではないか、住民投票になったらどうするんですかとの

質問に町長は一生懸命頑張るのみですと回答しました。それは何を意味しているのか、古寺

地区の方々は理解されているのか等々を考えるときに、同意に向けてのハードルが低くない

のではないか、そのハードルを低くし、同意を得るために予算編成上においても一歩一歩前

進しようとしていると思いますが、その考えを問うのであります。

次にＲＤＦの固形燃料の処分先についてであります。ＲＤＦの固形燃料の処分先について、

日本下水道事業団が有価物として補助燃料として活用してくれるのかを再度問うのでありま

す。９月度の定例会でＲＤＦは有価物と判断している、全員協議会でも説明しているように

公共機関、また準公共機関等でこちらで買っていただく、それを燃料として使っていただく、

このＲＤＦの有価物を買った人が責任ある立場でこれを燃料として使っていただく、こうい

うことにいたしていますと町長は回答があったのであります。これで一番心配していたこと

が一歩も二歩も前進したと思っています。ＲＤＦを有価物として売却する、それを日本下水

道事業団のエースセンターでお願いしていますと回答があったが、活用してくれるのかを再

度問うのであります。

四つ目であります。真美ヶ丘小学校の学童クラブの緊急避難時のはしごの設置場所につい

てであります。先日、私は現場を見せていただきましたが、窓際に立って外を見下ろすと一

番初めに感じたのは高いなと思うのであります。下は駐車場だけならよいわけですが、その

すぐ横には第二小学校のグラウンドがあるのでもう一つ高く感じられたのであります。もち

ろん設計上、初めからあの場所が緊急避難場所に設計されているのかどうか、また完成した

ときに検査上何も感じはしなかったのか、私はあの場所は一考する必要があると思うが、そ

の考えを問うのであります。

後に米消費拡大を真剣に考えようということであります。米の生産調整が始まって３０

年になります。行政主導の生産抑制対策と全国一律的な基準での減反方式には問題が多過ぎ

るのであります。広陵町においても生産調整の目標も必ずしもうまくいっていないようだと

聞いております。農家の創意や工夫をどこにも生かせる余地のない官僚的な手段であるとの

指摘もあるのであります。ある専門家は現在の減反政策は需給調整の面が強く、経営体質の

改善につながっていない、確かに米政策は自分の田んぼで思い切って米をつくりたいとの農



家の希望とは裏腹に生産量を減らすことだけで対応してきた嫌いがあるのであります。全水

田の４割近くが生産調整、このままでいいはずがありません。国が転作面積を割り当てる現

行の方式には限界が来ているのであります。稲作農家が自主的な判断で作付を決められる手

法や地域ぐるみでどう従うかの合意形成をする方法へと段階的に移行することが必要ではな

かろうかと思うのであります。生産者側からのこうした減反対応と並行して、いま求められ

ているのが米の消費拡大を国民的な視点で考えることであります。国民１人当たりの米の年

間消費量は昭和３９年は１１８．３キログラムでありましたのが、平成７年には６７．８キ

ログラム、３０年間で約５０キログラムも落ち込んでいるのであります。 近は外食産業の

力もあって米の消費量がほんのわずか伸びているのでありますが、低落傾向に歯止めをかけ

るまでにはいっていないのであります。私は減反よりも米の消費拡大運動にもっと力を入れ

るべきではないかと思っておりますが、その方策をお願いしたいと思います。以上でありま

す。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいまの山田議員さんの質問にお答えを申し上げたいと思います。町 長

まず１４年度の予算編成の基本方針についてどうかというご質問でございました。現在の

広陵町における緊急的な 重要課題でございますごみ問題を含め、町民の幸せを求め公約実

現を目指して、私が各課へ示した平成１４年度の主要方針は次のとおりでございます。

まずその１番、新ごみ処理施設の建設準備と環境整備事業及びごみ減量対策が１番でござ

います。２番目、新都市計画マスタープランをはじめとする土地利用計画の見直し、３番目

は住民に優しいまちづくり施策と、それを実現するための人づくり施策、４番目は市町村合

併の検討、協議でございます。これが主力でございまして、なおこれ以外に急増児童に対応

する真美ヶ丘第二小学校の増築工事や住民に優しい施設整備でもある庁舎のエレベーター、

ローカウンター、トイレ等の設置などでございます。庁舎改修工事につきましては、有利な

起債や補助金を利用するため、平成１４年度予定事業の前倒しを１３年度で行い、また１４

年度経常経費の原則１０％カットを断行するなど、町民の皆さんから預かった貴重な税金を

有効に使い、限られた税源の中で 小限度の投資で 大の効果を発揮するように予算編成を

指示しているところであります。

次に法定外税についてお申し出をいただきました。地方分権により一部の自治体で研究、

検討が盛んになり、新税を創設されているところもあるようでございます。本町におきまし

ても、今後検討すべき項目の一つでございますが、現在地方の一部税源移譲の構想が国の方



で示されていることから、それも視野に入れながら企画財政部門で研究を重ねているところ

でございます。

次に緊急地域雇用創出特別交付金等でございますが、現下の経済状況を踏まえ、国を挙げ

て取り組まれておりますので、各課の諸事業の中で制度の趣旨に合致した事業について、効

率的で効果のあるものを鋭意選択して実施してまいりたいと存じます。

次に清掃センターの建設に伴う予算編成並びに地元交渉の解決に向けてということでござ

いますが、新施設操業に向け、残された期間は３年半余りになります。１１月１１日に古寺

区役員に対して、私をはじめ助役、収入役、その他の関係職員が説明にお伺いをいたしまし

た。２時間以上にわたり私をはじめ関係者から説明をさせていただき、質問にもお答えした

ところでございます。続いて１２月１日に役員会が開かれ、９日に質疑にお答えするととも

に、今後の取り組みについてご協議を申し上げたところでございます。９月の議会全員協議

会でご説明を申し上げましたグリーンプランについては、夢のある将来計画を提案させてい

ただき、町の熱い思いに対して理解は得られたと受け止めておりますが、施設整備について

はまだまだハードルは低くなっていない状況であると考えております。今年度予算の執行に

は残すところあと３カ月ほどになっておりますが、古寺地域及び周辺の皆様と町がともに先

進施設の研究、地元整備方策の検討会などを得て環境アセスメントの実施に向け、 大の努

力を傾注いたしたいと存じます。

平成１４年度の予算編成におきましては、地元交渉の進展に合わせて事業実施年次計画を

作成し計画したいと考えています。事業を進めるに当たりましては、補助金や起債を活用す

るわけでありますが、多額の一般財源を必要とすることから後年度の支出に備え基金を創設

し、不急の事業を抑制して積み立てを指示しているところでございます。

次にＲＤＦ固形燃料の処分先でございますが、日本下水道事業団が有料で補助燃料として

活用してくれるかどうかのお尋ねでございます。片岡議員にもお答えをいたしましたとおり

でございますが、姫路市にある下水汚泥処理場を先日議員の皆さんに視察研修をしていただ

いたところですが、この処理場は兵庫県下２市１町の汚泥処理を日本下水道事業団が委託を

受け溶融炉方式で処理を行っているところで、この施設でＲＤＦを有料で購入し、補助燃料

として利用しています。ＲＤＦの利用については、町当局の事情を考慮していただいた上、

協議を重ねていきましょうと、広陵町に好意的に対応していただいています。現在特殊法人

改革により移管される意向であると聞いていますが、今後とも協議を重ねていきながら、他

の選択肢も視野に入れて進めてまいりたいと思います。



次に真美ヶ丘第二小学校の児童育成クラブの緊急避難時のはしごの設置場所等でございま

す。現場をよく見ていただいてご心配をおかけをいたしております。緊急避難ばしごにつき

ましては、有事の場合の子供の避難時の安全面を 優先に考え、消防署とも相談しながら考

えていきたいと思います。

次に米の消費拡大を国民的課題で考えてはどうかというご意見でございます。減反政策と

米の需給調整と農業経営体質の改善につきましては、農家個々には自分の水田で思い切って

米をつくりたいとの思いは個々の農家すべてに十分に考えられることだと思います。しかし

我が国の現状は１８０万トンの米の備蓄目標を現状では２４０万トン在庫する状況で推移し

ても、まだ米が余る状態が続いております。需給調整の面が強いのは事実ですが、需給調整

をしないで米づくりが自然に超過供給のまま放置することにより、国内全体の需給バランス

が崩れ、自主流通米の価格維持も保たれず、生産者自身が不利益をこうむることになりかね

ません。農家の経営体質の改善につきましては、農地の流動化事業や担い手農家の育成等、

多種多様の施策が示されていますが、個々の土地に対する思い込みも強く、担い手農家が育

ちにくい環境があるようです。また広陵町での生産調整目標の件につきましては、水田経営

に も適した区画整理も済まされ、専業農家も少なくなり、サラリーマンが夏場の作物とし

て米をつくるのが も手間をかけなくて済むことと水田経営にかわる方法が難しいことから、

各農事組合長の尽力にもかかわらず目標数値には達しておりません。また遊休農地を借り受

けて米づくりをされている専業農家の作付面積もかなり影響しているものと思われます。こ

れらの農家が転作に協力していただければ目標値に近づける支部もあるかと思います。農家

の声といたしましては多種多様でありますが、耕作水田の少ない農家では減反割り当てを達

成すれば土地がありながら米を買わなくてはなりません。また所有の多い農家でも１ヘクタ

ール以上の耕作水田を所有する農家がほとんどなく、その多くの中間耕作農家が高い割り当

てを達成すれば夏場の草の管理が困難であること、隣接との水田管理等の関係から水稲を実

施している状況であります。

減反対応と並行していま求められている米の消費拡大につきましては、国において近々日

本の食文化への理解及び米の消費拡大促進に向けテレビ等のマスコミを通じて大々的に宣伝

されます。本町といたしましても、各種イベント等を通じて消費拡大に努力したいと考えて

おります。以上でございます。

はい、山田議員！議 長

では２回目の質問をさせていただきます。第１項目のこの１４年度予算編成の基本１番議員



方針について、イ、ロ、ハと２回目をさせていただきたいと思います。

壇上等でも述べました、９月度においての町長の答弁を引用させていただいて述べさせて

いただきました。それと考え合わせて今回の１２月定例会のご答弁の方もどうぞよろしくお

願いしたいと思っているのであります。

１２年度決算においても町税、また固定資産税の滞納額が多いわけであります。２人の職

員を配置して対応していることでありますけれども、成果がそんなに上がっていない状態で

はないのかと思うのであります。また機構改革というか、行政組織の条例も新しい町長にな

ってつくったわけでありますので、十分の成果を出すことが必要ではないのか、また経常収

支比率８５．２％、地方債の現在高１４７億９，０００万円、また債務負担行為５７億円等

々を見てみますと、財政計画を再度検討する必要があるのではないかと思っています。町長

が言われている行政運営よりも行政経営をと認識していると言われましたが、この１４年度

予算には税金としていただくものはしっかりといただく、また滞納者も非常に多いわけであ

ります。正直者がばからしく思えぬようにしなくてはいけないと思っているのであります。

また反面、先ほども言われましたように支出の１０％カットすると言われました。こうし

た支出の面についても大きくチェックする必要があるのであります。そこで経営感覚を持ち

やるということは具体的にどういうことなのか、その点をお願いしたいと思っているのであ

ります。

次に地方財源の充実のためについての２回目ですが、国の政策等により地方交付税補助金

と減額されて地方財政はさらに厳しさを増し大変なときを迎えているのであります。町長も

行政運営より行政経営と認識していると述べているのであります。法定外税については多く

の自治体も検討されているようであります。こうしたことを考えることが行政経営ではない

かと思うのであります。

先日も山本議員があの馬見広域公園のことについて、駐車場について料金を取ったらどう

かというような質問もありましたが、いまは町長は考えておらないというような回答であり

ました。私は雇用問題という反面、私はそういう反面じゃなくして、こういう税をもらって

はいいのではないかということをここで述べさせていただきたいと思います。広陵町には県

の馬見広域公園、そして町の竹取公園、休日になると多くの人々でにぎわいを見せているの

であります。むしろ町内の人よりも町外の人たちが楽しんでおられるようではないか、こう

した町外の人々が少額の駐車料金等をいただいたらどうかという声もあるのは確かでありま

す。たとえば法定外税を導入している自治体ですが、たとえば山梨県河口湖町の遊魚税は法



定外目的税をもらい、環境整備のために釣り人に課すわけであります。公園整備のために来

園の人に課す法定外目的税を課すのも一考と考えるのでありますがどうでしょうか。

それからハについて、緊急地域雇用創出特別交付金の活用についてでありますが、１１月

１２日に緊急地域雇用創出特別交付金事業について説明が県の方であったと思うのでありま

す。奈良県においては国費で創設する５０億円の県緊急地域雇用創出特別基金を設けるわけ

であります。県の方では来年の１月から３月までのうち８週間程度をめどに県立高校と市町

村の小中学校で５０人の社会人を雇用するという、説明会の中にもあったと思いますが、特

別交付金が有効に機能するには、広陵町の事業計画が成否のかぎを握ると言ってもよいと思

っているのであります。被雇用者がこの事業と通じて得た知識や経験を生かし、他の安定し

た仕事や経験を生かし、他の安定した仕事や職場につける内容を企画、運営するよう要望す

るのであります。そうでなければ一時的な雇用や再就職までのつながる支援に終わってしま

うのであります。広陵町に合った計画をつくってほしいが、効率的で効果のあるものを選択

して実施したいと言われたが、具体的にいま何を考えているのかを問うのであります。以上

であります。

はい、町長！議 長

いま質問がございました予算編成方針と基本方針等について町長の考え、実際どの町 長

ようにやるかというようなこともお申し出をいただいたわけでございますが、私は３００人

の職員一人一人が思いを変えていただく、町民の幸せを願って仕事をさせてもらうという、

そのような意識改革をいま指示をいたしているところでございます。そうすることによって

人に優しい、また町民が人が優しい、そういうまちづくりを実現できると、皆さんでもって

いい町をつくっていくというその思いをいま進めているものでございます。そうすれば要所

要所にその効果があらわれてくると期待をしているものでございます。一つ一つの事業につ

いて一体どうするんかということでございますが、先ほど申し上げました主要な項目につい

て、それらの私の思いをその中に入れていただければきっと前進すると確信をしているもの

でございます。

それ以外にいろいろご質問をいただきましたが、各担当部長がお答えを申し上げます。

総務部長！議 長

山田議員さんの方から、まず予算の編成につきまして、いわゆる収入額、税収につ総務部長

いての落ち込み等のご指摘もいただきました。そして支出額を抑えるということも大切であ

るというご指摘をいただいてるわけです。そのとおりでございますが、現在のところ滞納額



につきましては、以前編成いたしました委員会をもって税収の拡大に当たってるわけですが、

効果的には幾分効果というのか、成果というのはあまり見られないという状況の中で、今回

新たにそのことについての部長会も開催させていただいて、今後の方針を決めていきたいと

いうふうにまず考えております。

それから支出の方につきましては、町長が申しましたように全体として経常経費の１０％

カットということを断行しておるわけですが、まず支出そのものの項目についての見直しか

らかかっていただいてるという内容でございます。そのものが支出として当然であるのかど

うかという基本的な考えの中から、このもの、項目そのものを見直し、そしてそれに合った

支出額が妥当な額であるのかということの細部まで見直していただいてるという厳しい状況

の中での予算の編成をやっていくという方針で現在は取り組んでおります。

それから地方財政の厳しさの中で、いわゆる法定外税の導入ということについては一応担

当の課で研究を進めておるわけです。広陵町に合った法定外税が導入できるかどうかという

ものから基本的に考えているというところでございますのでご了解をいただきたいと思いま

す。

それから緊急雇用の特別交付金に対してでございますが、特別交付金そのものがいわゆる

民間に委託して導入するということが基本的な考えの中で、直接経費を払って雇用できると

いう教育部門においての導入等についてもいろいろと研究を進めているという状況でござい

ますのでよろしくお願い申し上げます。

山田議員！議 長

先ほどもちょっと言いましたけれども、やはり竹取公園等のですね、町外から来ら１番議員

れる方についてのこういう公園整備のための法定外目的税を課すという一つの考えもあると

思うんですが、そういう考えも将来持っていただければいいなと、それがその公園整備のた

めに多くの財源を投資するよりも、少しでもいただいた方がいいのではないかという、こう

した法改正もありましたので考えていただければなと思っているのであります。

それから緊急地域雇用創出特別金についてでありますが、具体的な計画をつくるにしても、

町内のいわゆる失業者等をもっともっとつかんでおく必要があると思うのであります。先日

もここの中でだれか質問されましたけど、なかなか現状のですね、広陵町における失業者に

ついてはなかなか掌握し切れていないというような答弁もありましたのでですね、そうした

やはり地場産業の靴下産業等に直接訪問して実態をつかみ、求人の掘り起こしをして行うこ

うした雇用促進調査員を置き、広陵町独自の雇用対策をやってみることが必要ではないか、



このためにこの地域雇用創出特別交付金を活用してみてはどうかというのであります。いろ

んな地域でこうした創意工夫をされてですね、やはりこの特別交付金が 大限に使えるよう

に頑張ってる地域もたくさんあるわけであります。大変靴下は厳しい、厳しいと言うてです

ね、民間に任せるばかりじゃなくして、やはりいまこうした国の方からの特別交付金も出さ

れるわけですから、大いに活用していただきたいなと思っております。

それから県の方にやはり計画書等のものもですね、出されるようになっているんですけど

も、町からはこうした要望書は出されるわけでしょう、どういうことを出されたのか、出そ

うとされているのか、具体的に教えていただきたいと思います。それが活用していただけれ

ば少しはこの雇用対策のために頑張れるのではないかなと思っているのであります。以上で

す。

総務部長！議 長

法定外税のことで竹取公園を具体的に挙げていただいて、他町村から来られる方に総務部長

対しての少しでも税収というものを上げてみてはどうかというようなことでございます、提

案がございました、またいろいろと研究をしてまいりたいと、かように思います。

それから地場産業であります靴下の実態は以前に私も答えましたように、なかなかつかみ

にくいというのが実態でございます。ただ工業統計等がございますので、その辺で従業員数

等、あるいは経営状況等が幾分把握できるというふうには思いますので、できましたら実態

調査、個々の実態調査までも入りたいとは考えておりますが、実際はちょっと難しいという

ところで実態を把握できるというよりも統計的な、資料的なものはできるだろうというふう

に考えております。よろしくお願いします。

それから雇用促進に対する事業ですが、前回まで考えておりまして、今回１３年度事業に

おきましてはいろいろ文書管理の目録の作成の委託事業であるとか、それから例規集のデー

タベース化であるとかいうことで老人保健の医療費の受給者台帳管理システムの導入である

とかいう、いわゆる民間に委託して民間の方で雇用をしていただいてという直接ではない、

間接的な事業の申請がほとんどでございました。そやから今回におきまして直接導入できる

雇用についての研究といいますのか、学校分野等に直接その交付金を活用できるという事業

についても県の方にも要望はしていきたいと、かように考えてます。

山田議員！議 長

間接的なことが多いわけですけども、直接この地場産業も大変苦しんでおりますの１番議員

で、一生懸命いま言いましたようなことも考え合わせて調査し、そして交付金の活用をです



ね、 大限に活用していただければいいなと思っています。もう時間も大変、一つのために

時間も過ぎましたので、二つ目に入らせていただきます。

このごみの問題であります。１２月９日に２回目の古寺との協議会が開催したようであり

ますが、何がテーマにどのように前進したのか、まだまだハードルが低くなっていないと認

識されていると思っている点は何がハードルが高いのか、その点何を示しておるのか。あま

り時間もないが、環境アセスメントの実施に向けていま何が大切と思っているのかを質問し

たいと思っています。

それからもう２回目も３回目も同じようにさせてもうときます、時間もありませんので。

予算編成において事業年次計画を作成し決定したいと、そして事業を進めるために補助金や、

先ほどの町長が答えたご答弁ですが、補助金や起債を活用する、また多額の一般財源を必要

とすることから後年度の出に備え基金を創設し、不急の事業を抑制して積み立ても検討した

いと回答があったわけでありますが、それまでにしてですね、やはり町民に一方ではこうし

て我慢してくれと、清掃センター建設のためには一方では我慢してくれと言ってまでこの古

寺地区に町内の清掃センターを建設したいと思っておられるのかどうか、それが公約である

といまでも思っておられるのか。

私はまた一方ではこういう考えもあるのではないかと思っているのであります。町長も１

４年度予算の編成の中でね、検討して協議しているのが市町村合併であります。片方では市

町村合併、片方ではこのごみ建設問題という平成１７年、いろんなことがこのゴールが見え

てるわけでありますけれども、多額の借金を将来の町民に残すよりも合併する方が将来のま

ちづくりのためにむだをなくすことができるのではないか。私は、一つの考えですよ、たと

えば古寺の方に１００億以上の投資するよりも市町村合併して私たちの町にないものを相手

方にある、相手方にないものが広陵町にあると、そうしたいま市町村合併の基根が大きく全

国的に広がっている中で、この清掃センターにかける費用をですね、そんなにして将来の町

民に負担をかけるよりも市町村合併をしてですね、方がいいのではないかなと思う、考えも

あると思うんですが、そういう考えは町長、全く考えられず、そしてあなたの公約どおり、

いま南３丁目にある清掃センターを移転させたいと思っておられるのかどうか、その辺の考

えをお聞きしたいと思ってるのであります。

はい、町長！議 長

清掃センターのことについてもいろいろどんな問題点があるかというふうなことで町 長

ご心配をかけています。私どもはいろいろ問題点を提起をいただいているというのが現状で



ございまして、一生懸命努力をさせていただく、もうそれのみでございまして、その内容に

ついては地元の役員さんと一生懸命頑張っておりますので、いまこの場で一々２時間につい

て公表するわけにいきませんので、ともかく頑張るのみでございますのでご理解をいただき

たいと思います。

また合併に絡んで、この方も３年半になってまいりました。合併特例法によります期限で

ございます。しかしこれは町民の皆さんの声を十分聞かせていただくのには、少々この期間

も短いようでございます。何としても私どもだけで合併を取り決めるということには非常に

危険なことでございますので、住民の皆さんの声をよく聞き、また私どもは合併したくても

相手方があることでございますので、こうした事情も考えますと、３年半先に果たして合併

ができるかどうか、清掃センターはそこまで持ち越せるかどうか、これも至難のことでござ

います。何としても地元にセンターをつくる、これが第一でございますので、その方に一生

懸命頑張っているものでございます。

山田議員！議 長

町長の考えも、まず第一はその清掃センターをこの町内でつくりたいと、そういう１番議員

適地という案ですが、適したとおっしゃいますが、それを古寺地区にしたいと、そういう

決意も結構でありますが、やはり大きな財政投資をしなくてはいけないと。いま町長が壇上

で述べられましたようにですね、ある面ではほかの町民にですね、事業は抑えてまで個々に

基金を設け、そしてやりたいと、そこまでしてやることよりも、市町村合併をして、そして

財政の方をもう少しゆとりのある方向に向かってもいいのではないかという考えで私は述べ

させていただきました。 終的には町長がまだ市町村合併も相手のあることだし、それは当

然でありますけれども、いまこの近々の課題である清掃センターに本当に真剣に取り組みた

いと思っておられる決意がわかりましたので一生懸命頑張ってもらいたいと思います。

それから古寺地区については、やはり住民投票が 終章ではないかと思っています。そう

いうことも含めてですね、大きなハードルあると思いますけども一生懸命やっていただきた

いと思っているのであります。

それから西日本の事業団と協議を重ねながら、他の選択肢も視野に入れて進めると言われ

ておったのでありますけれども、他の選択肢とはどういうことがあるのか。それから日本下

水道事業団とは地方公共団体の事業とすることが検討される、いわゆる行革によってですね、

その特殊法人化は兵庫県の方にいま検討されてるようでありますけれども、こういう兵庫県

に移ったときに、果たしてこのＲＤＦをですね、本当に広陵町の町長が信頼してほしいと我



々の前で言われてますけれども、我々は先日議員と視察行ったときにおいても疑問を持たざ

るを得なかったというのが私の素直な感じでありました。そういうことも含めてですね、本

当に大丈夫なのかというのを再度聞かせていただきたいと思っております。お願いしておき

ます。

町長！議 長

ＲＤＦの行く先で、これもご心配をいただいておりますが、相手方の事業団の組織町 長

は変わろうとしています。現在のところではどうぞご心配なく信頼のきずなで私どもと下水

道事業団の皆さんとご理解をいただいているところでございます。しかし３年先、５年先は

どうなるかと、これはだれにもわからないことでございまして、そういうことの心配をぬぐ

うためにもいろんな選択肢を考えているということを申し上げているものでございまして、

一体それは何やと言われりゃ、また心配の種をまくことになりますので、ともかく一生懸命

私どもは頑張っているということでご理解をいただきたいと思います。

山田議員！議 長

我々も先日何人かの議員で視察したときにもですね、本当にこの行き先がですね、１番議員

心配になってきたわけであります。ですから古寺地域においてもこうしたニュースは当然入

って、先日の９日でしたか、古寺との協議の中でそういう話も出たのではないかと思うので

ありますが、その中ではきのうの説明あったように、中尾参与の方から説明あったような回

答されたと思うんですけれども、やはりこのＲＤＦ固形燃料の施設をつくる、 終の一番の

課題は出口である、それがきちっとした出口が受け入れ先がきちっとできたらそれなりに理

解はされてるんですが、出口がなかなか決まらず不安定、わからないというのであればです

ね、なかなか古寺の方に含めていろんな地域行ってでもですね、この施設はなかなか難しい

のではないかと思いますのでですね、３年先のことは、いま町長も言われましたけどもなか

なか向こう先はわかんないというのは現実ですけれども、やはり建設してこれからお願いす

るわけですから、きちっとした答えを相手方に持っていかないとですね、不安定であれば、

こうした汚い施設ですから嫌う施設ですから、やはりその点を考慮していただいてですね、

頑張っていただきたいなと思っているのであります。

それから４番目のこの学童保育の育成クラブの緊急避難のはしごの件であります。避難時

の安全面を 優先に考えると、これは当然であります。私も現場を見せていただきました。

担当者の方も見ていただいたと思うんですね。多分現場の方見て、当然見て、そして町長に

答弁書を与えられた、言われたと思うんですが、たとえば冠水したときにですね、消防署と



かそういうのは、こういうのはないわけですか、たとえば。あればこういう問題はなかった

のではないかと、指摘があったのではないかという１点がちょっと聞かせていただきたいと

思います。

それからもちろんこういう施設ですから防火管理者においては選任されてると思いますけ

ど、これはいまだれがやられているのか、これはどういう立場の人が選任されてるのかとい

う点です。それから広域避難場所、当然設けるわけですね。これは真美ヶ丘第二小学校の運

動場に設定されているようでありますけれども、万が一緊急の場合ですね、あの場所を見る

とですね、なかなか運動場へですね、第二小学校の運動場へ逃げる道もなく、また回ってい

かなくてはいけないのかなと思うのでありますが、そういうことも含め緊急避難時の窓から

降りた場合は、どんな道順でこの運動場に避難するのかですね、ちょっと教えていただきた

いのと質問させていただきたいと思います。

はい、健康福祉部長！議 長

まず現場につきましては担当として確認をさせていただいております。そこで健康福祉部長

受けております所感は、議員が１回目の質問で申し上げられたとおり、我々も感じている面

がございます。それに従いまして、まず消防当局にご相談を申し上げて改善の方法について

何がベターなのか、どこがいかんのかの問題点を洗い直し、早急に改善には着手したいとい

う考えで現在は進んでおります。なお防火管理者の点につきましては、職員の中に有資格者

がおりますので、その名前で防火管理者の選定はしております。これはあくまでも届け出だ

けでございますので、好ましいことではございませんけれども、一応法的な面のクリアとい

うことでひとつの制度はクリアしております。

それと完成時に消防の検査がないのかということでございますけれども、あの建物の施設

につきましては固定の避難器具を設置するという施設ではなしに簡易な避難器具施設を設置

せよという指導でございますので、いま恒久的なものとして置いているわけではございませ

ん。しかし現段階として考えておりますのは、逃げやすいように、逃げ遅れては大変ですの

で逃げやすいようにどうすればいいのか、そしてそのために、その逃げるときにけがせいへ

んのかどうか、その安全面につきましても考慮に入れながら現場サイドとしていろいろ知恵

を出しながら、相談をしながら進めているという現状でございます。

それから緊急避難場所が運動場としてなっております関係につきましても、降りました場

所からできるだけ運動場に速やかに退避できるような方法につきましてもあわせて検討を進

めていると、そこまで検討の視野として含めているということでご理解をいただきたいと思



います。よろしくお願いいたします。

山田議員！議 長

いま回答いただきました。早急にですね、やはり子供の安全を含めて改善していた１番議員

だければ結構かなと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

それから米の消費拡大についてでありますが、もう時間もありませんが、いろいろ地域に

よっては、いま学校給食で２回のを３回にする、またいろんな形でやられていることもあり

ますので、どうか減反も厳しい、そしてそれにはやはり米の消費拡大が必要になるかと思い

ますので、ぜひともですね、やはり消費拡大に力を入れていただきたいと思いますので、何

かそういう企画があれば教えていただきたいし、そしてこういうことも考えているというこ

とがあれば教えていただきたいと思います。以上です。

都市整備部長！議 長

いま山田議員のご質問でございますが、消費拡大という面でかなり国あるいは都市整備部長

県等いろいろな協議会も持たれているところでございます。先ほど町長が答弁申し上げまし

たように、国、県におきましては近々に日本の食文化という内容での米の消費拡大のＰＲを

テレビ等で通じて大々的に宣伝したいと、こういう内容のことも計画されているところでご

ざいます。それと町内におきます各種イベント等につきましても、過去で何回か消費拡大と

いうことでお握りを無料で配布していたということも考えております。それと学校給食面に

つきましても、また教育委員会等で協議をしたいと、検討したいと、このように思っていま

す。以上です。

以上で山田君の一般質問は終了いたしました。議 長

次に坂口君の発言を許します。 坂口君！

それでは私今回はリストラ対策の大家ということでですね、リストラについて重１２番議員

点的に取り上げている次第でございます。この私が取り上げるリストラ対策、ここ二、三年

この状態が続くということを重点に置きまして、今後も継続的にこれを取り上げたい。

まずこのリストラでございます。基本的な考えとして二つ皆さん方にちょっと知っていた

だきたいんです。リストラでも種類がございまして、一つは自発的離職者、いわゆる自分か

ら望んで仕事をやめる、これはいろんな方がございます、写真家になりたい、あるいはジャ

ーナリストになりたい、あるいはもう長いことサラリーマンしてるから次は社長になりたい、

あるいはタコ焼き屋になりたい、これがいわゆる脱サラ組、脱サラ、これは自分で望んでで

すね、職を離れる、こういうことあります。



もう一つはいわゆる非自発的離職者、嫌だ嫌だと言いながら、自発的じゃないですよと、

非自発的に職を離れちゃった。しかしこの非自発的に職を離れた方の中にも２種類あるんで

す。勘違いよく皆さんされる。この中でも一つ、非自発的の中でも自発的にやめられた方、

これがいわゆるですね、いまやめたら退職金これだけ片手つくで、割り増しがあるで、こう

いう種類の方。これなかなかこんなんよう新聞でも書いてますよ、プラスアルファごっつい

金。この中でも非常に有利な条件でやめる方、これはサラリーマンとしてはね、勝ち組のサ

ラリーマンに入ってるんですよ。一旦やめてもちょっと経ったら関連企業に入ってるとか、

何のことない、 後やっぱり勝ち組の中に入ってる、非自発的離職者。もう一つが完全非自

発的離職者、これがいわゆる嫌だ嫌だといってやめさせられる、あるいは会社がつぶれてし

まった、退職金もなくなっちゃった、こういうふうにですね、この３種類の職を離れる方が

ございます。この中でも一番悲惨なのがいわゆる非自発的の中の非自発的。いろいろいま新

聞を見ますとね、プラスアルファごっついこと書いて、みんながみんなサラリーマンそんな

ことじゃないんですよ。そんなん確たる、ほんまに限られてます。大多数はですね、嫌々な

がらやめて、退職金はない、会社はつぶれてしまった、これが現状なんですわ。だからここ

はリストラ対策の中でもはっきり取り上げる対象ですね、この辺についてもちょっとこうい

う現実問題がございます。そこをはっきりとして弱者対策ということですからね、みんなま

とめてしまいますとこれみんな混ざってしまいますので、ここをはっきり対象者として取り

上げる必要がございます。

ではこれをどうすればいいのかということでございます。質問事項一つ、緊急地域雇用創

出特別交付金、こういうものが今回予算で考えられております。いわゆるリストラ対策費と

いうことで議会にも出ております。これは国においても県においてもしかりでございます。

この一番問題点、今日、一番対象者、世帯主であり、またローンや子供の教育を抱えている

中高年齢層リストラが直撃してる、全く私そのものずばりのような感じがすることではない

ですか。それは大変になっております。この何が問題かと言いますと、いままで私らのよう

な年代が本町の 大の税負担者、いわゆるタックスペイヤーというんですけどね、一番の大

きな税負担者であるところにリストラが直撃してきております。しかしそのリストラでも、

先ほど述べたように３種類の方がおられますので、この辺についても一概に同等ということ

はございません。またいままで地域を担ってる層、地域の活動を担ってる層、この層につい

て行政というのは 大の防波堤にならなくてはいけない、いいこと言いますね、こういうこ

となんですよ。行政というのはこの中でも、３種類の中でも一番困っている非自発的の中の



非自発的、もう何もない、すっからかんやと、こういういままでこの本町を支えてくださっ

た方々に対しましても 大の防波堤にならなくてはなりません。今回、緊急対策ということ

で取り上げられております。どのような効果を盛り込んでですね、執行される計画がおあり

なのか、この辺についてまずは問いたいと思います。質問が一つ。

続いてこの現在の不況の状況、まだまだ続きます。２年や３年ではなかなか回復しない。

当然町においても次の平成１４年度予算あるいはまた１５年度予算、町長の在職期間中はで

すね、こういうことに 大取り組んで予算編成をお願いしたいということで、まず来年度の

予算についてこの地域の雇用対策の計画はどうですかということについて質問したいと思い

ます。この不況、現在の不況、これ構造不況、構造的に不況になってる。たとえば製造業、

これどんどんと海外でつくってる、広陵町内で製造してるものがどんどんと海外でつくられ、

また反対に品物が日本に入ってくる、このような構造的不況というのはなかなか長期にわた

ります。また深く続いていきます。なかなか根本的な解決策が見当たらない、これがいまの

不況の現状であります。

この中にあって、地域 大の、広陵町においてですよ、広陵町において一番人を雇ってい

る企業なり団体なり組織はどこだと、これ要するに広陵町役場、一番大きな雇用主でありま

す。一番大きい、なおかつきのう、きのうもちょっとね、町職員の年間の給与などというの

が資料が出ておりました。 大の雇用であり 高のですね、条件で雇っているのが広陵町役

場であります。 大のこれを不況対策機関である、このような位置につけられております。

ほかの会社でも頑張って人雇いなさいと、こういうことに、そういう流れになりやすいです

が、なかなか私も見聞きする限りなかなか人を雇うどころか人出したいと、こういうのが広

陵町内の各業者、各会社の現状であります。 大の不況対策機関である本庁において、いま

まで多くの機関からヒアリングあるいは商工会、いろいろな団体から要望、いろんな要望出

ております。このような要望などを受けまして地域雇用対策をどのように平成１４年度は計

画されていますか、このことについてちょっとお聞かせ願いたい、こういうことでございま

す。

続いて３番、そんな平成１４年度までとても待てないということがございます。いますぐ

に、あるいは来週からでも来月からでも、実際失業されたから、非自発的の中の非自発的な

失業された方は大変でございます、真剣な状態でございます。いますぐにも仕事が欲しい、

このような状態になっております。それでは町の行政としてはどうしたらいいんか。いまこ

こに出ておりますのがワークシェアリング、これは連合も言うております。ワークシェアリ



ングとは何や、こういうことが出ます。いま持っている仕事をみんなで分かち合う、いま持

っている仕事をみんなで分かち合う、自分だけたくさん取り過ぎない、これがワークシェア

リングでございます。自分だけほくほく顔しないということでみんなで分かち合おう、サラ

リーマンは、一家は、サラリーマンというのは全部一つの家族であります。ワークシェアリ

ングによって仕事を分かち合おう、これによって町内に雇用の創出を図りたい、このような

考えはどうなのかということでございます。広陵町の中は地場産業いままでありました。現

状はなかなか大変、大変しんどいしんどい、このようなことを聞きます。現実もそうであり

ます。職を失いますと、大抵家の方の奥さんパートに出ようと、こういうことになります。

私のとこにもちょっとパートの口言うてよと、こういうようなことで来られるんですが、現

実町内でパートとか臨時とか、仕事の口というんですね、仕事の口、これはほとんどござい

ません、広陵町内。大抵もう外の高田とか香芝、それもスーパーとかそんなんですが、町内

でパートなり仕事の臨時の口を求めようとしてもほとんどないというのはこれ現状でござい

ます。仕事を求める人は町内でもあふれている、これが現実の問題であります。

さてこのようなことになって町は一体どのような対策をとらなくてはいけないのか、ここ

で大きな問題が出ております。庁内、いま役場の仕事を見させてもらってますと遅くまで電

気がついてますね。私も晩ちょっと前通るんですよ、どのような仕事ぶりしてるのかなとい

うことでですね、別にチェックしてるんじゃないですよ、一生懸命やってんかなということ

でですね、前を通ります、電気がついております、一生懸命残業してるようであります。残

業しなくてはとてもこなせない、このようなことを言われているとも聞いております。じゃ

一体どのぐらい残業代払ってんのかなと、こういうことですね。これ１００万や２００万ぐ

らいの残業代やったら年間そうそううるさく言わんでもいいかなと、こういうふうなことで

すが、一体どのぐらい年間これ発生してるのかと、町内ではですね、いま人手がいっぱい余

っております。能力のある人もいっぱいおります。役場の仕事ができる人もいっぱい来ると

考えているところでございます。このようなときには不況時にはやっぱり役場が積極的にね、

仕事を出して、臨時雇用、パート雇用あるいは時給でもいいです、何でもいいです、仕事を

提供すべき時期になっております。こんなんいつまでもほっといてもだめ、民間一生懸命や

りなさいというても、そんなんあれですよ、民間がすごい、５０人、１００人って雇えるわ

けではないんです。役場のワークシェアリング、ここによって町内に仕事を提供する、この

辺のことについてもそろそろ考えるべきじゃないかということが私は言っております。当然

ですね、私の事務所も介護保険事業所と、こういうことしてるんですね。積極的にですね、



人を雇いたいと、このようなことでですね、やっぱり町内に仕事を出していかなあきません

ので、自分だけそれ儲けたらいけないと、先ほど言いましたからね、すべて分かち合うと、

こういうことで積極的に仕事を出していこうと。町もそういうふうなことでですね、議員も

頑張って仕事を出していくんです、町も頑張ってですね、仕事を出していく、このようなこ

とについてどうお考えか、これについてお聞きしたいということでございます。

続いて４番、これはいままでよく取り上げられております、ＲＤＦ施設のメリット、デメ

リットの検討は進んだかということであります。私もこの間見ておりました。どうですか、

行政の方もこのＲＤＦ施設の検討は進んでおるでしょうかということについてお聞きしたい

と、どのぐらい勉強したかなと、こういうことです。他の機種も検討もどうかと、こういう

ことをちょっとつけ加えております。この辺については、この辺はちょっとさらっというこ

とでですね、お聞きしたいと。

ポイントはですね、この雇用対策、今回のポイントは雇用対策、これについて私は全力で

取り組みたいということでございます。よろしくお願いします。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

坂口議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。町 長

坂口議員はリストラの大家と自称をされておりますが、みずからの経験を生かしたご質問

でございました。お答えを申し上げます。

今回の緊急地域雇用創出特別交付金は、現下の厳しい雇用情勢を考え、構造改革の臨時応

急の措置として国の補正予算で創設されたものであります。先にご理解を得なければなりま

せんが、坂口議員の述べられているように中高年齢層もリストラなどで深刻な状況であるこ

とは事実でございますが、この制度は特定の年齢層、地域、性別を対象に限定したものでは

なく、雇用の機会均等の精神を 大限に生かした制度でございますのでよろしくご理解をい

ただきたいと存じます。

交付金は都道府県単位に交付され、本町の場合は奈良県へ申請することになっております

が、事業費に占める人件費が８割以上であるとか、事業の全労働者数に占める新規雇用の人、

これは失業中の人に限るということでございますが、４分の３以上などの必須条件があるこ

とで、前回の制度にも増してより多くの失業者の雇用機会増加が図られ、全般的な雇用創出

につながる効果を示すものと解釈しております。

次に平成１４年度予算編成作成に盛り込まれる地域雇用対策の計画はというご質問でござ

います。答弁は、現在の不況対策については、国でも大きな政策の一つになっており、緊急



地域雇用創出特別交付金が創設されていますように、雇用対策をはじめ国を挙げて取り組ま

れているところであります。町におきましては、緊急地域雇用創出特別交付金の効率的、効

果的な運用が行えるよう対応するとともに、雇用促進施設であるサン・ワーク広陵などにお

いて必要な諸施策を講じてまいりたいと存じます。

次に町行政のワークシェアリングにより町内雇用の創出を考えよということでございます。

時間外勤務手当につきましては、平成１２年度一般会計で４，６６０万円を支出しておりま

す。民間企業におかれましては、賃金や労働時間を削減することによって仕事の分かち合い

を行い、雇用の創出、確保する方法、ワークシェアリングの導入を検討されているところで

す。現在事務量の増大している部署におきましては、パート職員を雇用しております。今後

は雇用促進の一環として必要に応じパート職員等の雇用を行ってまいります。

ＲＤＦ施設のメリット、デメリットの検討は進んだかということでございますが、ＲＤＦ

施設は焼却施設と異なり、ごみを乾燥させて燃料として活用できるというメリットがありま

す。また運転時間も焼却方式と比べ１日８時間、１６時間、２４時間の運転の違いによる環

境への影響が少なく、周辺地域の理解を得やすいと言われています。また排気筒は要るもの

の高い煙突をつくらなくてもよいのもメリットであろうと考えています。また資源化施設と

しての位置づけをなされていますので、国庫補助を受けることができるのでございます。以

上のとおり坂口議員の質問にお答えを申し上げます。

坂口議員！議 長

まずその１番でございます。この１番の目的、行政は機会均等を生かしたい、こ１２番議員

のような回答をもらいました。全くそのとおりなんですよ、僕が言うてるのはですね。この

機会均等を生かしてですね、いま町内、中高年層だけじゃないんですわ、若い方あるいは女

性、主婦層、いっぱいおります、私の支持者もいっぱいおります、男の人も女の人も。この

機会均等を生かしてね、町はちょっと積極的にね、してほしいというのが一つでございます。

二つ目、中高年層、これ確かにね、直撃いましております。ここについてもですね、実際

人を雇うとなると、やっぱりこの年齢層もですね、あんまり若い人がパートに来るかという

ことも考えますと、この年齢層もやはりある程度救えるのではないかというふうなことを考

えております。今回の盛り込まれた予算ですね、この中ではどのぐらいの、人的に言うとね、

どのぐらいの人が雇えそうなのか、考えられているのか、ちょっとその辺についてお聞きし

たいと思います。

１番目の私のメーンとしたいのは、すべての人に機会均等を与えなさい、 初私言わなか



ったんですがね、町のちょっと方針を伺ってですね、それでいってほしい、こういうことに

ですね、町にちょっとどうか問いただしたところでございます。具体的にどのぐらいですね、

今回の補正組まれておりますから何人ぐらいがいけそうか、ちょっとこの辺についてお教え

願いたいということでございます。

はい、総務部長！議 長

来年度の事業として、一応前にもお答えしたと思いますが、現在申請している事業総務部長

内容の中で新しく人間を雇う場合に何人かという計算になりますと、実質で現在の決定を受

けてる中では十四、五人程度というような事業内容でございます。ただ延べ日数がございま

すので、この辺で雇える人数は延べで勘定しますとちょっと多少は変わってくるという状況

でございます。

それから役場の方で雇う機会というのは、いわゆるパート的な職員あるいは臨時的な職員

としての雇用を十分に考えていきたいということを思っております。それと職場に応じた、

仕事の内容によって年齢層も変わるということでございますので、その辺に応じた、年齢層

に応じた職種というよりも職域と申しますか、その辺の適用できる年齢層の方をパート等で

雇っていきたいということで積極的にこういうことには取り組んでいく姿勢でおります。

坂口議員！議 長

いま具体的に十四、五人という数字が出ました。これは立派なことですよ、いま１２番議員

までゼロだったんですからね、これ。これ何でも物事というのは１人からスタートするんで

すよ。これをすぐ十四、五人に、私が言うたらすぐそのぐらいいきたい、こんなんなかなか

回答いままで具体的な回答出たことありますか、ないんですよ、こんなん、ないですよ、こ

れ。町に言うてるのはすぐ対応しなさい、対応したらすぐパッとこれだけいきます、そのタ

イミングをみんな待ってるんです、町民というのは。だから言うたらすぐ返答が出る、やっ

ぱり町にもやる気があるんだなというのがここで姿勢が見えてくるんですよね。私はこうい

うことを大切にしたい。まず一歩を踏み込まなくてはいけない、これが大切でございます。

そしていま伺いました、積極的にね、パートなり、そういうのを採用していきたい、こう

部長さんが大きく力強く述べられたところでございます。こういうことも私いままであんま

り聞いたことないんですわ、やっていきます、いやいままでそれは難しいですねという返事

は何ぼでもいただいたんですよ、難しい返事というのはね。それは考えてますとかね、それ

はなかなか難しいなと、ところがいまいや私もやっていきます、こんなぱっといった返事と

いうのを私１０年間議員してるんですよ、いままでなかなかもうたことないんですわ、なか



なかもうたことないんです。やはりこの辺もですね、行政が取り組む姿勢、返事出てきたん

かなということで、この１番の質問はこれで終了したいと思います。答弁もっとありますか、

あるならしてくださってもいいですよ。

２番目についてちょっと伺います。平成１４年度、ここなんですわ、来年度の予算。いま

もちょっと言われましたけどね、来年度の予算組み、いまいろいろいろいろ各部門から出て

おりますね。各部門、私もちょこちょこ聞くんですよ、どんな予算ちょっと上から言われて

んのと聞くとね、いや１割減らしなさい、減らしなさい、減らしなさい、減らしなさい、こ

ういうことをいっぱい聞いて、もっと１割削減、削減せよと、私はこの部門についてはね、

減らすんじゃなくて増やしなさい、こういうことについては予算を増やしなさいと、こうい

うふうに主張してるとこです。減らす、よろしいよ、減らすとこも減らす、全部減らすんじ

ゃない、減らすとこ、増やすとこ、めり張りをつける、こう言うんですね。１４年度につい

て雇用対策で増やした分はどういうとこですか、これについて私は具体的に聞きたい。減ら

したいとこはもういっぱい聞きました、経費削減何やかんやとか言うてね、そういうことじ

ゃなくて１４年度はこういうとこを、苦しい中でも増やしてる予算、苦しい中でも増やして

る予算。いい質問出ましたね、議員の、そこも考えてもらわなあかんですよ。増やしてると

こをひとつお聞かせください。これは１４年度の大きなポイントとなると思うんですよ、サ

ラリーマン層多いですからね、この辺苦しいけどここは予算増やした、雇用対策も増やした、

これについて２番目ちょっとお聞きしたい、このようなことでございます。

総務部長！議 長

来年度の予算編成の中で、先ほど山田議員さんにもお答えさせていただいたことで総務部長

ございますが、町長も答弁いたしておりますように、当然主要事業的な効果を求める事業に

ついては当然増額されるということで、それについてやはりどこかで倹約しなければ財源と

いうものは限られたものであるということで 大の効果を出したいということで、まず収入

の増加を目的としての税収の上がるように努力をしていきたいということも考えております。

それからなるべく補助金等を取れる事業を採択していきたいということでございます。それ

から先ほど大変お褒めいただいたわけですが、これ民間に委託して雇用される、創出される

人間でございますので、直接役場が雇うという状況ではございません。ただ役場が直接雇え

るという方法としては、雇用を機会均等の与えるという意味で、やはり職域に応じたパート

職員等を募集していきたいという方針でございますのでよろしくお願い申し上げます。

坂口議員！議 長



私ちゃんとわかって聞いてるんですから心配しなくていいです。ちゃんと予算書１２番議員

見てますから。

時間もちょっとございませんので、次３番行きます。この３番目ね、パート職員、このよ

うに雇用を行っていきます、これもまた返事いただいてるとこです。役場のね、家庭の主婦

の方が私とこによう仕事、パートないですかねということで来られるんですけど、なかなか

現実ね、町内スーパーにしろ何にしろもうなかなかないんです、現状はそうです。やはり役

所は積極的にいまパートとかですね、採用していただきたい。それについてちゃんとこれか

らも直接パートあるいは臨時などをとっていく予定でありますと、こういうふうな返事をも

らいました。その辺についても、残業についても平成１２年は４，６６０万円、このような

金額を払っておりますという具体的な、これ初めてですね、私もこういう数字出すのは初め

て、聞くのは初めてですわ、年間四、五千万円がですね、残業代に行ってると、こういうこ

とですね、この辺も我々もちょっと頭に入れといてですね、この辺の数字もね、まだまだ絞

り出す原資、なかなか原資ないとこんなん発注もできないんです、なかなか原資的なことに

ついてもこの原資の一つということでですね、考えていただきたいというのが願いです。私

別に月給下げって言うてるんじゃないですよ、月給はそのままでよろしい、こういうところ

も一つのまた原資となるのではないか、一つのポイントとして取り上げたとこでございます。

３番目の、要するに 終まとめ、私の言いたいのはね、積極的に町でパートなり臨時をね、

雇いなさい、増やしなさい、こういうことをちょっと述べているところでございます。平成

１４年度もですね、現在そういうふうなことで雇用を行っていくということを聞きました。

ちょっと１、２、３まとめてですね、ちょっと町長にお伺いしたいです。

町長もね、行政の職員、いわゆるサラリーマンの出身ですからね、この失業したときの怖

さとかね、失業したときのしんどさ、よくご存じと思います。そこでここ町長の任期の期間

中はですね、人に対するですね、人に対する、特に町内不況産業、町内不況産業、それに対

するお仕事を出す、このようなことについてですね、町も積極的に仕事を渡していきたい、

町民に対して仕事を出していきたい、このようなことについてちょっとお聞かせ願いたいと

いうことで、私は直接町でね、パートなり雇ってください、こういうふうなことを言ってお

ります。そういうふうなことについてちょっと町長お考え、自分なり、いままで行政職何十

年とね、やってこられました。サラリーマンのずっと一生、鏡のような感じでですね、サラ

リーマンされてきたとこでございますのでね、サラリーマン層の悩みというのもよくご存じ

と思います。その辺についてもちょっとサラリーマン層の防波堤となってですね、町長の大



きな決意を示していただければサラリーマン層も安心すると思います。その辺についてちょ

っとまとめて雇用対策関係についてお聞かせ願いたいと思います。

町長！議 長

いまご質問がございました。役所は 大の不況対策機関というようなこともおっし町 長

ゃっておられまして、私も少々疑問に思うところがあるわけでございまして、果たして役場

が町民の皆さんのリストラに遭うた人を役場は雇用できるかどうか、雇用するところは役所

かどうかいうところがある意味では疑問で持っているわけですね。しかし国はいま政策的に

こういうことをなされているわけでございますが、私どもは財政上、非常に厳しい状況でご

ざいます。税収も落ち込んでおるわけでございまして、少数精鋭で頑張っていこうと、いま

まで８の力を持っている人は１０の力出してもらったら少々退職者あっても補充しなくても

いけるという思いで私実はハッパをかけているところでございまして、随分退職をなさいま

した。今年度は採用しないんです。職員の皆さんに非常にご苦労をかける、ご苦労をかけな

がら、まだ時間外勤務をするなというふうなとこまでやっているわけでございまして、与え

られました８時間でしっかり頑張ってほしいという思いで皆さんに申し上げているわけでご

ざいますが、できればこうした補充のすべきところは非常に苦しい状況にいま陥ってると思

いますが、補充すべき単純な労務については極力パート等の雇用でこの場をしのいでいこう

ということでいま幹部で会議をしているところでございます。

役所が、先ほども議員おっしゃっていましたように電灯がついておる、夜遅くまでついて

る、このときに町民の皆さんは電気を消し忘れてんの違うかと、こういうことで言われると

非常に心外でございまして、職員が一生懸命頑張っている、しっかりやっていただいてるん

ですが、これは住民の評価というのはまちまちでございます。もう少し役所はよく頑張っと

るなと言われれば遅くまで仕事してもいいと思いますが、中にはいろんなご意見があるよう

でございます。私どもは一生懸命住民から信頼されるためにひとつ頑張っていただこうと、

そういう思いでございます。

また職員に８時間の与えられました労働の中でやっていただく、健康に留意する、１０時

間も１２時間も仕事を続けることそのものがやっぱり健康上問題でありますので、こうした

ことにつきましては管理職がちゃんと仕分けをして、雇用創出につなげるように考えていこ

うという思いでいま続けているところでございます。お答えになったかどうかわかりません

が、私の思いをお伝えをしたところでございます。

坂口議員！議 長



雇用創出につなげていきたい、このようなご回答いただきました。これを肝に銘１２番議員

じてですね、忘れないようにひとつ頑張っていただきたいということでございます。

４番目、これについてはですね、勉強していろいろメリット、デメリット研究してると、

こういうふうなことでございます。さらに励んでですね、うちも３丁目、清掃センター持っ

てますので気張ってですね、邁進していただきたい。

時間も迫ってきました。これからね、ちょっと朝いうとめっきりと冷え込みがですね、厳

しなります。どうか町長におかれましてはね、体調には気をつけてですね、私と約束したこ

のね、雇用対策、これについて全力で尽くす、このようなことをいただきましたので体調を

気をつけて日々に邁進していただきたい、このようなお願いを申し上げまして私の質問終わ

りといたします。どうもありがとうございました。

以上で坂口君の一般質問は終了いたしました。議 長

しばらく休憩します。

（Ａ.Ｍ.１１：３０休憩）

（Ｐ.Ｍ. ２：０２再開）

休憩を解き再開します。議 長

次に青木君の発言を許します。 青木君！

それでは議長のお許しを得ましたので発言をさせていただきます。１０番議員

皆様もご存じのように皇太子殿下には内親王敬宮愛子様がご誕生され、まことにおめでと

うございます。暗いニュースの昨今、これで国民も、そして経済も広陵町と同じく元気が出

ればまことにありがたいと大いに期待をしているわけでございます。なお少し残念ながら、

いま現在本町には男の子１名が同じ誕生日で出生届があったと先ほど聞いております。まだ

出生届にも期限が、時間がありますので、また増えるのかなということで期待をいたしてお

ります。

さて本題に入らせていただきます。本町の町長のおっしゃる元気なまちづくり実践のため

開かれた役所に、そのための人、いわゆる職員づくりについてでございますが、いま職員さ

んの胸を見ますとかぐや姫の町広陵にかわり、元気で優しいまちづくりというプレートが下

がっております。これも町長のおっしゃる職員の意識づくりの一つかなと解釈をいたしてお

ります。その実践として職員とともに知恵を出し、汗を流して、その方法を考えたい、職員

はみずから変革をして仕事をする、このことは言葉では簡単でございますが、私自身に置き

換えましてもできるかな、とても自信がないのが現実でございます。これが開かれた役所の



第一歩と言われております。このことは私なりに解釈をさせていただきまして、町住民から

見て質の高い職員さん、すなわち明るく優しく親切で、そして的確、当然なことでございま

すが、役所に相談をしてよかった、進んで税金を払いましょうというような気持ちになって

いただくこと、しかし善良な住民ばかりではありません。一般住民を守るためにも時には厳

しい姿勢で対処することも忘れてはならないのかなと思っております。

また同時に仕事のできる人をつくるのも大変大切でございます。武田信玄の言うこと、人

は石垣、人は城、ソフトとハードのよいバランスが大切という言葉もあります。町長は１０

月に組織改革をされて出向く行政の実践を提言されました。私も大いに賛成であります。そ

れはいままでのように町の行政では数多くあり過ぎるほどある住民ニーズを的確に選択して

理想である 小投資で 大の効果と先ほどもおっしゃっておりましたが、それに至らずとも

より効率的な行政、そして今後なぜか特によりえらく急がされているように思う合併も視野

にした行政の減量化、効率化、それに向けての人材、いわゆる職員さん育成にどう具体的に

取り組まれるのかお尋ねをいたします。よろしくお願いをいたします。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいま青木議員からご質問がございました元気なまちづくりのために開かれた役町 長

所にと、またそのための人づくりについてのご質問でございます。

答弁は、職員の人材育成の取り組みにつきましては、研修の三つの柱であります自己啓発、

職場研修、職場外研修を計画的に実施しております。特に職場外研修におきましては、奈良

県市町村会館管理組合主催の市町村職員研修会や高度な知識や技術を身につけるために社団

法人日本経営協会の専門研修及び中央研修施設市町村アカデミーにも職員を派遣しています。

現在１２名の若手職員による自主グループで合併問題研究会が発足し検討を願っているとこ

ろであります。今後は接客マナーを高めるため接遇研修を定期的に実施してまいりますとと

もに、市町村合併を視野に入れ、市町村間の人事交流も行ってまいりたいと考えております。

さらに管理職員につきましては、町内の有識者の意見、知恵を直接聞く定期的研修会を計画

しております。地域で生きる一員として、住民とともに地域の問題を語り合い、考え、解決

に努力する職員の育成に積極的に取り組んでまいります。

私は初めての選挙の洗礼を受ける立場で町民の方々に直接触れ合い、生の声を聞き、改め

て大きな声に負けてしまいがちな小さな声を尊重しなければならないとひしひしと感じまし

た。職員に対しましては、住民の方々から税金をいただき働かせてもらっているという意識

を常に持ち、何を求められているか、何をさせてもらうべきなのかという気持ちで仕事に取



り組むよう庁議及び部課長会を通じ周知し、意識改革を図っております。職員とともに町民

本位の行政を展開してまいる所存でございます。以上のとおり青木議員の質問にお答えをさ

せていただきます。

青木議員！議 長

町長にとって渡りの船の質問をしてしもうて失敗したなと、こういまちょっと思１０番議員

っております。これは冗談です。

大変優等的なご答弁で非常によかったと思っております。しかしね、私自身、先ほど来も、

またきのうも議案説明の中での議論にも多少ちょっと出てましたが、さすがね、私自身思う

のは広陵町の職員さん、役場の職員さんはね、先ほどもちょっと出てましたが、非常に選ば

れた、まさに優秀な人たちの、また優良な企業で仕事をしていただくというぐらいに、その

ぐらいに立派ないわゆる組織で生活、いわゆる仕事をし生活をされている、ある意味ではね、

うらやましいという立場の人だなと、これは私もそうですが、一般の人も思っておられる人

もおります。その言葉の反動で役場職員さんに対して、多少言葉遣いが荒くなっていること

もあると私は思っております。そういうことでございますので、全体的に見て非常にうらや

ましがられている職業についておられるということをまず自覚しておられるかどうか知りま

せんけど、そういうように私は感じておりますので、その観点からいきたいと、こう思って

おります。

よくいま現在、町長もおっしゃりましたが、答弁していただきましたが、研修、いろいろ

受けていただいているようでございます。大変ありがたい、当然結構なことだなと、こう思

うわけでございます。ただ学校で大変失礼で、学校を例に出して失礼ですが、学校でよくや

る三者懇談何回したとか、いろんな問題が起こったらやった、ちょっとそれ誤解のないよう

に、たとえばそういう意味での、それを一たんやりましたよ、１回プロセスとしては経験さ

せましたよとかやりましたよ、マニュアルどおりに通しましたよと、消化しましたよという

ような考え方では何のためにやってんのかなということになるわけでございます。ただ町長

も意気込んでおられるし、まして 初の日でございますから、職員さんの意識改革をやると、

こうおっしゃっておるわけですから、まさに職員さんの意識を変えるというのは、まず首長

の姿勢がまず第１点でございます。それによっていろんなことが動くわけでございます。ま

してや特に地方自治体においての、また直接選挙で選ばれました首長のその力というのは非

常に大きいものでございますので、そのように町長がリーダーシップをもって職員改革をや

るということのまずステップが一番大きなウエートを占めるわけでございます。そういうふ



うに私は思っております。

よく民間の長所をどんどんどんどん吸収していくというの、これは当然当たり前のことで

ございますが、しかし正比例するような感じもしますが、官のいいとこもあるわけでござい

ます、官、いわゆる民間じゃない官僚機構のまたいいとこもあるわけです。それもやたげた

に否定するというのもどうかなと、これは専門家でございますから皆様の方がよく認識され

ておると、こう思うわけでございます。我々議会議員においても、また町長においても好む

と好まざるにかかわらず４年に１回町民の皆様に選択をしていただくという、まさに現実的

な危機感を持った選挙を通り抜けるわけでございます。４年間の総決算をおまえはペケだ、

マルだとはっきりと数字に出してされるわけでございます。非情なる危機感を持ってるのが

我々の立場であります。町長も一緒と思います。その意味では職員さんたちにおかれまして

は、そのような奇抜な危機感はないと思います。

それと先日も出てましたが、いわゆる職員さんにあるいい意味での危機感を持っていただ

く、すべてが危機感を持ったらいいかというたらそうじゃなしに、いい意味での危機感を持

っていただくということが大事じゃないかなと。きのうもある議員から降格人事のお話も出

てましたし、町長の答弁もありました。私はこんなことは、当然法律的にはいいと思います

し、こんなん当然なこと。ただそれを実効できるか、断行できるかできないかは、これも首

長さんの非情なる決断にかかるわけでございます。何もいじめとかそういう意味じゃござい

ません。本当の意味で住民の皆様の血税をいただいて公僕としてやっていただく、それがマ

イナスになるようなことの職員さんであれば、当然ペナルティとしては降格人事ということ

も当然やっていただきたいと、こう思うわけでございます。

その意味で研修におきましてもいろいろお聞きしましたが、私思いますねけどね、合併と

いう問題も当然含めて、いままで県に行くとか上部組織、機関に研修に行くとかあったと思

います。今後どこかでちょっと書いてたように思うねけど、自治体間での横の研修というの

があるように聞いておりますし、私それも一つのね、いいとこじゃないかなと、何も上部に

行って教えを請うというのも当然ですけど、そうじゃなしにちょっと違った意味の場所であ

るその自治体に横の組織の流れの中で研修に行っていただいてもいいんじゃないかなと、こ

ういうように思うわけでございます。

そして民間企業への、よく話題にもなっておりましたが、サービス業に派遣をしたり勉強

に行かせたりしている自治体もあって、効果のほどはどうかなというとこもあったようにお

聞きしておりますが、さまざまなる機会があると思います。しかし一番大事なことは何でそ



んなとこおれ行かんなんねやろうな、要らんなとか、こんなん行ってももったいない、むだ

なことや、帰ってきたらみんな忘れんのにというようなことないと思いますけど、そのよう

な意識の中で行っていただいたら、これは時間のむだになるんじゃないかなと、こう思うわ

けでございます。

そのようなことで、この間ちょっと本読んでますと、いわゆる職員さんに対して、まず広

陵町に置く政策提言の機会を与えたらどうかな、そして次期のいわゆる予算編成においてそ

れを具体的に採用する、また採用できない場合はこういうわけでそれは採用できないんだと

いうように採用のできないことも明示をしていって、その人に、提言された人に知らせてい

くというような一つのリアルな感じで、極端に言うたら町長になったつもりで立案をしなさ

いとかいうような気持ちを与えていく、それを現実に、当然みんなできませんけど、それを

採用しない場合はこうであるから時期尚早であんねや、尚早であるとかいうように明確に出

していかれたらどうかなと、こう思うわけでございます。そして行政運営に参画してるんだ

と、ただ言われた仕事をこなしてる事務屋じゃないんだというように思っていただいたら非

常により町長がおっしゃる元気な町どころか、ひっくり返るほど走っていく町になるんじゃ

ないかなという期待を持っているわけでございますので、何かあちこち飛んだような質問に

なりましたが、ちょっとその点の２回目の答弁をお願いしたいと思います。

はい、町長！議 長

いろいろの提案をいただいたところでございまして、元気なまちづくりにはいろん町 長

な方策があるわけでございます。私は元気で優しい、また人に優しい、また人がそれにこた

えていただくために人が優しい、そんなまちづくりをさせていただくわけでございますが、

これの方策というのは、ことわざにもございますように、鳩に三枝の礼ありという言葉がご

ざいます。ハトでさえ礼儀を保っているわけでございまして、私ども職員が基本姿勢であり

ます礼儀正しさ、そして笑顔であいさつができているかどうか、これらはもう基本でござい

ます。名札をつけさせていただきました。つけなくてもいいんですが、あえてこれをつけさ

せていただいているわけでございまして、議員おっしゃるように明るく、優しく、親切とい

うのもこの名札に心あらわしているわけでございます。いま大変な時代でございます。大変

というのは大きく変わると書くわけでございまして、この町を大きく変えていく、それぐら

いの姿勢を皆さんお持ちをいただこうということでいま頑張っているわけでございます。

ご提案いただきました政策提言の機会を与えよということでございます。まさに皆さんと

一緒にこの町をしっかりいい町につくっていこうという、そういう思いをここで言っていた



だきました。私ども機会あるごとに職員の参画を求めておりまして、これすら意識改革でご

ざいます。その集まり集団が元気な広陵をつくると、こういうように自負いたしているとこ

ろでございます。選ばれた職員ということで適材適所に配置をする、これもスムーズな答え

を出してくれると、このように確信をしているところでございます。特に職員だけでなくし

て、私も高齢者の集まりとか区長会でも申し上げておりますが、笑顔であいさつのできる、

みんなで隣近所の子供たちにお声かけをしようではありませんかと、これも大事な青少年の

非行をなくす運動にもつながっていくわけでございまして、隣近所が物も言えない、そんな

いま社会ではないかと思います。区長会、老人クラブ、各種団体を通じて、地域の皆さんが

互いに語り合う、話し合いのできる、お声かけのできるような社会づくりをさせていただき

たいと思います。

特に真美ヶ丘の小さな子供から手紙をいただきました。私の家は核家庭です。おじいちゃ

ん、おばあちゃんおりません、そんな手紙をいただきました。おじいちゃんとおばあちゃん

と話をしたいですという、よそさんの高齢者と話をしたいという子供たちが訴えをしており

まして、町の交通の街頭指導におじいちゃん、おばあちゃん立ってくださいと、毎朝そうい

う人と話をかけて私は学校行きたいです、こういう申し出をはがきをいただいたわけでござ

いまして、子供たちのいまそんな願いがあるわけでございます。議員はいつも交通安全にお

立ちをいただいているわけでございまして、いつもお声かけをいただくということが私は子

供たちに大きな夢を与える、自信を持っていただく、非行青少年をもなくす、そんな大きな

広がりがあるのではないかと思います。私はそんな応援を広陵町の町の職員が立案をしてバ

ックアップをしていただければいいまちづくりができるのではないかと、そんなことを思い

ながら政策実現に向かって努力をしているところでございます。お答えになったかどうかわ

かりませんがそんな思いでございます。

青木議員！議 長

決意表明を聞いてるようで、そのとおりでございます。町長ね、いろいろこれか１０番議員

らどっちにしてもハードルというのは、これ越えんなんいかんハードルはもちろん清掃セン

ターの解決、そして合併問題ということあるわけですわね。これを越えるも越えないもね、

やっぱり職員さんの意識をしっかり持たせて、町長がきちっと指針を出して、そしてそれに

邁進をしていくという、これはチームづくりというのかね、これが一番大事。もちろん我々

議会も、議会人としても立場は議会という立場でそのように私らもそのつもりで困難に当た

っていくのも、これ何のために、みずから手挙げて立候補してきてんから、それは当然なこ



とだと、こう思っているわけでございます。その意味で今後越えなくてはならないハードル、

町民とともに、まして職員さんを引き連れてという形になるわけでございます。そういうこ

とで合併というのはこれ非常に私はあまり慌てることはないという気持ちで意識は持って、

考えは持っているわけでございますが、しかし国の施策というのは、地方のことはあんまり

構わなくというぐらいに進んでくることは間違いないと思うわけで、そのことをまず合併と

いうのはむだをなくしていくというのか、スケールメリットを出していくということでござ

いますので、我々も非常に厳しい選択をしていかないかん、町長も当然そうです、特にまた

職員さんにおいても合併が現実に進むことによって、やっぱり先ほどの坂口議員の話じゃな

いけど、リストラということが当然組織が大きくなれば、またむだを省いていくということ

になっていくのがねらいと、こう思うわけでございますので、その意味で私自身広陵町の職

員さんは非常に優秀であるということにいつも感じてるとこもあるわけでございますので、

その優秀な広陵町の職員さんが合併とかいろんな問題で他の自治体の職員さんたちに遅れを

とるようなことであれば残念だなと、こう思うわけでございますので、老婆心でございます

が、釈迦に説法、失礼でございますが、町長、その辺のことをしっかりとリーダーシップを

もってやっていただきたい、こういうことでございますのでよろしくお願いします。

以上で青木君の一般質問は終了いたしました。議 長

次に松野君の発言を許します。 松野君！

では１回目の質問を簡単にさせていただきたいと思います。５番議員

まず第１番目なんですが、ごみ処理施設についてでございます。これにつきましては、こ

の議会の中でＲＤＦの問題では４人目の質問ということになるわけです。このＲＤＦの視察

に行きましてＲＤＦの問題点、引き取りに対する不安感がですね、視察に行った議員の中で

大きく広がった一つのあらわれであろうかというふうに認識しているわけであります。この

ごみ処理施設、住民合意で一日も早い解決を図ることを提案するところでございます。

まず第１に、これは片岡議員も質問いたしまして答弁が重複するようであればカットして

いただいて結構です。古寺との話し合いの報告です。

二つ目がＲＤＦの問題点が一層明らかになりましたが、どのように考えておられるのかお

聞きをしたいと思います。

そしてまたいまこそですね、原点に立ち返ってどのような処理方法が一番この広陵町にふ

さわしいのか、住民参加のもとで住民合意で見直すべきであります。簡単に書いてあります

が、もう答弁の方はご用意されておりますので質問の方も簡単に進めたいと思います。



２番目、独居老人のサービスの充実でございますが、これは秋にですね、１人で亡くなっ

ておられたという状態で発見された、こんな事件があったわけなんですけれども、このよう

な孤独死ですね、一般的に言われております、を広陵町で繰り返さないための対応について、

町の方の手落ちとかそういう問題では全くありません。しかしこのような悲しい出来事が起

きたんですから、これからの老人問題大変な重要な広陵町の課題になってまいりますので、

これを機会に広陵町としてどのような検討をいただいたのかお聞きをしたいと思います。こ

の点については４日前にヘルパーさんが訪問されて、そのときは大丈夫だったということも

お聞きしているところでございます。

また二つ目、だれもが利用できる緊急通報システムに改善をですが、この方はですね、緊

急通報システムをお持ちでなかったんですね。広陵町は前６月の議会にも質問させていただ

きましたように、大変緊急通報システムの利用率が低い、今回、いまの段階で３３人という

ことですから、他の自治体の、當麻町でしたら九十二、三人の方が、６月議会の数字ですけ

れども利用されている、広陵町が人口多いのにもかかわらず３３人という大変少ない状態で

あります。この緊急通報システムの改善をしていただきたいと思います。

また毎日の配食サービスなんですけれども、この配食サービスもやってる自治体たくさん

あるわけですし、配食サービスの検討をしていただきたい、配食を届けに行く、食事を届け

に行くことによってその方の状態が一定把握ができることになるわけです。

三つ目の問題です。まちづくりについてでございますが、社会教育ゾーン整備についてな

んですが、これは社会教育ゾーンということで図書館の前の空き地ですね、あそこを青少年

教育施設にということで検討されていましたが、その後ばったり声を聞かなくなりました。

現在どのような状況で検討されているのかお聞きをしたいと思います。

それから仮称と言っていいのかどうかわかりませんが、すみれ作業所の改築といいますか、

新しく新設をすることは前の障害者計画あるいは林田町長、当時のですね、時代からですね、

すみれ作業所の方と約束をされていて、新しく平岡町長になられましてまだ見通しが立って

いない状況の中で障害者の皆さんが総合的に集う施設が必要なんじゃないかと考えていると

町長の方からお聞きしました。そこで障害者センターの建設計画についてどのような構想を

お持ちなのかお聞きをしたいと思います。

三つ目が第三小学校予定地の活用でございますが、真美ヶ丘の中には広いスペースでの公

共用地の確保といいましたら、あと第三小学校予定地しか残っていない状態です。もしこれ

を手放してしまったら、公団の言いなりに手放してしまったら、今後のまちづくりの中でビ



ジョンすら描けない状態になります。その第三小学校予定地の活用についてどのように認識

していただいているのかお聞きしたいと思います。

４番目、男女共同参画事業についてでございます。これは委員長報告の中にもございまし

たけれども、大須賀町の方に委員会視察に参りました。そのときの伊藤町長の熱意と、それ

から大変魅力的なお人柄に参加した議員の皆さんは本当に関心されていたというふうに思う

わけですけれども、この町長が就任されまして 初に掲げられた公約、町民が安心して暮ら

せる豊かな町を建設すると、この公約を守るためには町民総参加のまちづくりがどうしても

必要だということで始められたんですが、しかし行政の諮問機関とか各種の外郭機関を見ま

すと委員のほとんどが男性、また各種の懇談会の出席者も女性の参加が大変少ない、町長の

目指す町民総参加にはほど遠いという現実を認識され、そこで町民総参加を前提にしながら

女性の共同参画事業、女性の発言の場を、あるいは活動の場を大いにつくっていこうという

ことで男女共同参画事業、これは国の方の法令に沿った形で進められたわけですけれども、

いろいろ女性の方の活躍あるいは参画の中でハートフルプランをつくり、また男女共同参画

事業宣言、それから今度は条例制定に向けていま調査、研究を進められているという状況な

んです。広陵町の方でも何回か男女共同参画事業については質問をさせていただきましたが、

なお一層ですね、この平岡町長、町民の皆さんに、多くの人に相談しながら町政を進めたい

と 初におっしゃっておられました。それを実現するためには、やはりこの男女共同参画事

業のような場をかりながら、大いに進めていくこともしていただきたいと思いますので、男

女共同参画事業についてのご質問をさせていただきました。

それから 後５番目、学童保育の充実についてなんですけれども、この学童保育、真美ヶ

丘第二小学校の方の学童保育なんですが、ことしの春からオープンいたしました。当初は学

童保育は校庭の西側の公園のあたりで企画していただいていたんですが、もしそこで計画ど

おりに進められていたらこんな問題起きなかったんではないかと、大変残念に思うわけです

けれども、この場所が住宅地の道路、角っこのところに道路に面して建設された中でですね、

交通安全、自動車通り抜けの道になっておりますので自動車もたくさん通りますし、そうい

う不安等たくさんございます。詳細がこの通告書に書いてございませんので、具体的な詳細

の中身については２回目の質問のときにさせていただきたいと思います。この住宅前の学童

施設について何か対応、改善策を練っていただきたい、このことと、それからそういう場所

ですから地元の公園使って遊んだり、いろいろ地元の子供たちと一緒になって過ごしている

時間もかなりあるわけなんです。そういう中でちょっとしたトラブルが起きました。これは



具体的に言いませんが、町の方でも対応をいましていただいておりますし、よくご存じだと

思いますので詳しいことは申し上げませんが、このようなトラブル、いろんな想定が今後で

きるわけなんですね。またそういう部分について学童の指導員さんも、それから保護者も、

またご近所の方も、もちろん児童も大きな不安を抱えることになっています。このようなト

ラブルが起きたときに町の責任、どのように考えていただいているのかお聞きしたいと思い

ます。以上１回目の質問終わります。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

ただいま松野議員からご質問がございましたことについてお答えを申し上げます。町 長

まず初めのごみ処理施設は住民合意でということでございます。一日も早い解決を願って

いただいていますことに感謝でございます。古寺区役員の皆様の説明は先の山田議員にお答

えしたとおりでございますが、同意いただけるよう頑張ってまいりますのでどうぞよろしく

お願いを申し上げます。

ＲＤＦについてのご質問は、松野議員の思いやりと受け止めました。日本下水道事業団と

引き続き協議を続けてまいりたいと存じます。古寺区に対してＲＤＦ施設建設でお願いをし

ていますことをご理解をいただきご協力をお願いいたします。

次、独居老人へのサービスの充実をということでございます。三つの質問に対し一括して

お答えをさせていただきます。

まず 初の質問ですが、地域にともに生きる者として、地域の老人友愛チーム仲間や隣近

所との声かけ運動のほか、民生委員さん及びホームヘルパーによる定期的な巡回が行われて

おります。今後におきましても、ともに生きるまちづくり運動として現在の方法を維持いた

したいと思います。

緊急通報システムにつきましては、近隣の方々の協力により地域で支え合い、ともに生活

するため、日常の生活支援や緊急時の連絡手段として希望者に設置いたしております。この

システムは広域消防との関係から、香芝市における緊急通報システムと同一のシステムにな

っていることから、現在のところ変更する考えはありません。また現在のところ受信状態で

のトラブル回避のための協力もいただいております。

配食サービスにつきましては、福祉サービス事業の一環として現在ボランティアもくせい

グループの方々が月２回、季節の食材を持ち寄り調理願った後、おおむね７０歳以上のひと

り暮らし老人１０５人に対し民生委員の方々によって安否の確認を兼ね、お声かけ運動とと

もに配食していただいております。現在のところ毎日のサービス実施については考えており



ませんが、ボランティアグループの育成と回数増は検討しているところでございます。

次、３番目でございますが、まちづくりについて、社会教育ゾーンの整備についてでござ

います。町立図書館南側の用地の整備でございますが、これまで社会教育ゾーンの整備に関

する懇話会を設置し、青少年野外活動センター整備を進めるべく検討内容を踏まえ、平成１

２年度に基本計画書を作成したところであります。実現には図書館及び竹取公園のイベント

時の駐車場としての利用問題、青少年野外活動センター計画の箱物施設や多目的広場として

の利用形態など、さらに検討の必要があると感じております。こうした限られた貴重な用地

でありますので、今後も慎重に善処してまいりたいと考えておりますが、現状におきまして

も図書館や竹取公園の利用者の駐車場として、また町内外からＰＴＡ、ボーイスカウト、子

供会がスポーツ活動及び炊き出しなどのキャンプ的活用やハイキング途上の休憩所、さらに

親子の触れ合い事業としての利用を見たとき、有効に利用されているものと認識いたしてお

ります。

次にまちづくりについて （仮称）障害者センターの建設計画でございます。ご質問にあり、

ます障害者センターの建設計画については、建設の必要性は十分理解しております。現在関

係方面と協議しながら種々検討を行っているところであります。

まちづくりについての第三小学校予定地の活用でございます。第三小学校用地につきまし

ては、これまで都市基盤整備公団から学校建築をしないなら低層住宅用地への転換目的で返

還願いたいとする申し出があります。しかしながら現在も宅地開発が行われている状況の中

で、真美ヶ丘第二小学校においては児童数の増加が見込まれ、今議会におきましても増築予

算を上程させていただいているところであります。今後もこの地域の住宅開発における分譲

の速度においては、その入居状況が不透明なことから、現在は真美ヶ丘第二小学校の児童数

の定着時まで第三小学校用地については保留願いたい旨の協議を済ませております。したが

いまして現状におきましては返還するか、あるいは公共用地として取得するかの具体的な協

議までには至っておりません。

男女共同参画事業でございます。男女共同参画社会とは、男性と女性がともに責任も喜び

も分かち合い、自分の能力を十分発揮できる社会づくりを行うことだと思っております。国

では平成１１年に男女共同参画社会基本法が、奈良県では本年７月に奈良県男女共同参画推

進条例が施行されていますが、広陵町では去年４月に人権教育のための国連１０年広陵町行

動計画を策定したように性別役割分担の払拭やジェンダーと呼ばれる社会的、文化的につく

られた性差が一部で残るところから、その改善などから男女共同参画社会を目指しておりま



す。つまり法令や行動計画などの制度は一応整備されたと思われる中で、今後の課題として、

いまも残っている人々の古い意識の変革をどうするかがあると考えております。このため町

内の男女１１名による委員会を設置して、平成１３年１月に男女共同参画社会のミニコミ誌

を作成し全世帯に配布し、固定観念の見直しを訴えるとともに、１１月８日、１５日、２２

日には県の女性センターと共催で男女共同参画社会セミナーを開催いたしました。また県内

１６市町村とともに奈良県市町村男女共同参画推進連絡協議会を組織し、制度の円滑で効率

的な推進を図っております。意識改革と制度の趣旨をＰＲしていく基本的な環境の醸成が必

要と考え、当面は男女共同参画社会を推進するための事業に力を注ぎたいと思っております

のでよろしくお願いを申し上げます。

後の質問でございますが、学童保育の充実でございます。学童保育中のトラブルについ

てでございますが、町の責任のあり方でございますが、すべて町に責任があるというのでは

なく、故意または不可抗力の状況により、その責任の所在を明らかにしなければならないと

考えます。

交通安全の問題等についてですが、児童の安全確保については指導員に施設からの飛び出

し、車両等の通行等に対し安全確認の指導徹底を喚起しておるところでございます。以上の

とおりでございます。

松野議員！議 長

まず１番目のＲＤＦ、清掃センター問題から質問をさせていただきます。下水道事５番議員

業団に視察に行きました。そのときに中尾参与も同行されておりました。中尾参与にお聞き

いたしたいと思います。事実確認をいたします。その公団との話し合いの中でですね、公団

の方が発言した内容を言います。もし間違っていたらうそだと言っていただいて結構です。

はっきりとしてください。

まずですね、事業の運営については明確にお答えすることが難しい、第三セクターの問題、

これは一致していると思います。それからＲＤＦの処理についてですが、平成１１年度７０

０トン、１２年度４，９００トン、１３年度現在１，５００トンと１３年度はかなり減って

いるということで、この原因は汚泥の量が多くなり、排ガスがＲＤＦは大量に出るのでたく

さんのごみが、汚泥が出てきた場合はあまり使えない状況の中で、いまこのような状態だと

いうことです。この引き取りなんですが、取引している自治体やら、また企業など困ってい

るところについては困っているところがあると思いますということですね。それからこの２

年間使ってみたけれども、ＲＤＦの塩素が悪さをする、そしてＲＤＦは軽いので排ガス中に



飛び粉じんが多くなる、そのような中で炉の傷みが早い、またプラス面としてはトン５００

円なのには魅力を感じるけれども、本当にＲＤＦが使えるのかどうか、研究する時間をいた

だきたい、このことは何回も繰り返しおっしゃっておりました。実証段階なので約束するの

は非常に難しい、また正式にお聞きしたということは全くない、さらに兵庫県内でもＲＤＦ

をつくるところが増えている、県外のものを先に優先的に受け入れて県内を受け入れない

ということは難しくなるだろう、以上のこと間違っていることがあれば指摘してください。

それからですね、この事業団には町長も行かれたと聞いておりますけれども、どなたがい

つ何回行っていただいたのかお聞きしたいと思います。

それからＲＤＦについてですね、清掃センターからですね、月刊廃棄物何冊も借りてきま

して、この中から少しＲＤＦの施設について触れてる部分についてご紹介をさせていただき

ます。これは新しい部分で２００１年の６月号で、ここの日本下水道公団も引き取っていま

した、ＲＤＦ引き取っていた御殿場市ですね、この御殿場市の状況なんですけれども、４月

２０日の議員懇談会で市長が管理者を務める御殿場市の広域組合のごみ固形燃料化施設ＲＤ

Ｆセンターについて撤退も視野に入れなければならないと述べた。本会議などではない懇談

会の場とはいえ、組合管理者が撤退に触れたのは初めて、同センターはごみリサイクル施設

として期待を集めたが、建設途中からトラブルが相次ぎ、１９９９年３月の完成後もごみ固

形燃料化を自家消費する計画がダイオキシン対策の不備でとんざするなど思惑どおりに機能

していない。またこれも新しい部分ですが、山口県の１市２町がやっている県内のＲＤＦの

カルストクリーンセンターなんですけれども、持ち込まれるごみの中に布がたくさん入って

いて、それが機械に巻きついて何回も何回も停止しているということで大変困っているとい

うことが載っております。また枚方市の枚方市東部整備部東部施設課係長のカワシマ氏がこ

の中に寄稿をしているわけなんですけれども、このＲＤＦについて本当にごみ処理技術にな

り得るのか、新時代のね、こういう論文を寄せておられます。これについて詳しくは触れる

時間ありませんけれども、純粋に燃焼を考えた場合にもＲＤＦは燃料として大変効率が悪い

ということを指摘されております。そしてこのような問題点を指摘しながら、専門家という

枠にとらわれないで素人も当事者としてかかわっていくような評価システムが２１世紀の課

題だろう、情報の公開と提供、住民のチェックなどはその前提になるということで、また後

日お読みいただいたら結構でございますが、少しペラペラと見ただけでも幾つかのＲＤＦの

燃料化についての疑問点といいますか、問題点が掲載されています。このようなＲＤＦなん

ですけれども、先ほど町長の方も山田議員の質問の中でほかの方法も検討しなきゃいけない



という、ちょっといま正確でありません、いまメモしてたのがちょっとわからないので、検

討する必要もあるという内容の答弁もいただいたわけですけれども、いまこそ思い切ってで

すね、本当にこのＲＤＦが純粋にですよ、この広陵町の施設として適切なのかどうか真剣に

見直す必要があろうかと思いますが、この点についてお聞きをしたいと思います。２回目そ

れでお願いします。

環境部参与！議 長

それではお答えいたします。環境部参与

私も一緒に松野議員と同じ日に研修をさせてもらいましたので同じように聞いてましたの

で、この聞き方といいますか、どういう解釈をされたのかわかりませんが（５番議員「解釈

じゃない、事実かどうか ）松野議員のご質問の中身のことの部分だけを説明させてもらい。」

ます （５番議員「説明ちょっと議長、時間ないから間違ってるなら間違ってる、そんだけし。

か言わないでください、時間が…… （１３番議員「解釈の仕方もいろいろあるやんけ ）。」） 。」

（５番議員「解釈じゃない、言葉どおりメモしたやつ言うてるんだから。事実か、うそつい

てるんだったらうそついてるだけ言ってくださったら結構です ）。」

炉の傷みはですね、ＲＤＦを使うことによって炉が傷むという部分の話がございましたが、

炉の傷みが促進されるおそれがあるというふうに向こうの所長が答えておられます。またＲ

ＤＦそのものが２センチほどの小さいものなので乾燥しやすくて粉じんが飛びやすいと、い

ま三つの団体から入っていると、５００円で購入していますと、こういうお話でございまし

た。燃料として安いのがメリットですと、全体で言えばこういうお話だったんではないかと

いうふうに記憶しております。

契約については初めのごあいさつの中でもありましたように、いまの現状の中では先行き

がはっきり申し上げることができないので正式な契約はいまの時点ではできませんという事

情をお話されていたというふうに思っております。以上でございます。

ＲＤＦの問題点については、施設について見直すときではないかということを聞い５番議員

てます。その点についてはご答弁ないんですか。

はい、参与！議 長

いまＲＤＦで当町は進めていくという方法についてはもう一切ほかの方法は考え環境部参与

ておりません。といいますのは、焼却炉の部分に対しては１００トン以上が必要だと、でな

ければ補助金も出せませんというふうに明快な答えもいただいております。さすれば早々に

広域という部分が実現できないということであれば、ＲＤＦもしくはＲＤＦプラス炭化とい



う部分の話になると思います。炭化の部分で以前古寺の方にご説明させていただいたことは

ございますが、炭化に対する不安が古寺地区にあるのは事実でございます。ですのでその不

安を取り除くためにもＲＤＦという形でＲＤＦ一本で行きたいというふうに思っております。

以上です。

松野議員！議 長

一つだけちょっと食い違っていたのが炉の傷みが早いおそれがあるということを認５番議員

識したということなんですが、私の方は早いということでメモしていますが、多少の誤差だ

ろうというふうに思います。

大部分いいますか、まず私がいま事実確認させていただいたことが事実であることはここ

で確認されました。それで平岡町長が信頼してほしい、信頼してほしいということを繰り返

しおっしゃっておられるわけなんですが、これはですね、１００回言われても信頼はかち取

れません。この信頼はですね、事実を公表して、そしてそれを住民が判断する問題でありま

す。町長が考える、判断する問題ではありません。そのことを間違えないでいただきたい。

私の方はこういう情報も皆さんにお知らせしながら、住民の皆さんと一緒に今後とも考えて

いきたいという、 善の方法を考えていきたいというふうに思います。

それでですね、施設の内容についていま質問してるんですけれども、大変に清掃センター

はいろんな問題各地で起きるわけなんですけれども、この中にもですね、いろいろな住民参

加の記事がございます。阪大の基礎工学部の森住先生の方は、能勢町のごみ、ダイオキシン

のあの中で反対運動に加わってた人なんですけれども、 終的にはこの方も町のそういう委

員会の中に入られて、そしていろいろ住民と一緒に能勢町も進めていくという中で解決を見

たわけなんですね。このことについて詳細に触れる時間がないわけなんですけれども、施設

についてもどちらも住民の参加を施行した方がよいということを断言なさっておられます。

市民がどれだけ清掃行政に協力するかで適した処理技術も変わってくるので、とにかく 初

から市民と一緒に議論をし、ふさわしい施設を市民参加で選択すべきだということを言って

おられます、詳細書いてありますから読んでください。

それからですね、兵庫県の中ではこの清掃施設について住民参加で進めるというね、マニ

ュアルをつくってるんです、助役にお渡しいたしました、読んでいただいたかと思いますけ

れども、このマニュアルの中でもやはりトラブルが多い清掃施設については 初から住民の

参加をするシステムをつくれということを言っております。急がば回れで、こういうことを

する中で必ず解決できるんだということを言っておりますので、これも時間がありませんの



で助役にお渡ししてますから見てください。町長ごらんになってください。

それからですね、所沢でも大変もめたところですが、あれだけ騒がれてもめたところでも

ですよ、やっぱり解決したのは住民を参加させる委員会をつくった中で解決を見ております。

清掃事業と自治ということで、ヨリモト教授がですね、早稲田大学の、寄稿してるわけなん

ですけれども、この中にでもですね、まずどういう委員会をつくったらいいのか、委員はど

のように選んだらいいのかというところから住民参加をさせろということを言っております。

従来の公聴会方式や審議会方式では行政側がおぜん立てした仕組みに住民を参加させるスタ

ンスで進められてきたけれども、法的にきちんとしていてもこのようなやり方は現代に通用

しない、そういう中で住民が判断するに当たっては、必要な情報を提供することが重要だ、

そのかぎはオープン性と科学性である。教育的視点からも情報の公開に関してはすべてを公

開することが必要だ、行政当局がデータを恣意的に操作するという不信感を持たれないよう

な徹底的な仕組みに基づく情報が必要である、その仕組みのない情報のみを幾ら提供しても

合意形成はほど遠い、合意形成にはマニュアルはなく、行政担当者の計画に対する信念がす

べてである、合意形成を怠り、後に数十年もの裁判闘争などに不毛の労力を使うのではなく、

計画を推進する際のほんの数年の合意形成に対して努力を惜しむべきではない、このような

ことで論文を寄稿されているわけなんです。いまこのような難しい清掃センターの解決に向

けては住民を参加、住民合意のもとでですね、解決していくことがどうしても必要です。Ｒ

ＤＦの問題も本当にこんな不安、引き取り先がない、こんな大きな不安を抱えている中でで

すね、形だけですね、可燃ごみの処理における処理方式比較、紙だけ出してきて検討したか

らこれでいいんだということ絶対ならない、ここにもみずから書いてるじゃありませんか、

ＲＤＦの利用先の確保が困難だと書いてるじゃないですか、どうしてこんな困難なところに

こだわるんですか。非常に問題です。

先ほどから、これは補助金がつくからこのＲＤＦ施設だとおっしゃっておりますけれども、

これは補助金がつかなくても、たとえばですよ、焼却炉でやっていくという方法もあるんで

す。明日香村では来年の４月から操業するんですけれども、あそこは補助金ついていますけ

れども、１日６トンで約８億です。たとえ補助金つかなかったとしても十分対応できるんじ

ゃないですか。そういうところも含めてですね、根本的に住民合意で住民参加でですね、施

設の見直しをいまこそ勇気を出してすべき時期です。急がば回れと、ここにも書いてます。

ですからそういう点で町長どのようにお考えいただいているのかですね、いまこそ英断を下

す時期であります。



そしてごみ問題特別委員会１１月１９日でもですね、平岡町長は古寺に対してですね、ご

みを受け入れないという姿勢が強くて施設の問題ではない、あと限られた４施設、安い施設

などいろいろあるんだと、これならいいという人はだれもいない、どれがいいというのはこ

れから研究していただいたらどうかという発言をされてるんですね。それと山田議員に対す

る発言の内容も踏まえましても、これいまの平岡町長の胸の中にも私は検討すべきではない

かという心があるのではないかというふうに思います。ぜひですね、そういう形で住民参加

のもとでいまこそ清掃施設の検討委員会つくっていただきたい、町長にご答弁をお願いをし

たいと思います。

用地につきましては、基本的には住民合意という部分は言われていますが、いま広陵町の

状況見ましたら、やはり古寺にお願いするしかないし、町長の手紙、寺前議員の方に出され

ましたけれども、その手紙の中でも本当に日参してでも頑張るというふうに書いていただい

ております。いまのままでは林田町長の二の舞になります。ぜひ日参してください。お願い

いたします。以上町長お願いします。

町長！議 長

いろいろごみ処理施設について厳しいお答えをいただきました。ご質問をいただい町 長

ております。ともかく一生懸命頑張っております。期限がございます、もう３年余りでござ

いまして、皆さんと一緒にさせていただこうと思っているわけでございますが、あれやこれ

やと言われりゃできなくなってしまいますね。焼却方法が一番いいわけですが、いま真美の

３丁目は焼却方法は受け入れられないわけでございまして、これが同じように古寺にお願い

しても、同じ建物で同じ施設ならもとのとこでやればいいやんというようなことになるんで

す。全く新しい方式でさせていただくならＲＤＦか炭化しか、その方法は二つしかないんで

す。住民参加でみんなで決めようと言って、それは理想でございます。地元の皆さんにも私

はだましてやろうという思いは一つもありません、地元の皆さんも下水道事業団見ていただ

きますよ、しっかりと見ていただいて、これならだめや言われりゃ、そこは理解してもらえ

ないということになりますね。ですからしっかりと地元の皆さんも、役員１５人の皆さんも

おいででございますが、１５人の皆さんがどんな処理方式をするか、そこにはどんな問題あ

るか、もう十分ご承知をいただいております。ＮＨＫのテレビでも報道されたこと皆さんビ

デオでみんな回して見ておられるんです、よく理解をされております。我々よりもまだ詳し

いお方もおいででございます。そんなお方が交えて一生懸命やってるんです。いま新たに議

会の議員さんがおっしゃるように住民参加でいま検討委員会をこしらえるとか、いろんな組



織をつくって、またすればとても日にちが合いません。どうぞ私どもにお任せをいただいて、

これを何としてもやるんだということで議会もバックアップしてもらわなければできません。

このように一つ一つ言葉じりといいますか、解釈の違いといいますか、こういうことで不信

を招く要素をいっぱい申されますと、結局は何ややっぱりそうやったんかというようにもな

りますので、どうぞ私どもにバックアップをしていただきたい、絶対私どもは不信なものを

押しつける、そういう姿勢は一つもありません （５番議員「しっかりこれ読んでください。

ね ）ええ。押しつける要素は一つもありません。何度も現場へ行っていただいて一緒に研。」

究させていただきます。そのことで古寺の皆さんにはいいかげんなお答えで私どもは対応し

ていないということをご理解をいただきたいと思います。

松野議員！議 長

時間がありませんので次の質問に行きます。緊急通報システムの問題なんですけれ５番議員

ども、これにつきましては前の６月議会にも質問をしております。その議事録でも見ていた

だいたでしょうか、そのときには改善を検討するということをご答弁いただいていますが、

それについてどのような検討をしていただいたのか、そして利用率が低いことについてどの

ような研究をしていただいたのかお聞かせいただきたいと思います。

それからですね、香芝と一緒だということもお聞きしております。そしたら香芝の方と協

議、この答弁、６月議会の後ですね、香芝の方と誠実に協議していただいて当然なんですね。

香芝市さんの方とも協議をいたしまして、消防署の方へ香芝と私の方が協力してお願いに上

がるということでないと消防署の方もいかがかと思いますので、その辺のところも検討した

いということでご答弁いただいておりますので、当然私はこの半年間ございましたから研究

いただいていたと思ったんですがどうでしょうか。

それからですね、給食サービスについてなんですけれども、この国の補助、国庫補助メニ

ューについてお聞きしたいと思うんですね。いまやられているのは国庫補助メニューの対象

になっていない給食サービスですね、国庫補助メニューになっている給食サービスは奈良県

内で２９の自治体で既に実施しております。この２９の自治体で実施されているんですが、

これは１週間のうち４日以上配食するということが条件になっていたというふうに思います。

それからこの実施する実施方法なんですけれども、これは県の方からもらった資料なんです

よ、配食サービス事業の実施方法の中でですね、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスの

とれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。非常にね、食事の提供だけ

じゃなくて安否確認にも大変効果的なんです。ですからもう既に２９も奈良県の自治体でや



っているんです、北葛でやっていないのはこの広陵町と當麻町だけです、早急に進めていた

だきたい、再度ご答弁お願いします。

健康福祉部長！議 長

まずお詫びを申し上げたい点が１点ございます。６月議会以降の内容につきま健康福祉部長

して、１０月以降に精いっぱい頑張っておりますので、その以前のところにつきましては不

手際な点があろうかと思いますが、まずそれはお詫びを申し上げます。

まず通報システムの利用率あるいは検討の内容は何なのか、香芝市と協議をしたかという

内容でいまご指摘をいただいております。当然香芝市と協議をする前に通報システムそのも

のが広域消防の中における通報システムを使っております関係で、それを分離することがで

きるのかどうか、それらについては事務的に研究をさせていただいております。まず具体的

にどうなのかということまでは踏み込んでおりませんけれども、それを分離して広陵町だけ

が、あるいは香芝市と両方、広域消防のシステムから分離することが果たして可能かどうか

等についてもやはり視点を当てたいというふうに我々は考えておりますので、その点いまし

ばらくご容赦をいただきたいと思います。

それから配食サービスの件につきまして、国庫メニュー、いわゆる介護保険から離れまし

ての福祉サービスとしての配食サービスの件をおっしゃっているというふうに認識しており

ますけれども、現在配食をお願いしておりますもくせいクラブに対して、町の方からの活動

費の補助という形を出させていただいております。回数の増あるいはほかの団体での立ち上

げ等につきましては、先ほど町長が答弁で申し上げましたとおり新たなボランティア団体へ

の立ち上げを行って、さらに回数を増やす方法の検討は進めてまいりたいというふうな内容

で、繰り返し同じ答弁で申しわけございませんが実施させていただいております。なお安否

の確認に十分配食が役立っているという認識は十分持っております。したがいまして配食の

サービス以外に隣の方々の声かけ運動というものも、これも新しく独居の方が死亡されまし

て以降、民生委員さんの努力によりまして地域でのともに生きていくいう輪の中で活動を開

始していただいた面もございます。とにかく繰り返すことのないように、その中で得た教訓

をこれからの内容で使えるようにという内容で取り組んでまいっておりますので、今後の活

動方針をしばらく見ていただけたらと思います。何分物足らない答弁かと思いますけれども、

一応この辺でご了解いただきたいと思います。

松野議員！議 長

いまご答弁いただきましたが、本当に私の家もそうなんですけれども、夫婦２人だ５番議員



けの世帯が増えてき、また老人だけの世帯もどんどんこれから増えていく一方です。そうい

う中で１人だけのね、独居老人も増えていく、そういう状況が見渡せる中で、本当に自分も

あんなふうになるんではないかなという不安が、周りの方もいろいろお聞きしたんですけれ

ども不安が広まっておりますので、ぜひですね、今回こういう形での質問は初めてですので、

また部長になられて日が浅いことですので、ぜひ今後とも検討していっていただきたいと思

います。そして配食サービスにつきましては、いまの當麻町と広陵町だけがやっていないと、

北葛城郡の中で、こういうところを重く受け止めていただいて、どうしたらできるのか、具

体的に検討を進めていっていただきたいと思います。また香芝市ともご一緒にね、広陵町だ

けじゃなくて香芝市ともご一緒に協議していただいたら緊急通報システムももっとやりやす

くなるかと思いますので、いろんな角度で今後とも検討していただきたいということをお願

いしましてこの質問は終わらせていただきます。

時間が全然なくなってまいりましたので少し飛ばします。男女共同参画事業の方なんです

けれども、この男女共同参画事業の方で、まずですね、条例制定とか宣言までなかなか意識

持っていただけない状態です。先ほどお聞きしましたら、担当の方はみんな男性ということ

でございます。ぜひ当事者であります女性を中心に据えてですね、係をつくってですね、少

なくともですよ、専任スタッフをつくって男女共同参画事業を進めて住民総意の町政を進め

ていっていただきたいと思いますが、簡単に一言町長ご答弁お願いします。

町長！議 長

男女共同参画社会でございますので、私どもはやっぱり役所が率先垂範をしていろ町 長

んな道に女性の登用を考えてまいりたいと、このように思っております。担当スタッフにつ

いても検討しなければいけない事項でございますので、早急にとり行うつもりでございます。

松野議員！議 長

後の学童保育の充実についてでございます。今回学童保育時間中のトラブルとい５番議員

うのは、そんな大したいうたら語弊がありますけれども、重大なトラブルには至っていない

というのが大変幸いだと思うんですけれども、今後はですね、ああいう中でたとえば学童保

育上、入口近いですから、道路にね、隣接しておりますので、飛び出してきて交通事故に遭

ったり、また住宅地の中でほかのお友達とかですね、遊んでいたりする中でいろいろなトラ

ブルが想定されるわけですね。こういうときに本当に指導員さんにもお聞きしたんですけど、

すごく気使っていてね、本当に公園もう出たらあかんよというふうにね、言わざるを得ない

ような、そんな状況も生まれてるんですね。ですからこういうときに町の管理下にあるわけ



ですから、本当に悪質な場合はそれは仕方がないですけれども、基本的に町の方が責任を取

るということを明確にしていただければどんなにか安心して指導員さんがお仕事に没頭でき

るだろうかというふうに思います。再度この点についてお聞きしたいと思います。

それからですね、住宅前の交通安全の問題で取り上げさせていただいたんですが、また今

後標識等、この交通安全の問題については検討していただきたいなというふうに思います。

さらにですね、この避難ばしごのことについては山田議員が質問されましたので、これにつ

いては前向きに検討していただくことで大変喜んでおります。この緊急時なんですけれども、

きょうの新聞にも文部省の方が何か事件的なですね、起きたときには大変危険だから学校の

方では避難訓練をするようにというような記事が出ていたんですが、十分読んでないんです

けれども、そういう火事、災害の場合と、それからいまはそういう防犯上の問題での避難と

あると思うんですけれども、そういう大変不安な社会情勢の中で、ぜひ避難訓練を実施して

いただきたいと思うんです。これは消防署の方は言うてくれたらいつでも指導に行きますと

言っていただいておりますので、避難訓練を実施していただけるのかどうかお聞きをしたい

と思います。

それから手洗い場所の設置も、これも手洗い場所がなくてですね、ちょっとお困りですの

で、手洗い場所の設置、子供がですね、外から帰ってきて手洗う場所がありませんので手洗

い場所の設置、また駐車場がですね、地下になっていて屋根も低くてワゴン車が入れない状

態ですし、自動車入れたら今度出るときがね、バックして出なきゃいけないかなというね、

１台先に奥に入ってたらあと大変出づらい、バックだと大変子供が危ないですし、出入口の

隣ですから、だから大変使いにくい状態になってるんですけれども、改善するのが大変困難

だろうというふうにも思いますが、たとえば小学校の隣、駐車場なっているんですけれども、

そこをもう少し使いやすい形でお借りできないかどうかね、その辺の検討もしていただきた

いと思いますがいかがでしょうか。

それから防火のところで言えば、もう一つ非常出口ですね、誘導標識が設置した方がいい

ということで消防署の方の指摘もありましてしていただいてるんですが、普通の通常の出入

口の玄関の上に非常出入口って張ってあるだけなんですね。それが非常出入口に値するのか

どうかもちょっとおかしいんじゃないかと思いますので、適切な場所にですね、適切な処理

をしていただいてお願いしたいと思います。以上２回目お願いします。

健康福祉部長！議 長

精いっぱいメモをしておりますけれども、答弁漏れがあるかと存じます。お許健康福祉部長



しをいただきたいと思います。

まず管理責任がすべて町にある場合においては、当然これは町が賠償責任が生じるもので

ございます。しかし実際に因果関係等をはっきりささないと、すべて町が何の責任も全部負

いますとは言い切れませんので、その辺はご理解をいただきたいと思います。

それから先ほどご指摘をいただきましたトラブルという表現をいただいておりますけれど

も、この内容につきましては、現在役場の方は管理上の責任が問われる場合の保険といたし

まして、全国町村会総合賠償補償保険という保険に加入をいたしております。現在の内容、

子供が小石を投げた件に関しましても、この範囲の中でどの程度町の管理責任があるのか、

これは現在保険会社の方で査定を行っておりますので、その答えが出ておりません。その答

えが出ました時点におきまして責任の割合あるいはその解決の方法等々当事者との協議をし

ていかなければならないもんではないかと考えております。

それからはしごの件あるいは非常出口の表示の件、それと避難訓練の件、これらすべてい

ま子供の避難安全、有事のときに対する子供の安全の面を 優先にして消防署の方と協議し

ながら、現在検討を進めているという答弁を山田議員のときにさせていただきました内容に

かかわるものであり、これの結論を見てから避難訓練を実施するものなり、あるいは非常出

口がきっちりとした場合においての非常出口の設置を、いま表示してあるものを張り替えて

いくなりという内容の措置はとっていかなければならないものでございます。

それから駐車場の件でございますが、当初の設計の状況の中において背の高い車の出入り

等については、その時点において想定はされていなかったようでございます。なお学童保育

の施設でございますので、学童が車で来るということもあり得ませんので、できるだけ現有

のままの駐車場で活動をしていきたいということを考えております。

それから手洗いに関しましてでございます。手洗いにつきましても場所を簡単に決めるこ

とはできません。給水の問題あるいは排水の問題、立地条件によりまして逆の流れの排水は

できませんので、その排水の問題等につきまして現在担当者を中心といたしましてよい方法

がないか模索している状況でございます。この時点の中において、今後は各方面の意見を聞

きながらよい方法の結論に向けて進んでまいりたいと考えているのが現在でございます。よ

ろしくお願いいたします。

松野議員！議 長

後にそしたらご質問再度したいと思います。５番議員

避難ばしご等、また手洗い場所の設置について等改善に向けて検討していただいているよ



うで大変うれしく思うわけですけれども、このような改善するに当たってですね、ぜひ指導

員さん、現場の指導員さんの声をお聞きいただいてやっていただきたいと思うんです。やは

りその場で働いて子供を見て働いておられる方が一番どのような施設が便利で使い勝手がい

いのかということはよくご存じなんですね。そういう点でぜひいろいろなそういう改善点等

につきまして指導員さんに相談しながら進めていただきたいと思います。これが１点です。

それから避難訓練はぜひ、前後は問いませんけど、もちろん改善されてからで結構ですけ

ど、避難訓練はこんな時代ですのでぜひ相談しながら実施していただきたいということを重

ねてお願いをしたいと思います。

後にもう一つだけ、これ学校の近くにできまして教頭先生もしばしばのぞいてくださっ

たり、何かがあったら養護の先生がご相談乗ってくださったりで大変うれしいと、心強いと

いうことでおっしゃっていただいてるんですけれども、もう少し学校とのコミュニケーショ

ンを密にすれば、なお一層ですね、きめ細かく学童の放課後の子供さんのお世話できるんで

はないかと思うんですが、こういう点では自治体によっては教育委員会が学童保育の担当し

ているところもあるわけなんですが、教育委員会としてはその学童保育の担当をするという

ことについてどのようにお考えなのかも簡単にお聞きしておきたいと思います。以上です。

健康福祉部長！議 長

まず手洗い場に関して指導員の意見を聞きながら進めてやってくれということ健康福祉部長

でございますけれども、これは当然のことでございます。実際の中で、先ほど私答弁で申し

上げましたとおり、しかるべき時期においてご相談を申し上げるということでご答弁を申し

上げたつもりでございましたが、よろしくご理解をいただきたいと存じます。

それから避難訓練につきまして、施設の改善あるいは安全面が確保できました時点におい

ては実施すべきものであることにはかわりございませんのでよろしくご理解を賜りたいと存

じます。

それから学校とのコミュニケーションをもっとということでご指摘をいただいております。

これにつきましては開設の時点におきまして、現場との協議は十分に持ってきたつもりであ

るというふうに報告を聞いております。なお有事の、何かが起こりましたときに連絡形態に

つきましてはどういうふうな連絡形態で、１次的に、１次的がだめならば２次的にというこ

とで連絡形態をもつくっておりますので、その時点においての対応は手を打っているつもり

でございます。よろしくお願いいたします （５番議員「教育委員会の考えもちょっとお聞か。

せください ）。」



教育長！あと３０秒です。議 長

いま部長の方が答えましたような形でやっておりますので、現在のところは教育委教 育 長

員会で云々と、タッチすると、所轄するということは現在のところ考えておりません。以上

です。

以上で松野君の一般質問は終了いたしました。議 長

しばらく休憩します。

（Ｐ.Ｍ.３：２５休憩）

（Ｐ.Ｍ.３：４６再開）

休憩を解き再開します。議 長

寺前君の発言を許します。 寺前君！

それでは一般質問をさせていただきます。４番議員

まず地方交付税等の削減など自治体攻撃に対する町長の姿勢であります。この間、国は医

療や年金、福祉など国民負担を大幅に増やす施策が取り続けられてきました。その中で不況

は結局消費が国の総生産の６割を占める消費に陰りが見えてきたと、そしてこれが現在の不

況の根幹になっているということ自体を政府も認めているわけであります。こういうような

状況の中で、現在交付税の削減や町民に情報を伝えないままの上からの合併押しつけ、皆保

険制度全般の大改悪などで一層赤字化させる負担割合の改悪など、国民健康特別会計ですね、

地方自治の破壊攻撃が強化されようとしています。そしてそれらが地方分権の強化という名

目を持ち出し、財政力のない地方自治体の合併というシナリオを描いているわけであります。

すべて政府の支出すべき財政の削減ゆえにであります。それらを先行して社会福祉への切り

捨てが巧みに行われてきたことは先ほどのとおりですけれども、その典型例が社会基礎構造

改革として社会福祉事業法が社会福祉法に改称されたように、その制度自体を根幹から変え

てきているわけであります。制度の基本がいままで措置制度、いわゆる国の責任を明確にし

た福祉行政であったものから利用制度、サービスの利用が行政の責任と決定に基づく方式か

ら利用者とサービス提供者との間の直接的な契約による方式に、費用負担もサービス提供者

への措置費の支給から利用者への支援のための支給、サービス提供は参入を規制する方式か

ら指定事業者方式、いわゆる民間が仕事をしやすくということであります。行政の責任の軽

減を減らしてきたということに見られます。介護保険制度がその先鞭をつけた制度の中身だ

ったことは明らかであります。

また、いま小泉内閣は聖域なき改革と称し構造改革を進めようとしているわけですが、実



際には憲法２５条の生活保障、９４条の地方自治の制度というように憲法のいままでの財産

までも切り崩す極端な方策をとっているわけであります。このようなときに自治体が国の押

しつけから町民の生活、暮らしを守る、このところで頑張るというのは当然のことでありま

す。地方自治法の改正された第１条においても、自治体の責務、責任は住民の福利を向上さ

せること、このことがうたわれているわけであります。この点については政府や県などの考

え方よりも町民と も身近なところで密接する自治体の役割は非常に大きいものがあります。

そしてその中心が町長がいかに考えるか、このことに尽きるだろうと思います。現在でも国

や県には遠慮をし、物を言えない、あるいは物を言わない首長が増えているわけですけれど

も、それでも 近の流れは地方自治、地方分権という立場から政府、県などに対する自治体

固有の権利を守る点での意見を堂々と述べておられる首長が増えています。広陵町において

も町民の暮らしを守るという立場から、思想信条を超えた毎日の生活に基づく自治体攻撃に

対するその防波堤となる役割を強く認識するのが町長の役割だと思うわけであります。その

ことについてどのようにお考えなのかをお聞きしたいと思います。

２番目に住民主体のまちづくりについてであります。ことしの３月議会ではニセコ町の町

民まちづくり、町民憲章と言うべき条例ができたことに対するその紹介と町民が参加するこ

ととによって住民主体のまちづくりができるということを議論をしてまいりました。そして

今回政務調査費を使って共産党の３議員と他の２名の、これは大井川町はこれは総務委員会

と産業建設委員会の合同視察であります。大井川町に参りました。そしてその大井川町でも

地域参加のまちづくり条例がつくられ、そしてその目的に従って住民主体のまちづくりが力

強く進められていました。私たちはその状況を目の当たりに見て、本当に首長が、町長が意

を決し職員がその意を体験させるために全力を尽くすということであれば住民が思っている

まちづくりの方向を明確に進むことができる、そしてそれは時間をかけた長い意思形成の中

によってあらわれてくるということを学習してまいりました。大井川町の地域参加まちづく

り条例は第１条に、この条例は町民の参加と総意、責任によって個性的で調和のとれた住み

やすい町を形成し維持していくため、地域単位の住民活動組織を設置し、運営することに関

し必要な事項を定めるもの、このように言っているわけであります。そしてこの定義として、

この条例において地域単位とは当該各号に定めることによるということで、１は住区、これ

は町内会や自治会を単位とした地域、また地区、小学校区を単位とした地域などというよう

に細かく分けているわけであります。そして積極的に住民参加を求めるための条例あるいは

またそのための意思形成のための委員会の組織化、そしてまた町職員がこの 小単位の委員



会などに参加していく、あるいはまた情報公開していく、そのための役割などについて書か

れているわけであります。このような住民参加のまちづくりは、現在も焼却場に当たっての、

先ほどからの議論の中でも一貫した考え方が重要だという点に述べられています。しかし広

陵町では基本計画には住民参加のまちづくりについての重要性を説いているわけですけれど

も、いまだその実際の行動には伴っていないのが現状であります。そういう点でまちづくり

条例をつくっていく、このような方向性をいま必要だと痛感するわけですけれども、そのこ

とについてどのようにお考えかお聞きしたいと思います。

３番目に八尾市、東大阪市への視察研修からであります。これが政務調査費を使って日本

共産党の議員３名と他の２名の議員５名で八尾市、東大阪市に視察に行ってまいりました。

１１月２１日、両市へ産業振興の取り組みについて研修を行ったわけですが、自治体の規模

は非常に違うわけですが、その中で首長や職員の産業振興に対する行政の責任とその熱意は

自治体のあり方として大いに学ばせてもらってきたところであります。八尾市では中小企業

地域経済振興条例の制定に至る取り組みと行政の果たしてきた役割、東大阪市では約２万４，

０００社を職員が回り実態把握し、データベース化してきた取り組みとその活用について、

自治体のあり方まで踏み込んだ教訓に満ちたものでありました。広陵町でも町長と職員が産

業の活性化の重要性を認識し取り組めるならば、現状の取り組みとあわせ大いに進展する可

能性を示唆しています。いかに町長、職員が一体となって、商工会任せでなく、行政の仕事

として認識しているのかが問われているわけであります。そしてその場合にも担当課の職員

が絶えず異動し、この新しい分野に携わる人が育っていないことが も重要であり欠陥であ

ります。そういう点における町の決意等を含めて、この産業振興の取り組みの姿勢を問うも

のであります。

第４にごみ減量等に関する諮問事項についてであります。

まず答申が出されました。そしてこの答申は率直に住民の地域代表の方、そして商工に携

わってる方、学識経験者の方々が議論をしていただいた、一つは画期的な側面を持っていた

と思います。そういう中にあって、都の答申は現実に有料化の問題に踏み込んで出されてき

たわけであります。そしてそれはどのような状況のもとで行われているのかという点も認識

されていたことであり、その中では昨年１２年の６月に実施されたごみ処理計画のアンケー

トについても約７０％の住民の理解が得られていない、ごみ有料化についてですね、得られ

ていないという認識を持っておられました。またその中でもどう取り組むのか、減量化が非

常に重要だと、こういう認識のもとに有料化すれば、指定袋制にすれば減量になるという前



提がまずこの委員会、審議会の中で到達されたものだと思います。しかしこの中でお聞きす

るわけですけれども、その有料化に伴って減量が実現した地域についてと実現していない地

域についての記述はありますが、実現した地域については県外のところを参考にされておら

れます。これについては神奈川や和歌山や滋賀県、北海道などの事例を挙げておられるわけ

ですけれども、現実に奈良県下においても有料化が２８でしたか、自治体が行われている、

このようにおっしゃっていたわけであります。そういう中にあって、実際のその経験、身近

なところで減量化に伴う、減量化に対する取り組みとその有料化とどのように結びついてい

るのかと、これは県外で調べるよりももっと身近なところで実現できる問題ではないかとい

うように思うわけであります。そしてそれは町民の意思疎通を図っていく中で行われるべき

であり、この審議会の方々も住民の理解なくして有料化はあり得ないという立場も明確にさ

れております。そういう点で身近なところで本当に有料化が減量につながっていくのかどう

か、真剣に住民がこぞって議論できる場と、そしてその方策を求めることが必要であろうと

考えますが、その点についてどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。

またごみ焼却炉の問題です。先ほどからＲＤＦの問題等について議論がありました。そし

てそのことの１点は、何と言っても財政問題にかかわることであります。町長はこの建設に

は莫大な予算が要る、そのために町の隅々まで予算を削ってここに当てていく方向性を出し

ておられます。しかし先日出された広陵町のこのごみ焼却炉に伴う財政計画はあまりにもず

さんなものであります。私たちが述べているように、一体炉の建設によってどれぐらいの費

用がかかるのかは、いまなお途中だと言っても重要な問題であるわけですから、より正確な

内容を求めてこの算出を図るべきであります。にもかかわらず片岡議員が昨日その炉につい

ての費用等について具体的に事例をもって質問をしたわけですけれども、私はそういうこと

に対しての誠実な取り組み、見方を持った状況が生まれているとは思えないわけであります。

その点についても対応を考え、現実に全国各地で行われている炉のその実態を把握し、そし

て広陵町に も合った、財政的側面から見た問題も把握すべきであります。もちろんこれは

今度の古寺地域に建設を求めておられる中で、古寺地域の方々がどのような判断をされるの

かということとは別の側面であります。あくまでも行政が全町民対象にこのごみ焼却施設に

対する考え方を公表し、そして何が一番いいのかというその議論の場をつくることが大前提

であり、その内容をもって古寺地域の方々とも話し合い、納得とそしてその話し合いの中で

進めるべきものであることは十分承知しております。そういうところの問題だということも

認識していただきたいと思います。



第５番目に国保中央病院の運営についてであります。この問題は全員協議会でも議論をし

たわけですが、県の指導により病院に係る地方交付税のいわゆる各４町が受け取る分につい

て援助をする、そしてその範囲に限って自治体病院として発足したわけですが、消費税の支

払い問題から職員も自治体職員として変則的に連合会と二重辞令が出されてきた経過があり

ました。しかし労使問題から関係官庁が職員は地方公務員と認定され、新たな対応に迫られ

ているのが実情です。この問題についても結局広陵町のことで言えば、県の責任を一層明確

にさせていく、将来広陵町が禍根を残さない手だてをとることも必要であります。また病院

が町民に一層使いやすく多くの患者を得るような手だても重要であります。こういうような

取り組みが求められているわけですが、先延ばしをして解決を図るという時点ではなく、緊

急にこの結論を出さなければならない時点に達しているわけですから、その点についての明

確な考え方もお聞きしたいと思います。なお皆さん方のお手元に八尾市中小企業地域経済振

興基本条例をお配りさせていただきました。そしてこれは墨田区の産業振興条例についても

再三この議会で取り上げてきたわけですけれども、この点についても皆さん方の議論を行い

たいと思います。

ただいまの質問に対し答弁をお願いいたします。 町長！議 長

寺前議員さんのご質問にお答えを申し上げたいと思います。町 長

まず１番の地方交付税等の削減など自治体攻撃に対する姿勢についてでございますが、小

泉内閣が示した骨太の方針と名づけられた今後の経済財政運営及び経済社会構造改革に関す

る基本方針のうち、聖域なき構造改革は七つのプログラムで構成されていますが、野党だけ

でなく与党内でも大きな波紋を投げかけ、抵抗勢力と呼ばれる各方面からの圧力により紛糾

しているようでございます。確かに既存組織や制度がこれまでになかったような変革を求め

られ、それによる痛みも大きいようでございますが、これも構造改革への産みへの苦しみと

考えられる部分もあると思われます。しかしこれだけの抵抗を受けながらでも小泉内閣がい

まなお高い支持率を維持していることに注目する必要があると思われます。

なお寺前議員の質問の中で地方自治体が国に対し毅然と対処し、国などの言いなりではな

く当然の権利を主張すべきとありますが、９月議会でも話題になりましたように全国町村会

において指摘のありました数々の改善に対する要望を政府に対し既に行っておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いを申し上げます。

いずれにしても、地方交付税の削減など本町にとっても痛みはありますが、この痛みを乗

り越えて住民のための行財政運営に邁進したいと存じております。



２番目でございます。住民主体のまちづくりについてのご質問でございます。大井川町へ

の視察を教訓にまちづくり条例の制定の必要性について問うということでございます。この

件につきましては、以前から北海道ニセコ町のことで何度か一般質問をいただきお答えをし

てまいりましたが、今回の大井川町につきましてはニセコ町と少し趣が違うようでございま

す。大井川町の視察資料を拝見しましたが、ニセコ町は町行政に関する住民参加と情報公開

を主体にしているのに対し、大井川町は住区、大字、自治会単位を主体にした地域参加のま

ちづくりに重点が置かれており、地域の特色を生かし頑張っておられるようでございます。

全国に３，３００余りもの自治体がありますように、住民参加のまちづくりもそれぞれの地

域に合った施策があると思われますので、本町におきましては合併問題を見据えながら先進

自治体の事例をよく研究していきたいと存じます。

次に３番目の八尾市、東大阪市への視察研修からご質問をいただきました。ご質問のとお

り官民一体となってこの不況を乗り切る努力を続けております。今後とも商工会だけでなく

多方面からの意見も十分尊重しながら行政の仕事を推進してまいりたいと考えております。

次に４番目でございます。ごみ減量等に関する諮問事項についてでございます。減量につ

いての方法や実施時期につきましてたくさんの機会を設け慎重に議論を重ね、答申の趣旨に

沿うよう進めてまいる予定でございます。新施設の財政計画はもちろん一生懸命考えており

ます。どうしても必要な事業ですので、経費を抑えるところはしっかり抑え、周辺地域の環

境対策はしっかりやらせていただかなければなりません。どの事務事業を抑えて資金財源づ

くりをするか真剣に考えているところでございます。ＲＤＦの引き取り先の件は先にお答え

を申しておりますとおり、下水道事業団と引き続き協議を続けてまいりたいと考えておりま

すが、いろいろご心配を願っていますが、地元の皆さんと一緒に知恵を出し、汗を流し考え

たいと思いますのでどうぞご理解をいただきたいと思います。

国保中央病院の運営でございますが、国保中央病院の運営の概要につきましては、１１月

１９日の議会全員協議会でご報告申し上げたとおりでございます。このたび１１月３０日付

で国保中央病院労働組合から全体の奉仕者として住民に行き届いた医療サービスを提供でき

るよう国保中央病院職員を公務員に全面移行することを求める、この要望書を受け取りまし

た。ご指摘の職員の身分取り扱いを含む諸問題につきましては、来年１月早々構成団体であ

ります田原本町、川西町、三宅町、広陵町によります助役会で協議をいたします。続いて国

保中央病院運営協議会、管理者会議、組合議会で検討する予定でございます。

また病院が使いやすく多くの患者を得る手だての大切さにつきましては、国保中央病院の



基本理念として次のことを定めています。１番、患者さんの立場に立った心温かな病院を目

指す。２番目でございます、地域医療の基幹病院として地域住民のための病院を目指す。３

番目は地域医療機関及び介護保険施設等の連携を密にし、地域住民の医療と福祉の向上を目

指す。４番目は開かれた病院として地域住民や医療福祉関係者のネットワークを構築する。

これらの理念に基づき職員一丸となって努力しているところでございます。また今月１３日

には医師会、消防署や４町関係者によります救急医療懇談会を開き、救急医療の充実も図る

ところでございます。以上が寺前議員さんの質問に対する答えでございます。

寺前議員！議 長

まず１番目から聞きたいと思います。いま１番目の問題で非常に重要なところが上４番議員

がっております。小泉内閣が掲げる構造改革、これに高い支持率があるということをおっし

ゃっております。現実にそのようなところであります。しかしその新聞紙上の調査を見ても

ですね、一つはいわゆる不況を解決してほしい、もう一つはいわゆる特殊法人やその他公務

員の特権的な部分について改革してほしい、こういうところの部分が多いわけであります。

そして痛みについては伴うかどうか、痛みを耐えられるかどうかという点については大きく

意見は分かれています。こういう問題から言うと、やはり国民の中にあるいままでの行政に

対する不信感がこの間出てきたという結果であり、私たちはその国民の理解の中身はあくま

でも痛みを伴っても小泉内閣が言う施策を実行しろというところと結びつくとは思っていま

せん。そういう点は明確にさせておきたいと思います。

まず私たちはそのような前提に立ちながらも、いま憲法で保障されている地方自治体のい

わゆる本旨にのっとった改革あるいはまたその大事な部分が破壊されようとしているわけで

あります。それは理事者も十分ご存じのとおりであり、９月議会において、この議会の中で

共産党の提案で、議会運営委員会において提案させていただいた中身で地方交付税の安定的

確保を求める意見書が議員全会一致で可決されているとおりであります。こういう中身は当

然地方自治の、地方交付税の第１条には地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体

の独立性を強化することを目的とする、こういうのが地方交付税第１条に掲げられた問題で

あります。またこの点で言えば、地方交付税自体が破綻をしている、この責任は一体どこに

あったのか。これは９０年代からですね、再三この議会でも９０年のときから述べているよ

うに地方交付税の本来の趣旨を変則し、公共事業に金を使いやすいような方策を持ってきた

ためであります。広陵町でもたびたび私たちはその地方交付税の変質の危険な側面を指摘し

てきたわけですが、しかしそれに耳もかさず、結局地方交付税の有利な部分、いわゆる元利



を地方交付税で見てくれるからこれを活用するんだ、こういう形で国の言ってきたとおりの

公共事業を促進してきたわけであります。そのために広陵町においても借金が急増をしまし

た。結局この問題は政府がアメリカと約束をし６００兆円余りの公共事業を先行させて使う、

このことの金縛りに遭った現状であり、現実の２００１年の末には地方、国合わせて６６６

兆円もの借金を抱え込むことになった、一体この責任を明確にしているでしょうか。経済諮

問会議はこの財政危機を国民に言っているばかりであって、だれがこの借金をつくったのか。

日本共産党はこの借金をつくるその以前からも危険な起債に頼った状況をたびたび指摘して

きたわけであります。そして現在その原因をつくった者がのうのうとして、そして自治体や

町民、いわゆる国民にその犠牲を押しつける、これがいまの首相ではありませんか。こうい

うところに当たって重要な点は、やはり も住民と身近なところの自治体の役割というのは、

いま全国市町村会においても政府に対して今までない以上の声を上げています。これだけで

はとてもじゃないけれども、いまの国、政府が掲げているところに立ち向かうことは不可能

です。結局は住民がこの問題点に対して認識を持ちながら人気の裏にある痛みを伴う部分が

何なのか自覚する必要があるとともに、自治体はそのことを当然感じているわけです。地方

交付税の削減がその一番いい例ではありませんか。こういう問題については町民とこぞって

県や政府に対して行動を伴ってこそ住民がいまこの自治体から受ける痛みに対してどのよう

に理解するのか、このことが認識されてくるものであります。当然町は国の予算から見れば

あまりにも小さなものであり、そして自主財源の部分も小さなものです。国から押しつけら

れたものに対してどれだけ耐えられるかということも非常に心配するところも当然でありま

す。そういう場合に私たちは予算編成のときに絶えず町長に求めているのは、なぜ国民が、

町民が痛みを耐えなきゃならないのか、そのことに対しては明確に国や県に述べる、町民と

共同歩調をとっていく、このことがあれば私たちは予算に賛成する場合もあり得る、再三述

べてきたものであります。しかし結局は国、県の言いなりになって、ともに住民をいじめる、

苦しめる施策をとってきたからこそ私たちは反対してきた、明確に述べてきたものでありま

す。こういうような状況を打ち破っていく時期がいま来ていると思います。そういう点で本

当に町民に顔を向けた取り組みができるのかどうかは、いま行財政の改革というようなこと

を言っていますけれども、町長みずからが住民の声を聞き、その声を大切にする、当たり前

の住民が主人公の町政をつくっていく、その姿勢がなければ不可能であります。私たちはそ

の姿勢を強く町長に求めているものであり、いままでの経験から脱して、改めていま自治体

を取り巻く危険な状況を認識し、国や県に堂々と物を言う、そういう決意が必要だと思うわ



けですが、その点について町長再度どのように認識持たれるのかお聞きしたいと思います。

はい、町長！議 長

なかなか手厳しいご質問でございまして、国、県の言いなりになり、住民を苦しめ町 長

たというようなことをおっしゃっていただいて、町民とともに行動せよと、また声を聞き当

たり前の施政が大事であると、堂々と物を言えというふうなことでございます。実は先だっ

て東京へ行ってまいりまして、全国の町村長大会で大きな市町村長が地方分権の推進という

のか、きょうまでは新しい時代の真の地方の時代だと、住民が誇りを持ってまちづくりに頑

張っている、いまどきになってこの市町村合併という形で進められているわけでございます

が、こうしたことも強制を意図した地方交付税算定の見直しは絶対に行わないこととか、こ

ういう各般にわたって内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、いろんな省庁に対しての

陳情活動を続けてまいったところでございます。私どもも町民の皆さんの代表ということで

一生懸命地方分権、そして町村財政基盤の強化のために頑張っているところでございます。

役所の幹部も皆さんそれぞれこのような思いで頑張っていただいているところでございまし

て、いまいろんなご意見をいただきましたが参考にさせていただきたいと思います。

寺前議員！議 長

私はこの問題は、結局いま自治体が抱える問題、町民と共有するというところから４番議員

しか出発できないと思うんです。いま全国市町村会での問題、新聞紙上でも載るわけですけ

れども、私は広報でいま国や県の言いなりになって進めれば大変なことになる、その点の問

題点というのは地方自治を守るという１点では考え方が違うものであれ一致できると思うん

です。地方交付税の問題一つには、議会が全会一致で決議しています。町長はこういう問題

だけに限っても国や県に対して独自の要望書、中身は当然反対の要望ですけれども出しです

ね、それを町民に訴えて町民自身もその点についての同意できる方々を集め、国や県にこの

地方自治体の危機の問題をともに行動する提案をすべきであります。私は９月、そして１２

月、まだ町長になってですね、短期間ですけれどもですね、当初の決意が も重要な問題に

なろうと思います。こういうところの中で、現在国や県などに対して文句を言えば結局は嫌

われるだけだ、自分の保身だけを考えるのではなく、堂々と町民の立場に立って行動すべき

であろうと思うわけですけれども、その点について再度ご答弁を願いたい。いわゆる広報等

に要望書を町独自でも出し、町長の名前で出して町民とともにですね、その矛盾を町民犠牲

になる部分が明確な客観的な事実を認識させてですね、行動をともにしていく、このことが

必要だろうというふうに思います。



ちなみにですね、国と県の財源の内訳というのは非常に重要です。というのは地方交付税

がその役割を果たしてきたわけですけれども、戦後シャウプ勧告受けてですね、税金の使い

道は国税が６割、地方税が４割です。ところが仕事の分野は地方が６割、そして国が４割で

す、こういうことを見ますとですね、根本的にもし地方交付税の破壊をたくらむのであれば

地方分権あるいは地方自治、大事にしようと思えばそのもとに国の財源すべてを見直して自

治体に与えるべきであります、当然のことであります。その点についての点についても簡単

で結構ですから述べておいていただきたいと思います。

町長！議 長

随分寺前議員さんから叱咤激励をいただいているところでございますが、何として町 長

も住民の幸せを求めて我々は一生懸命頑張る、それのみでございますので、どうぞご理解を

いただきたいと思います。

寺前議員！議 長

２番目に移りたいと思います。先ほどニセコ町と大井川町との違いという問題も十４番議員

分認識された答弁をしていただきました。私は大事な点は、いろいろなところの地域差があ

ろうということはわかっております。しかしその主体にあるのは住民が主体として行政に参

加していく、こういう考え方であります。しかし現実問題として、いま現在古寺地区に清掃

センター、清掃センターという名前ではなくいわゆるグリーンプランを提案をしているわけ

ですけれども、実際この間の議論を見てもですね、住民参加によってこの問題を解決しよう

という姿勢全くないではありませんか。だから現実問題として大事な点というのは、私は総

務やその他のところではよくわかっている、しかし一方現場の部分のところでは困難な問題

にぶつかっているわけなんです。その問題をどう解決するのかというのは、いわゆるニセコ

町やこの大井川町に見られる住民の信頼を基礎に置いて、住民とともに歩んでいくという姿

勢ではありませんか。いま広陵町はそのことを切々と問われているわけなんです。だから口

だけ、あるいは基本計画だけに住民参加のまちづくりはいまほど重要なことはないというこ

とをおっしゃっていますけれども、現場に直面されている方々はいままでの行政主導から一

歩踏み出すことは大変な困難を伴っていると思います。確かに言うは易しい、行うはかたし

ということを感じていると思うわけですけれども、その点は町長が率先して、本来、先ほど

松野議員が述べたように急がば回れという立場に立つべきであります。そのことが住民の信

頼を取り戻して、本当に住民主体のまちづくりをつくっていく源になるわけですから、この

まちづくりの基本はいま広陵町自体が口ではなく、現実に経験し、その困難なところに直面



しているわけなんです。その部分の実践がなければ、私は住民が主人公、あるいは住民が主

体、いろいろな考え方を持って地域性があってやっていくということを述べておられるわけ

ですけれども解決しないと思います。そしてそのことは従来の行政経験ではなく、本当に新

しい地方分権、そしてまた新しい行政をつくっていくという姿勢がなければ不可能です。そ

してニセコ町でもそうでした、大井川町でもそうでした、いわゆる町長がその点についてど

れだけ深い理解を持って新しい行政手法を取り入れるかという決意にかかっていたものであ

ります。そういう点で現実に住民が主体のまちづくりというのは、広陵町がいま取り組んで

いる清掃センター問題を含め、いままでの経験をどれだけ活用するのか、そしていま新しい

手法を取り入れるのかということにかかってると思いますけれども、具体的な問題に関して

どのように考えを持っておられるのかお聞きしたいと思います。

町長！議 長

住民参加型の住民主体のまちづくりをご意見をいろいろいただいております。ごみ町 長

問題につきましても、先ほどの松野議員からもおっしゃったように、住民の参加で協議をす

べきだというふうなことをおっしゃっておられました。このことにつきましては緊急課題で

ございます、ごみ問題は、もう３年余りしかないわけでございまして、いまさら住民の皆さ

んに募集をして時間をかけて協議をするのには到底間に合いません。ですから私はいち早く

住民から選ばれた皆さん方にお話を申し上げて全員協議会の中でご検討いただいていろいろ

議会でご協議をいただいているわけです。皆さん方は住民の選ばれた、洗礼された議員さん

でございますので、いち早く協議をさせていただいて現場に移しているところでございます

ので、どうぞごみ問題についてはご理解をいただきたいと思います。

またそれ以外の事業等につきましても、極力住民に参加をしていただく、この方式をとっ

ております。今月の１２月号の広報を見ていただきますとおわかりをいただきますように、

歴史資料館等につきましても３０人会議を計画をしております。１人でも多くの専門家の皆

さんに、また興味のあるお方にご意見をちょうだいしていこうということでございます。ま

た合併に伴う会議もこれから住民参加型の会議を催す予定をいたしております。いずれにし

ても１人でも多くの人にご参加をいただく、民主主義は少々時間がかかるわけでございます

が、いろんな人にご意見を聞かせていただこうと、時間はかけても構わん、ゆっくりとご協

議をしていただこうという気持ちには私ども全く変わりはありませんのでご理解をいただき

とうございます。以上でございます。

寺前議員！議 長



ごみのところで言う話もあるんですけれども、この場で述べたいと思います。先ほ４番議員

ど松野議員が兵庫県の問題を言っていました。その中で廃棄物処理施設整備マニュアルとい

うことを言っていたわけですが、ここにはですね、住民参加のあり方として住民の意向が反

映された計画、整備を考えなきゃならない、そのため各プロセスの内容を明確にしておくと

ともに各プロセスのできるだけ早い時期に住民に対して自治体が所有する政策統計や情報等

を理解しやすい形で提供し情報等の共有を図っていく、こういうことが県のプロセスで書い

てるわけですね。これは私たちが再三言っていた問題なんです。要はいま町長は時期の問題

を述べておられます。しかし現実問題としては、いまの状況は前に一歩進んだというように

なっていないんです。林田前町長のときに私たちはこの問題を再三要求しました。しかし結

局は理解できないんです。住民が本当にこの兵庫県のこのプロセス、マニュアルについても

理解できないんです。理解できるかどうかが、私はその第一歩を破っていくかどうかの問題

だと思うんです。それは要は従来からの考え方、いわゆる町が持っている情報をすべて公開

すればより混乱を起こすことになる、だから納得できるような話し合いの中でちょっとずつ

出していけばいいんだ、こういうような手法がいまもまかり通ってるからなんです。いま私

は時期的に確かに、いま住民に声かけている時期ではないというような認識を持って頑張っ

ておられるというように思いますけれども、実態は古寺の方々にとってもいまの状況を納得

されているような状況ではない、そういうのが一つあるわけなんですね。確かにどうしても

古寺の問題として話が進んできた中においては、古寺の方々がどう判断するかという問題は

あります、そのときにもどれだけ町が持っている情報、そしてそれを確立したものを提案す

るのかということは重要なわけですね。そのための施策は一つとりました。私は一歩それは

前進だったと思うんです。しかしそれは住民の声を聞かないままにやってきた問題ではあり

ませんか。

もう一つは、この問題で出された問題はこの財政計画です。これについてもですね、結局

は本当に精査して、現時点でわかり得る問題としてこれを考えたでしょうか。きのう片岡議

員が全国の建築に係る財源問題の中身を出したわけですけれども、私はそれらの問題につい

ても真剣にオープンにして、そしてそのもとにおいて考えるべきだと思います。でなければ

結局はでき上がった問題については、古寺においても役員さんの中で悩まれて役員さんの中

で結論を出していくのか、それとも区民投票によって決めていくのか、この問題は 後まで

問われているわけなんですから、古寺の役員さん方のしんどさを少しでも緩和する意味でも

いま持っている正確な情報をつくって出していくというのは当然この解決の近道だというよ



うに思います。そういう考え方に本当に立てるのかどうかというのがいま重要な問題だと思

うんですが、その点について再度簡単でいいですから問うておきたいと思います。

はい、助役！議 長

先ほどから住民参加、住民参加とおっしゃっていただいているところでございます助 役

。ごみ処理場の候補地につきましては、まずはその候補地の住民の皆様のご理解とご協力が

まず先決でございます。そういうところから現在お願いしているところは、まずは役員さん

に理解していただいて、その後に隣組単位あるいは区民全体、あるいは候補地の各種団体の

方々、ありとあらゆる機会を通じてご理解をいただくと、こういうところで現在お願いして

いるところでございます。これは特にあくまでも住民参加と、このように考えております。

よろしくお願いいたします。

寺前議員！議 長

次の問題でちょっと走りたいと思います。八尾市や東大阪市での視察の問題で２点４番議員

だけ聞いておきたいと思うんです。１点は八尾市ではですね、いわゆる産業振興室の方がで

すね、ここまで踏み込んで述べておられるんですね。いわゆるいまの不況の中で行政の果た

すべき役割は非常に大きい、しかし従来の考え方ではとても間尺に合わないという前提に立

ってですね、オオニシさんという方は金儲けに行政力がかかわっていくということです。そ

してまた中国の動きに対して打ち勝っていく、そういう決意のもとに１万以上ある事業所の

営業マン的な役割を担うという決意で取り組んでいるんです、これがまず 初のオオニシ、

いわゆる理事ですか、そしてそれが市長の考えだ、このように述べておられました。こうい

う問題が産業振興にとっていま重要な時期に差しかかってるということで述べているわけで

す。その点についてまずお聞きしたいと思います。

それから東大阪ではですね、その施策を立てるに当たって本当に東大阪市の産業、商業が

どんな実態を持っているのかというのを職員が知らない、そういう点では全体を本当に把握

する努力がまず大切だ、このもとにおいてですね、２万４，０００、もっとありましたかね、

事業所をですね、はがきをつくって全部にはがきを出して、そしてその後職員が１軒１軒回

ってそのアンケートを口頭でもらってつくっていく、そしてそういう成果の中ではですね、

東大阪には本当に世界的に打ち勝つ中小零細企業の中にも技術を持ったところがあったとか、

いろいろわかってきた、そしてこれを、いわゆるデータベース化してその行政に役立たせて

いく、こういう取り組みをいま行ってるんだ、そこには専門家も交え、そして職員一人一人

が意識改革を行っている、こういうような話だったわけです。そしてこの二つに共通してい



るのがですね、職員のその取り組み姿勢がいかに重要か、広陵町のように毎回毎回産業振興

の担当が変わる、林田町長は一回ですね、産業振興課をつくっていただきました。しかしす

ぐにまたもとに戻してその課を廃止する、こういうような取り組みであり、また何人もこの

間人が変わる、これでは新しい行政の知識の必要とするところではとても間尺に合わない問

題です。そういう点ではこのような方々を呼ぶなり、あるいはまた専門家の意見を聞くなり、

そして何よりも職員の養成が大事だというように思うわけですが、その点についての決意を

町長及び担当部長にお聞きしたいと思います。

都市整備部長！議 長

寺前議員、私職員の人事等についてはちょっと町長の方から答弁願いたいと思都市整備部長

いますので、よろしいですか （４番議員「いやだから、その取り組みの、行政の取り組みの。

問題をいま話してますのでね、人材の育成という問題 ）ただいまご質問がございましたよ。」

うに、八尾市あるいは東大阪市での職員の取り組みについては、かなり本町との差があるよ

うな感じでご質問されております。言われる内容につきましても理解は私は十分認識する点

もございますが、やはり大きな市とこの小さな広陵町での職員の人数等での差もかなりあろ

うかと思いますので、そういう実態の把握するためのデータベース等の活用とか、こういう

ことは本町ではまだ行き届いておりませんのが現実でございます。そういう面から今後はで

すね、そういう面も視野に入れまして整備すべきもんは整備して組織を充実しなければなら

ない、このような考えを持っております。以上でございます。

町長！議 長

いま職員を変えてそれだけの知識はないというようなご心配をいただいているわけ町 長

ですが （４番議員「いやたびたび変えていくからね ）たびたび変えてるということでござ。 。」

います。実は私も産業振興の会議に何度か行かせていただいております。しかしいまこの不

況に何をするかというふうなことで、商売をなさっている人が真剣に会議をなさっているわ

けでございます。しかし私どもの職員も一緒に、課長も部長も参画しております。しかしそ

の経営者は本当に経験といいますか、技術といいますか、商売の知識といいますか、立派な

ものでございます。私どもが幾ら知識があってもその人を上回って指導するということには

やっぱり限度があります。これがつくづく感じました。幾ら１０年務めても相手を説得する

だけの力はつきません。いま専門のプロフェッショナルにお願いをなさっていろいろとご提

案を聞いて、私どもも一緒に勉強させていただいてると、そんな状況でございます。ご心配

いただいていることはよくおわかりするわけでございますが、私どもはそうしたいろんな事



業に対して後方支援をする、一緒に汗を流させていただく、そういう面で頑張っているとこ

ろでございます。実態はよくおわかりをいただけると思いますが、現在の会議の状況はそん

な状況でございますので、私どもも一生懸命養成には努めていくということについては変わ

りはございません。

寺前議員！議 長

現状はそういう現状だと思うんです。いま重要なことはですね、そういう不足して４番議員

いる部分を急速に町行政に取り組んでいくということだと思います。そういう点では東大阪

でも専門家を十分に活用する、大学の蓄積した力をかりる、東大阪でもそのとおりでありま

す。そういう専門家の力をかりていくということもいま特に重要なわけなんですね。たとえ

ば広陵町の靴下の問題で言えば、奈良女子大学の学生さんが論文で広陵町の靴下についての

論文を書かれてるんです。そういうような問題についてもですね、特に必要なわけです。そ

ういうことが経営者では集まらないんです、情報が。いわゆる情報を集められるのは、結局

は経営とかその毎日の売上、出荷とか、そういうものは経営者が当然知っておられます。し

かし業界の情報をどれだけ持っているかというのは、残念ながら経営者の方々がそのこと自

体が困難なんです。その役割は行政が担っていくというのは、いま も重要だと言われてま

す。そういう意味からも行政にかかわる問題というのは、専門家を活用しながら情報公開、

情報を収集し、経営者にそれを還元していく、こういうことが特に必要だと思いますので、

それについては答弁結構です。

４番目ですけれども、私は先ほどからこの問題で気になっているところも一つあります。

一つはこの審議会の方々が一生懸命努力してつくっていただいた答申です。この答申を実行

するというのは、読めば読むほど腹をくくってかからないとできない問題だと思うんです。

本当にこれは行政の柱の中心になるような課題を抱え込んでいます。そしてそれで有料化を

して減量という道筋がやむを得ないというように思われたわけですけれども、町民の７０％、

それに対して意見を持っておられる、そういう矛盾を解消していくためにもですね、町はこ

の審議会に出された答申を町民の中に事細かく情報を公開していく、そしてその中から意見

を吸い上げながら減量化に対してどれだけ一体となって取り組まなければならないのかとい

う具体的な提案が必要ですけれども、その点についてどれほどの決意を持って取り組もうと

されておるのか、まず１点聞きます。

それから先ほどから私は古寺地域の方々にとって、この建築というのは押しつけられたも

のだ、この意識が抜けないと思うんです。そしてなぜ私たちだけが犠牲になるのかという点



が、その手法がまずいから反発が非常に強いと思います。当然のことだと思うんです。そう

いう中にあってですね、私たちは職員の方々がいろいろおっしゃっています。情報を公開し

て、情報を古寺の方々に供給することがあたかも地元を惑わすことになる、問題解決に困難

をもたらす、こういう考え方が一方であるんです。私はこれは逆だと思うんです。先ほどお

っしゃっていましたように、区長や役員の方々に情報を提供し、隣組の方にそれを伝えてい

く、なぜこの問題、その問題を区長やその役員の方に前提に理解をしていただく努力をしな

いんですか。そしていま持っている情報、持っている情報自体が私はまだまだ頼りない情報

だと思うんですけどね、こういうような住民の方々が全くかかわってないような情報をつく

ってやっているからですね。それとまたこういう先ほどの財源の内訳についてもですね、こ

の問題について真摯に考えたというように私はどうしても思えないんです。こういう中身が

本当にきっちりとまとまって、議会の中で議論していただいても結構です、特別委員会もあ

ります、こういう問題を本当に真剣に取り組むことによって、この町民こぞって古寺の地域

の方々に迷惑をかけていく、そのための財源についてはやむを得ない分については出してい

く、こういうことが認識されると思うんです。古寺の地域に建物を建てるから一般住民の方

々に財源的な辛抱してもらわなきゃならない、こんなやり方で古寺の方々納得できますか、

できないですよ。町民の方々がいまの町財源の問題や、また何はしていくのか、国、県の問

題も含めて理解をした上で古寺の方々にどれだけの立派な施設をつくり、公害のない、そし

てまた地域環境をよくしていくのかということの一致がまず生じてくる必要があると思うん

です。私はそういうような大きな目を持った形の解決、そしてもう一つはいまやっておられ

ることについて私たちは別に反対しません、区長やその他の方々に理解してもらうために一

生懸命毎日でも日参することについては当然だと思います。そういういま中心になる大きな

課題というのは一点突破ではできない、このことを強く認識していただく必要ありますけれ

ども、その点についてですね、いま小さい目で古寺の方々の理解求めていただいて、 後に

は住民の方々に理解を求めるというようなことではなく、全方位的な考え方も含めて、古寺

の方々納得していただけるような、あるいは一般の町民の方々が古寺についての方々に大し

てお願いをするというような状況をつくっていく必要があると思うんですけども、そういう

住民参加の考え方はどうなのか再度聞きたいと思います。

はい、環境部長！議 長

まずごみ減量等推進審議会の答申のごみの有料化を実行するに当たっては、相当な環境部長

覚悟を持って当たらないとできないというご指摘をいただいております。これはもう当然の



ことだというふうに思っております。近くの斑鳩町におきましても一部有料化をされており

ましたのが減量の効果が少ないというので全量有料制を導入されたということで、本町の職

員も研究に指導に伺ったわけでございます。ただその導入に当たりましては相当職員が労力

を使い、住民の皆さんに説明会を繰り返して行ったということもお聞きをしております。そ

れによって減量の効果を上げたという実例もお聞きをしております。これから地域に出向い

ていろいろと説明を繰り返しながら理解を求めるという作業は欠かせないというふうに認識

いたしております。

それから古寺の地域の問題でございますが、先ほども助役が申し上げましたように、いま

役員さんに説明をした後に住民の皆さんにどのように説明をしていくかということを役員さ

んと協議中でございます。こちらから提案させていただいておりますのは、隣組単位あるい

は各種団体重なっても結構ですので何回も何回も話し合いをさせていただいてご理解をいた

だくということで時間をかけたいというふうに考えております。ただ平成１７年６月の期限

があるということも役員さんもご認識をいただいておりますので、そのあたりで住民の理解

を得る努力をしてまいりたいというふうに思っております。

以上で寺前君の一般質問は終了いたしました。議 長

以上で本日の議事日程はすべて終了いたしましたので本日はこれにて散会いたします。

皆様方ご苦労さまでございました。

（Ｐ.Ｍ.４：４６散会）





平成１３年１２月２１日広陵町議会

第４回定例会会議録（最終日）

平成１３年１２月２１日広陵町議会第４回定例会（最終日）は、広陵町議場に招集された。

１ 出席議員は、１６名で次のとおりである。

１番 山 田 光 春 ２番 小 原 昇

３番 片 岡 福 美 ４番 寺 前 憲 一

５番 松 野 悦 子 ６番 ・ 谷 ・ 作

７番 吉 田 信 弘 ８番 中 山 正

９番 山 本 登 １０番 青 木 義 勝

１１番 笹 井 正 隆 １２番 坂 口 友 良

１３番 山 本 悦 雄 １４番 松 本 政 治

１５番 吉 岡 章 男 １６番 出 張 光 男

２ 欠席議員は、なし。

３ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。

町 長 平 岡 仁 助 役 畠 山 惠 俊

収 入 役 和 田 建 三 教 育 長 吉 村 崇

総 務 部 長 土 佐 敏 行 健康福祉部長 大 西 利 実

住民生活部長 野 村 完 治 環 境 部 長 山 村 吉 由

環 境 部 参 与 中 尾 寛 都市整備部長 吉 村 正 勝

水 道 局 長 中 尾 勝 教育委員会事務局長 竹 田 健 次

４ 本会議の書記は、次のとおりである。

局 長 西 辻 眞 治

書 記 乾 善 雄 野 村 克 也



ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しております。議 長

これより本日の会議を開きます。

（Ａ.Ｍ.１０：０３開会）

本日の議事日程はお手元に配付したとおりであります。

日程番号 付 議 事 件

１ 議案第７０号 広陵町税条例の一部を改正することについて

議案第７１号 広陵町立学校設置条例の一部を改正することについて

議案第７３号 広陵町リフト付きバス購入に伴う物品売買契約について

議案第７５号 平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第５号）

議案第７７号 平成１３年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第１号）

議案第７９号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて

議案第８０号 技能労務職員の給与に関する条例の一部を改正することについて

議案第８２号 平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第６号）

２ 議案第７６号 平成１３年度広陵町墓地事業特別会計補正予算（第１号）

議案第７８号 平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計補正予算

（第１号）

３ 議案第７２号 ゲートボール場上屋等建築に伴う工事請負契約の締結について

議案第７４号 町道の路線認定について

議案第８１号 広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を改正することについて

４ 議員提出議案第14号 テロの根絶を願い、報復戦争と自衛隊派遣新法に反対する意見書

について

まず日程１番、議案第７０号、７１号、７３号、７５号、７７号、７９号、８０号議 長

及び８２号を議題とします。

本案について総務文教委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。

総務文教委員長、笹井君！

おはようございます。これから総務委員会の委員会報告をさせていただきま総務文教委員長

す。本委員会は、去る１２月１１日の本会議において付託されました８議案につきまして、



１２月１７日に委員会を開き慎重審査をいたしましたので、その結果をご報告いたします。

初めに議案第７０号、広陵町税条例の一部を改正することついては、何ら異議なく原案ど

おり可決すべきものと決しました。

次に議案第７１号、広陵町立学校設置条例の一部を改正することについては、東幼稚園の

跡地利用について現在協議中であることを伺い、全員一致で原案どおり可決すべきものと決

しました。

次に議案第７３号、広陵町リフト付きバス購入に伴う物品売買契約については、現在公民

館で使用中のマイクロバスが老朽化したため購入することになったこと、また入札参加者５

社のうち２社が辞退した理由、なぜ幼稚園、保育園のマイクロバス利用が極端に少ないかを

伺い、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第７５号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第５号）でありますが、竹取

公園で未買収の土地がもう１カ所あること、現在計画中の竹取公園の休養施設の概要を伺い、

またクラブ活動費の父兄負担金、ＰＴＡ負担金の考えについて伺い、全員一致で原案どおり

可決すべきものと決しました。なお本会議で答弁を保留されました有利な起債とはどういう

ものであるかについては、報告を受けていることを申し添えておきます。

次に議案第７７号、平成１３年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第１号）については、

学校給食費の賄材料費が毎年剰余金として残る理由、現在米飯給食が３日、パンが２日とな

っている理由について伺い、全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第７９号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについて及び

議案第８０号、技能労務職員の給与に関する条例の一部を改正することについては、例年ど

おり人事院勧告に従っての改定であることを伺いましたが、公務員の給与は民間企業が不景

気なときにこそ良識ある水準を示すべきとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案どお

り可決すべきものと決しました。

最後に議案第８２号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第６号）については、今回

の補正が給与、手当に関するものであるとの理由で一部委員から反対があり、採決の結果、

賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。なお本会議で答弁を保留されました主

な時間外勤務手当補正予算の明細については、報告を受けていることを申し添えておきます。

以上、簡単でありますが、総務文教委員会の審査結果の報告といたします。

ありがとうございました。ただいまの委員長報告に対し各議案ごとに審議いたしま議 長

す。



まず議案第７０号、広陵町税条例の一部を改正することについてを議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第７０号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第７０号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第７１号、広陵町立学校設置条例の一部を改正することについてを議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第７１号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第７１号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第７３号、広陵町リフト付きバス購入に伴う物品売買契約についてを議題としま

す。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論はありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第７３号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第７３号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第７５号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第５号）を議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。



（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第７５号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第７５号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第７７号、平成１３年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第７７号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第７７号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第７９号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正することについてを議

題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。 ５番議員！議 長

反対の立場で討論をいたします。５番議員

今回、官民格差という部分で言いますと０．０８％という、１カ月に３１３円という大変

な少額でございました。その３１３円が官の方が民よりも下回っているという中で定額の支

給となっているわけなんですけれども、これについては給料表の改定も行われないままにで

すね、特例的な形で少額を上乗せをするというやり方については大変大きな問題を残してい

るところであります。また一時金につきましては、期末手当０．０５カ月分ということなん

ですが、３年連続で言いますと０．５５カ月分という本当に大きな減額になっているわけな

んです。これは３０年前の水準にまで逆戻りをさせるというような大変な減額となっており



ます。そういう点におきまして職員さんの生活に大きくかかわります。そういう点で反対を

したいと思います。そして特に公務員の賃金の果たしている社会的な役割というものをもっ

ときっちりと見ていただかなければいけないんではないかというふうに思います。財界や政

府の主張に迎合することを許して、政府言いなりにこのような大幅な一時金の減額について

は不況にも一層拍車をかけていく、そして職員さんの生活を脅かす深刻なものであることを

指摘して反対をしたいと思います。

１５番議員！議 長

反対者がいますので賛成の立場で討論いたします。１５番議員

給与勧告の制度は、憲法で保障された争議権など労働基本権が制約されていることに対す

る代償措置として設けられており、公務員の給与を民間の水準に合わせることを基本として

います。必ずこれに従わなければならないものではありませんが、十分に尊重されるべきで

あることはご承知のとおりだと思います。広陵町では、過去から給与勧告どおりに実施され

ているということであります。今年度は、不況に苦しむ民間の実情を考えまして、期末手当

の減額もやむを得ないと考えます。だから賛成といたします。

３番議員！議 長

反対の立場で討論させていただきます。３番議員

いま吉岡議員の方から人勧のとおりであるから賛成なのだというふうな討論があったわけ

ですけれども、やはり公務員さんの給料というのは、先ほど松野議員が言われましたように

ずっと下がってきている、そして社会的ないろんな基準の中でも公務員の給与というのは、

いろいろ生活保護の問題とかそういうとこを計算の基準になってくる金額でもあります。そ

してまたこれから職員さんは職員倫理条例を制定されたりとか、また職員さんの専門性が追

求されたりとか、これからいろいろ民間以上に職員さんを取り巻く情勢も厳しくなってきて

いるところだというふうに思います。やはり広陵町の職員として誇りを持った公務員として、

職員としてやっていただくためにもやはりそれなりの待遇というのは必要だというふうに考

えておりますので、こういう形での職員さんの条件の切り下げについては反対させていただ

きます。

ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論を打ち切ります。議 長

本案について反対者がありますので起立により採決いたします。



議案第７９号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第７９号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第８０号、技能労務職員の給与に関する条例の一部を改正することについてを議

題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

５番議員！

この８０号議案も７９号議案と同じ内容で反対をいたします。５番議員

１５番議員！議 長

私も同じで、８０号議案につきましても賛成の立場で討論させていただきます。１５番議員

議案第８０号につきましても、先ほどの議案第７９号と同じ理由により賛成いたします。

４番議員！議 長

先ほどと同等の内容ですので、一言つけ加えておきたいと思います。４番議員

今次の経済状況は非常に厳しいものがあり、リストラが推し進められています。こういう

中で国民が本当に大企業の犠牲になっている。この間の大企業の言い分は、リストラがその

会社存続の大きな前提だと言っているわけですが、実際には２兆数千億円もこの１年間でい

わゆる内部保留を増やしているという実態があるわけです。本当に国民の生活を維持するの

であれば、ヨーロッパが行っているようなやはり労働者が働ける環境をつくっていく、そし

て大企業の横暴のままにむやみにリストラを、不景気だからという理由でリストラを横行す

るような態度を改めさせるべきであります。また公務員の問題もこのような見地から立って

本当に国民に奉仕する、そういう立場を一層貫いていただく、このことを強く求めていくの

は当然であります。しかし生活を防衛するという点では、働く者の立場に立った共通の立場

をはっきりとし、そしてこの責任がいままで政府自民党が借金に借金を重ねてきたそういう

犠牲を公務員に押しつけるという、あるいはまた国民に痛みを押しつけるという、こういう

論理を優先させることは決して許されるべきものではないということを確信を持って訴えて

いきたいと思います。

ほかに討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）



討論を打ち切ります。議 長

本案について反対者がありますので起立により採決いたします。

議案第８０号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第８０号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第８２号、平成１３年度広陵町一般会計補正予算（第６号）を議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

５番議員！

これは前の７９、８０号の議案を受けた補正が中心となっているわけであります。５番議員

そういう中で広陵町におきましてラスパイレス指数が年々下がりまして、とりわけ一部の２

０年以上大卒というところでは８８．２という大変な厳しい状況になっています。広陵町全

体のバランスを考えていけばこういうひずみが出てくるのも当然ではありますが、全体とし

てやはり大きく後退をしているという実態は免れません。そういう意味ではこのラスパイレ

ス指数、少なくとも全体として１００に近づけるように努力をしていただかなければいけな

いんじゃないかというふうに思います。この点について人件費の占める比率なんですが、広

陵町の場合は平成１０年度、決算カードでいきますとですね、平成１０年度の職員さんの人

件費が１５億４，３０２万３，０００円、構成比が１５．８％となっていました。その後、

毎年毎年減額されましてですね、給与のカットがされまして、平成１２年度の決算では１５

億１，１６２万４，０００円で１１．８％の構成比となっています。これ一つを見てもです

ね、本当に人件費がいまの広陵町の財政を大きく圧迫しつつあるのではなくて、逆にですね、

構成比からいえば年々下がってきている、こんな状態であります。それを財政難の中で一層

職員さんの給与を引き下げていくことについては到底納得できるものではありません。

それからですね、このような公務員のあり方は、いま大変一層厳しくなってきているのは

片岡議員も指摘をしたとおりであります。とりわけ広陵町では、いままでにいろいろな不祥

事がございまして、職員倫理条例を検討するという前向きな答弁をいただきながら、いまだ

に職員倫理条例が制定されていないわけです。今回も先日ですね、また匿名の手紙が届きま

して、庁舎内での盗難事件についての指摘が寄せられたところであります。こういういろい

ろな不信感の目を持ったり、またいろいろ厳しい目が向けられている中で、大変それぞれに



ご努力いただいていることは承知しているわけですが、そういう部分も承知しながらですね、

なお一層そういう公務員としての自覚を持ち職務内容の向上に努めていただくために、やは

り職員の倫理条例の制定は緊急に必要だということを指摘しておきたいと思います。これは

県内でほかのところがやっていないからということでしたけれども、そういう問題ではあり

ません。率先してですね、ぜひ広陵町の方が制定をしていただくことをお願いしたいと思い

ます。

それから残業についてなんですけれども、補正予算の中で大変多額の残業が追加されてい

るわけなんですけれども、この点につきましてもやはり職員さんの健康管理ですね、いい状

態で仕事をしていただくためにもやはり多くの残業は好ましくないのは明らかであります。

この残業について人員不足であれば人員の適正な配置をするなど工夫していただいて、残業

ももう少し減らすような努力、そして職員さんの健康管理にも配慮していただかなければい

けないという点を指摘して反対といたします。

ほかに討論ありませんか。 １５番議員！議 長

反対者がありますので、賛成の立場で討論いたします。１５番議員

先ほどの条例改正に基づく補正であるために反対とのことですが、既に条例は可決されま

した。議案第８２号は可決した条例に伴うものであり、何ら反対する理由は見当たりません。

よってこの一般会計補正予算に賛成いたします。

３番議員！議 長

条例の方で可決されたからもうこれは問題ないんだというふうな言われ方をしてい３番議員

るわけですけれども、やはり根本的な問題として今後の職員さん、いまからだんだん不況が

まだまだこれから長引いていく、いまの小泉内閣の政治不況というのがまだまだひどくなっ

ていくという状態は変わりがないと思います。そういう中でそういう犠牲がこれからも職員

さんの方にしわ寄せがされていくのかどうかということを今後とも考えていかなければなら

ない問題だというふうに思います。こういう形で職員さんの方にずっとしわ寄せがされてい

く一方で、前に特別職の給与の値上げにつきましては、近隣との足並みをそろえるためとい

うことでお手盛りのような形で可決されたというふうな状態もございますけども、やはり職

員さんの生活を守るということをやはり町全体で考えていく、それがやはり住民の人たちの

生活をいかに守っていくのかということを考えていくことにもかかわっていく問題だと思い

ますので、こういう一方的な切り下げについては反対させていただきます。

１３番議員！議 長



賛成の立場で討論させていただきます。１３番議員

いま特別職の給料がお手盛りで値上げされたというような反対討論がございましたが、こ

れは前にカットされていた部分を前町長のときに新しい町長ができると、新しい選挙がある

と、次の町長も来るときだからということでもとに戻されたというようなことでございます。

それと広陵町にはなるほど職員さんの労働組合もない、さるかわりに人事院勧告を尊重し

てその勧告に従った給料体系で持っていくということを忠実に今日まで守ってこられたわけ

でございます。非常に、共産党さんがそういう面について職員さんの味方のような発言を種

々されておるわけでございますけれども、決して、そしたらいままで、僕見たことはござい

ませんねけど、これどんどんどんどん人事院の勧告でこういう補正予算のことも上げられて

きてたと思うんです。そのときにどういう態度をとっておられたのか。僕その時点のことち

ょっとわかりませんけれども、非常にその都度反対なさってるだけだというように感じるわ

けでございます。この中には、先の条例に伴う補正並びに１０月の機構改革に伴う部門間の

調整を含めた補正が入っております。こういうものも否定するのかどうか。

それとエレベーターの設置についての予算も入っておるわけでございます。そういうこと

を含めまして、このエレベーター、前からも非常に念願でございまして、３階まで上がって

いただくのにはぜひともエレベーターが必要だということは常々考えていたわけでございま

すが、共産党さんはそれにも反対のようでございます。そういうことで我々はこの予算に何

ら反対する理由はないと考えております。以上でございます。

４番議員！議 長

よくぞ言っていただきました。私たち共産党の立場として、まずエレベーターの設４番議員

置やその他補正の部分については具体的に、積極的に賛成しているところであります。しか

し残念ながら修正案等を出していないという状況、あるいはまたその中身についての具体的

論議をしているわけですから、そういう一番中心となる議案は人事院勧告に基づく職員の給

与体系の問題であります。そういうところについては先ほどから述べているとおりでありま

す。そういう点で私たちは反対をしているのであって、また先ほど常勤の特別職の報酬の引

き上げについてはですね、こういう状況であるからこそ一時カットした部分を戻すという点

についても議員あるいはみずからが正していくということが必要です。それが本当に具体的

にそういう部分には賛成をして、職員の給与カット、ボーナス部分のカットというような分

については反対をする。これは町民から見ても論理の立たない内容であります。要は弱い者

いじめをするようなことになってはならないと思います。そして私たちは再々言っています



ように、広陵町民の方々が議員や公務員に対する厳しい批判や厳しい目を十分熟知し、そし

てまた私たち自身も肌に感じています。この部分についての改善は、議会やその他でも再三

述べてきている問題であります。住民に奉仕する立場を一層貫くことで公務員が住民から信

頼され、そしてその働きに応じた生活を営む最低の給料を当然権利として受け取っていく、

当たり前のことだと私たちは思っていますので、再度つけ加えておきたいと思います。

ほかにありませんか。議 長

これにて討論を打ち切ります。

本案について反対者がありますので起立により採決いたします。

議案第８２号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第８２号は原案どおり可決されました。議 長

次に日程２番、議案第７６号及び７８号を議題とします。議 長

本案について厚生委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。 厚生

委員長、山本登君！

本委員会は、去る１２月１１日の本会議において付託されました２議案について厚生委員長

、１２月１８日委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果をご報告させていた

だきます。

まず初めに議案第７６号、平成１３年度広陵町墓地事業特別会計補正予算（第１号）につ

いては、墓地永代使用料返還の際の未使用分と使用済み分との違い、墓地管理料の他市町村

との比較などの説明を伺いました。また休憩所の建設計画については、来年度中、見直しを

した中で駐車場、休憩所などの計画を立てたいとの考え、さらに無縁墓地となった墓地の撤

去方法についても詳細に伺い、何ら異議なく全員一致で原案どおり可決すべきものと決しま

した。

最後の議案第７８号、新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計補正予算（第１号）

については、１０月末現在で１次判定と２次判定においての介護度の変更があった２０２件

の内訳を伺いました。また痴呆老人のコンピューターソフトの見直しは、国からの修正が完

了していることをお聞きし、何ら異議なく全員一致で原案どおり可決すべきものと決しまし

た。

以上、簡単ではございますが、厚生委員会の審査の結果といたします。

ありがとうございました。ただいまの委員長報告に対し各議案ごとに審議いたしま議 長



す。

まず議案第７６号、平成１３年度広陵町墓地事業特別会計補正予算（第１号）を議題とし

ます。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑はありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

はい、３番議員！

意見をつけまして賛成させていただきます。３番議員

この墓地の返還につきましては、やはりもう少し返還金というのは、未使用の分について

は検討していただきたいということはお願いしていたとおりでありますし、また利用料につ

きましても近隣とかほかの安いところ、安く頑張っておられるところについてもやはり検討

していただきたいということでお願いしているところでありますが、来年度で利用料とかそ

れからまた墓地の永代使用料なども今後見直していくということをお聞きいたしましたので、

今後に期待いたしまして賛成をさせていただきます。

討論はこれにて打ち切ります。議 長

議案第７６号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第７６号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第７８号、平成１３年度新庄町・當麻町・広陵町介護認定審査会特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論がないようですので、討論を打ち切り採決します。議 長

議案第７８号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第７８号は原案どおり可決されました。議 長

次に日程３番、議案第７２号、７４号及び８１号を議題とします。議 長

本案について産業建設委員長より委員会の審査の結果について報告願うことにします。



産業建設委員長 ・谷君！、

それでは本委員会は、去る１２月１１日の本会議において付託されました３産業建設委員長

議案について、１２月１４日委員会を開き、慎重に審査いたしましたので、その結果をご報

告いたします。

まず議案第７２号、ゲートボール場上屋等建築に伴う工事請負契約の締結については、入

札条件をクリアしていながら指名されなかった業者についての質問があり、この業者は過去

に瑕疵のある業者で更正の確認が必要とのことで、指名選定委員会において今回の指名は見

送られたとの説明を受けました。また関連質問として、１１月の入札で極めて安価な落札価

格のものがあったが、この入札についてどう考えるかとの質問があり、契約遵守のため工事

検査に全力を尽くすこと、最低価格設定については研究中だが、町としては工事検査、監督

を充実し、最低価格は設ける考えのないことを聞きましたが、一部委員から部分的には入札

制度が前進した面があるが、全体としてはいまだに公正で公平な入札制度とはなっていない

との反対意見があり、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。

次に議案第７４号、町道の路線認定については、現地を確認し、公団内の認定手続につい

て詳細を伺い、何ら異議なく全員一致で原案どおり可決すべきものと決しました。

最後に議案第８１号、広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正することについては、例年どおり人事院勧告に従っての改正であることを

伺いましたが、３年連続のボーナスダウンは職員の生活実態、意見を考慮したものではなく

反対との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。

以上、甚だ簡単ではありますが、産業建設委員会の審査の結果報告といたします。

ありがとうございました。ただいまの委員長報告に対し各議案ごとに審議いたしま議 長

す。

まず議案第７２号、ゲートボール場上屋等建築に伴う工事請負契約の締結についてを議題

とします。

ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

４番議員！

反対討論をさせていただきます。４番議員

先ほどから出ている人事院勧告等についての側面の性格もあります。それは何かといえば、



町民に責任を持って広陵町の財源をどう使うのかというところにもかかわる問題だからであ

ります。いわゆる入札が民間同様の競争原理が働けば、本当にもっと公共工事が一方では拡

大する、また一方ではそれを利用した町民への施策が前進できる、こういう仕組みになって

います。このことをまず大前提に、委員会でも二つのところで競争原理が働き、一つは予定

価格の６０％で落札した件、もう一つは５０％を切って４９．数％で落札した件があります。

この是非の問題ではなく、本当に業者が談合を排して公正な競争の中で仕事を受注する、そ

ういうシステムをつくっていくことは、いま業者自身に投げかけられた問題であります。こ

ういう内容から見てみますと、今回のゲートボール場の各入札者の内容は、町内あるいは準

町内と言われる三つの業者は、入札価格は業者間では最も安く入札を入れています。その他

の業者はそれ以上の入札価格になっており、本来これが具体的に競争が働いているとすれば

もっと自由な価格形成がなされているはずだと推測できるわけであります。またこのような

県内大手などが入ってくる中で、もっともっと競争原理が働く可能性が本来ならばあるはず

だと確信をしているものであります。そういう点から見ると今回の予定価格は、町がこの建

設にかかわり予定価格を入れた数字については、私はその心情としては前進する面を少しは

評価をしたいと思います。つまりどういうことかといえば、業者間での競争が働かない、予

定価格を公表し町が業者との嫌な部分、あるいはまた汚辱にまみれた経験からいってこの入

札妨害にかかわるような部分がなくなったという点からいって非常に進んできたというのが

実情ですが、一方このような業者の談合疑惑が絶えないという認識を町が持つならば、この

入札にかかわるやり方は一層研究する余地が残されたものであります。予定価格を引き下げ

てやる、これも無謀とは言える側面がありますけれども、業者間に本来の自由な競争を促す

という意思表示をする点では強いものがあります。またその他さまざまな提案を私たちは行

ってきました。こういうことを踏まえて、業者がいまこの町から示された問題を受け止めて、

本来適正な競争が行われるように努めるべき責任が問われています。そのようなことがなけ

れば町は一層業者に対する厳しい、談合の疑惑が認識されるとすれば厳しい措置を持って当

たるべきだというように思います。そういう点でこの入札結果についても、私たちは談合の

疑惑が消えないという趣旨から反対をいたします。

ほかに討論。 １３番議員！議 長

反対者がございますので、私は議案７２号に賛成の立場で討論いたします。１３番議員

いま反対討論の中にありました競争原理が働いていない、あるいは談合疑惑ということで

ございます。あくまでも談合疑惑についても、ご本人もおっしゃっていたとおり推測でもの



をおっしゃっておるということでございます。いろんな談合自身ということになりましたら、

これは刑事事件にも発展するような問題でございます。数字を見てこれは談合しているんじ

ゃないかという単なる推測で、我々ここでこれを否決していいのかどうかということでござ

います。

それともう１点、先ほど申されてました中で最低価格でございますが、非常にまず４９％

ぐらいと６０％で落札されておったと。これについてはこれとは関係ございませんけども、

反対討論の中で申されておりましたので、私はこれは適正な落とし方ではないというように

感じているものでございます。これはこの議案と関係ございませんけれども、ひとつ申し添

えておきたいと思います。そして入札の状況を見ましたら、やはり町内業者３社が一番安い、

町外業者が高いという形もこれも事実でございますが、やはりそれは町内業者が地の利で安

く入れたんだろうというように、これも推測でございます、されるわけでございます。そう

いうことから見まして、特に広陵町の場合、県内でも公正な透明性の高い入札をやっている

と思います。そういうことで反対する理由は見当たらないわけでございます。よってこの工

事請負契約は適正であるということで賛成いたします。

５番議員！議 長

反対の立場で討論をいたします。５番議員

あくまで推測だからということなんですけれども、これは断定できればこんなことでは済

まないというのは明らかでありますが、やはり広陵町の指名状況、そして落札状況を見てい

ますと、全体としてはやはり９５％以上での落札が８割を占めるというような、そういう中

で業者の指導がきっちりとなされていない中でですね、今回のゲートボール場についても落

札されています数字を見ますと、やはりまだまだきっちりと競争原理が働いていない、一般

的に競争原理が働けば７割、８割で落札されることが多いとも言われておりますので、そう

いう数値から見ますとやはりまだまだ厳しく業者の方の選定指導をしていただかなければい

けないというふうに思います。そういう点を理解していただいて、再々指摘していますよう

に本当に適切な競争入札が常時なされるようになれば、本当に大きな財源をこの広陵町の一

般会計から新たに生み出すことにつながりますので、今後この大変厳しい財政状況の中で、

財源をつくり出すのが厳しい中にあってこの入札をきっちりと競争原理を働かせて入札をさ

せることこそが大きな財源を生み出すことになりますので、そういう点も含めてですね、最

低制限価格の設定などを早期に一層の改善を指摘しまして反対といたします。

ほかにありませんか。議 長



（なしの声あり）

討論をこれにて打ち切ります。議 長

本案について反対者がありますので起立により採決いたします。

議案第７２号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第７２号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第７４号、町道の路線認定についてを議題とします。

ただいまの委員長報告に対しまして質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

４番議員！

委員会でも議論していたわけですけれども、いわゆる町道認定については当然町が４番議員

移管をし、公道については町道認定するというのは当たり前の話であります。ただしそれに

は基準があります。そしてまたいわゆる開発型の部分についてはですね、町道認定をした後、

その瑕疵が生じた場合、いわゆる業者によって責任を負うということは、これも当然のこと

であります。しかし町道認定した後については町が責任を負うというのが当然本来のもので

あり、開発型の場合の町道認定については、その後の瑕疵が発見された場合についてその開

発業者が責任を負うと、こういうことを明確にするということが委員会でも議論され、そし

てその方向で確認をとるということだったわけですけれども、その点については一層、開発

型については瑕疵担保を明確にさせていくということも努力して明確にしていただくことを

つけ加えて賛成しておきます。

ほかにありませんか。議 長

（なしの声あり）

討論はこれにて打ち切り採決します。議 長

議案第７４号は委員長の報告どおり原案可決することに異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

ご異議なしと認めます。よって議案第７４号は原案どおり可決されました。議 長

次に議案第８１号、広陵町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正することについてを議題とします。

ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。



（なしの声あり）

質疑がないようですので、質疑を打ち切り討論に入ります。討論ありませんか。議 長

４番議員！

先ほどからの部分であります。予算上はこの水道会計については具体的な数字はあ４番議員

らわれていませんけれども、いわゆる一般的全体では今回のいわゆる一時金の引き下げによ

ってですね、生じる負担は三百数十万円だというようになっているわけですけれども、本来

この問題についての内容は先ほどから言っているとおりです。私たちはこの問題を広陵町民

の立場から立っても切り下げについては許されないというように思っております。それはな

ぜかといえば、いまこの部分、公務員に対してもいわゆる国の責任を全く放置したまま公務

員に犠牲を押しつけるという構図になっているからであります。今年度の予算を見てもです

ね、いわゆる特殊法人の改革等と称して当たり前のいままで無視されてきた問題について小

泉内閣では一定評価する部分もあります。しかし現実には公庫など国民生活や中小企業の方

々にとって欠かせない部分まで犠牲を押しつける、これは本末転倒の中身になっています。

来年度の予算についてもですね、大型事業はどんどん続けていくという、一部だけは見直し

ながら大型事業はどんどん続けていく、そして結局は社会保障費を抑える、こういう構図に

なっています。軍事費に至っては聖域扱いにされている状況であります。こういうような状

況の中で私たちは、いまここに手元にある内容を見ますと、フランスでは解雇規制強化法と

いうものが可決されています。これは解雇規制を現在よりも一層大企業が従業員を解雇する

のに勝手気ままに解雇できない、こういう内容で一層強化をしようという形で可決されてい

るわけであります。こういう内容は本当にいま世界の流れになりつつあるわけですが、逆に

日本ではそれが逆になっています。最高裁判所で解雇３原則が裁判によって確立されている

わけですけれども、大企業はその内容すら無視をし続け解雇を続けている実態であります。

日本共産党は国会においても解雇規制法と、これは仮称ですけれども、言われているものを

提案しています。国民にこのような犠牲を押しつけていく内容をいま私たちのこの議案もそ

のような流れに基づいて人事院勧告は追随させているということであります。そしてまたさ

らに公務員の労働基本権までも改悪する勧告を今回も出しているということからいってもこ

の内容は賛成しかねる内容であります。しかし再度、再度つけ加えておきますけれども、私

たちはこのような状況はいま広陵町民にとっても非常に厳しい、苦しい生活を強いられてい

るのが実態であります。私たちはそのためにも中小企業、地場産業に対して町がどれだけの

援助を与えられるのかということを強く求めている内容であります。これは公務員の給与を



引き下げるということに反対する内容と軌を一にした内容だということもぜひ知っていただ

き、そして公務員が住民に奉仕する立場を一層貫くということを肝に銘じていただくように

再度お願いをして、この内容については反対をしたいと思います。

７番議員！議 長

反対者がありますので、議案第８１号に対しまして賛成の立場で討論をいたします。７番議員

議案第８１号につきましては、先ほど総務文教委員会で賛成討論がありました議案第７９

号と同じ理由により賛成いたします。以上です。

５番議員！議 長

再度反対の討論をいたします。５番議員

加えましてですね、今回の給与改定の方で民間の方の調査を人勧の方もしたわけなんです

けれども、この民間のベースアップの実施状況を見ますと、一般の従業員で見まして５２．

３％がベースアップをして、また管理職につきましても４８．１％のベースアップをしてい

る事業所があるわけなんですね。約半数の事業所では定率、定額ではあってもベースアップ

を行い、従業員の給与、処遇の維持改善に努めていることが明らかになったと。民間でこの

ようにですね、厳しい状況の中でベースダウンしないように、ベースアップするように大変

な努力をなされている中でこのような広陵町では人件費が年々下がっていくような中でです

ね、構成比率でですが、そういう中で人勧の言いなりにですね、給与については本当にわず

かの額を上乗せをしてお茶を濁し、またボーナスを減額していくというような、このような

人勧言いなりの姿勢について、減額について到底納得できない、反対するところであること

を再度加えまして反対といたします。

１３番議員！議 長

賛成の立場で討論いたします。１３番議員

先ほど反対討論の中にありました小泉改革ということでございますが、いかにも国民にい

ろいろなものを押しつけておると。いまの小泉内閣の成立になっている基盤と申しますか政

治基盤というのは自民党内にあるわけではございません。国民の支持率にあるわけでござい

ます。ですから国民の支持率が恐らく４０％前後になればこの内閣は崩壊する内閣ではない

かと、私はそう考えております。自民党の中には反対勢力というか抵抗勢力が多数あって、

それを待ち構えておる中でのこの改革でございます。そういうことで共産党さんの反対は非

常にこの改革に対して意外だなと私は感じているところでございます。

それと公務員の皆さんの本当に現在の労働条件あるいは給与体系、本当にそのぐらい劣悪



なものなのかどうか、非常にいま共産党さんの話を聞いておりましたらもう耐えられんぐら

いの劣悪なものか、私は非常にこの点については疑問を感じるわけでございます。現在物価

も下がっております。物価が下がればそれだけ給与が止まっておってもそれだけの貨幣価値

が出てくる。現在はデフレ状況ですので非常にそういう面ではかえって逆に賃金の価値とい

うのは、私は物価に対する賃金の価値というのはいまサラリーマン全体では決して下がって

いない。ただ借金している人は、これは大変でございます。名目上のものは一切下がりませ

んので、これは大変な問題がございます。そういうことでやはり仕事が少なくなればその仕

事をどういうふうにみんなでやっていくか。１人の人間がたくさんの仕事を持つか、そして

それの果実を得るか、あるいは仕事をみんなで分け合って仕事をしていくワークシェアリン

グ、これ三洋電機がこの間打ち出しました。時間当たりの賃金は下げないけれども、仕事の

量をみんな分け合って全体の賃金を下げると、これは労働組合もそれに同意しているという

ような、いま非常に国全体が厳しい中で公務員にそこまで肩を持たなくてはならないのか、

私は非常に疑問でございます。別に公務員の皆さんに何を言うてるんではございません。い

ま役場でも人を雇うとなれば、５人雇うとなればどのぐらいの人数の募集の人が来るのか、

それだけ公務員はいまの環境ではいいと思っている人が多いということでございます。その

中で人事院勧告に、忠実に人事院勧告を守る、尊重すると、これはいままで上がるときには

尊重せよ、尊重せよと言うてやってきたわけでございます。上がるも下がるも人事院勧告を

尊重すると、人事院勧告以上に下げれば、これは労働組合がなければその抵抗が大変難しい。

それに対してはこれは反対したりするのは当然のことだと思いますが、人事院勧告に従って

そのとおりにやっていくと、いいかげんだと言うんなら上がるときにもそう言ったらいいわ

けなんです。だからその辺のとこをね、非常に理解に苦しむところでございます。よって賛

成いたします。

３番議員！議 長

いま小泉内閣が出している改革のことについての非常な矛盾点というのを山本議員３番議員

からも指摘をされているわけですけれども、そこでそしてまたその中での自民党の内部での

矛盾点も明らかにしてくださったというふうに思うわけです。ただ私たちは労働者のいまの

ような不況の中で労働者の方々の生活というのがいかにひどい状態になってきているか、ま

た社会保障が切り下げられてきている中で医療費の改悪の問題とか年金の問題もありますけ

れども、そういう中で賃金もいろいろな民間のところでは確かに切り下げられているところ

もあります。そういう働く人たちの条件的な低下というのがいまのやはり政治的な問題とい



うのが非常に大きい、いまの不況の原因そのものを野放しにしていったような状態の中でこ

ういう働く人たちに皆しわ寄せをしていくというような労働条件の切り下げそのものに、た

とえ公務員であろうとも民間の働く人たちであろうとも条件の切り下げについてはやはり反

対していきたい、こういうふうに思います。そういうことで反対させていただきます。

討論はこれにて打ち切り採決します。議 長

本案については反対者がありますので起立により採決いたします。

議案第８１号を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。よって議案第８１号は原案どおり可決されました。議 長

次に日程４番、議員提出議案第１４号、テロの根絶を願い、報復戦争と自衛隊派遣議 長

新法に反対する意見書については、寺前君より提出され所定の賛成者がありますので、これ

より議題とします。

朗読させます。 局長！

朗読。局 長

本案につきまして提案趣旨の説明をお願いします。 寺前君！議 長

それでは午前中に終わり、議長の職務を続いてあるらしいですので十分時間がある４番議員

というように思います。

それでは意見書、テロの根絶を願い、報復戦争と自衛隊派遣新法に反対する意見書を趣旨

説明させていただきたいと思います。中身については皆さん方のお手元に配らせていただい

ている、配付されている趣旨であります。その中にあって補足説明をさせていただくわけで

すけれども、今回のアメリカでのいわゆる同時多発事件は非常に痛ましい、そして衝撃的な

ショックを世界に与えました。こういうテロに対しては断じて許されない行為であり、この

根絶は人類の課題になっていようと思います。そのようなもとにあって、どうして世界の平

和が維持できるのか、国連の役割はますます重要になっています。そしてそれが日本の政府

の、あるいは日本国民の果たす役割が過去以上に重要なものになってきているということを

私たちはつくづく感じています。広陵町議会においてもこの狭い場から世界の平和を望む声

を高々と上げていこうではありませんか。そういうことによって私たちはこの広陵町民の方

々の声を代弁したいと思います。

まず今回の問題は、日本の小泉内閣が憲法に違反してまでテロの残虐な行為を利用し自衛

隊の海外派遣をするための法律を提案したことに始まります。その背景になっている点は、



アメリカの世界戦略に基づく内容であります。日本がどのような役割を果たすのかという点

は、かねがねアメリカの言いなりになった日本政府のやり方については、日本の識者におい

ても異議が唱えられている内容ですが、この点についても共通した流れが今回もあらわれて

きたと思います。ブッシュ大統領はアフガニスタンは始まりにすぎないということを何度も

強調しています。イラクだけではなくソマリア、スーダン、イエメンなどの国名を挙げて軍

事作戦を拡大するというアメリカの高官の声がたびたび新聞に出ている状況であります。と

言ったと思えば、戦線拡大はしないというようなアナウンスも流される状況でありますが、

基本的にはチェイニー副大統領はアルカイダ組織は世界に４０から５０カ国あるということ

を断定し、これを壊滅するために必要な軍事力を準備している、このことの内容が貫かれて

いるわけであります。私たちはこのような内容に対してどのようにいまの時点を見なけりゃ

ならないのかということを考える必要があると思います。

日本共産党はこの問題については、日本共産党のいわゆる不破哲三、志位委員長がこの事

件後、６日後に直ちに世界各国の首脳に書簡を送りました。その書簡は現在もこの国際紛争、

テロ行為を二度とさせないという点についての大きな示唆に富んだ内容だと私たちは自賛し

ているわけですけれども、その内容にも触れる必要があろうというように思います。現在の

内容についていえば、小泉内閣はアメリカが他国に戦争を拡大しようとしていることについ

ても、その戦争に参戦する一歩を踏み出した内容のまま、その問題点については一言も言及

していない内容であります。自民党のいわゆる幹事長経験者すらこの問題についての意見を

述べているわけですけれども、それが自民党や政府の声になっていない現状があります。私

たちはこの問題についてですね、一つは憲法を遵守する日本の姿勢を世界にいまこそ高らか

に宣言するチャンスであったにもかかわらず、このようなテロ参戦のための口実に自衛隊を

海外派遣するというところまで踏み切ったわけであります。第１にこの問題で、日本が憲法

に基づいて自国の安全とそして生命を守るということがこの法律に貫かれたかといえば全く

言及もされていない中身であります。つまり今回の法律についてはですね、日本防衛と無関

係に自衛隊を派遣させる、いわゆるアメリカのテロ撲滅作戦に白紙委任をするという内容に

なっているのがまず第１点大きな内容ではなかったのかというように思います。また第２点

でいえば、この内容についていえば実際に湾岸戦争の時期がありました。このときにも国連

安保理はイラクのクウェート侵略を排除するために行動することを決議し、実際にイラクを

クウェート領土から追い出した時点で行動は停止されました。ところが今回の法律はアメリ

カがテロ根絶に必要だとみなした行為であればどんな行動でも支援する、このような内容に



なっています。そしてそれはもちろん２年間の時限立法というようにうたわれているわけで

すけれども、この範囲については全く憲法が停止している状態であります。これが大きな内

容であります。

あるいはまたこの機にＰＫＯ協力法を改悪いたしました。これについてはまさにですね、

政府自身もこのＰＫＯを議論した国会ではですね、憲法上武力行使を伴うような平和維持軍

への参加は困難だと繰り返して言明してきたにかかわらず、今回のこの凍結部分については

十分な議論をしないままこの凍結解除に踏み切り自衛隊が海外派遣したものであります。本

当に法律の内容からいっても大きな矛盾を抱えているということは火を見るより明らかであ

ります。質問があるようですので、この内容についての質問に答える形で私たちはこの意見

書についてもう少し皆さん方と深く議論をさせていただきたいというように思います。

ただ最後にこの壇上から説明させていただく点は、憲法の持つ意味を再び認識しなきゃな

らないという問題であります。日本国は敗戦から大きな教訓を得て、そして日本国、この政

府が今後この主権在民を高らかに掲げたものであります。この憲法が議論されていたときに

はアメリカの押しつけ憲法だと言われる議論もありました。しかし現実には国民主権という

言葉、あるいはまた天皇象徴制という問題についても日本国民みずからがこの憲法を樹立し

た経過は歴史的にも明らかであります。押しつけ憲法ではないということもやはりこの議論

の中で明確にさせてきた問題であります。それについては分権等もございますが、この点に

ついてのいま意見書の問題とは少し離れるわけですが、憲法に違反する問題についての部分

だけ、この憲法の重要性を再びこの場で読ませていただきたいと思います。憲法前文は、日

本国民は恒久の平和を祈念し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するもので

あって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し、我らの安全と生存を保持しようと決意

した。我らは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて

いる国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民がひとしく恐怖

と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するものである。我らはい

ずれの国家も自国のことのみに専念してはならないということが小泉内閣から再々言われて

いるわけですけれども、この問題の中身について、日本国民は国家の名誉にかけ全力を挙げ

てこの崇高な理念、いわゆる戦争を放棄し、また二度と戦争を起こさせない、武力を行使し

ないという９条の中身であります。第９条は、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和

を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決

する手段としては永久にこれを放棄する。第２項においては、前項の目的を達成するため、



陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、このことを高々

と世界に掲げ、いまスイスその他世界国民の中でも日本国民が持つ憲法の崇高な理念を一層

広げることがいまこそその時期に適しているものだという運動も広がっています。私たちは

日本国民であり、また唯一被爆国としてこの悲惨な戦争を武力によって行使しない、国際的

な話し合いによって解決していく方向をこのテロを機に一層高々と掲げることを期待するも

のであります。以上であります。

これより本案について質疑に入ります。 １２番議員！議 長

いま非常に寺前議員のですね、熱烈な演説を聞いたところでございます。広陵の１２番議員

地からね、このテロ根絶、こういう声を上げたい。これはいわゆるアフガン復興に、これの

ここから来ている問題でございます。いま関西じゅうのＮＧＯ、海外支援、いま集まって何

で集まっているというのはですね、アフガンがその後どのようにしてですね、この根絶を図

るか、そのためには我々どうしたらいいのかと、こういうことで行動を起こそうということ

で集まっております。いま寺前議員、非常にこの広陵の地からアフガン復活、それにつなが

るんですがテロの根絶、それを絶やさないかんと、こういうようなことについて高々と声を

上げたい。私は別にこれ賛成するんですよ、反対してるんじゃないですわ。議員さんがね、

少なくとも議員がこういうふうなことを広陵から行動起こしたいということで、この辺意見

書出したいと、こういうことですが、じゃ具体的にですね、寺前議員、これ以後も間もなく

終結見てですね、何か活動が出てくると思うんですけど、どのようにこれを出してですね、

その後自分の活動としてですね、どのように取り組んでいくのか、ちょっとお聞かせ願いた

いんですわ。というのはですね、そこを聞かんとですね、たとえば私も行くんですがね、ア

フガンにね、寺前もわしも５０万ほど出して一緒に行きますというか、あれは地雷の撤去も

私もちょっと一遍やってみたいとかですね、その辺のことまで果たして考えられてですね、

ここの広陵の地で声上げたいとなされているのかどうか、それの話を聞かんと、私ずっとい

まこの内容を聞いているとますますうそくさく聞こえてね、仕方がないんですわ。確かに崇

高なことをおっしゃってるんですよ、憲法にちゃんと書いてございます。だけど議員がね、

口からそれを出した途端にね、あなたはそれを果たして実行してくれるんか、当然このよう

なことは町民から聞いてきますよ。そのようなことを実効なとこをもってですね、このよう

なことを広陵町で大きな活動として広げていきたいというなら大いに私は賛成なんですわ。

ちょっとそういうようなことでですね、ひとつどのようなことでですね、この意見書、こん

なん出して終わりじゃね、ほんま屁の突っ張りにならないですよ、出しただけ。それ否決し



て私は出しましたと言うだけ、これじゃ何の意味もないんですわ。後につなげてほしい。と

いうのは、議員たるものはですね、言うたらその後はちゃんとフォローしていく、動かなく

てはいけない、このようなこともあって、ひとつこの辺についてですね、この後の動きをど

のように考えておられるのか、ちょっとお聞きしたい。

はい、寺前議員！議 長

一番大事なことは、私たちがいま現時点で二つあると思います。一つは広陵町議会４番議員

の議員としてどのような役割を果たすのかということであります。そしてそれは町民の多く

の方々、私たちはこの問題について二つの点について署名活動を行っています。そしてそれ

は政府を動かし、いま政府のやっていることが間違っている、この間違いを正していくとい

うことの国民的な運動を広げているということであります。もう一つは、私たちはこの問題

に対して数多くの方々がそれぞれの得意分野、あるいはまたそれぞれの方々が熱心にかかわ

る問題については本当に大事なことだろうと思います。そういう分野においてまず私たち議

員がまずやらなきゃならん問題は、広陵町議会あるいは町政にかかわる問題としての態度を

明確にし、そしてそのことを町民の方々と一緒にかかわってやっていく、このことだと思い

ます。そういうことがまず一番大事だというように思いこの提案をしているものであります。

そしてその後の問題については、政府がいまやろうとしているその中身が間違っている、

世界の平和に反している、たとえばＮＰＯの方々でもこのアフガンに協力されている方々は

いま日本のやっている問題については非常に愚の骨頂だと、こんなことを言ってるわけであ

ります。そしてその現地におられる方々のテレビやまた新聞、雑誌等を見てみますと、これ

はアフガニスタンのいま悲惨な状態を解決する手だてにはならない、このことも明確にして

おります。そしてそのための協力を多くの方々がやっております。それはその意思に基づく

方々が自由にやっていくことは大事なことだというように思います。私たちはそのことに対

しては側面から積極的に応援しなきゃならないと思います。坂口君がもしそのところに行く

ということであれば、また私たちをその中に導いていくことであれば一緒に参加するという

こともやぶさかではありません。大いに検討をしなきゃならない問題だというように思いま

す。そういうような問題を通じて、一人一人が役割を分担し、そしてまた国民の方々ととも

に、いま重要なことは政府が間違ったやり方をしているということを正していく役割が政治

家として最も大きな任務だというように思っております。以上であります。

１２番議員！議 長

追加で少々具体的に入ってお聞きしたいと思います。いまもいみじくも言われま１２番議員



した。政治家というのはね、まずこういうふうにしなくてはいけないと言われましたね。そ

れは具体策を持って行わないけないと、こういうことなんですわ。署名活動何々やない、そ

れはね、大衆運動としては一つで、たとえば一つの方策であるでしょう。ほんで議員として

はですね、その署名集めましたねと、じゃそれを実際実行してくれるんですか、こういうこ

とを当然問われてくるんですね。実際、現実国のベースでそれが通らなかった、じゃあなた

はこの広陵の地でどのような活動をしていくのですかとだんだん具体的に入っていくような

問題であるんですわ。いや、私は署名集めるのが私の仕事でそれ以外は何もしませんと、こ

ういうようなことは許されませんね。もう一つ、これ具体的にですね、いまテロ根絶、これ

をしたいということですが、この文書でもってするのは当然一つあるでしょう、いろんなＰ

Ｒするのも一つでしょう、もう一つは実際具体的に行動してもらわんとですね、これ実はな

くならない。日本の国で言うことは幾らでも言えるんですわ。じゃ現実のテロの発生してい

る地、その根本の原因はどうやとか、解決しようかと、これは現実現地に出ていかないとで

すね、これはできないんですね。そのようなことのですね、日本で言うことは幾らでも言え

るんですよ、いいことは幾らでも言えます。いい意見も幾らでも言えます。現実にこのテロ

の根絶を願いって、これは日本の中でも根絶してもうた方がいいんですよね。主なのはいま

言うてる対外的な外国でのテロの根絶を図りたいと、こういうことですので、その辺具体策

はありましたらもう少し寺前議員のですね、お考えをお聞かせ願いたい。これはちゃんと議

事録残りますのでね、これ非常におもしろい議論になってきたなということで、少々時間も

ありますのでお考えをお願いしたい。

４番議員！議 長

全くおもしろいものではありません。一番大事な問題は、たとえばＮＧＯの方々が４番議員

アフガンに行かれております。そしてまたその方々が政府に拘束されないで自由に行動をと

っておられます。これらのことも一つ大きな問題です。私たちは政治家としてそのような方

々を支援することは非常に重要です。そしてそれを政治利用することは断じて許されるもの

ではありません。こういうような問題において国際社会を動かしていくということは、本当

にどのような道筋があるのかというのは大事です。そしてそれは広陵町民の一人一人が自覚

し考えていかなきゃならない問題だと思います。私たちはこの問題については、まず広陵町

の議会を動かし、広陵町の執行者を動かし、広陵町の町民の方々とともに国や県や政府、そ

して国連、世界を動かしていく、このような崇高な理念を持っています。そしてそのもとに

２００１年９月１１日不破哲三、志位和夫は、全世界の首脳にあてて書簡を送りました。そ



の中にはこの国連安全理の決議、１３６８条云々の問題についての本当にやらなければなら

ない問題を提案しています。そして私たちはそのことをやろうとしているわけであります。

まず行動の問題については、だれがどのようにするのかということが重要です。そしてまた

それは政治家がかかわる問題と個人がかかわる問題を混同してはならないと思います。趣味

あるいはまたその経験を生かしてやっていくことは大いに賛成です。それをいまどのように

するのかという点の具体的な提案は、たとえば坂口君がアフガニスタンに行くのであれば、

広陵町民の方々にあるいは議会に、議員にその趣旨とその中身が本当にそれが政治として変

えられるのか、政府がいま行おうとしている問題について意見はいろいろあるでしょうけれ

ども、その問題を阻止することができるのか、このことが非常に大事です。私たちは、たと

えば国内においても生活に困窮されてる方々、その方々に対する手だては政治の側面におい

てどうやるのかということを中心に行っています。そしてその方々に直接手を差し伸べて援

助していくということについては多くの篤志家が行っています。私たち政治家はそのことに

一つ一つについては応援はするけれども、かかわり方は自由であります。その問題をそれが

政治家の役割だと言わんばかりの行動をとることは、これは明らかに政治を食い物にするや

からと同じような方策にならざるを得ないというように思います。私たちは、大事なことは

その崇高な理念に基づいて隠れた方々は寄附あるいはまた匿名で行っている方々おられます。

そのような方々の趣旨を政治に生かしていく、このことを中心に考えることが最も大事だと

いうように思っております。そしてその具体的な問題の提案をいましていただけるのであれ

ば、政治的な行動という範囲で私たちは一致できる問題についてはどなたでも手を結んでこ

の悲惨なテロをなくしていく、そしてまたそのもとにおいて行動をとることについては行動

をともにしたいというように思い、またそのことについてはこの後においてもともにやって

いきたいというように思います。以上です。

１３番議員！議 長

１点だけお聞きいたしておきます。１３番議員

先ほどから説明の中にも憲法違反だとかいろんな憲法違反という言葉が多々出ております。

憲法というのは日本の国法の上に立つ最高の法律でございます。これに違反した法律なんて

つくれないわけでございます。それを共産党さんは憲法違反の、これ多分いまでもおっしゃ

ってるのはこの新しいこのテロ対策の新法と自衛隊法の改正についてここでは述べておられ

るんだろうとは思いますねけれども、もしこれが憲法違反であると感じたときに、そう共産

党が解釈されたときに、これは憲法違反であるかないかというのはこれは最高裁判所がそれ



を判断するわけでございます。そこへどのような手続を訴えあるいはそういうことをされて

いるのか。事実そこで判断が出た部分が憲法違反だと。最高裁が憲法違反であるという判断

を出したものが憲法違反の法律でございます。これについてどういう行動を起こされている

のか、この１点をお聞きいたしておきたい。

４番議員！議 長

これは簡単なことであります。一つはいまおっしゃったように、三権分立のもとに４番議員

おいて憲法違反かどうかという最終法的判断、国家としての判断は最高裁判所がすることに

なります。しかし日本では憲法裁判所がないという現状の中でどのように解釈するのかとい

うのはまちまちであります。法的にはおっしゃったとおり最高裁判所が判断します。しかし

再度言っておきますけれども、たとえば武力行使の一環として今回もＰＫＯがいわゆる凍結

分が解除されました。その中にあって政府自身みずからがこの憲法上武力行使を伴うような

平和維持軍への参加は困難ということを繰り返したわけであります。こういう内容を前言を

翻して国会に提案していく、これは政治の事実行為としてはあり得ることであり、残念なが

ら今回のことも事実として行われています。過去再三、憲法が成立して以降、この憲法論議

は再三繰り返され、そしてそのもとに解釈が変わってきている、こういう内容であります。

しかし現実問題としては、いま具体的に山本議員が憲法に違反しないということに基づいて

おっしゃっているのか、共産党があるいはまた国民が解釈をどのように考えているのかとい

うことを問われているとすれば、山本議員の解釈についてもお聞きしなきゃならない問題だ

というように思うんです。私たちは再三憲法違反だと言っていますけれども、これを法律で

解決しようという姿勢は全くとる立場にはありません。結局、最終的に決めていくのは国民

だという信念に基づいているからであります。もちろんこれは最終的な判断としては憲法の

改正、いま国会でも議論されています。そしてそのもとにおける問題は憲法によってその手

続も決められているわけでありますけれども、それについて私たちがいま国民にこの問題を

訴えている中身であります。たとえばこの１１月末のですね、あるテレビの民放の点でいい

ますと、自衛隊の海外派遣について賛成４２．７％、反対４９．８％、自衛隊のインド洋展

開を支持する３８％、支持しない５３％、こういう内容が出ています。

質疑に対して答弁願います。議 長

これはいわゆるいま山本議員がどのように考えるのかという点についてもですね、４番議員

貴重な内容であります。先ほど山本議員が小泉内閣の支持基盤は国民が支持しているからだ

ということをおっしゃいました。そしてその問題についても私たちは無視するつもりはあり



ません。しかし現実に支持してきている中身については解釈が違うということについては本

会議においても述べたとおりであります。その内容をあわせて具体的に述べる点については

ですね、時間もないわけですけれども、この内容でいえば憲法に基づいてどう解釈するのか

といえば、国民の考え方、国民が現憲法を改正したいとことで動きを、国会がとる動きを持

っている一方で、国民のまだ過半数はこの憲法第９条を変える必要はないということに基づ

いて考えておられるというように思っております。そういうことを私たちは客観的に事実に

基づいて広げていく、そしてそれが政治の活動だというように考えております。

質問ですか。質疑はこれにて打ち切ります。議 長

討論に入ります。討論ありませんか。 １０番議員！

私はこれ、いま質疑いろいろございましたが、私はこの意見書、いわゆるテロ根１０番議員

絶、これは私も根絶は当然したいというのは当然ですが、報復戦争と自衛隊派遣新法に反対

する意見書ということであると私は思っておりますので、このことの意見書に対して私は反

対と、こういう立場で討論をしたいと思います。

先ほど来、憲法論議とかいろいろ出てましたが、私はそのような専門家でもなしに一地方

議員でございますので、そこまではわかりませんが、この自衛隊派遣に関する意見書という

ことで、私は自衛隊派遣するのには賛成であります。なぜかと申しますと、テロという悲惨

な現実があり、そして日本人も多数犠牲になった、これまた紛れもない現実であります。い

わゆるある日突然に侵入をしてきて、ずかずかと上がってよその家へ入ってきて私の家族な

りが殺されたというのが一つの形であろうと思います。原因はいろいろあります。しかしそ

の意味でそういう民主主義、資本主義体制の中での日本も一員であり、ましてや賛否いろい

ろありますが、現在では安保条約というアメリカと結んでいる中でのいわゆる同盟国が大変

なテロに遭って、現実に何千人という方が亡くなり、ましてや日本人もその中におられると

いうことの現実を踏まえて、テロの根絶の根本をどうするかということより、入ってこられ

た侵入者に対してどういう形をとっていくかということをまずやっていかなければならない

一つの手段であるわけでございますので、よってそこから原因を、テロが出てくる原因をい

ろいろこれまたいろんな国との中でそれをおさめていく、またなくしていくというのと、ず

かずかっと入ってきて家族が殺されたということは現実ですので、それに対してどうなるか

ということに対しては私は自衛隊を派遣して、当然同盟国としてやるべきであるということ

には、憲法論議がどうあれ私は賛成であります。その意味におきましても、まず私は自衛隊

がある、軍隊があるということは紛れもない現実であり、それがいわゆる日本国の税金でも



ってそれをもって自衛隊があるわけでございます。ましてやイージス艦とかいうすばらしい、

大変高い、またアメリカと同じような一つの軍備もあるわけです。結果、軍事大国になると

いうのが一番怖いのは、嫌がるのはアメリカだと私は思っておるぐらいです、これは個人的

ですけどね。そうであれば自衛隊を派遣するということはきっちりとした、もしもアメリカ

が憲法のときに、かかわったときにアメリカから押しつけで軍備がない平和国家であるとい

う、再軍備しないという軍備放棄と、戦争放棄ということを押しつけてあったとしても、そ

のとき、いま現在そのような状態でアメリカからもしも要請があったとしたら、これはある

程度矛盾している解釈にもなるわけでございますけど、日本としては当然独立国としての一

つの形としてやるべきであり、そして日本の自衛隊が中途半端じゃなしにきっちりとした日

本の軍隊であるということを世界にきちっと示して、責任ある形をとりアメリカにきっちり

と意見も言うという一つのバックボーンがなければだめだと私は思っておりますので、この

自衛隊派遣新法に対するこの意見書に対しては私は反対と、こういうことでございますので

よろしくお願いします。

３番議員！議 長

賛成の立場で討論させていただきます。３番議員

いま青木議員は憲法による解釈はよくわからないので、ちょっとそれは一応置いといてと

いう形で言われたわけですけども、歴代の政府は憲法に違反する軍事行動の事例としまして、

やはり集団的自衛権ということを挙げられてきているわけです。今回のこの行動が集団的自

衛権に当たるのかどうかということが大きく問われてきているところであります。ＮＡＴＯ

の条約第５条が１０月４日に八つの項目というのを出したわけですけども、そこの中で言わ

れている八つの項目の中に、いま日本がやろうとしている事柄が大きく含まれております。

これは集団的自衛権そのものであります。といういままで集団的自衛権を行使することは憲

法違反だといままで歴代の政府が言ってきたことをここで踏みにじってきているのだと、こ

ういうことからやはり憲法違反の今回の立法である、そういうふうに考えております。また

テロ犯罪の容疑者については、被害を受けた国に引き渡して裁判にかけることが国際的な諸

協定にも明記され、世界で確立してきた基本的なルールでございます。２７０人の犠牲者を

出した１９８８年のアメリカのパンアメリカ機の爆破とか墜落事件にしましても、国連によ

る経済政策を含む粘り強い対応の結果、一昨年リビア政府が容疑者と指定された２人の人物

の引き渡しに応じて、昨年裁判が開始され現在継続中ということでございます。ただ、いま

アメリカがやっております戦闘はこれを無制限にずっと拡大して、パレスチナまたイスラエ



ルの、パレスチナ情勢打開の決議案を国連安保理の方が１５日に出してきているわけですけ

ども、それに対しましてもアメリカは拒否権を発動して、イスラエルを擁護するアメリカは

拒否権を発動して否決をされたということがございます。こういうふうな形で無制限な形で

戦争が拡大されていく、そして民間人が大いに犠牲となるような、このような戦争は一日も

早く終わらせていただきたい、このように思いまして今回の提案をさせていただくところで

ございます。

１番議員！議 長

まず私は与党の一員としてですね、こうした形については賛成したいと思っていま１番議員

す。提案説明の中にもですね、寺前さん以下３人で出された内容については一言も壇上の中

では述べられない、そして共産党の考え方のみを述べられ、憲法上問題があるというような

意見をとうとうと述べられるわけであります。それはどこかほかの方でやっていただきたい

と思いますし、こうした意見を述べるのであればこうしたものを基本とした論議、賛成、反

対をすべきではないかと思っておりますことを初めに申し上げたいと思います。

こうしたテロが９月１１日に始まって３カ月が経ちました。こうした中、国会においても

テロ特別対策法等々、自衛隊派遣法等々いろいろな審議、時間をかけてこの国会でやられた

わけであります。その中で公明党においても時限立法２年間やるというようなものもつけさ

せていただいて期限をつくったわけであります。そうした中でいまこうしたことが、３カ月

もなってですね、いまアフガンにおいてももうタリバンも崩壊し、いろんな面では終着駅に

着いているのかなと、新しい政権もでき上がりつつあるわけであります。そうした中でなぜ

いまごろこうしたことが、もっと９月の議会で始まる前に、また国会で審議される前にこう

した意見を地方議会の声として国会へ述べるのが筋道ではないかなと。いまアフガンにおい

てはなかなか終着駅は見えないようでありますけれども、大きな手をタリバンの崩壊におい

ても少しは見えたかなと思う中で、３カ月も経って、こうしたところで地方議会で出される

ものが私は一つ疑問に思うわけです。ただ共産党のパフォーマンスにすぎないかなというの

が私の本音であります。やはりその中にも書いてありますように、我々も国連を中心とした

ことについては何ら異議はないわけであります。そして２番目に自衛隊派遣について、その

戦争地域におけるのは反対だと、こういうことはですね、ごめんなさい、すいません。

２番目には、自衛隊の戦争地域への派遣を認める新法を撤回すること、これは何を指して

おるのか僕にはわからないわけであります。このテロ対策特別法においては、一つは相手国

の同意があれば自衛隊を外国の領域まで派遣することができる。二つはその場へ現に戦闘行



為が行われておらずかつそこで実施される活動の期限を通じて戦闘行為が行われることがな

いと認められる地域に限ると。それから三つ目は、自衛隊の海外派遣の計画を決定したら国

会に承認を求め、２０日以内に承認されなければ撤退する、いわゆる事後承認の規定であり

ます。四つ目は、自衛隊の役務の提供は補給、輸送、修理及び整備、医療、通信並びに基地

業務などであります。五つ目は、武器、弾薬の輸送は陸上で行わない、海上での輸送はでき

るということであります。それから六つ目は、自衛隊の武器、弾薬を外国軍隊に提供するこ

とを禁止すると。七つは、自衛隊は自分自身とともにみずからの管理下に入った者の生命の

防護のためにやむを得ない必要がある場合は武器を使用することができる。たとえば自衛隊

の医療活動用のテントの中で外国人傷病者等を含むのであります。こうしたことを主な内容

としているものであります。また政府としては、集団的自衛権の行使や武力の行使を禁じた

憲法解釈を変えないままこうした法律をつくったのであります。こうした点を踏まえて、い

まもう自衛隊もこうしたテロ対策特別法にのっとって海外派遣をしておりますので、何ら問

題はないのではないかと。またこうした意見書はもう遅いのではないかということを反対の

理由としたいと思います。

５番議員！議 長

反対の討論がありましたので、再度賛成をいたします。５番議員

まずですね、憲法の問題についてね、広陵町の議員の皆さんそろってですね、避けて通ろ

うとされているのではないかと大変危惧をするものであります。我々がいま町民の代表とし

て議会に出ている、このことは地方自治法の中でも定められているわけですが、それは憲法

に定められた中で地方自治法ができ、そして我々議会の任務も法律で定められているのが実

態でありますから、何よりもこの日本の憲法というものはすべての国民に対してかぶせられ

ている一番基本的な重要な法律であることはご存じだと思います。ところが、そして今回こ

の意見書について憲法前文と９条を守るということを明確にしておりますので、これについ

ての議論を真摯にすることがいま一番大事ではないかというふうに思っているわけですが、

青木議員は憲法がどうあれということをおっしゃったわけですが、もうとんでもない話でご

ざいます。憲法に違反しているかどうかはですね、基本的な日本語がわかる皆さんであれば

どなただって理解し得る内容なんです。いま憲法９条の１項の方なんですけれども、これは

国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては

永久にこれを放棄する、この日本語わかりませんか、皆さんわかりますね。そしたら今回小

泉内閣がしていることは明らかに憲法違反だということは普通の常識ある住民、町民の皆さ



ん、国民の皆さんだったらわかるんじゃないですか。そういういままでの歴史的経過の中を

踏まえてですね、この広陵町でも非核都市宣言をしておりますし、そしてこれは２年前でし

たか、私の方でですね、女性の会の方からですね、平和のアピールをしようということで新

聞の掲載、名前入りで、名前を出してもらって１口２，０００円ということで募集をされま

して、当時の林田前町長の方にも働きかけましたら、家族の名前でということでお金もいた

だき名前を出すことも署名の方も賛同していただきましたし ・谷議員もですね、そのほか広、

陵町の数名の議員もですね、わざわざ２，０００円を出していただいて名前を平和に賛同す

るアピール署名に参加していただいたという、このようなすばらしい実績がございます。で

すから平和については私はこの広陵町議会、理事者の皆さん、そして広陵町民すべての方が

一致する理念だというふうに確信をしているところでございます。

そしてこのような中でＰＫＯ法案の改悪がされたわけなんですけれども、このＰＫＯにつ

きましてですね、国連の方が平和維持軍活動の５０年という、そういう１９９８年に発表し

た報告書の中でも、ＰＫＦについては平和維持軍について伝統的に唯一軽武装した部隊であ

り、自衛のためあるいは与えられた任務の遂行を武力で阻止しようとする試みが行われた場

合、最小限の武力を使用する、国連軍事監視団及び文民警察官は非武装であるということで

ＰＫＦは大いに武力を行使する部隊であることを明言しております。そういうこともかんが

みまして、小泉総理がこの法律改悪までして実行している自衛隊派遣などですね、これは武

器使用も認めているわけですから明らかに憲法違反であることはだれの目でもはっきりする

わけでございます。どうか少なくとも広陵町の住民を代表される議員の皆さんは、憲法につ

いてきっちりと真剣に考えていただき、ご自分でですね、憲法違反かどうか誠実に考えてい

ただきたいというふうに思います。

そしてですね、国際法に基づいてということは一致するんだということで山田議員もおっ

しゃいましたけれども、国連憲章の中ではですね、それぞれの自国の憲法の手続に従ってや

るべきだということで、このような世界の国々から日本が憲法違反の武力行使を期待してい

るわけではありません。日本についてはやはりその平和的な立場で世界の平和をリードして

いく、そういう先頭に立って頑張ることが期待されているわけであります。

まだですか。議 長

それからですね、いまごろ何だ、９月議会になぜ出さなかったんだということでし５番議員

たけれども、あの事件が起きたのは、テロ事件が起きたのは９月議会が始まって最初の日で

したかね、議運が既に終わっておりましてですね、残念ながら間に合わなかったというのが



実態であります。そして今後ですね、山田議員も認識されていますように、今回の戦争はこ

れで終止符を打つような見通しがない、本当にもう長引くのではないかとアメリカ自身、ブ

ッシュ大統領も言っているわけですけれども、大変そこの点も懸念されるところであります

から、いまここでですね、きっちりとこのような自衛隊の戦争地域への派遣を認めるような、

こういうことを広陵町議会でも認めていってはいけないというふうに思います。皆さんの平

和に関する良識の力を大いに発揮していただいてですね、そろって賛同いただきますよう

にお願いをいたします。

はい、２番議員！議 長

先ほどからいろいろご高説を賜ったわけですが、私はこの後立つことはないと思い２番議員

ます。理由をはっきり言います。もう共産党に反対です。以上。

以上で討論を打ち切ります。議 長

本案については反対者がありますので起立により採決いたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立少数であります。よって本案は否決されました。議 長

以上で本日の議事日程並びに本定例会に付議されました事件はすべて終了いたしましたの

で会議を閉じます。

平成１３年第４回定例会をこれにて閉会いたします。

（Ａ.Ｍ.１１：５２閉会）



以上、会議の顛末を記載し、その相違ないことを証し、ここに署名する。

平成１３年１２月２１日

広陵町議会議長 出 張 光 男
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